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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　始動領域を遊技媒体が通過した後に、可変表示の開始を許容する開始条件の成立に基づ
いて、各々を識別可能な複数種類の識別情報を可変表示する可変表示手段を備え、該可変
表示手段に特定表示結果が導出表示されたときに遊技者にとって有利な特定遊技状態に制
御する遊技機であって、
　遊技制御処理プログラムに基づき遊技機における遊技制御を実行する制御用ＣＰＵが内
蔵された遊技制御用マイクロコンピュータと、
　前記遊技制御用マイクロコンピュータに内蔵又は外付けされ、乱数値となる数値データ
を生成する乱数回路とを備え、
　前記乱数回路は、
　数値データを予め定められた手順により更新して出力する数値更新手段と、
　前記数値更新手段から出力された数値データを前記乱数値として取り込んで格納する乱
数値格納手段とを含み、
　前記遊技制御用マイクロコンピュータは、
　前記始動領域を遊技媒体が通過したときに、前記乱数値格納手段から前記乱数値を読み
出す乱数読出手段と、
　前記開始条件が成立したことに基づいて、前記乱数読出手段によって読み出された前記
乱数値を用いて、前記特定遊技状態に制御するか否かを、前記識別情報の表示結果が導出
表示される以前に決定する事前決定手段と、
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　前記事前決定手段による決定前に、前記始動領域を遊技媒体が通過したときに、前記乱
数読出手段によって読み出された前記乱数値に基づいて、前記特定遊技状態に制御するか
否かを含む所定の判定を行う始動判定手段と、
　所定信号の入力に基づいて前記数値更新手段から出力された数値データが前記乱数値格
納手段に格納されたときに第１の値にされて新たな数値データの格納を制限する一方、前
記乱数値格納手段に格納された数値データが前記乱数値の読出タイミングにて前記制御用
ＣＰＵにより読み出されたときに第２の値にされて新たな数値データの格納を許可する所
定のデータと、
　前記制御用ＣＰＵによる遊技制御が開始された後、予め定められた条件の成立に基づい
て、前記制御用ＣＰＵにより前記遊技制御処理プログラムの先頭から遊技制御の実行を開
始させる再開始制御手段と、
　前記再開始制御手段により前記遊技制御処理プログラムの先頭から遊技制御の実行を開
始させるときに、該遊技制御の実行が開始されるよりも前に、前記所定のデータを第２の
値にする制御開始時処理手段とを含み、
　さらに、前記始動判定手段による判定結果に基づいて、当該判定対象となった可変表示
の前記開始条件が成立する以前に、特定演出を実行する特定演出実行手段を備える、
　ことを特徴とする遊技機。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、パチンコ遊技機等の遊技機に係り、詳しくは、始動領域を遊技媒体が通過し
た後に、可変表示の開始を許容する開始条件の成立に基づいて、各々を識別可能な複数種
類の識別情報を可変表示する可変表示手段を備え、可変表示手段に特定表示結果が導出表
示されたときに遊技者にとって有利な特定遊技状態に制御する遊技機に関する。
【背景技術】
【０００２】
　遊技機として、遊技球などの遊技媒体を発射装置によって遊技領域に発射し、遊技領域
に設けられている入賞口などの入賞領域に遊技媒体が入賞して始動条件が成立すると、複
数種類の識別情報（以下、表示図柄）を可変表示装置にて可変表示し、その表示結果によ
り所定の遊技価値を付与するか否かを決定する、いわゆる可変表示ゲームによって遊技興
趣を高めたパチンコ遊技機がある。こうしたパチンコ遊技機では、可変表示ゲームにおけ
る表示図柄の可変表示が完全に停止した際の停止図柄態様が特定表示態様となったときに
、遊技者にとって有利な特定遊技状態（大当り遊技状態）となる。例えば、大当り遊技状
態となったパチンコ遊技機は、大入賞口又はアタッカと呼ばれる特別電動役物を開放状態
とし、遊技者に対して遊技球の入賞が極めて容易となる状態を一定時間継続的に提供する
。
【０００３】
　このような遊技機において、始動入賞口に入った入賞球を検出する始動口スイッチがオ
ンすることに対応して、乱数生成手段を構成する乱数確定レジスタに、例えばＣＰＵから
のラッチパルスや始動口スイッチからの出力といった、所定信号を入力し、この乱数確定
レジスタにラッチされたカウント値を乱数値として取得するものがある（例えば特許文献
１）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２０００－６１１２０号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　特許文献１に記載の技術では、所定信号の入力により乱数確定レジスタにカウント値が
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ラッチされた後、そのカウント値が取得されるより前に、例えばノイズなどにより新たな
カウント値がラッチされてしまうと、始動入賞口に入った入賞球などに対応した正確な乱
数値を取得できなくなるという問題があった。
【０００６】
　この発明は、上記実状に鑑みてなされたものであり、正確な乱数値を取得できる遊技機
を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　上記目的を達成するため、本願の請求項に係る遊技機は、始動領域（例えば普通入賞球
装置６Ａが形成する第１始動入賞口や普通可変入賞球装置６Ｂが形成する第２始動入賞口
など）を遊技媒体（例えば遊技球など）が通過した後に、可変表示の開始を許容する開始
条件の成立（例えばステップＳ２２１またはステップＳ２２３にてＮｏと判定されたこと
など）に基づいて、各々を識別可能な複数種類の識別情報（例えば特別図柄や飾り図柄な
ど）を可変表示する可変表示手段（例えば第１及び第２特別図柄表示装置４Ａ、４Ｂや画
像表示装置５など）を備え、該可変表示手段に特定表示結果（例えば大当り図柄となる確
定特別図柄や大当り組合せの確定飾り図柄など）が導出表示されたときに遊技者にとって
有利な特定遊技状態（例えば大当り遊技状態など）に制御する遊技機（例えばパチンコ遊
技機１など）であって、遊技制御処理プログラムに基づき遊技機における遊技制御を実行
する制御用ＣＰＵ（例えばＣＰＵ５０５など）が内蔵された遊技制御用マイクロコンピュ
ータ（例えば遊技制御用マイクロコンピュータ１００など）と、前記遊技制御用マイクロ
コンピュータに内蔵又は外付けされ、乱数値（例えば特図表示結果決定用の乱数値ＭＲ１
など）となる数値データを生成する乱数回路（例えば乱数回路５０９など）とを備え、前
記乱数回路は、数値データを予め定められた手順により更新して出力する数値更新手段（
例えば乱数生成回路５５３や乱数列変更回路５５５など）と、前記数値更新手段から出力
された数値データを前記乱数値として取り込んで格納する乱数値格納手段（例えば乱数値
レジスタ５５９Ａ（Ｒ１Ｄ）や乱数値レジスタ５５９Ｂ（Ｒ２Ｄ）など）とを含み、前記
遊技制御用マイクロコンピュータは、前記始動領域を遊技媒体が通過したときに、前記乱
数値格納手段から前記乱数値を読み出す乱数読出手段（例えばＣＰＵ５０５がステップＳ
５０６の処理を実行する部分など）と、前記開始条件が成立したことに基づいて、前記乱
数読出手段によって読み出された前記乱数値を用いて、前記特定遊技状態に制御するか否
かを、前記識別情報の表示結果が導出表示される以前に決定する事前決定手段（例えばＣ
ＰＵ５０５がステップＳ２２９の処理を実行する部分など）と、前記事前決定手段による
決定前に、前記始動領域を遊技媒体が通過したときに、前記乱数読出手段によって読み出
された前記乱数値に基づいて、前記特定遊技状態に制御するか否かを含む所定の判定を行
う始動判定手段（例えばＣＰＵ５０５がステップＳ２０５、Ｓ２１０にて入賞時乱数値判
定処理を実行する部分など）と、所定信号（例えば第１始動入賞信号ＳＳ１や第２始動入
賞信号ＳＳ２に基づく乱数ラッチ信号ＬＬ１、ＬＬ２など）の入力に基づいて前記数値更
新手段から出力された数値データが前記乱数値格納手段に格納されたときに第１の値にさ
れて新たな数値データの格納を制限する一方、前記乱数値格納手段に格納された数値デー
タが前記乱数値の読出タイミングにて前記制御用ＣＰＵにより読み出されたときに第２の
値にされて新たな数値データの格納を許可する所定のデータ（例えば乱数ラッチフラグＲ
ＤＦＭ１、ＲＤＦＭ２など）と、前記制御用ＣＰＵによる遊技制御が開始された後、予め
定められた条件の成立に基づいて、前記制御用ＣＰＵにより前記遊技制御処理プログラム
の先頭から遊技制御の実行を開始させる再開始制御手段と、前記再開始制御手段により前
記遊技制御処理プログラムの先頭から遊技制御の実行を開始させるときに、該遊技制御の
実行が開始されるよりも前に、前記所定のデータを第２の値にする制御開始時処理手段（
例えばＣＰＵ５０５がステップＳ５６、Ｓ１２１、Ｓ１２３の処理を実行する部分など）
とを含み、さらに、前記始動判定手段による判定結果に基づいて、当該判定対象となった
可変表示の前記開始条件が成立する以前に、特定演出（例えば図６６に示す予告演出ＹＤ
１や図６７に示す予告演出ＹＤ２、図６８に示す予告演出ＹＤ３など）を実行する特定演
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出実行手段（例えば演出制御用マイクロコンピュータ１２０のＣＰＵがステップＳ７０５
～Ｓ７０９の処理に基づいて、Ｓ７２８～Ｓ７３１の処理を実行する部分など）を備える
。
【０００８】
　このような構成によれば、所定信号の入力に基づいて数値データが乱数値格納手段に格
納されたときに所定のデータが第１の値にされて新たな数値データの格納が制限される一
方、乱数値の読出タイミングにて乱数値格納手段から数値データが読み出されたときに所
定のデータが第２の値にされて新たな数値データの格納が許可される。これにより、所定
信号の入力に基づいて乱数値格納手段に格納された数値データを、正確な乱数値として取
得することができる。そして、遊技制御の実行が開始されるときには、制御開始時処理手
段が所定のデータを第２の値にする。これにより、例えば電源遮断が発生したときなどの
電源電圧が不安定な状態で誤って乱数値格納手段に格納された数値データを乱数値として
取得してしまうことを防止できる。また、始動領域を遊技媒体が通過したときに、乱数読
出手段によって読み出された乱数値を用いた特定遊技状態に制御するか否かを含む所定の
判定結果に基づいて、その判定対象となった可変表示の開始条件が成立する以前に特定演
出を実行することにより、遊技興趣を向上させることができる。
【図面の簡単な説明】
【００２３】
【図１】この実施の形態におけるパチンコ遊技機の正面図である。
【図２】パチンコ遊技機に搭載された各種の制御基板などを示す構成図である。
【図３】電源基板の構成例を示すブロック図である。
【図４】リセット信号及び電源断信号の状態を模式的に示すタイミング図である。
【図５】演出制御コマンドの内容の一例を示す説明図である。
【図６】遊技制御用マイクロコンピュータの構成例を示すブロック図である。
【図７】遊技制御用マイクロコンピュータにおけるアドレスマップの一例を示す図である
。
【図８】プログラム管理エリア及び内蔵レジスタエリアの主要部分を例示する図である。
【図９】ヘッダ及び機能設定における設定内容の一例を示す図である。
【図１０】第１乱数初期設定、第２乱数初期設定及び割込み初期設定における設定内容の
一例を示す図である。
【図１１】セキュリティ時間設定における設定内容の一例を示す図である。
【図１２】内部情報レジスタの構成例等を示す図である。
【図１３】遊技用乱数となる乱数値を例示する説明図である。
【図１４】乱数回路の構成例を示すブロック図である。
【図１５】乱数列変更レジスタの構成例等を示す図である。
【図１６】乱数列変更回路による乱数列更新規則の変更動作を示す説明図である。
【図１７】乱数列変更回路による乱数列更新規則の変更動作を示す説明図である。
【図１８】乱数値取込レジスタの構成例等を示す図である。
【図１９】乱数ラッチ選択レジスタの構成例等を示す図である。
【図２０】乱数値レジスタの構成例を示す図である。
【図２１】乱数ラッチフラグレジスタの構成例等を示す図である。
【図２２】乱数割込み制御レジスタの構成例等を示す図である。
【図２３】遊技制御用マイクロコンピュータに乱数回路が外付けされる場合の構成例を示
す図である。
【図２４】入力ポートレジスタの構成例等を示す図である。
【図２５】変動パターンを例示する図である。
【図２６】変動パターン種別を例示する図である。
【図２７】特図表示結果決定テーブルの構成例を示す図である。
【図２８】大当り種別決定テーブルの構成例を示す図である。
【図２９】変動パターン種別決定テーブルの構成例を示す図である。
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【図３０】変動パターン種別決定テーブルの構成例を示す図である。
【図３１】変動パターン決定テーブルの構成例を示す図である。
【図３２】普図表示結果決定テーブルの構成例を示す図である。
【図３３】始動口入賞テーブルの構成例を示す図である。
【図３４】遊技制御用データ保持エリアの構成例を示すブロック図である。
【図３５】入力ポートチェックに使用される各種バッファの構成例を示す図である。
【図３６】演出制御パターンの構成例などを示す図である。
【図３７】セキュリティチェック処理の一例を示すフローチャートである。
【図３８】遊技制御メイン処理の一例を示すフローチャートである。
【図３９】乱数回路設定処理の一例を示すフローチャートである。
【図４０】乱数回路異常検査処理の一例を示すフローチャートである。
【図４１】遊技制御用タイマ割込み処理の一例を示すフローチャートである。
【図４２】電源断処理の一例を示すフローチャートである。
【図４３】スイッチ処理の一例を示すフローチャートである。
【図４４】第２始動口異常入賞無効処理の一例を示すフローチャートである。
【図４５】メイン側エラー処理の一例を示すフローチャートである。
【図４６】特別図柄プロセス処理の一例を示すフローチャートである。
【図４７】始動入賞判定処理の一例を示すフローチャートである。
【図４８】乱数値取得処理の一例を示すフローチャートである。
【図４９】入賞時乱数値判定処理の一例を示すフローチャートである。
【図５０】特定パターン共通範囲などを示す図である。
【図５１】特別図柄通常処理の一例を示すフローチャートである。
【図５２】変動パターン設定処理の一例を示すフローチャートである。
【図５３】特別図柄停止処理の一例を示すフローチャートである。
【図５４】大当り終了処理の一例を示すフローチャートである。
【図５５】普通図柄プロセス処理の一例を示すフローチャートである。
【図５６】普通図柄停止処理の一例を示すフローチャートである。
【図５７】普通電動役物作動処理の一例を示すフローチャートである。
【図５８】演出制御メイン処理の一例を示すフローチャートである。
【図５９】異常報知画面の一例を示す図である。
【図６０】演出制御コマンド解析処理の一例を示すフローチャートである。
【図６１】演出制御プロセス処理の一例を示すフローチャートである。
【図６２】飾り図柄変動設定処理の一例を示すフローチャートである。
【図６３】連続予告設定処理の一例を示すフローチャートである。
【図６４】飾り図柄変動中処理の一例を示すフローチャートである。
【図６５】演出制御指令処理の一例を示すフローチャートである。
【図６６】予告演出が実行されるときの表示動作例などを示す図である。
【図６７】予告演出が実行されるときの表示動作例などを示す図である。
【図６８】予告演出が実行されるときの表示動作例などを示す図である。
【図６９】乱数回路における動作を説明するためのタイミングチャートである。
【図７０】乱数値レジスタの読出動作などを説明するためのタイミングチャートである。
【図７１】電源電圧の低下時における動作などを説明するためのタイミングチャートであ
る。
【発明を実施するための形態】
【００２４】
　以下、図面を参照しつつ、本発明の一実施形態を詳細に説明する。図１は、本実施の形
態におけるパチンコ遊技機の正面図であり、主要部材の配置レイアウトを示す。パチンコ
遊技機（遊技機）１は、大別して、遊技盤面を構成する遊技盤（ゲージ盤）２と、遊技盤
２を支持固定する遊技機用枠（台枠）３とから構成されている。遊技盤２には、ガイドレ
ールによって囲まれた、ほぼ円形状の遊技領域が形成されている。この遊技領域には、遊
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技媒体としての遊技球が、図２に示す発射モータ６１を含む打球発射装置により発射され
て打ち込まれる。
【００２５】
　遊技盤２の所定位置（図１に示す例では、遊技領域の右側方）には、第１特別図柄表示
装置４Ａと、第２特別図柄表示装置４Ｂとが設けられている。第１特別図柄表示装置４Ａ
と第２特別図柄表示装置４Ｂはそれぞれ、例えば７セグメントやドットマトリクスのＬＥ
Ｄ（発光ダイオード）等から構成され、可変表示ゲームの一例となる特図ゲームにおいて
、各々が識別可能な複数種類の識別情報（特別識別情報）である特別図柄（「特図」とも
いう）を、変動可能に表示（可変表示）する。例えば、第１特別図柄表示装置４Ａと第２
特別図柄表示装置４Ｂはそれぞれ、「０」～「９」を示す数字や「－」を示す記号等から
構成される複数種類の特別図柄を可変表示する。なお、第１特別図柄表示装置４Ａや第２
特別図柄表示装置４Ｂにて表示される特別図柄は、「０」～「９」を示す数字や「－」を
示す記号等から構成されるものに限定されず、例えば７セグメントのＬＥＤにおいて点灯
させるものと消灯させるものとの組合せを異ならせた複数種類の点灯パターンが、複数種
類の特別図柄として予め設定されていればよい。複数種類の特別図柄には、それぞれに対
応した図柄番号が付されている。一例として、「０」～「９」を示す数字それぞれには、
「０」～「９」の図柄番号が付され、「－」を示す記号には、「１０」の図柄番号が付さ
れていればよい。以下では、第１特別図柄表示装置４Ａにより可変表示される特別図柄を
「第１特図」ともいい、第２特別図柄表示装置４Ｂにより可変表示される特別図柄を「第
２特図」ともいう。
【００２６】
　第１特別図柄表示装置４Ａと第２特別図柄表示装置４Ｂの上方には、第１保留表示器２
５Ａと、第２保留表示器２５Ｂとが設けられている。第１保留表示器２５Ａと第２保留表
示器２５Ｂはそれぞれ、特図ゲームにおける可変表示の保留記憶数（特図保留記憶数）を
特定可能に表示（特図保留記憶表示）する。一例として、第１保留表示器２５Ａは、第１
特別図柄表示装置４Ａによる第１特図を用いた特図ゲームにおける可変表示の保留記憶数
（第１特図保留記憶数）を特定可能に表示する。第２保留表示器２５Ｂは、第２特別図柄
表示装置４Ｂによる第２特図を用いた特図ゲームにおける可変表示の保留記憶数（第２特
図保留記憶数）を特定可能に表示する。特図ゲームにおける可変表示の保留記憶は、普通
入賞球装置６Ａが形成する第１始動入賞口や普通可変入賞球装置６Ｂが形成する第２始動
入賞口を遊技球が通過（進入）して始動入賞したときに発生する。すなわち、特図ゲーム
や飾り図柄の可変表示といった可変表示ゲームを実行するための始動条件（「実行条件」
ともいう）は成立したが、先に成立した開始条件に基づく可変表示ゲームが実行中である
ことや、パチンコ遊技機１における遊技状態が大当り遊技状態あるいは小当り遊技状態に
制御されていることなどにより、可変表示ゲームを開始するための開始条件が成立してい
ないときに、成立した始動条件に対応する可変表示の保留記憶が行われる。第１保留表示
器２５Ａと第２保留表示器２５Ｂはそれぞれ、例えば第１特図保留記憶数と第２特図保留
記憶数のそれぞれにおける上限値（例えば「４」）に対応した個数（例えば４個）のＬＥ
Ｄを含んで構成されていればよい。
【００２７】
　遊技盤２の所定位置（図１に示す例では、遊技領域の左側方）には、普通図柄表示器２
０が設けられている。一例として、普通図柄表示器２０は、第１特別図柄表示装置４Ａや
第２特別図柄表示装置４Ｂと同様に７セグメントやドットマトリクスのＬＥＤ等から構成
され、特別図柄とは異なる複数種類の識別情報である普通図柄（「普図」あるいは「普通
図」ともいう）を変動可能に表示（可変表示）する。このような普通図柄の可変表示は、
普図ゲーム（「普通図ゲーム」ともいう）と称される。普通図柄表示器２０は、例えば「
０」～「９」を示す数字や「－」を示す記号等から構成される複数種類の普通図柄を可変
表示する。複数種類の普通図柄には、それぞれに対応した図柄番号が付されている。一例
として、「０」～「９」を示す数字それぞれには、「０」～「９」の図柄番号が付され、
「－」を示す記号には、「１０」の図柄番号が付されていればよい。なお、普通図柄表示
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器２０は、「０」～「９」を示す数字や「－」を示す記号等を普通図柄として可変表示す
るものに限定されず、例えば「○」と「×」とを示す装飾ランプ（又はＬＥＤ）を交互に
点灯させることや、「左」、「中」、「右」といった複数の装飾ランプ（又はＬＥＤ）を
所定順序で点灯させることにより、普通図柄を可変表示するものであってもよい。
【００２８】
　普通図柄表示器２０の上方には、普図保留表示器２５Ｃが設けられている。普図保留表
示器２５Ｃは、普図ゲームにおける可変表示の保留記憶数（普図保留記憶数）を特定可能
に表示（普図保留記憶表示）する。ここで、普図ゲームにおける可変表示の保留記憶は、
遊技領域に設けられた通過ゲート４１を遊技球が通過したときに発生する。すなわち、普
図ゲームの可変表示を実行するための条件は成立したが、普図ゲームを開始するための条
件が成立していないときに、普図ゲームの保留記憶が行われる。普図保留表示器２５Ｃは
、例えば普図保留記憶数の上限値（例えば「４」）に対応した個数（例えば４個）のＬＥ
Ｄを含んで構成されていればよい。
【００２９】
　遊技盤２における遊技領域の中央付近には、画像表示装置５が設けられている。画像表
示装置５は、例えば液晶表示装置（ＬＣＤ：Liquid Crystal Display）等から構成され、
各種の演出画像を表示する表示領域を形成している。画像表示装置５の表示領域では、特
図ゲームにおける第１特別図柄表示装置４Ａによる第１特図の可変表示や第２特別図柄表
示装置４Ｂによる第２特図の可変表示のそれぞれに対応して、例えば３つといった複数に
分割された可変表示部となる飾り図柄表示部にて、各々が識別可能な複数種類の識別情報
（装飾識別情報）である飾り図柄を可変表示する。
【００３０】
　一例として、画像表示装置５の表示領域には、「左」、「中」、「右」の飾り図柄表示
部５Ｌ、５Ｃ、５Ｒが配置されている。そして、特図ゲームにおいて、第１特別図柄表示
装置４Ａによる第１特図の可変表示と、第２特別図柄表示装置４Ｂによる第２特図の可変
表示とのうち、いずれかの可変表示が開始されることに対応して、「左」、「中」、「右
」の飾り図柄表示部５Ｌ、５Ｃ、５Ｒの全部において飾り図柄の可変表示（例えば上下方
向あるいは左右方向のスクロール表示など）が開始される。その後、特図ゲームにおける
可変表示結果として確定特別図柄が停止表示（完全停止表示）されるときに、画像表示装
置５における「左」、「中」、「右」の各飾り図柄表示部５Ｌ、５Ｃ、５Ｒにて、飾り図
柄の可変表示結果となる確定飾り図柄（最終停止図柄）が停止表示（完全停止表示）され
る。なお、「左」、「中」、「右」の各飾り図柄表示部５Ｌ、５Ｃ、５Ｒは、画像表示装
置５の表示領域内で移動可能とされ、飾り図柄を縮小あるいは拡大して表示することがで
きるようにしてもよい。特別図柄や飾り図柄が完全停止表示されたときには、各図柄の可
変表示における表示結果が確定的に表示され、それ以後は今回の可変表示が進行しないこ
とを遊技者が認識できる表示状態となる。これに対して、飾り図柄の可変表示を開始して
から可変表示結果となる確定飾り図柄が完全停止表示されるまでの可変表示中には、飾り
図柄の変動速度が「０」となって、飾り図柄が停留して表示され、例えば微少な揺れや伸
縮などを生じさせる表示状態となることがある。このような表示状態は、仮停止表示とも
いい、可変表示における表示結果が確定的に表示されていないものの、スクロール表示や
更新表示による飾り図柄の変動が進行していないことを遊技者が認識可能となる。なお、
仮停止表示には、微少な揺れや伸縮なども生じさせず、所定時間（例えば１秒間）よりも
短い時間だけ、飾り図柄を完全停止表示することなどが含まれてもよい。完全停止表示や
仮停止表示のように、特別図柄や飾り図柄の変動が進行していないことを遊技者が認識で
きる程度に表示図柄を停止表示することは、導出表示ともいう。
【００３１】
　「左」、「中」、「右」の各飾り図柄表示部５Ｌ、５Ｃ、５Ｒにて可変表示される飾り
図柄には、例えば８種類の図柄（英数字「１」～「８」あるいは漢数字「一」～「八」、
英文字「Ａ」～「Ｈ」、所定のモチーフに関連する８個のキャラクタを示す演出画像、数
字や文字あるいは記号とキャラクタとを組み合わせた演出画像など。なお、キャラクタを
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示す演出画像は、例えば人物や動物、これら以外の物体、もしくは、文字などの記号、あ
るいは、その他の任意の図形を示す画像であればよい。）が含まれていればよい。また、
こうした８種類の飾り図柄の他に、ブランク図柄（大当り組合せを構成しない図柄）が含
まれていてもよい。飾り図柄のそれぞれには、対応する図柄番号が付されている。例えば
、「１」～「８」を示す英数字それぞれに対して、「１」～「８」の図柄番号が付されて
いる。なお、可変表示される飾り図柄の種類数は、８種類のものに限定されず、任意の複
数種類からなる飾り図柄であればよい。
【００３２】
　飾り図柄の変動中には、「左」、「中」、「右」の各飾り図柄表示部５Ｌ、５Ｃ、５Ｒ
において、例えば図柄番号が小さいものから大きいものへと順次に、上方から下方へ、あ
るいは、右側から左側へと、流れるようなスクロール表示が行われる。そして、図柄番号
が最大（例えば「８」）である飾り図柄が表示されると、続いて図柄番号が最小（例えば
「１」）である飾り図柄が表示される。あるいは、飾り図柄表示部５Ｌ、５Ｃ、５Ｒのう
ち少なくともいずれか１つ（例えば「左」の飾り図柄表示部５Ｌなど）において、図柄番
号が大きいものから小さいものへとスクロール表示を行って、図柄番号が最小である飾り
図柄が表示されると、続いて図柄番号が最大である飾り図柄が表示されるようにしてもよ
い。
【００３３】
　画像表示装置５の表示領域には、始動入賞記憶表示エリア５Ｈが配置されている。始動
入賞記憶表示エリア５Ｈでは、特図ゲームに対応した可変表示の保留数（特図保留記憶数
）を特定可能に表示する保留記憶表示が行われる。ここで、特図ゲームに対応した可変表
示の保留は、普通入賞球装置６Ａが形成する第１始動入賞口や、普通可変入賞球装置６Ｂ
が形成する第２始動入賞口を、遊技球が通過（進入）することによる始動入賞に基づいて
発生する。すなわち、特図ゲームや飾り図柄の可変表示といった可変表示ゲームを実行す
るための始動条件（「実行条件」ともいう）は成立したが、先に成立した開始条件に基づ
く可変表示ゲームが実行中であることやパチンコ遊技機１が大当り遊技状態や小当り遊技
状態に制御されていることなどにより、可変表示ゲームの開始を許容する開始条件は成立
していないときに、成立した始動条件に対応する可変表示の保留が行われる。
【００３４】
　一例として、始動入賞記憶表示エリア５Ｈには、第１始動入賞口と第２始動入賞口のそ
れぞれに対応して、始動入賞の発生に基づき先に始動条件が成立した可変表示ゲームから
順に左から右へと、表示色が変更される複数の表示部位が設けられている。そして、第１
始動入賞口を遊技球が通過（進入）したことに基づき第１特別図柄表示装置４Ａにおける
第１特図を用いた特図ゲームの始動条件（第１始動条件）が成立したときには、通常非表
示（透過色）となっている表示部位のうちの１つ（例えば非表示となっている第１始動入
賞口に対応した表示部位のうち左端の表示部位）を青色表示に変化させる。また、第２始
動入賞口を遊技球が通過（進入）したことに基づき第２特別図柄表示装置４Ｂにおける第
２特図を用いた特図ゲームの始動条件（第２始動条件）が成立したときには、通常非表示
となっている表示部位のうちの１つ（例えば非表示となっている第２始動入賞口に対応し
た表示領域のうち左端の表示部位）を赤色表示に変化させる。その後、第１特図を用いた
特図ゲームの開始条件（第１開始条件）が成立したときには、例えば第１始動入賞口に対
応した表示部位のうちの１つ（例えば青色表示となっている表示部位のうち右端の表示部
位）を非表示に戻す。また、第２特図を用いた特図ゲームの開始条件（第２開始条件）が
成立したときには、例えば第２始動入賞口に対応した表示部位のうちの１つ（例えば赤色
表示となっている表示部位のうち右端の表示部位）を非表示に戻す。
【００３５】
　なお、始動入賞記憶表示エリア５Ｈでは、特図保留記憶数を示す数字を表示することな
どにより、特図保留記憶数を遊技者等が認識できるようにしてもよい。始動入賞記憶表示
エリア５Ｈとともに、あるいは始動入賞記憶表示エリア５Ｈに代えて、特図保留記憶数を
表示する表示器を設けるようにしてもよい。図１に示す例では、始動入賞記憶表示エリア
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５Ｈとともに、第１特別図柄表示装置４Ａ及び第２特別図柄表示装置４Ｂの上部に、特図
保留記憶数を特定可能に表示するための第１保留表示器２５Ａと第２保留表示器２５Ｂと
が設けられている。第１保留表示器２５Ａは、普通入賞球装置６Ａが形成する第１始動入
賞口を通過（進入）した有効始動入賞球数としての第１特図保留記憶数を特定可能に表示
する。第２保留表示器２５Ｂは、普通可変入賞球装置６Ｂが形成する第２始動入賞口を通
過（進入）した有効始動入賞球数としての第２特図保留記憶数を特定可能に表示する。第
１保留表示器２５Ａと第２保留表示器２５Ｂはそれぞれ、例えば第１特図保留記憶数と第
２特図保留記憶数のそれぞれにおける上限値（例えば「４」）に対応した個数（例えば４
個）のＬＥＤを含んで構成されている。
【００３６】
　こうして、第１始動条件や第２始動条件が成立したものの、先に開始された特図ゲーム
が実行中であることや、パチンコ遊技機１が大当り遊技状態や小当り遊技状態に制御され
ていることなどにより、特図ゲームを開始するための開始条件が成立しないときには、特
図ゲームに対応した可変表示の保留が発生する。例えば、第１始動条件が成立したときに
、当該第１始動条件の成立に基づく第１特図を用いた特図ゲームを開始するための第１開
始条件が成立しなければ、第１特図保留記憶数が１加算（インクリメント）され、第１特
図を用いた特図ゲームの実行が保留される。また、第２始動条件が成立したときに、当該
第２始動条件の成立に基づく第２特図を用いた特図ゲームを開始するための第２開始条件
が成立しなければ、第２特図保留記憶数が１加算（インクリメント）され、第２特図を用
いた特図ゲームの実行が保留される。これに対して、第１特図を用いた特図ゲームの実行
が開始されるときには、第１特図保留記憶数が１減算（デクリメント）され、第２特図を
用いた特図ゲームの実行が開始されるときには、第２特図保留記憶数が１減算（デクリメ
ント）される。
【００３７】
　第１特図保留記憶数と第２特図保留記憶数とを加算した可変表示の保留記憶数は、特に
、合計保留記憶数ともいう。単に「特図保留記憶数」というときには、通常、第１特図保
留記憶数、第２特図保留記憶数及び合計保留記憶数のいずれも含む概念を指すが、特に、
これらの一部（例えば第１特図保留記憶数と第２特図保留記憶数を含む一方で合計保留記
憶数は除く概念）を指すこともあるものとする。
【００３８】
　画像表示装置５の表示領域には、飾り図柄とは異なる識別情報としての色図柄を可変表
示する色図柄表示部が設けられていてもよい。一例として、色図柄表示部には、第１特別
図柄表示装置４Ａによる第１特図を用いた特図ゲームが開始されるときに、色図柄の変動
（例えば表示色の更新表示）が開始される「左」の色図柄表示部と、第２特別図柄表示装
置４Ｂによる第２特図を用いた特図ゲームが開始されるときに、色図柄の変動が開始され
る「右」の色図柄表示部とが含まれていればよい。そして、特図ゲームにおいて可変表示
結果となる確定特別図柄が完全停止表示されるときには、色図柄の変動が終了して、色図
柄の可変表示結果となる確定色図柄が完全停止表示される。「左」及び「右」の色図柄表
示部にて可変表示される色図柄には、例えば５種類の図柄（「黄色」、「緑色」、「赤色
」、「青色」、「紫色」など）といった、複数種類の色図柄が含まれていればよい。色図
柄のそれぞれには、対応する図柄番号が付されている。一例として、「黄色」、「緑色」
、「赤色」、「青色」、「紫色」の色図柄それぞれに対して、「１」～「５」の図柄番号
が付されていればよい。そして、例えば特別図柄の可変表示結果（特図表示結果）が「ハ
ズレ」である場合には色図柄の可変表示結果として「黄色」の確定色図柄が停止表示され
、特図表示結果が「大当り」で大当り種別が「非確変」である場合には色図柄の可変表示
結果として「緑色」の確定色図柄が停止表示され、特図表示結果が「大当り」で大当り種
別が「確変」である場合には色図柄の可変表示結果として「赤色」の確定色図柄が停止表
示され、特図表示結果が「大当り」で大当り種別が「突確」である場合には色図柄の可変
表示結果として「青色」の確定色図柄が停止表示され、特図表示結果が「小当り」である
場合には色図柄の可変表示結果として「紫色」の確定色図柄が停止表示されればよい。
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【００３９】
　画像表示装置５の下方には、普通入賞球装置６Ａと、普通可変入賞球装置６Ｂとが設け
られている。普通入賞球装置６Ａは、例えば所定の玉受部材によって常に一定の開放状態
に保たれる第１始動入賞口を形成する。普通可変入賞球装置６Ｂは、図２に示す普通電動
役物用のソレノイド８１によって垂直位置となる通常開放状態と傾動位置となる拡大開放
状態とに変化する一対の可動翼片を有する電動チューリップ型役物（普通電動役物）を備
え、第２始動入賞口を形成する。一例として、普通可変入賞球装置６Ｂでは、普通電動役
物用のソレノイド８１がオフ状態であるときに可動翼片が垂直位置となることにより、遊
技球が第２始動入賞口に進入（通過）しにくい通常開放状態となる。その一方で、普通可
変入賞球装置６Ｂでは、普通電動役物用のソレノイド８１がオン状態であるときに可動翼
片が傾動位置となることにより、遊技球が第２始動入賞口に進入（通過）しやすい拡大開
放状態となる。なお、普通可変入賞球装置６Ｂは、通常開放状態であるときでも、第２始
動入賞口には遊技球が進入（通過）可能であるものの、拡大開放状態であるときよりも遊
技球が進入（通過）する可能性が低くなるように構成してもよい。あるいは、普通可変入
賞球装置６Ｂは、通常開放状態において、例えば第２始動入賞口を閉鎖することなどによ
り、第２始動入賞口には遊技球が進入（通過）しないように構成してもよい。
【００４０】
　一例として、普通可変入賞球装置６Ｂは、台板、左右一対の開閉羽根（開閉片）、前板
、支持部材、入賞球誘導部材、伝達部材、連結アーム係止部材を備えていればよい。台板
は、普通可変入賞球装置６Ｂの設置位置にて遊技盤２の前面側に配設される。左右一対の
開閉羽根（開閉片）は、台板の前面側に回動自在に設けられる。前板は、開閉羽根の前面
側に配設され、台板及び開閉羽根とともに第２始動入賞口を構成する。支持部材は、台板
の後側（背面側）に配設され、普通可変入賞球装置６Ｂの本体の一部を構成する。入賞球
誘導部材は、台板の上部に配設されて普通入賞球装置６Ａと普通可変入賞球装置６Ｂを構
成するとともに、普通入賞球装置６Ａが形成する第１始動入賞口に進入（通過）した遊技
球を遊技盤２の背面側に誘導する誘導路を構成する。伝達部材は、筒状に形成された支持
部材の内部に収容された状態で回動自在に支持され、開閉羽根と普通電動役物用のソレノ
イド８１とを連動させるように介在する。普通電動役物用のソレノイド８１は、支持部材
の後面上方位置に配設されていればよい。連結アーム係止部材は、ソレノイド８１が有す
るプランジャの先端に取り付けられて、伝達部材の連結アームと連係する。
【００４１】
　普通可変入賞球装置６Ｂが備える台板と前板、及び、支持部材は、普通可変入賞球装置
６Ｂの本体を構成する部材であるとともに、台板及び支持部材は、開閉羽根、電気的駆動
部としてのソレノイド８１、及び、伝達部材を支持する支持機構を構成している。
【００４２】
　左右一対の開閉羽根は、それぞれが略三角柱に形成されており、それぞれの基部となる
下部後面所定箇所からは、羽根回動軸が後方に突設され、この羽根回動軸が台板に枢支さ
れている。そして、この羽根回動軸を中心として、開閉羽根が垂直方向を向くことで第２
始動入賞口を閉塞し、第２始動入賞口に遊技球が進入（通過）しない閉鎖状態（閉止状態
ともいう）となる。また、開閉羽根が垂直方向から外向きに傾動することで第２始動入賞
口を開放し、第２始動入賞口に遊技球が進入（通過）しやすい開放状態となる。
【００４３】
　開閉羽根が閉鎖状態であるときの下端位置（基端）には突出片が突設されており、開閉
羽根が開放状態となるときには、前板の背面における所定高さ位置に突設された規制片に
開閉羽根の突出片が当接されることで、所定の開放位置で開閉羽根の回動が規制される。
開閉羽根には、開放状態であるときに外側から中央に向けて若干下方に傾斜する平坦状の
球受面が形成されている。開閉羽根が開放状態であるときには、開閉羽根の球受面上に落
下した遊技球を中央に向けて誘導する。開閉羽根が閉鎖状態であるときには、左右の開閉
羽根における互いの球受面が遊技球の直径よりも若干大きくなる幅寸法で離間して対向す
るように配置されている。
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【００４４】
　開閉羽根が開放状態であるときに球受面により中央に向けて誘導された遊技球は、左右
の開閉羽根の間に形成された隙間に落下する。この遊技球は、前板の底板上面から上方に
向けて立設された左右一対の球誘導リブにより背面側に向けて誘導され、台板に形成され
た開口である第２始動入賞口を通過して背面側の支持部材内に流入する。
【００４５】
　左右の開閉羽根には、それぞれの背面における羽根回動軸から偏心した位置に、連係ピ
ンが後方に突設されている。各連係ピンの先端は、台板を貫通して支持部材の内部まで延
出されている。この連係ピンの先端は、伝達部材に連係され、伝達部材の回動に連動して
開閉羽根が開閉するように構成されている。
【００４６】
　支持部材は、伝達部材を内部に収容した状態で回動自在に支持する。また、支持部材は
、普通電動役物用のソレノイド８１におけるプランジャを収容する。さらに、支持部材は
、第２始動入賞口を通過して内部に進入してきた遊技球を、背面側に設けられた第２始動
口スイッチ２２Ｂ（図２参照）に向けて誘導可能な大きさを有する筒状に形成されている
。
【００４７】
　支持部材の左右に配置される側壁には、伝達部材の回動軸（伝達部材回動軸）を回動自
在に、かつ、前後方向（ソレノイド８１のプランジャが進退する方向）へと移動自在に支
持するための軸受長孔が形成されている。支持部材の側壁における軸受長孔の上方には、
伝達部材の案内ピンを移動案内する移動案内部となる案内溝が形成されている。この案内
溝は、軸受長孔を中心とした円弧状に形成される円弧溝部（第１案内部）と、この円弧溝
部の前端から前方に向けて連設される直線状の直線溝部（第２案内部）とを備えている。
【００４８】
　支持部材に形成された案内溝の円弧溝部は、支持部材の後端面から前方に向けて切欠形
成されている。円弧溝部の上円弧面（湾曲面）は、伝達部材回動軸が軸受長孔の後端であ
るソレノイド８１側に位置しているときに、伝達部材の案内ピンを中心とした円周の約１
／４をなす円弧状に形成されている。また、円弧溝部の下円弧面（湾曲面）は、伝達部材
の案内ピンが直線溝部の下直線面から乗り上げ可能な緩やかな上向き湾曲面をなし、後側
に向かうに従い上円弧面との離間幅が漸次広がるように形成されている。
【００４９】
　支持部材に形成された案内溝の直線溝部には、上直線面と下直線面と前端面とが形成さ
れている。直線溝部の上直線面は、円弧溝部の上円弧面の前端から連設されるとともに、
前方に向けて略水平（ソレノイド８１のプランジャにおける軸心方向）に延設され、伝達
部材の案内ピンにおける上方移動を規制する。直線溝部の下直線面は、円弧溝部の下円弧
面の前端から連設されるとともに、前方に向けて略水平に延設されている。直線溝部の前
端面は、上直線面と下直線面とを連結するような円弧状に形成され、伝達部材の案内ピン
における前方移動を規制する。こうした直線溝部は、伝達部材回動軸が軸受長孔の後端（
回動位置）に位置しているときに、伝達部材の案内ピンを収容して上直線面により回動方
向への移動を当接により規制可能であり、伝達部材回動軸が軸受長孔の前端（規制位置）
に位置しているときに、上直線面による当接規制が解除されて回転方向への移動が許容さ
れる程度の長さに形成されている。
【００５０】
　支持部材に形成された案内溝の直線溝部は、軸受長孔と平行をなすように形成されてい
る。また、支持部材の側壁にて内面における軸受長孔の後端からは、収容凹部の後端面に
かけて凹溝が後向きに凹設されており、伝達部材回動軸を支持部材の背面側から押し込ん
で軸受長孔内に枢支できるようになっている。
【００５１】
　伝達部材は、左右の連係アームと、これら左右の連係アームにおける上部間を連結する
連結部材としての連結アームとを備えている。左側の連係アームは、左側の開閉羽根に連
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係し、右側の連係アームは、右側の開閉羽根に連係する。左右の連係アームはそれぞれ、
所定長に形成されたアーム部と、アーム部の基端側にて外面から外向きに突設される伝達
部材回動軸と、アーム部の先端に連設されて開閉羽根の連係ピンにおける先端に係止する
側面視略Ｃ字形の連係ピン係止部とを備えている。連係ピン係止部は、開閉羽根に形成さ
れた連係ピンを遊挿可能に形成された上係止片及び下係止片を備え、羽根回動軸を中心と
して回動する開閉羽根に連動して、この羽根回動軸を中心とした円弧に沿って昇降する開
閉羽根の連係ピンが左右方向に移動するのを許容可能な左右幅寸法を有している。このよ
うに、連係ピン係止部は、開閉羽根連係部を構成している。
【００５２】
　伝達部材の連結アームは、左右の連係アーム間に架設される左右方向（ソレノイド８１
のプランジャにおける軸心方向と直交する方向）を向く棒状部材で構成されており、その
両端が、左右の連係アームにおけるアーム部の前後方向の中央位置上部（連係ピン係止部
と伝達部材回動軸との間の上部）に連結されている。この連結アームの左右両端には、支
持部材に形成された案内溝内に摺動自在に嵌合される案内ピンが外向きに突設されている
。この案内ピンは、伝達部材の回動中心となる伝達部材回動軸から偏心した偏心位置に配
置されており、連係アームにおけるアーム部の先端に連設された連係ピン係止部の移動案
内を行う。伝達部材の連結アームには、ソレノイド８１のプランジャが上方に配設された
状態で、このプランジャの先端に取り付けられて下向き二股状に形成された連結アーム係
止部材が係止（連係）される。このように、伝達部材の連結アームは、ソレノイド連係部
を構成している。
【００５３】
　伝達部材は、伝達部材回動軸が支持部材の軸受長孔における後端（回動位置）に位置し
ているときには、開閉羽根を閉鎖状態（閉止状態）とする閉止姿勢と、開閉羽根を開放状
態とする開放姿勢との間で、回動自在に軸支されている。すなわち、伝達部材は、伝達部
材回動軸が軸受長孔の後端（回動位置）に位置しているときには、開閉羽根を開放状態か
ら閉鎖状態に向けて回転させる第１方向と、開閉羽根を閉鎖位置から開放状態に向けて回
転させる第２方向とに回動することができる。また、伝達部材回動軸が支持部材の軸受長
孔における前端（規制位置）となる開閉羽根側に位置しているときには、第１方向及び第
２方向への回転が連結アームの左右両端に突設された案内ピンと支持部材の案内溝におけ
る上直線面及び下直線面とにより規制され、前後方向（ソレノイド８１のプランジャが進
退する方向）へのみ移動可能に支持される。
【００５４】
　連結アーム係止部材は、ソレノイド８１のプランジャにおける先端に取り付けられる取
付部と、この取付部の下部左右側からそれぞれ下方に垂設される左右一対の係止部とを備
えている。左右の係止部は、それぞれ所定長を有して上下方向を向く前係止片及び後係止
片と、これらの前係止片及び後係止片の間に伝達部材の連結アームを遊嵌可能な前後幅を
有する係止凹部とを備えている。係止凹部は、伝達部材の連結アームの昇降を許容可能な
上下幅を有している。そして、ソレノイド８１のプランジャにおける前後移動に応じて、
伝達部材回動軸を中心として回動する伝達部材の連結アームが前後移動及び昇降自在に係
止される。
【００５５】
　普通電動役物用のソレノイド８１は、本体部と、この本体部に対して進退自在に嵌合さ
れたプランジャと、ソレノイド８１の非励磁状態（オフ状態）において、プランジャを突
出位置に付勢するコイルバネとを備えている。ソレノイド８１が励磁状態（オン状態）で
あるときには、プランジャがコイルバネの付勢力に抗して後退位置に移動する。
【００５６】
　開閉羽根と伝達部材の間は、開閉羽根の連係ピンが伝達部材の連係ピン係止部における
上下の係止部間に遊嵌されることにより連係される。伝達部材とソレノイド８１の間は、
伝達部材の連結アームがソレノイド８１のプランジャにおける先端に取り付けられた連結
アーム係止部材における前後の係止片間に形成された係止凹部内に遊嵌されることにより
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連係される。したがって、ソレノイド８１が励磁及び消磁されることでプランジャが前後
方向に移動して、開閉羽根に対して進退移動することで、その進退移動力が連結アーム係
止部材から連結アームを介して伝達部材に伝達され、伝達部材がプランジャに対して略直
交する方向を向く伝達部材回動軸を中心として前後方向に回動する。この伝達部材の回動
力が連係ピン係止部から連係ピンを介して開閉羽根に伝達され、開閉羽根がプランジャと
平行の前後方向を向く羽根回動軸の周りに回動する。
【００５７】
　伝達部材では、左右の連係アームにおける上部間に架設された連結アームがソレノイド
８１のプランジャに係止（連係）されており、単一のプランジャによる進退移動力を連結
アームと左右の連係アームを介して左右の開閉羽根に伝達して回動させる。これにより、
伝達機構の構造が簡素化され、また、左右の開閉羽根を共通のソレノイド８１にて駆動す
るので、左右の開閉羽根を互いに同期して回動させることができる。また、伝達部材が備
える左右の連係アームと上部の連結アームと、支持部材の底板とにより囲まれた空間を遊
技球の誘導路として構成できるので、装置を極力コンパクト化できる。さらに、伝達部材
とソレノイド８１が筒状に形成された支持部材の内部に収容されることで、伝達部材やソ
レノイド８１のプランジャ等を外部から強制的に可動させることなどが困難になり、不正
行為が効果的に防止される。
【００５８】
　ソレノイド８１が励磁状態（オン状態）から非励磁状態（オフ状態）になる励磁解除動
作（第１動作）が行われるときには、プランジャがコイルバネの付勢力によって後退位置
から突出位置に向けて前方に移動する。このとき、伝達部材では、連結アームの後端が連
結アーム係止部材の後係止片における前面により前方の開閉羽根に向けて付勢される。そ
して、伝達部材の案内ピンも前方に向けて付勢されるが、支持部材における案内溝の円弧
溝部における上円弧面により、前方とともに下方に向けて摺接案内される。伝達部材回動
軸は、支持部材における軸受長孔の後端（回動位置）に保持されており、伝達部材の連係
アームが下方に向けて移動案内される。また、伝達部材の連結アームが連結アーム係止部
材の後係止片における前面により前方に向けて付勢されることで、伝達部材が第１方向と
なる下方（連係アームの先端が下方に移動する方向）に向けて回転する。この伝達部材に
おける第１方向への回転により、伝達部材の連係アームにおける連係ピン係止部の上係止
片が開閉羽根の連係ピンを上方から係止して連係ピンを下降させる。これにより、開閉羽
根が羽根回動軸を中心に回転して閉鎖状態となる。
【００５９】
　さらに、プランジャがコイルバネの付勢力によって突出位置に向けて前方に移動すると
、伝達部材の連結アームが連結アーム係止部材により前方に向けて付勢され、伝達部材の
案内ピンは、支持部材における案内溝の直線溝部における上直線面及び下直線面により前
方に向けて案内される。そして、伝達部材回動軸が支持部材における軸受長孔の前端（規
制位置）に向けて案内される。こうして、伝達部材は、プランジャとともに前方に向けて
水平にスライド移動する。その後、ソレノイド８１が非励磁状態（オフ状態）に維持され
ていると、伝達部材の連係アームでは、連係ピン係止部がやや下向きとなる水平姿勢とな
り、開閉羽根の連係ピンが下限位置となり、開閉羽根が閉鎖状態に維持される。
【００６０】
　ソレノイド８１が非励磁状態（オフ状態）から励磁状態（オン状態）になる励磁動作（
第２動作）が行われるときには、プランジャがコイルバネの付勢力に抗して突出位置から
後退位置に向けて後方に移動する。このとき、伝達部材では、連結アームの前端が連結ア
ーム係止部材の前係止片における背面により後方に向けて付勢される。そして、伝達部材
の案内ピンが支持部材における案内溝の直線溝部における上直線面及び下直線面により後
方に向けて案内される。伝達部材回動軸は、支持部材における軸受長孔の前端（規制位置
）から後端（回動位置）に向けて案内される。こうして、伝達部材は、プランジャととも
に後方に向けて水平にスライド移動する。この期間では、伝達部材が閉止姿勢のまま回動
せずに後方に移動する。したがって、開閉羽根は閉鎖状態に維持されている。



(14) JP 5240730 B2 2013.7.17

10

20

30

40

50

【００６１】
　そして、伝達部材回動軸が支持部材における軸受長孔の後端に達するとともに、伝達部
材の案内ピンが支持部材における案内溝の直線溝部における後端位置、すなわち、円弧溝
部の下端位置に達すると、直線溝部の上直線面による当接規制が解除される。こうして、
伝達部材は上方に向けて回動可能な状態となる。
【００６２】
　さらに、プランジャがコイルバネの付勢力に抗して後退位置に向けて後方に移動すると
きに、伝達部材回動軸は、支持部材における軸受長孔の後端（回動位置）で後方移動が規
制される。そして、軸受長孔と案内溝の直線溝部とが互いに平行で、直線溝部が軸受長孔
よりも上方に形成されていることで、伝達部材の案内ピンが上後方に向けて案内される。
このとき、伝達部材の案内ピンは、支持部材における案内溝部の円弧溝部における下円弧
面の前端に当接して乗り上げる。こうして、案内溝部の円弧溝部における下円弧面は、伝
達部材の案内ピンを上後方に向けて確実に案内する。伝達部材の案内ピンは、支持部材に
おける案内溝部の円弧溝部における下円弧面により、後方とともに上方に向けて摺接案内
される。これにより、伝達部材の連係アームは、軸受長孔の後端に位置した伝達部材回動
軸を中心として、上方に向けて移動案内される。また、伝達部材の連結アームが連結アー
ム係止部材の前係止片における背面により後方に向けて付勢されることで、伝達部材が第
２方向となる上方（連係アームの先端が上方に移動する方向）に向けて回転する。この伝
達部材における第２方向への回転により、伝達部材の連係アームにおける連係ピン係止部
の下係止片が開閉羽根の連係ピンを下方から係止して連係ピンを上昇させる。これにより
、開閉羽根が羽根回動軸を中心に回転して開放状態となる。
【００６３】
　そして、プランジャが後退位置まで移動して、ソレノイド８１が励磁状態（オン状態）
に維持されていると、伝達部材の連係アームでは、連係ピン係止部が上向きとなる傾動姿
勢となり、開閉羽根の連係ピンが上限位置となり、開閉羽根が開放状態に維持される。
【００６４】
　ソレノイド８１が非励磁状態（オフ状態）であるときに、例えば開閉羽根を強制的に開
放させようとする応力が少なくとも一方の開閉羽根に加えられた場合、開閉羽根の連係ピ
ンが下限位置から上昇して伝達部材における連係アームの上係止片に係止され、連係アー
ムが伝達部材回動軸を中心に上方へと回転しようとする。このとき、伝達部材の案内ピン
は支持部材に形成された案内溝にて直線溝部の前方に位置している。これにより、案内ピ
ンの上方移動が案内溝の直線溝部における上直線面にて当接規制される。このように、伝
達部材の上方への回転（第２方向への回転）が、伝達部材の案内ピンと、支持部材に形成
された案内溝の直前溝部における上直線面との当接によって、規制される。したがって、
伝達部材における連係アームの上係止片に係止された開閉羽根の連係ピンにおける上方移
動も、上係止片によって当接規制される。こうして、開閉羽根を強制的に開放位置に向け
て回転させようとする応力が加えられても、回転規制されている伝達部材により開閉羽根
の連係ピンにおける上昇が規制されることで、閉鎖状態を維持して強制的に開放されるこ
とが防止できる。
【００６５】
　普通入賞球装置６Ａと普通可変入賞球装置６Ｂの下方には、特別可変入賞球装置７が設
けられている。特別可変入賞球装置７は、図２に示す大入賞口扉用のソレノイド８２によ
って開閉駆動される大入賞口扉を備え、その大入賞口扉によって開放状態（第１状態）と
閉鎖状態（第２状態）とに変化する大入賞口を形成する。一例として、特別可変入賞球装
置７では、大入賞口扉用のソレノイド８２がオフ状態であるときに大入賞口扉が大入賞口
を閉鎖状態にする。その一方で、特別可変入賞球装置７では、大入賞口扉用のソレノイド
８２がオン状態であるときに大入賞口扉が大入賞口を開放状態にする。特別可変入賞球装
置７に形成された大入賞口に進入した遊技球は、例えば図２に示すカウントスイッチ２３
によって検出される。カウントスイッチ２３によって遊技球が検出されたことに基づき、
所定個数（例えば１３個）の遊技球が賞球として払い出される。
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【００６６】
　遊技盤２の表面には、上記の構成以外にも、遊技球の流下方向や速度を変化させる風車
及び多数の障害釘が設けられている。また、第１始動入賞口、第２始動入賞口及び大入賞
口とは異なる入賞口として、例えば所定の玉受部材によって常に一定の開放状態に保たれ
る一般入賞口が１つ又は複数設けられてもよい。この場合には、一般入賞口のいずれかに
進入した遊技球が所定の一般入賞球スイッチによって検出されたことに基づき、所定個数
（例えば１０個）の遊技球が賞球として払い出されればよい。遊技領域の最下方には、い
ずれの入賞口にも進入しなかった遊技球が取り込まれるアウト口が設けられている。遊技
機用枠３の左右上部位置には、効果音等を再生出力するためのスピーカ８Ｌ、８Ｒが設け
られており、さらに遊技領域周辺部には、遊技効果ランプ９が設けられている。パチンコ
遊技機１の遊技領域における各構造物（例えば普通入賞球装置６Ａ、普通可変入賞球装置
６Ｂ、特別可変入賞球装置７等）の周囲には、装飾用ＬＥＤが配置されていてもよい。
【００６７】
　遊技機用枠３の右下部位置には、遊技媒体としての遊技球を遊技領域に向けて発射する
ために遊技者等によって操作される打球操作ハンドルとなる操作ノブ３０が設けられてい
る。例えば、遊技者等による操作量（回転量）に応じて遊技球の弾発力を調整する。打球
操作ハンドルには、打球発射装置が備える発射モータの駆動を停止させるための単発発射
スイッチや、タッチリング（タッチセンサ）が設けられていればよい。遊技領域の下方に
おける遊技機用枠３の所定位置には、賞球として払い出された遊技球や所定の球貸機によ
り貸し出された遊技球を、打球発射装置へと供給可能に保持（貯留）する打球供給皿（上
皿）が設けられている。打球供給皿の下方には、打球供給皿に収容不能となった遊技球を
保持（貯留）する余剰球受皿（下皿）が設けられている。
【００６８】
　例えば打球供給皿の上面における手前側の中央位置といった、パチンコ遊技機１の遊技
機用枠３における所定位置には、押下操作などにより遊技者が所定の指示操作を可能な操
作ボタンが設置されていてもよい。この操作ボタンは、押下可能であるとともに、回動可
能なジョグダイアルになっていてもよい。なお、操作ボタンは、押下操作や回動操作が可
能なものに限定されず、例えばタッチパネルのように接触操作や押圧操作が可能なもので
あってもよい。また、操作ボタン代えて、例えば赤外線センサやＣＣＤセンサ、ＣＭＯＳ
センサのように、遊技者による所定の操作行為を検出できるセンサを用いてもよい。すな
わち、操作ボタンは、遊技者による所定の操作行為を、機械的、電気的、あるいは、電磁
的に、検出できるように構成されていればよい。操作ボタンに対する遊技者の指示操作は
、所定の操作検出スイッチによって検出されればよい。
【００６９】
　こうした操作ボタンに代えて、あるいは、操作ボタンとともに、例えば下皿を形成する
部材において、下皿本体の上面における手前側の所定位置（例えば下皿の中央部分）など
に、遊技者が把持して傾倒操作が可能なスティックコントローラが取り付けられてもよい
。スティックコントローラは、遊技者が把持する操作桿を含み、操作桿の所定位置（例え
ば遊技者が操作桿を把持したときに操作手の人差し指が掛かる位置など）には、トリガボ
タンが設けられている。トリガボタンは、遊技者がスティックコントローラの操作桿を操
作手（例えば左手など）で把持した状態において、所定の操作指（例えば人差し指など）
で押引操作することなどにより所定の指示操作ができるように構成されていればよい。操
作桿の内部には、トリガボタンに対する押引操作などによる所定の指示操作を検知するト
リガセンサが内蔵されていればよい。スティックコントローラの下部における下皿の本体
内部などには、操作桿に対する傾倒操作を検知する傾倒方向センサユニットが設けられて
いればよい。例えば、傾倒方向センサユニットは、パチンコ遊技機１と正対する遊技者の
側からみて操作桿の中心位置よりも左側で遊技盤２の盤面と平行に配置された２つの透過
形フォトセンサ（平行センサ対）と、この遊技者の側からみて操作桿の中心位置よりも右
側で遊技盤２の盤面と垂直に配置された２つの透過形フォトセンサ（垂直センサ対）とを
組み合わせた４つの透過形フォトセンサを含んで構成されていればよい。なお、下皿にお
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けるスティックコントローラの取付位置は、下皿の中央部分に限定されず、左右のいずれ
かに寄せた位置であってもよい。
【００７０】
　スティックコントローラと操作ボタンの取付位置は、上皿及び下皿の中央部分において
上下の位置関係にあればよい。これに対して、上下の位置関係を保ったまま、スティック
コントローラ及び操作ボタンの取付位置を、上皿及び下皿において左右のいずれかに寄せ
た位置としてもよい。あるいは、スティックコントローラと操作ボタンの取付位置が上下
の位置関係にはなく、例えば左右の位置関係にあるものとしてもよい。
【００７１】
　さらに、パチンコ遊技機１に隣接する所定位置には、プリペイドカード等を用いた球貸
しを可能にするための処理が実行されるプリペイドカードユニット（カードユニット）が
設置されてもよい。カードユニットは、プリペイドカードを取り込んで球貸しの処理を実
行するだけでなく、会員カードや現金を取り込んで球貸しの処理を実行するものであって
もよい。
【００７２】
　普通図柄表示器２０による普図ゲームは、遊技領域に設けられた通過ゲート４１を通過
した遊技球が図２に示すゲートスイッチ２１によって検出されたことといった、普通図柄
表示器２０にて普通図柄の可変表示を実行するための普図始動条件が成立した後に、例え
ば前回の普図ゲームが終了したことといった、普通図柄の可変表示を開始するための普図
開始条件が成立したことに基づいて、開始される。この普図ゲームでは、普通図柄の変動
を開始させた後、所定の可変表示時間（普図変動時間）が経過すると、普通図柄の可変表
示結果となる確定普通図柄を完全停止表示する。普通図柄の可変表示時間は、例えば各普
図ゲームの開始時に、所定の乱数値を示す数値データを抽出することなどにより、複数種
類の可変表示時間のうちで、いずれかに決定されればよい。普図ゲームにおける普通図柄
の可変表示結果となる確定普通図柄として、例えば「７」を示す数字あるいは「○」を示
す記号といった、特定の普通図柄（普図当り図柄）が停止表示されれば、普通図柄の可変
表示結果が「普図当り」となる。その一方、確定普通図柄として、例えば「７」を示す数
字以外の数字あるいは「×」を示す記号といった、普図当り図柄以外の普通図柄が停止表
示されれば、普通図柄の可変表示結果が「普図ハズレ」となる。普通図柄の可変表示結果
が「普図当り」となったことに対応して、普通可変入賞球装置６Ｂを構成する電動チュー
リップの可動翼片（左右一対の開閉羽根）が傾動位置（開放状態）となる拡大開放制御が
行われ、所定時間が経過すると垂直位置（閉鎖状態）に戻る通常開放制御が行われる。
【００７３】
　第１特別図柄表示装置４Ａによる特図ゲームは、普通入賞球装置６Ａに形成された第１
始動入賞口に進入した遊技球が図２に示す第１始動口スイッチ２２Ａによって検出された
ことなどにより第１始動条件が成立した後に第１開始条件が成立したことに基づいて、開
始される。第１開始条件は、例えば前回の特図ゲームや大当り遊技状態あるいは小当り遊
技状態が終了したときなどに、第１特図を用いた今回の特図ゲームが開始可能となること
により成立する。第２特別図柄表示装置４Ｂによる特図ゲームは、普通可変入賞球装置６
Ｂに形成された第２始動入賞口に進入した遊技球が図２に示す第２始動口スイッチ２２Ｂ
によって検出されたことなどにより第２始動条件が成立した後に第２開始条件が成立した
ことに基づいて、開始される。第２開始条件は、例えば前回の特図ゲームや大当り遊技状
態あるいは小当り遊技状態が終了したときなどに、第２特図を用いた今回の特図ゲームが
開始可能となることにより成立する。
【００７４】
　第１特別図柄表示装置４Ａや第２特別図柄表示装置４Ｂによる特図ゲームでは、特別図
柄の可変表示を開始させた後、所定の可変表示時間（特図変動時間）が経過すると、特別
図柄の可変表示結果となる確定特別図柄を完全停止表示する。特別図柄の可変表示時間は
、各特図ゲームの開始時に、例えば図１４に示すような変動パターン種別決定用の乱数値
ＭＲ４を示す数値データや、変動パターン決定用の乱数値ＭＲ５を示す数値データなどに
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基づいて決定された変動パターンに対応して、複数種類の可変表示時間のうちで、いずれ
かに決定される。特図ゲームにおける特別図柄の可変表示結果は、特図表示結果ともいう
。特図ゲームにおける特別図柄の可変表示結果となる確定特別図柄として、特定の特別図
柄（大当り図柄）が停止表示されれば、特定表示結果としての「大当り」となり、大当り
図柄とは異なる所定の特別図柄（小当り図柄）が停止表示されれば、所定表示結果として
の「小当り」となり、大当り図柄や小当り図柄以外の特別図柄（ハズレ図柄）が停止表示
されれば、非特定表示結果としての「ハズレ」となる。特図ゲームでの可変表示結果が「
大当り」になった後には、特定遊技状態としての大当り遊技状態に制御される。また、特
図ゲームでの可変表示結果が「小当り」になった後には、大当り遊技状態とは異なる小当
り遊技状態に制御される。この実施の形態におけるパチンコ遊技機１では、一例として、
「１」、「３」、「７」を示す数字を大当り図柄とし、「５」を示す数字を小当り図柄と
し、「－」を示す記号をハズレ図柄としている。なお、第１特別図柄表示装置４Ａによる
特図ゲームにおける大当り図柄や小当り図柄、ハズレ図柄といった各図柄は、第２特別図
柄表示装置４Ｂによる特図ゲームにおける各図柄とは異なる特別図柄となるようにしても
よいし、双方の特図ゲームにおいて共通の特別図柄が大当り図柄や小当り図柄、ハズレ図
柄となるようにしてもよい。
【００７５】
　この実施の形態では、大当り図柄となる「１」、「３」、「７」の数字を示す特別図柄
のうち、「３」、「７」の数字を示す特別図柄を１５ラウンド大当り図柄とし、「１」の
数字を示す特別図柄を２ラウンド大当り図柄とする。特図ゲームにおける確定特別図柄と
して１５ラウンド大当り図柄が停止表示された後に制御される第１特定遊技状態としての
大当り遊技状態（１５ラウンド大当り状態）では、特別可変入賞球装置７の開閉板が、第
１期間となる所定期間（例えば２９秒間）あるいは所定個数（例えば９個）の入賞球が発
生するまでの期間にて大入賞口を開放状態とすることにより、特別可変入賞球装置７を遊
技者にとって有利な第１状態に変化させるラウンドが実行される。こうしてラウンド中に
大入賞口を開放状態とした開閉板は、遊技盤２の表面を落下する遊技球を受け止め、その
後に大入賞口を閉鎖状態とすることにより、特別可変入賞球装置７を遊技者にとって不利
な第２状態に変化させて、１回のラウンドを終了させる。１５ラウンド大当り状態では、
大入賞口の開放サイクルであるラウンドの実行回数が、第１回数（例えば「１５」）とな
る。ラウンドの実行回数が「１５」となる１５ラウンド大当り状態における遊技は、１５
回開放遊技とも称される。
【００７６】
　特図ゲームにおける確定特別図柄として２ラウンド大当り図柄が停止表示された後に制
御される第２特定遊技状態としての大当り遊技状態（２ラウンド大当り状態）では、各ラ
ウンドで特別可変入賞球装置７を遊技者にとって有利な第１状態に変化させる期間（開閉
板により大入賞口を開放状態とする期間）が、１５ラウンド大当り状態における第１期間
よりも短い第２期間（例えば０．５秒間）となる。また、２ラウンド大当り状態では、ラ
ウンドの実行回数が、１５ラウンド大当り状態における第１回数よりも少ない第２回数（
例えば「２」）となる。なお、２ラウンド大当り状態では、各ラウンドで大入賞口を開放
状態とする期間が第２期間となることと、ラウンドの実行回数が第２回数となることのう
ち、少なくともいずれか一方が行われるように制御されればよく、それ以外の制御は１５
ラウンド大当り状態と同様に行われるようにしてもよい。ラウンドの実行回数が「２」と
なる２ラウンド大当り状態における遊技は、２回開放遊技とも称される。なお、２ラウン
ド大当り状態では、各ラウンドで特別可変入賞球装置７とは別個に設けられた所定の入賞
球装置を、遊技者にとって不利な第２状態から遊技者にとって有利な第１状態に変化させ
、所定期間（第１期間又は第２期間）が経過した後に第２状態へと戻すようにしてもよい
。
【００７７】
　また、１５ラウンド大当り図柄となる「３」、「７」の数字を示す特別図柄のうち、「
３」の数字を示す特別図柄が特図ゲームにおける確定特別図柄として停止表示されたこと
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に基づく１５ラウンド大当り状態が終了した後には、特別遊技状態の１つとして、通常状
態に比べて特図ゲームにおける特別図柄の変動時間（特図変動時間）が短縮される時間短
縮制御（時短制御）が行われる時短状態に制御される。ここで、通常状態とは、大当り遊
技状態等の特定遊技状態や時短状態等の特別遊技状態以外の遊技状態のことであり、パチ
ンコ遊技機１の初期設定状態（例えばシステムリセットが行われた場合のように、電源投
入後に初期化処理を実行した状態）と同一の制御が行われる。時短状態は、所定回数（例
えば１００回）の特図ゲームが実行されることと、可変表示結果が「大当り」となること
のうち、いずれかの条件が先に成立したときに、終了すればよい。なお、特図ゲームにお
ける確定特別図柄として１５ラウンド大当り図柄のうち「３」の数字を示す特別図柄が停
止表示されたことに基づく１５ラウンド大当り状態が終了した後には、時短状態とはなら
ずに通常状態となるようにしてもよい。こうした「３」の数字を示す特別図柄のように、
特図ゲームにおける確定特別図柄として停止表示されたことに基づく大当り遊技状態が終
了した後に時短状態や通常状態に制御される１５ラウンド大当り図柄は、非確変大当り図
柄（「通常大当り図柄」ともいう）と称される。特図ゲームにおける確定特別図柄が非確
変大当り図柄となる場合における特別図柄や飾り図柄の可変表示態様は、可変表示結果が
「大当り」となる場合における「非確変」（「通常」ともいう）の可変表示態様（「大当
り種別」ともいう）と称される。
【００７８】
　１５ラウンド大当り図柄となる「３」、「７」の数字を示す特別図柄のうち、「７」の
数字を示す特別図柄が特図ゲームにおける確定特別図柄として停止表示されたことに基づ
く１５ラウンド大当り状態が終了した後や、２ラウンド大当り図柄となる「１」の数字を
示す特別図柄が特図ゲームにおける確定特別図柄として停止表示されたことに基づく２ラ
ウンド大当り状態が終了した後には、時短状態とは異なる特別遊技状態の１つとして、例
えば通常状態に比べて特図変動時間が短縮される時間短縮制御とともに、継続して確率変
動制御（確変制御）が行われる確変状態（高確率遊技状態）に制御される。この確変状態
では、各特図ゲームや飾り図柄の可変表示において、可変表示結果が「大当り」となって
更に大当り遊技状態に制御される確率が、通常状態よりも高くなるように向上する。この
ような確変状態は、特図ゲームの実行回数に関わりなく、次に可変表示結果が「大当り」
となるまで継続してもよい。これに対して、確変状態となった後に、所定回数（例えば１
００回）の特図ゲームが実行されることと、可変表示結果が「大当り」となることのうち
、いずれかの条件が先に成立したときに、終了するようにしてもよい。また、確変状態に
おいて所定回数の特図ゲームが実行されたり可変表示結果が「大当り」となる以前であっ
ても、特図ゲームが開始されるときに、所定の割合で確変状態が終了することがあるよう
にしてもよい。確変状態における時間短縮制御は、時短状態の場合と同様に、所定回数（
例えば１００回）の特図ゲームが実行されたときに、終了してもよい。あるいは、確変状
態における時間短縮制御は、特図ゲームの実行回数にかかわりなく、次に可変表示結果が
「大当り」となるまで継続してもよい。
【００７９】
　「７」の数字を示す特別図柄のように、特図ゲームにおける確定特別図柄として停止表
示されたことに基づく大当り遊技状態が終了した後に確変状態に制御される１５ラウンド
大当り図柄は、確変大当り図柄と称される。特図ゲームにおける確定特別図柄が確変大当
り図柄となる場合における特別図柄や飾り図柄の可変表示態様は、可変表示結果が「大当
り」となる場合における「確変」（「確変大当り」ともいう）の可変表示態様（「大当り
種別」ともいう）と称される。「１」の数字を示す特別図柄のように、特図ゲームにおけ
る確定特別図柄として停止表示されたことに基づく大当り遊技状態が終了した後に確変状
態に制御される２ラウンド大当り図柄は、突確大当り図柄と称される。特図ゲームにおけ
る確定特別図柄が突確大当り図柄となる場合における特別図柄や飾り図柄の可変表示態様
は、可変表示結果が「大当り」となる場合における「突確」（「突確大当り」あるいは「
突然確変大当り」ともいう）の可変表示態様（「大当り種別」ともいう）と称される。
【００８０】



(19) JP 5240730 B2 2013.7.17

10

20

30

40

50

　このように、特図ゲームにおける確定特別図柄として１５ラウンド大当り図柄が停止表
示（導出表示）されたときには、１５ラウンド大当り状態に制御されて所定回数（具体的
には１５回）のラウンドが実行可能となり、遊技者が多数の賞球を容易に獲得することが
できるという、遊技者にとって有利な遊技価値が付与される。また、可変表示結果が「大
当り」で大当り種別が「確変」となったときには、１５ラウンド大当り状態が終了した後
に、遊技状態が確変状態となり、短時間のうちに可変表示結果が「大当り」になるという
、遊技者にとって有利な遊技価値が付与される。特図ゲームにおける確定特別図柄として
２ラウンド大当り図柄が停止表示（導出表示）されたときには、２ラウンド大当り状態に
制御されて所定回数（具体的には２回）のラウンドが実行可能にはなるものの、ラウンド
の実行回数が比較的に少ないことや、大入賞口の開放期間が比較的に短いことにより、遊
技者が賞球を獲得することは困難である。その一方で、２ラウンド大当り状態が終了した
後には、遊技状態が確変状態となり、短時間のうちに可変表示結果が「大当り」になると
いう、遊技者にとって有利な遊技価値が付与される。
【００８１】
　確変状態や時短状態にて時間短縮制御が行われるときには、普通図柄表示器２０による
普図ゲームにおける普通図柄の可変表示時間（普図変動時間）を通常状態のときよりも短
くする制御や、各回の普図ゲームで普通図柄の可変表示結果が「普図当り」となる確率を
通常状態のときよりも向上させる制御、可変表示結果が「普図当り」となったことに基づ
く普通可変入賞球装置６Ｂにおける可動翼片（開閉羽根）の傾動時間（開放時間）を通常
状態のときよりも長くする制御、その傾動回数（開放回数）を通常状態のときよりも増加
させる制御といった、第２始動入賞口に遊技球が進入する可能性を高めて第２始動条件が
成立しやすくなることで遊技者にとって有利となる制御が行われる。なお、これらの制御
のいずれか１つが行われるようにしてもよいし、複数の制御が組み合わせられて行われる
ようにしてもよい。このように、確変状態や時短状態における時間短縮制御とともに、遊
技球が第２始動入賞口に進入しやすくして遊技者にとって有利となる制御は、高開放制御
ともいう。高開放制御が行われることにより、第２始動入賞口は、高開放制御が行われて
いないときよりも拡大開放状態となる頻度が高められる。これにより、第２特別図柄表示
装置４Ｂにおける第２特図を用いた特図ゲームを実行するための第２始動条件が成立しや
すくなり、特図ゲームが頻繁に実行可能となることで、次に可変表示結果が「大当り」と
なるまでの時間が短縮される。したがって、高開放制御が行われることにより、通常状態
に比べて大当り遊技状態となりやすくなる。高開放制御が実行可能となる期間は、高開放
制御期間ともいい、この期間は、パチンコ遊技機１における遊技状態が確変状態と時短状
態のいずれかであるときに時間短縮制御が行われている期間と同一であればよい。
【００８２】
　高開放制御期間であるときには、遊技状態が高ベース中であるともいう。これに対して
、高開放制御期間でないときには、遊技状態が低ベース中であるともいう。この実施の形
態における時短状態は、低確高ベース状態とも称される遊技状態であり、通常状態は、低
確低ベース状態とも称される遊技状態である。また、確変状態において、高開放制御が行
われる高開放制御期間であるときは、高確高ベース状態とも称される遊技状態であり、高
開放制御期間でないときは、高確低ベース状態とも称される遊技状態である。
【００８３】
　特図ゲームにおける確定特別図柄として小当り図柄が停止表示された後には、大当り遊
技状態とは異なる小当り遊技状態に制御される。この小当り遊技状態では、２ラウンド大
当り状態と同様に特別可変入賞装置７を遊技者にとって有利な第１状態に変化させる可変
入賞動作が行われる。すなわち、小当り遊技状態では、例えば特別可変入賞球装置７が備
える開閉板により大入賞口を第２期間にわたり開放状態とする動作が、第２回数に達する
まで繰り返し実行される。なお、小当り遊技状態では、２ラウンド大当り状態と同様に、
大入賞口を開放状態とする期間が第２期間となることと、大入賞口を開放状態とする動作
の実行回数が第２回数となることのうち、少なくともいずれか一方が行われるように制御
されればよい。小当り遊技状態が終了した後には、遊技状態の変更が行われず、可変表示
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結果が「小当り」となる以前の遊技状態に継続して制御されることになる。ただし、可変
表示結果が「小当り」となる可変表示ゲームに対応して、時短状態を終了する旨の判定が
なされた場合には、小当り遊技状態の終了後に、通常状態へと制御されることになる。可
変入賞動作により大入賞口を開放状態とする回数が「２」である小当り遊技状態における
遊技は、２ラウンド大当り状態における遊技と同様に、２回開放遊技とも称される。なお
、２ラウンド大当り状態における各ラウンドで特別可変入賞球装置７とは別個に設けられ
た入賞球装置を第１状態に変化させる場合には、小当り遊技状態でも、２ラウンド大当り
状態と同様の態様で、その入賞球装置を第１状態に変化させるようにすればよい。
【００８４】
　画像表示装置５の表示領域では、第１特別図柄表示装置４Ａや第２特別図柄表示装置４
Ｂによる特別図柄の可変表示に対応して、飾り図柄の可変表示が行われる。すなわち、画
像表示装置５の表示領域では、第１開始条件と第２開始条件のいずれか一方が成立したこ
とに基づいて、例えば「左」、「中」、「右」の飾り図柄表示部５Ｌ、５Ｃ、５Ｒにおけ
る全部にて飾り図柄の加速表示（全図柄加速表示）を行い、所定速度に達すれば、飾り図
柄の定速表示（全図柄定速表示）を行う。こうした全図柄加速表示や全図柄定速表示は、
「左」、「中」、「右」の飾り図柄表示部５Ｌ、５Ｃ、５Ｒの全部にて飾り図柄を可変表
示する全図柄変動に含まれる。こうした全図柄変動の後、例えば「左」→「右」→「中」
といった所定順序で飾り図柄の減速表示（各図柄減速表示）を行い、変動速度が「０」と
なれば、飾り図柄を停留して表示する一方で、例えば微少な揺れや伸縮などを生じさせる
仮停止表示を行う。そして、飾り図柄の可変表示を開始してからの経過時間が変動パター
ンなどに基づいて決定された可変表示時間に達したときには、可変表示結果となる確定飾
り図柄を完全停止表示する。なお、確定飾り図柄を停止表示する手順としては、「左」、
「中」、「右」の飾り図柄表示部５Ｌ、５Ｃ、５Ｒにおいて所定順序で飾り図柄を減速表
示するものに限定されず、「左」、「中」、「右」の各飾り図柄表示部５Ｌ、５Ｃ、５Ｒ
において同時に確定飾り図柄となる飾り図柄を減速表示（全図柄減速表示）するものが含
まれていてもよい。
【００８５】
　全図柄変動が開始された後には、「左」、「中」、「右」の飾り図柄表示部５Ｌ、５Ｃ
、５Ｒのうち全部又は一部の飾り図柄表示部にて、飾り図柄をリーチ表示状態で導出表示
することがある。ここで、リーチ表示状態とは、画像表示装置５の表示領域にて導出表示
された飾り図柄が大当り組合せの一部を構成しているときに未だ導出表示されていない飾
り図柄（「リーチ変動図柄」ともいう）については変動が継続している表示状態、あるい
は、全部又は一部の飾り図柄が大当り組合せの全部又は一部を構成しながら同期して変動
している表示状態のことである。具体的には、「左」、「中」、「右」の飾り図柄表示部
５Ｌ、５Ｃ、５Ｒにおける一部（例えば「左」及び「右」の飾り図柄表示部５Ｌ、５Ｒな
ど）では予め定められた大当り組合せを構成する飾り図柄（例えば「７」の英数字を示す
飾り図柄）が導出表示されているときに未だ導出表示されていない残りの飾り図柄表示部
（例えば「中」の飾り図柄表示部５Ｃなど）では飾り図柄が変動している表示状態、ある
いは、「左」、「中」、「右」の飾り図柄表示部５Ｌ、５Ｃ、５Ｒにおける全部又は一部
で飾り図柄が大当り組合せの全部又は一部を構成しながら同期して変動している表示状態
である。また、リーチ表示状態となったことに対応して、画像表示装置５の表示領域に飾
り図柄とは異なるアニメーション画像や実写画像といった演出画像を表示させたり、背景
画像の表示態様を変化させたり、飾り図柄の変動態様を変化させたりすることがある。こ
のような演出画像の表示や背景画像の表示態様の変化、飾り図柄の変動態様の変化を、リ
ーチ演出表示（あるいは単にリーチ演出）という。リーチ演出の中には、それが出現する
と、通常のリーチ演出（ノーマルリーチ）に比べて大当りが発生しやすい（高い確率で大
当りとなる）ように設定されたものがある。このような特別のリーチ演出を、スーパーリ
ーチ演出（あるいは単に「スーパーリーチ」）ともいう。一例として、スーパーリーチと
なるリーチ演出には、ノーマルリーチと同様のリーチ演出を所定時間が経過するまで行っ
てから、例えば背景画像の表示態様や、表示されるキャラクタ、飾り図柄の変動方向とい
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った飾り図柄の変動態様のうち、少なくともいずれか１つがリーチ表示状態となる以前や
ノーマルリーチのときとは異なるものとなることにより、演出態様が変化（いわゆる「発
展」）して、スーパーリーチに特有のリーチ演出における導入部分が開始されるものが含
まれていればよい。また、スーパーリーチとなるリーチ演出には、飾り図柄がリーチ表示
状態で導出表示されたときに、ノーマルリーチと同様のリーチ演出を行うことなく、スー
パーリーチに特有のリーチ演出における導入部分が開始されるものが含まれていてもよい
。
【００８６】
　また、飾り図柄の可変表示中には、リーチ演出とは異なり、飾り図柄がリーチ状態で導
出表示される可能性があることや、可変表示結果が「大当り」となる可能性があることを
、飾り図柄の可変表示態様などにより遊技者に報知するための特定演出が実行されること
がある。この実施の形態では、「滑り」や「擬似連」といった特定演出が実行可能に設定
されている。なお、この実施の形態における特定演出は、対応する演出動作が実行される
か否か応じて特図変動時間が変化するものであればよい。例えば、ある特定演出が実行さ
れる場合には、その特定演出が実行されない場合に比べて、特図変動時間が長くなるもの
であればよい。
【００８７】
　「滑り」の特定演出では、「左」、「中」、「右」の飾り図柄表示部５Ｌ、５Ｃ、５Ｒ
における全部にて飾り図柄を変動させる全図柄変動を行ってから、２つ以上の飾り図柄表
示部（例えば「左」及び「右」の飾り図柄表示部５Ｌ、５Ｒなど）にて飾り図柄を仮停止
表示させた後、その仮停止表示した飾り図柄表示部のうち所定数（例えば「１」又は「２
」）の飾り図柄表示部（例えば「左」の飾り図柄表示部５Ｌと「右」の飾り図柄表示部５
Ｒのいずれか一方又は双方）にて飾り図柄を再び変動させた後に停止表示させることで、
停止表示する飾り図柄を変更させる演出表示が行われる。なお、特定演出における飾り図
柄の仮停止表示では、飾り図柄が停留して表示される一方で、例えば揺れ変動表示を行う
ことや短時間の停留だけで直ちに飾り図柄を再変動させることなどによって、遊技者に停
止表示された飾り図柄が確定しない旨を報知すればよい。あるいは、仮停止表示でも、停
止表示された飾り図柄が確定したと遊技者が認識する程度に飾り図柄を停留させてから、
飾り図柄を再変動させるようにしてもよい。
【００８８】
　「擬似連」の特定演出では、特別図柄や飾り図柄の可変表示を開始するための第１開始
条件あるいは第２開始条件が１回成立したことに対応して、全図柄変動が開始されてから
、「左」、「中」、「右」の飾り図柄表示部５Ｌ、５Ｃ、５Ｒの全部にて順次に又は同時
に飾り図柄を仮停止表示させた後、「左」、「中」、「右」の飾り図柄表示部５Ｌ、５Ｃ
、５Ｒの全部にて飾り図柄を再び変動させる再可変表示動作（再変動）を、所定回（例え
ば最大３回まで）実行する演出動作である。一例として、「擬似連」の特定演出では、「
左」、「中」、「右」の飾り図柄表示部５Ｌ、５Ｃ、５Ｒにて、擬似連チャンス目として
予め定められた複数種類の飾り図柄の組合せのいずれかが仮停止表示される。そして、再
変動の回数が多くなるに従って、可変表示結果が「大当り」となる割合が高くなるように
設定されていればよい。これにより、遊技者は、擬似連チャンスのいずれかが仮停止表示
されることで、「擬似連」の特定演出が行われると認識でき、再変動の回数が多くなるに
従って、可変表示結果が「大当り」となる期待感が高められる。この実施の形態では、「
擬似連」の特定演出において、再変動が１回～３回行われることにより、第１開始条件あ
るいは第２開始条件が１回成立したことに基づき、飾り図柄の可変表示があたかも２回～
４回続けて開始されたかのように見せることができる。
【００８９】
　「擬似連」の特定演出が実行される飾り図柄の可変表示中には、擬似連続変動の進行に
伴って、例えば画像表示装置５の表示領域における所定位置に予め用意されたキャラクタ
を示す演出画像を表示することや、スピーカ８Ｌ、８Ｒから所定の音声（特別音）を出力
させること、遊技効果ランプ９を所定の点灯パターンで点灯させること、遊技領域内ある
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いは遊技領域外に設けられた演出用役物が備える複数の可動部材を動作させることといっ
た、所定の演出動作が実行されてもよい。一例として、全部の飾り図柄表示部５Ｌ、５Ｃ
、５Ｒにて飾り図柄を仮停止表示させた後、全部の飾り図柄表示部５Ｌ、５Ｃ、５Ｒにて
飾り図柄を再可変表示させるときには、キャラクタを示す演出画像の表示、特別音の出力
、ランプの点灯、可動部材の動作のうち、いずれか１つ、あるいは、複数の動作を組み合
わせた演出動作が行われることにより、擬似連続変動が行われることを認識可能に報知す
るようにしてもよい。
【００９０】
　こうした飾り図柄の可変表示動作を利用した特定演出としては、「擬似連」や「滑り」
の他にも、例えば「発展チャンス目」や「発展チャンス目終了」、「チャンス目停止後滑
り」といった、各種の演出動作が実行されてもよい。ここで、「発展チャンス目」の特定
演出では、飾り図柄の可変表示が開始されてから可変表示結果となる確定飾り図柄が導出
表示されるまでに、「左」、「中」、「右」の飾り図柄表示部５Ｌ、５Ｃ、５Ｒにおける
全部にて、予め定められた特殊組合せに含まれる発展チャンス目を構成する飾り図柄を仮
停止表示させた後、飾り図柄の可変表示状態をリーチ状態として所定のリーチ演出が開始
される。これにより、発展チャンス目を構成する飾り図柄が仮停止表示されたときには、
飾り図柄の可変表示状態がリーチ状態となることや、リーチ状態となった後に可変表示結
果が「大当り」となることに対する、遊技者の期待感が高められる。また、「発展チャン
ス目終了」の特定演出では、飾り図柄の可変表示が開始された後に、「左」、「中」、「
右」の飾り図柄表示部５Ｌ、５Ｃ、５Ｒにおける全部にて、発展チャンス目として予め定
められた組合せの飾り図柄を、確定飾り図柄として導出表示させる演出表示が行われる。
「チャンス目停止後滑り」の特定演出では、「擬似連」の可変表示演出と同様に、飾り図
柄の可変表示が開始されてから可変表示結果となる確定飾り図柄が導出表示されるまでに
、「左」、「中」、「右」の飾り図柄表示部５Ｌ、５Ｃ、５Ｒにおける全部にて複数種類
の擬似連チャンス目のいずれかとなるハズレ組合せ（特殊組合せ）の飾り図柄を一旦仮停
止表示させた後、「擬似連」の特定演出とは異なり、飾り図柄表示部５Ｌ、５Ｃ、５Ｒの
一部にて飾り図柄を再び変動させることで、停止表示する飾り図柄を変更させる演出表示
が行われる。
【００９１】
　さらに、飾り図柄の可変表示中には、リーチ演出や特定演出とは異なり、例えば所定の
キャラクタ画像やメッセージ画像を表示することなどといった、飾り図柄の可変表示態様
以外の表示態様により、飾り図柄の可変表示状態がリーチ状態となる可能性があることや
、可変表示結果が「大当り」となる可能性があることを、遊技者に報知するための予告演
出が実行されることがある。例えば、「キャラクタ表示」、「ステップアップ画像」、「
背景変更」といった予告演出が実行可能に設定されていればよい。なお、予告演出は、対
応する演出動作が実行されるか否かによって特図変動時間に変化が生じないものであれば
よい。「キャラクタ表示」の予告演出では、「左」、「中」、「右」の各飾り図柄表示部
５Ｌ、５Ｃ、５Ｒにおける全部にて飾り図柄を変動させてから、２つ以上の飾り図柄表示
部（例えば「左」及び「右」の飾り図柄表示部５Ｌ、５Ｒなど）にて飾り図柄を導出表示
させる以前に、画像表示装置５の表示領域における所定位置に予め用意されたキャラクタ
画像を表示させる演出表示が行われる。「ステップアップ画像」の予告演出では、「左」
、「中」、「右」の各飾り図柄表示部５Ｌ、５Ｃ、５Ｒにおける全部にて飾り図柄を変動
させてから、２つ以上の飾り図柄表示部にて飾り図柄を導出表示させる以前に、画像表示
装置５の表示領域にて、予め用意された複数種類の演出画像を所定の順番に従って切り替
えて表示させる演出表示が行われることがある。なお、「ステップアップ画像」の予告演
出では、予め用意された複数種類の演出画像のうちいずれか１つ（例えば所定の順番にお
いて最初に表示される演出画像など）が表示された後、演出画像が切り替えられることな
く、予告演出における演出表示を終了させることがあるようにしてもよい。「背景変更」
の予告演出では、画像表示装置５の表示領域における背景画像の表示を、複数種類のいず
れかに変更させる演出表示が行われる。
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【００９２】
　また、複数回の特図ゲームなどに対応して複数回実行される飾り図柄の可変表示にわた
り、可変表示結果が「大当り」又は「小当り」となる可能性があることや、特定の変動パ
ターン（例えばスーパーリーチを伴う変動パターン）による可変表示が実行される可能性
があることを、遊技者に報知するための予告演出が、連続して実行されることがある。こ
のような複数回の可変表示にわたり連続して実行される予告演出を、連続予告演出ともい
う。これに対して、単一の可変表示に対応して実行される予告演出を、単独予告演出とも
いう。連続予告演出が実行される複数回の可変表示のうちで最終の可変表示は、連続予告
演出により可変表示結果が「大当り」となる可能性などが報知される対象となる可変表示
であり、連続予告演出による予告対象となる可変表示ともいう。連続予告演出が実行され
る場合には、予告対象となる可変表示が開始されるより前に、特図ゲームの保留記憶情報
に基づいて可変表示結果が「大当り」となる可能性などを予告する予告演出が開始される
。
【００９３】
　連続予告演出が開始された後には、例えば飾り図柄の可変表示が実行されるごとに、予
め用意された複数種類の演出画像を所定の順番に従って選択的に表示させる演出表示によ
り、演出態様が複数段階に変化（ステップアップ）するような演出動作が行われるように
してもよい。このとき、変化する回数（ステップ数）が多くなるに従って、可変表示結果
が「大当り」又は「小当り」となる可能性（信頼度）などが高くなるようにしてもよい。
さらに変化する回数（ステップ数）によって予告する対象が変化するようにしてもよい。
例えば第２ステップまで行くと「リーチ確定」、第３ステップまで行くと「スーパーリー
チ確定」、第４ステップまで行くと「大当り確定」となるようなものでもよい。予告の態
様の変化（ステップアップ）としては、異なるキャラクタ画像が順番に表示されるもので
あってもよいし、１つのキャラクタにおける形状や色等が変化することでステップアップ
するようなものであってもよい。すなわち、遊技者からみて予告する手段（表示、音、ラ
ンプ、可動物等）の状態が段階的に変化したと認識可能なものであればよい。
【００９４】
　特図ゲームにおける確定特別図柄として、ハズレ図柄となる特別図柄が停止表示される
場合には、飾り図柄の可変表示が開始されてから、飾り図柄の可変表示状態がリーチ状態
とならずに、所定の非リーチ組合せとなる確定飾り図柄や、複数種類の発展チャンス目の
いずれかとなる確定飾り図柄が、停止表示されることがある。このような飾り図柄の可変
表示態様は、可変表示結果が「ハズレ」となる場合における「非リーチ」（「通常ハズレ
」ともいう）の可変表示態様と称される。
【００９５】
　特図ゲームにおける確定特別図柄として、ハズレ図柄となる特別図柄が停止表示される
場合には、飾り図柄の可変表示が開始されてから、飾り図柄の可変表示状態がリーチ状態
となったことに対応して、リーチ演出が実行された後に、所定のリーチハズレ組合せ（単
に「リーチ組合せ」ともいう）となる確定飾り図柄が停止表示されることがある。このよ
うな飾り図柄の可変表示結果は、可変表示結果が「ハズレ」となる場合における「リーチ
」（「リーチハズレ」ともいう）の可変表示態様と称される。
【００９６】
　特図ゲームにおける確定特別図柄として、１５ラウンド大当り図柄となる特別図柄のう
ち非確変大当り図柄である「３」の数字を示す特別図柄が停止表示される場合には、飾り
図柄の可変表示状態がリーチ状態となったことに対応して、所定のリーチ演出が実行され
た後に、所定の非確変大当り組合せ（「通常大当り組合せ」ともいう）となる確定飾り図
柄が停止表示される。ここで、非確変大当り組合せとなる確定飾り図柄は、例えば画像表
示装置５における「左」、「中」、「右」の各飾り図柄表示部５Ｌ、５Ｃ、５Ｒにて可変
表示される図柄番号が「１」～「８」の飾り図柄のうち、図柄番号が偶数「２」、「４」
、「６」、「８」である飾り図柄のいずれか１つが、「左」、「中」、「右」の各飾り図
柄表示部５Ｌ、５Ｃ、５Ｒにて所定の有効ライン上に揃って停止表示されるものであれば
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よい。このように非確変大当り組合せを構成する図柄番号が偶数「２」、「４」、「６」
、「８」である飾り図柄は、非確変図柄（「通常図柄」ともいう）と称される。そして、
特図ゲームにおける確定特別図柄が非確変大当り図柄となることに対応して、所定のリー
チ演出が実行された後に、非確変大当り組合せの確定飾り図柄が停止表示される飾り図柄
の可変表示態様は、可変表示結果が「大当り」となる場合における「非確変」（「通常」
ともいう）の可変表示態様（大当り種別ともいう）と称される。こうして「非確変」の可
変表示態様により可変表示結果が「大当り」となった後には、１５ラウンド大当り遊技状
態に制御され、その１５ラウンド大当り状態が終了すると、時短状態又は通常状態に制御
されることになる。
【００９７】
　特図ゲームにおける確定特別図柄として、１５ラウンド大当り図柄となる特別図柄のう
ち確変大当り図柄である「７」の数字を示す特別図柄が停止表示される場合には、飾り図
柄の可変表示状態がリーチ状態となったことに対応して、大当り種別が「非確変」である
場合と同様のリーチ演出が実行された後などに、もしくは、大当り種別が「非確変」であ
る場合とは異なるリーチ演出が実行された後などに、所定の確変大当り組合せとなる確定
飾り図柄が停止表示されることがある。ここで、確変大当り組合せとなる確定飾り図柄は
、例えば画像表示装置５における「左」、「中」、「右」の各飾り図柄表示部５Ｌ、５Ｃ
、５Ｒにて可変表示される図柄番号が「１」～「８」の飾り図柄のうち、図柄番号が奇数
「１」、「３」、「５」、「７」である飾り図柄のいずれか１つが、「左」、「中」、「
右」の各飾り図柄表示部５Ｌ、５Ｃ、５Ｒにて所定の有効ライン上に揃って停止表示され
るものであればよい。このように確変大当り組合せを構成する図柄番号が奇数「１」、「
３」、「５」、「７」である飾り図柄は、確変図柄と称される。そして、特図ゲームにお
ける確定特別図柄が確変大当り図柄となることに対応して、リーチ演出が実行された後な
どに、確変大当り組合せの確定飾り図柄が停止表示される飾り図柄の可変表示態様は、可
変表示結果が「大当り」となる場合における「確変」の可変表示態様（大当り種別ともい
う）と称される。
【００９８】
　特図ゲームにおける確定特別図柄として確変大当り図柄が停止表示される場合に、飾り
図柄の可変表示結果として、非確変大当り組合せとなる確定飾り図柄が停止表示されるこ
とがあるようにしてもよい。このように、非確変大当り組合せとなる確定飾り図柄が停止
表示される場合でも、特図ゲームにおける確定特別図柄として確変大当り図柄が停止表示
されるときは、「確変」の可変表示態様に含まれる。こうして「確変」の可変表示態様に
より可変表示結果が「大当り」となった後には、１５ラウンド大当り状態に制御され、そ
の１５ラウンド大当り状態が終了すると、確変状態に制御されることになる。非確変大当
り組合せとなる確定飾り図柄や確変大当り組合せとなる確定飾り図柄は、まとめて大当り
組合せ（特定の組合せ）の確定飾り図柄ともいう。
【００９９】
　確定飾り図柄が非確変大当り組合せや確変大当り組合せとなる飾り図柄の可変表示中に
は、再抽選演出が実行されてもよい。再抽選演出では、画像表示装置５における「左」、
「中」、「右」の飾り図柄表示部５Ｌ、５Ｃ、５Ｒに非確変大当り組合せとなる飾り図柄
を仮停止表示させた後に、例えば「左」、「中」、「右」の各飾り図柄表示部５Ｌ、５Ｃ
、５Ｒにて同一の飾り図柄が揃った状態で再び変動させ、確変大当り組合せとなる飾り図
柄（確変図柄）と、非確変大当り組合せとなる飾り図柄（非確変図柄）のうちいずれかを
、確定飾り図柄として停止表示（最終停止表示）させる。ここで、大当り種別が「非確変
」である場合に再抽選演出が実行されるときには、その再抽選演出として、仮停止表示さ
せた飾り図柄を再変動させた後に非確変大当り組合せとなる確定飾り図柄を導出表示する
変動中昇格失敗演出が行われる。これに対して、大当り種別が「確変」である場合に再抽
選演出が実行されるときには、その再抽選演出として、仮停止表示させた飾り図柄を再変
動させた後に確変大当り組合せとなる確定飾り図柄を停止表示する変動中昇格成功演出が
実行されることもあれば、変動中昇格失敗演出が実行されることもある。
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【０１００】
　非確変大当り組合せとなる確定飾り図柄が導出表示された後には、大当り遊技状態の開
始時や大当り遊技状態におけるラウンドの実行中、大当り遊技状態においていずれかのラ
ウンドが終了してから次のラウンドが開始されるまでの期間、大当り遊技状態において最
終のラウンドが終了してから次の可変表示ゲームが開始されるまでの期間などにて、確変
状態に制御するか否かの報知演出となる大当り中昇格演出が実行されてもよい。なお、大
当り中昇格演出と同様の報知演出が、大当り遊技状態の終了後における最初の可変表示ゲ
ーム中などにて実行されてもよい。大当り遊技状態において最終のラウンドが終了してか
ら実行される大当り中昇格演出を、特に「エンディング昇格演出」ということもある。
【０１０１】
　大当り中昇格演出には、確定飾り図柄が非確変大当り組合せであるにもかかわらず遊技
状態が確変状態となる昇格がある旨を報知する大当り中昇格成功演出と、確変状態となる
昇格がない旨を報知する大当り中昇格失敗演出とがある。例えば、大当り中昇格演出では
、画像表示装置５の表示領域にて飾り図柄を可変表示させて非確変図柄と確変図柄のいず
れかを演出表示結果として停止表示させること、あるいは、飾り図柄の可変表示とは異な
る演出画像の表示を行うことなどにより、確変状態となる昇格の有無を、遊技者が認識で
きるように報知すればよい。
【０１０２】
　特図ゲームにおける確定特別図柄として、２ラウンド大当り図柄となる「１」の数字を
示す特別図柄が停止表示される場合や、小当り図柄となる「２」の数字を示す特別図柄が
停止表示される場合には、飾り図柄の可変表示状態がリーチ状態とならずに、２回開放チ
ャンス目として予め定められた複数種類の確定飾り図柄の組合せのいずれかが停止表示さ
れることがある。また、特図ゲームにおける確定特別図柄として、２ラウンド大当り図柄
となる「１」の数字を示す特別図柄が停止表示される場合には、飾り図柄の可変表示状態
がリーチ状態となったことに対応して、所定のリーチ演出が実行された後などに、所定の
リーチ組合せとなる確定飾り図柄が停止表示されることもある。特図ゲームにおける確定
特別図柄が２ラウンド大当り図柄である「１」の数字を示す特別図柄となることに対応し
て、各種の確定飾り図柄が停止表示される飾り図柄の可変表示態様は、可変表示結果が「
大当り」となる場合における「突確」（「突確大当り」あるいは「突然確変大当り」とも
いう）の可変表示態様（大当り種別ともいう）と称される。こうして「突確」の可変表示
態様により可変表示結果が「大当り」となった後には、２ラウンド大当り状態に制御され
、その２ラウンド大当り状態が終了すると、確変状態に制御されることになる。
【０１０３】
　可変表示結果が「大当り」で大当り種別が「突確」となる場合には、飾り図柄の可変表
示中に突確モード開始演出が実行されてもよい。突確モード開始演出では、大当り種別が
「突確」となることに対応して予め定められた演出動作が行われる。突確モード開始演出
が行われた後には、突確モードと称される通常の演出モードとは異なる演出モードが開始
されてもよい。また、突確モード開始演出は、特別図柄や飾り図柄の可変表示中に実行さ
れる演出動作に限定されず、２ラウンド大当り状態となる期間の一部または全部において
も、可変表示中から継続して実行される演出動作であってもよい。突確モード開始演出が
開始されるときには、可変表示中の飾り図柄を消去して、突確モード開始演出が実行され
た後には、確定飾り図柄が導出表示されないようにしてもよい。突確モードでは、例えば
可変表示結果が「大当り」となって確変状態が終了するまで、突確モード中演出が行われ
る。突確モード中演出では、画像表示装置５の表示領域における背景画像の表示態様を通
常の演出モードにおける表示態様とは異なるものとすること、飾り図柄の可変表示に伴っ
てスピーカ８Ｌ、８Ｒから出力される音声を通常の演出モードにおける音声とは異なるも
のとすること、遊技効果ランプ９や装飾用ＬＥＤの点灯パターンを通常の演出モードにお
ける点灯パターンとは異なるものとすること、あるいは、これらの一部又は全部を組み合
わせることにより、突確モードであることを遊技者が認識できるように報知すればよい。
【０１０４】
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　確変状態では、例えば「確変中」といった確変状態であることを報知する演出画像を画
像表示装置５の表示領域に表示させることや、画像表示装置５の表示領域における背景画
像や飾り図柄の表示態様を通常の演出モードにおける表示態様とは異なるものとすること
などにより、確変状態であることを遊技者が認識できる確変中の演出モードとなるように
してもよい。あるいは、確変状態では、例えば通常状態や時短状態と同様の演出モードと
なることにより、確変状態であることを遊技者が認識不可能あるいは認識困難になること
があってもよい（いわゆる潜伏確変）。こうした潜伏確変が行われる期間は、遊技状態が
潜伏確変中であるともいう。
【０１０５】
　パチンコ遊技機１には、例えば図２に示すような電源基板１０、主基板１１、演出制御
基板１２、音声制御基板１３、ランプ制御基板１４、払出制御基板１５、発射制御基板１
７といった、各種の制御基板が搭載されている。また、パチンコ遊技機１には、主基板１
１と演出制御基板１２との間で伝送される各種の制御信号を中継するための中継基板１８
なども搭載されている。なお、音声制御基板１３やランプ制御基板１４は、演出制御基板
１２とは別個の独立した基板によって構成されてもよいし、演出制御基板１２にまとめら
れて１つの基板として構成されてもよい。その他、パチンコ遊技機１の背面には、例えば
情報端子基板やインタフェース基板などといった、各種の制御基板が配置されている。イ
ンタフェース基板は、パチンコ遊技機１に隣接してカードユニットが設置される場合に、
払出制御基板１５とカードユニットとの間に介在する制御基板である。
【０１０６】
　電源基板１０は、主基板１１、演出制御基板１２、払出制御基板１５等の各制御基板と
は独立して設置され、パチンコ遊技機１内の各制御基板及び機構部品が使用する電圧を生
成する。例えば、電源基板１０では、図３に示すように、ＡＣ２４Ｖ、ＶＬＰ（直流＋２
４Ｖ）、ＶＳＬ（直流＋３０Ｖ）、ＶＤＤ（直流＋１２Ｖ）、ＶＣＣ（直流＋５Ｖ）及び
ＶＢＢ（直流＋５Ｖ）を生成する。電源基板１０は、例えば図３に示すように、変圧回路
３０１と、直流電圧生成回路３０２と、電源監視回路３０３と、クリアスイッチ３０４と
を備えて構成されている。また、電源基板１０には、バックアップ電源となるコンデンサ
が設けられていてもよい。このコンデンサは、例えばＶＢＢ（直流＋５Ｖ）の電源ライン
から充電されるものであればよい。加えて、電源基板１０には、パチンコ遊技機１内の各
制御基板及び機構部品への電力供給を実行又は遮断するための電源スイッチが設けられて
いてもよい。あるいは、電源スイッチは、パチンコ遊技機１において、電源基板１０の外
部に設けられていてもよい。
【０１０７】
　変圧回路３０１は、例えば商用電源が入力側（一次側）に印加されるトランスや、トラ
ンスの入力側に設けられた過電圧保護回路としてのバリスタなどを備えて構成されたもの
であればよい。ここで、変圧回路３０１が備えるトランスは、商用電源と電源基板１０の
内部とを電気的に絶縁するためのものであればよい。変圧回路３０１は、その出力電圧と
して、ＡＣ２４Ｖを生成する。直流電圧生成回路３０２は、例えばＡＣ２４Ｖを整流素子
で整流昇圧することによってＶＳＬを生成する整流平滑回路を含んでいる。ＶＳＬは、ソ
レノイド駆動用の電源電圧として用いられる。また、直流電圧生成回路３０２は、例えば
ＡＣ２４Ｖを整流素子で整流することによってＶＬＰを生成する整流回路を含んでいる。
ＶＬＰは、遊技効果ランプ９等の発光体を点灯するための電源電圧として用いられる。加
えて、直流電圧生成回路３０２は、例えばＶＳＬに基づいてＶＤＤおよびＶＣＣを生成す
るＤＣ－ＤＣコンバータを含んでいる。このＤＣ－ＤＣコンバータは、例えば１つ又は複
数のスイッチングレギュレータと、そのスイッチングレギュレータの入力側に接続された
比較的大容量のコンデンサとを含み、外部からパチンコ遊技機１への電力供給が停止した
ときに、ＶＳＬ、ＶＤＤ、ＶＢＢ等の直流電圧が比較的緩やかに低下するように構成され
たものであればよい。ＶＤＤは、例えば図２に示すゲートスイッチ２１、第１及び第２始
動口スイッチ２２Ａ、２２Ｂ、カウントスイッチ２３といった、遊技媒体を検出する各種
スイッチに供給され、これらのスイッチを作動させるために用いられる。
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【０１０８】
　図３に示すように、変圧回路３０１から出力されたＡＣ２４Ｖは、例えば所定のコネク
タや電源ラインを介して、払出制御基板１５へと伝送される。ＶＬＰは、例えば所定のコ
ネクタや電源ラインを介して、ランプ制御基板１４へと伝送される。ＶＳＬ、ＶＤＤ及び
ＶＣＣは、例えば所定のコネクタや電源ラインを介して、主基板１１、ランプ制御基板１
４及び払出制御基板１５へと伝送される。ＶＢＢは、例えば所定のコネクタや電源ライン
を介して、主基板１１及び払出制御基板１５へと伝送される。なお、演出制御基板１２及
び音声制御基板１３には、ランプ制御基板１４を経由して各電圧が供給されればよい。あ
るいは、演出制御基板１２及び音声制御基板１３には、ランプ制御基板１４を経由するこ
となく、電源基板１０から直接に各電圧が供給されてもよい。
【０１０９】
　電源監視回路３０３は、例えば停電監視リセットモジュールＩＣを用いて構成され、電
源断信号を出力する電源監視手段を実現する回路である。例えば、電源監視回路３０３は
、パチンコ遊技機１において用いられる所定電源電圧（一例としてＶＳＬ）が所定値（一
例として＋２２Ｖ）を超えると、オフ状態（ハイレベル）の電源断信号を出力する。その
一方で、所定電源電圧が所定値以下になった期間が、予め決められている時間（一例とし
て５６ｍｓ）以上継続したときに、オン状態（ローレベル）の電源断信号を出力する。あ
るいは、電源監視回路３０３は、パチンコ遊技機１において用いられる所定電源電圧が所
定値以下になると、直ちにオン状態の電源断信号を出力するようにしてもよい。電源断信
号は、例えばローレベルとなることでオン状態となりハイレベルとなることでオフ状態と
なる負論理の電気信号であればよい。電源監視回路３０３から出力された電源断信号は、
例えば電源基板１０に搭載された出力ドライバ回路によって増幅された後に所定のコネク
タや信号ラインを介して、主基板１１や払出制御基板１５へと伝送される。なお、電源断
信号は、払出制御基板１５を介して主基板１１へと伝送されるようにしてもよい。
【０１１０】
　電源断信号を出力するための監視対象となる所定電源電圧は、例えば電源電圧ＶＳＬと
いった、スイッチ作動用の電源電圧ＶＤＤにおける規定値（一例として＋１２Ｖ）よりも
高い電圧であることが好ましい。これにより、スイッチ作動用の電源電圧ＶＤＤが低下し
て各種スイッチ（例えばゲートスイッチ２１、第１及び第２始動口スイッチ２２Ａ、２２
Ｂ、カウントスイッチ２３など）の動作状態が不安定となる以前に、電源断信号を出力す
る（オン状態にする）ことで、各種スイッチによる誤検出に基づく遊技制御の進行を防止
できる。すなわち、スイッチ作動用の電源電圧ＶＤＤが低下すると負論理（ローレベルで
オン状態となる）のスイッチ出力がオン状態となるものの、電源電圧ＶＤＤよりも早く低
下する電源電圧ＶＳＬを監視して電力供給の停止を認識することで、スイッチ出力がオン
状態となる以前に、電源復旧待ちの状態となってスイッチ出力を検出しない状態となるこ
とができる。
【０１１１】
　電源電圧ＶＳＬなどを主基板１１、ランプ制御基板１４及び払出制御基板１５へと伝送
する電源ラインには、大容量のコンデンサが接続されていてもよい。これに対して、電源
電圧ＶＳＬを監視対象とするために電源監視回路３０３へと伝送する入力ラインには、こ
のようなコンデンサが接続されていなくてもよい。この場合、監視対象となる電源監視回
路３０３への入力ラインにおける電源電圧ＶＳＬは、コンデンサが接続された電源ライン
における電源電圧ＶＳＬより早く低下する。すなわち、監視対象の電源電圧ＶＳＬが低下
し始めた後でも、所定期間は、ソレノイドやモータなどに供給される電源ラインにおける
電源電圧ＶＳＬの供給状態が維持される。したがって、監視対象となる電源電圧ＶＳＬが
低下し始める場合でも、所定期間は、ソレノイドやモータなどを駆動可能な状態とするこ
とができる。また、電源ラインにおける電源電圧ＶＳＬが低下し始める前に、電力供給の
停止を認識することができる。
【０１１２】
　なお、ソレノイド駆動用の電源電圧ＶＳＬに代えて、例えば発光体点灯用の電源電圧Ｖ
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ＬＰといった、スイッチ作動用の電源電圧ＶＤＤにおける規定値よりも高い任意の電源電
圧を監視対象として、電源断信号を出力するようにしてもよい。また、外部からパチンコ
遊技機１に供給される電力の供給停止を検出するための条件としては、パチンコ遊技機１
において用いられる所定電源電圧が所定値以下になったことに限られず、外部からの電力
が途絶えたことを検出できる任意の条件であればよい。例えば、ＡＣ２４Ｖ等の交流波そ
のものを監視して交流波が途絶えたことを検出条件としてもよいし、交流波をデジタル化
した信号を監視して、デジタル信号が平坦になったことをもって交流波が途絶えたことの
検出条件としてもよい。
【０１１３】
　電源監視回路３０３は、例えば所定電源電圧（一例としてＶＣＣ）が所定値（一例とし
て＋４．５Ｖ）以下になったときに、リセット信号を出力してもよい。リセット信号は、
例えばローレベルとなることでオン状態となる電気信号であればよい。電源監視回路３０
３から出力されたリセット信号は、例えば電源基板１０に搭載された出力ドライバ回路に
よって増幅された後に所定のコネクタや信号ラインを介して、主基板１１、ランプ制御基
板１４及び払出制御基板１５へと伝送される。演出制御基板１２には、ランプ制御基板１
４を経由してリセット信号が伝送されればよい。あるいは、演出制御基板１２に対しても
、ランプ制御基板１４を経由せずにリセット信号が直接に伝送されるようにしてもよい。
さらに、リセット信号を出力する回路は、電源監視回路３０３とは別個に設けられたウォ
ッチドッグタイマ内蔵ＩＣ、あるいはシステムリセットＩＣなどを用いて構成されてもよ
い。
【０１１４】
　パチンコ遊技機１への電力供給が停止するときには、電源監視回路３０３が、電源断信
号を出力（ローレベルに設定）してから所定期間が経過したときに、リセット信号を出力
（ローレベルに設定）する。ここでの所定期間は、例えば図２に示す主基板１１に搭載さ
れている遊技制御用マイクロコンピュータ１００及び払出制御基板１５に搭載されている
払出制御用マイクロコンピュータ１５０が、所定の電源断処理を実行するのに十分な時間
であればよい。すなわち、電源監視回路３０３は、給電中信号としての電源断信号を出力
した後、遊技制御用マイクロコンピュータ１００及び払出制御用マイクロコンピュータ１
５０が所定の電源断処理を実行完了してから、動作停止信号としてのリセット信号を出力
（ローレベルに設定）する。電源監視回路３０３から出力されたリセット信号を受信した
遊技制御用マイクロコンピュータ１００や払出制御用マイクロコンピュータ１５０は、動
作停止状態となり、各種の制御処理の実行が停止される。また、パチンコ遊技機１への電
力供給が開始され、例えば所定電源電圧（一例としてＶＣＣ）が所定値（一例として＋４
．５Ｖ）を超えたときに、電源監視回路３０３はリセット信号の出力を停止（ハイレベル
に設定）する。
【０１１５】
　図４は、パチンコ遊技機１への電力供給が開始されたとき、及び電力供給が停止すると
きにおける、ＡＣ２４Ｖ、ＶＳＬ、ＶＣＣ、リセット信号及び電源断信号の状態を、模式
的に示すタイミング図である。図４に示すように、パチンコ遊技機１への電力供給が開始
されたときに、ＶＳＬ及びＶＣＣは徐々に規定値（直流＋３０Ｖ及び直流＋５Ｖ）に達す
る。このとき、ＶＣＣが第１の所定値を超えると、電源監視回路３０３はリセット信号の
出力を停止（ハイレベルに設定）してオフ状態とする。また、ＶＳＬが第２の所定値を超
えると、電源監視回路３０３は電源断信号の出力を停止（ハイレベルに設定）してオフ状
態とする。他方、パチンコ遊技機１への電力供給が停止するときに、ＶＳＬ及びＶＣＣは
徐々に低下する。このとき、ＶＳＬが第２の所定値にまで低下すると、電源監視回路３０
３は電源断信号をオン状態として出力（ローレベルに設定）する。また、ＶＣＣが第１の
所定値にまで低下すると、電源監視回路３０３はリセット信号をオン状態として出力（ロ
ーレベルに設定）する。
【０１１６】
　図３に示す電源基板１０が備えるクリアスイッチ３０４は、例えば押しボタン構造を有
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し、押下などの操作に応じてクリア信号を出力する。クリア信号は、例えば押下などの操
作に応じてローレベルとなることでオン状態となる電気信号であればよい。あるいは、ク
リア信号は、例えば押下などの操作に応じてハイレベルとなることでオン状態となる電気
信号であってもよい。クリアスイッチ３０４から出力されたクリア信号は、例えば所定の
コネクタや信号ラインを介して、主基板１１へと伝送され、主基板１１から払出制御基板
１５へと伝送される。また、クリアスイッチ３０４の操作がなされていないときには、ク
リア信号の出力を停止（ハイレベルあるいはローレベルに設定）する。なお、クリアスイ
ッチ３０４は、押しボタン構造以外の他の構成（例えばスライドスイッチ構造やトグルス
イッチ構造、ダイヤルスイッチ構造など）であってもよい。
【０１１７】
　主基板１１は、メイン側の制御基板であり、パチンコ遊技機１における遊技の進行を制
御するための各種回路が搭載されている。主基板１１は、主として、特図ゲームにおいて
用いる乱数の設定機能、所定位置に配設されたスイッチ等からの信号の入力を行う機能、
演出制御基板１２や払出制御基板１５などからなるサブ側の制御基板に宛てて、指令情報
の一例となる制御コマンドを制御信号として出力して送信する機能、ホールの管理コンピ
ュータに対して各種情報を出力する機能などを備えている。また、主基板１１は、第１特
別図柄表示装置４Ａと第２特別図柄表示装置４Ｂを構成する各ＬＥＤ（例えばセグメント
ＬＥＤ）などの点灯／消灯制御を行って第１特図や第２特図の可変表示を制御することや
、普通図柄表示器２０の点灯／消灯／発色制御などを行って普通図柄表示器２０による普
通図柄の可変表示を制御することといった、所定の表示図柄の可変表示を制御する機能も
備えている。主基板１１は、例えば図２に示すように、遊技制御用マイクロコンピュータ
１００と、制御用クロック生成回路１１１と、乱数用クロック生成回路１１２と、スイッ
チ回路１１４と、ソレノイド回路１１５とを備えている。また、主基板１１には、遊技開
始スイッチ３１が設置されていてもよい。
【０１１８】
　ここで、制御用クロック生成回路１１１は、遊技制御用マイクロコンピュータ１００の
外部にて、所定周波数の発振信号となる制御用クロックＣＣＬＫを生成する。制御用クロ
ック生成回路１１１により生成された制御用クロックＣＣＬＫは、例えば図６に示すよう
な遊技制御用マイクロコンピュータ１００の制御用外部クロック端子ＥＸＣを介してクロ
ック回路５０２に供給される。乱数用クロック生成回路１１２は、遊技制御用マイクロコ
ンピュータ１００の外部にて、制御用クロックＣＣＬＫの発振周波数とは異なる所定周波
数の発振信号となる乱数用クロックＲＣＬＫを生成する。乱数用クロック生成回路１１２
により生成された乱数用クロックＲＣＬＫは、例えば図６に示すような遊技制御用マイク
ロコンピュータ１００の乱数用外部クロック端子ＥＲＣを介して乱数回路５０９に供給さ
れる。一例として、乱数用クロック生成回路１１２により生成される乱数用クロックＲＣ
ＬＫの発振周波数は、制御用クロック生成回路１１１により生成される制御用クロックＣ
ＣＬＫの発振周波数以下となるようにすればよい。あるいは、乱数用クロック生成回路１
１２により生成される乱数用クロックＲＣＬＫの発振周波数は、制御用クロック生成回路
１１１により生成される制御用クロックＣＣＬＫの発振周波数よりも高周波となるように
してもよい。
【０１１９】
　スイッチ回路１１４は、遊技球検出用の各種スイッチなどからの検出信号を取り込んで
遊技制御用マイクロコンピュータ１００に伝送する。ソレノイド回路１１５は、遊技制御
用マイクロコンピュータ１００からのソレノイド駆動信号をソレノイド８１、８２に伝送
する。遊技開始スイッチ３１は、例えば押しボタン構造を有し、パチンコ遊技機１におい
て遊技機用枠３を閉じて遊技者が通常遊技を行う状態でパチンコ遊技機１の外部から触れ
ることのできない所定箇所に配設されていればよい。そして、例えばパチンコ遊技機１の
電源投入時やシステムリセット時などに、パチンコ遊技機１の初期設定を行った後に遊技
開始を指示するために操作される。なお、遊技開始スイッチ３１は、押しボタン構造以外
の他の構成（例えばスライドスイッチ構造やトグルスイッチ構造、ダイヤルスイッチ構造
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など）であってもよい。
【０１２０】
　図２に示すように、主基板１１には、ゲートスイッチ２１、第１始動口スイッチ２２Ａ
、第２始動口スイッチ２２Ｂ及びカウントスイッチ２３からの検出信号を伝送する配線が
接続されている。なお、ゲートスイッチ２１、第１始動口スイッチ２２Ａ、第２始動口ス
イッチ２２Ｂ及びカウントスイッチ２３は、例えばセンサと称されるものなどのように、
遊技媒体としての遊技球を検出できる任意の構成を有するものであればよい。また、主基
板１１には、第１特別図柄表示装置４Ａや第２特別図柄表示装置４Ｂ、普通図柄表示器２
０、第１保留表示器２５Ａ、第２保留表示器２５Ｂ、普図保留表示器２５Ｃなどの表示制
御を行うための指令信号を伝送する配線が接続されている。さらに、主基板１１には、普
通電動役物用のソレノイド８１や大入賞口扉用のソレノイド８２などの駆動制御を行うた
めの指令信号を伝送する配線が接続されている。
【０１２１】
　主基板１１と演出制御基板１２との間では、例えば主基板１１から中継基板１８を介し
て演出制御基板１２へと向かう単一方向のみでシリアル通信などを行うことにより、各種
の制御コマンドが伝送される。演出制御基板１２は、主基板１１とは独立したサブ側の制
御基板であり、中継基板１８を介して主基板１１から送信された制御コマンドを受信して
、画像表示装置５、スピーカ８Ｌ、８Ｒ及び遊技効果ランプ９等の発光体といった演出用
の電気部品（演出装置）を制御するための各種回路が搭載されている。すなわち、演出制
御基板１２は、画像表示装置５における表示動作や、スピーカ８Ｌ、８Ｒからの音声出力
動作、遊技効果ランプ９等の発光体における点灯動作及び消灯動作などを制御する機能を
備えている。演出制御基板１２には、音声制御基板１３やランプ制御基板１４に制御信号
を伝送する配線や、画像表示装置５に画像データ信号を伝送する配線などが接続されてい
る。
【０１２２】
　主基板１１には、例えば中継基板１８に対応して主基板側コネクタが設けられるととも
に、この主基板側コネクタと遊技制御用マイクロコンピュータ１００との間に、出力バッ
ファ回路が接続されていてもよい。この出力バッファ回路は、例えば主基板１１から中継
基板１８を介して演出制御基板１２へ向かう方向にのみ制御信号を通過させることができ
、中継基板１８から主基板１１への信号の入力を阻止する。したがって、演出制御基板１
２や中継基板１８の側から主基板１１の側に信号が伝わる余地はない。なお、主基板１１
と演出制御基板１２との間に中継基板１８を設けない構成としてもよい。これにより、主
基板１１と演出制御基板１２との間における配線引き回しの自由度を高めることができる
。
【０１２３】
　中継基板１８には、例えば主基板１１から演出制御基板１２に対して制御信号を伝送す
るための配線に、伝送方向規制回路が設けられていればよい。伝送方向規制回路は、主基
板１１対応の主基板用コネクタにアノードが接続されるとともに演出制御基板１２対応の
演出制御基板用コネクタにカソードが接続されたダイオードと、一端がダイオードのカソ
ードに接続されるとともに他端がグランド（ＧＮＤ）接続された抵抗とから構成されてい
る。この構成により、伝送方向規制回路は、演出制御基板１２から中継基板１８への信号
の入力を阻止して、主基板１１から演出制御基板１２へ向かう方向にのみ信号を通過させ
ることができる。したがって、演出制御基板１２の側から主基板１１側に信号が伝わる余
地はない。この実施の形態では、中継基板１８において制御信号を伝送するための配線に
伝送方向規制回路を設けるとともに、主基板１１にて遊技制御用マイクロコンピュータ１
００と主基板側コネクタの間に出力バッファ回路を設けることで、外部から主基板１１へ
の不正な信号の入力を防止することができる。
【０１２４】
　主基板１１と払出制御基板１５との間では、例えば双方向でシリアル通信を行うことに
より、各種の制御コマンドや通知信号が伝送される。払出制御基板１５は、主基板１１と
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は独立したサブ側の制御基板であり、主基板１１から送信された制御コマンドや通知信号
を受信して、払出モータ５１による遊技球の払出動作を制御するための各種回路が搭載さ
れている。すなわち、払出制御基板１５は、払出モータ５１による賞球の払出動作を制御
する機能を備えている。また、払出制御基板１５は、例えばインタフェース基板を介した
カードユニットとの通信結果に応じて払出モータ５１の駆動制御を行って、球貸し動作を
制御する機能を備えていてもよい。払出制御基板１５には、満タンスイッチ２６や球切れ
スイッチ２７からの検出信号を受信するための配線や、払出モータ位置センサ７１や払出
カウントスイッチ７２、エラー解除スイッチ７３からの検出信号を受信するための配線が
接続されている。加えて、払出制御基板１５には、払出モータ５１における遊技球の払出
制御を行うための指令信号を送信するための配線や、エラー表示用ＬＥＤ７４における表
示制御を行うための指令信号を送信するための配線、インタフェース基板を介してカード
ユニットとの間で通信を行うための配線などが接続されている。
【０１２５】
　ここで、満タンスイッチ２６は、例えば遊技盤２の背面下方にて打球供給皿と余剰球受
皿の間を連通する余剰球通路の側壁に設置され、余剰球受皿の満タンを検出するためのも
のである。賞球又は球貸し要求に基づく遊技球が多数払い出されて打球供給皿が満杯にな
り、遊技球が連絡口に到達した後、さらに遊技球が払い出されると、遊技球は余剰球通路
を経て余剰球受皿へと導かれる。さらに遊技球が払い出されると、例えば所定の感知レバ
ーが満タンスイッチ２６を押圧してオンする。
【０１２６】
　また、球切れスイッチ２７は、例えば遊技盤２の背面にて遊技球を払出モータ５１が設
置された払出装置へと誘導する誘導レールの下流に設置され、誘導レールの下流にてカー
ブ樋を介して連通された２列の球通路内における遊技球の有無を検出するためのものであ
る。一例として、球切れスイッチ２７は、球通路に２７～２８個の遊技球が存在すること
を検出できるような位置に係止片によって係止され、球貸しの一単位の最大払出個数（例
えば１００円分に相当する２５個）以上が確保されていることを確認可能にする。なお、
誘導レールは、遊技盤２の背面上方にて補給球としての遊技球を貯留する貯留タンクから
の遊技球を払出装置へと誘導するものであり、球通路の下部には、払出モータ５１が設置
された払出装置が固定されている。
【０１２７】
　エラー解除スイッチ７３は、払出制御用マイクロコンピュータ１５０が所定のエラー状
態に制御されているときに、ソフトウェアリセットによって、そのエラー状態を解除する
ためのスイッチである。エラー表示用ＬＥＤ７４は、例えば７セグメントＬＥＤにより構
成され、払出制御用マイクロコンピュータ１５０にてセットされたエラーフラグなどに基
づいて、各種のエラーに対応するエラーコードを表示するためのものである。
【０１２８】
　図２に示す発射制御基板１７は、操作ノブ３０の操作量に応じて、所定の発射装置によ
る遊技球の発射動作を制御するためのものである。発射制御基板１７には、例えば電源基
板１０あるいは主基板１１からの駆動信号を伝送する配線や、払出制御基板１５及びイン
タフェース基板を介してカードユニットからの接続信号を伝送する配線、及び操作ノブ３
０からの配線が接続されるとともに、発射モータ６１への配線が接続されている。なお、
カードユニットからの接続信号は、払出制御基板１５にて分岐されて発射制御基板１７に
伝送されてもよいし、カードユニットからインタフェース基板を介し、払出制御基板１５
を経由せずに発射制御基板１７に伝送されてもよい。発射制御基板１７は、操作ノブ３０
の操作量に対応して発射モータ６１の駆動力を調整する。発射モータ６１は、例えば発射
制御基板１７により調整された駆動力により発射バネを弾性変形させ、発射バネの付勢力
を打撃ハンマに伝達して遊技球を打撃することにより、遊技球を操作ノブ３０の操作量に
対応した速度で遊技領域に向けて発射させる。
【０１２９】
　中継基板１８を介して主基板１１から演出制御基板１２へと送信される制御コマンドは
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、例えば電気信号として伝送される演出制御コマンドである。この実施の形態において、
演出制御コマンドは、主基板１１に搭載された遊技制御用マイクロコンピュータ１００が
備えるＣＰＵ５０５（図６参照）によって送信設定が行われ、その設定に基づいて遊技制
御用マイクロコンピュータ１００が備えるシリアル通信回路５１１（図６参照）の第２チ
ャネル送信回路により、演出制御基板１２に対して送信される。以下の説明では、主基板
１１から演出制御基板１２に対する演出制御コマンドの送信動作に、こうした遊技制御用
マイクロコンピュータ１００に設けられたＣＰＵ５０５やシリアル通信回路５１１による
一連の動作が含まれているものとする。この場合、演出制御基板１２の側では、例えば演
出制御用マイクロコンピュータ１２０のＣＰＵが、主基板１１から伝送されたシリアル信
号形式の通信データを受信した際に発生する受信割込み要求に基づく割込み処理を実行す
ることにより、演出制御コマンドを取り込んで所定のバッファ（例えば演出用受信コマン
ドバッファ）等に格納してもよい。なお、演出制御コマンドは、複数本の信号線（例えば
８本の演出制御信号線）で主基板１１から中継基板１８を介し演出制御基板１２に対して
送信されてもよい。この場合には、演出制御コマンドを送信するための信号線に加えて、
演出制御コマンドの取込みを要求する取込信号（演出制御ＩＮＴ信号）を送信するための
信号線が配線されてもよい。
【０１３０】
　演出制御コマンドには、例えば画像表示装置５における画像表示動作を制御するために
用いられる表示制御コマンドや、スピーカ８Ｌ、８Ｒからの音声出力を制御するために用
いられる音声制御コマンド、遊技効果ランプ９といった発光体の点灯動作などを制御する
ために用いられるランプ制御コマンドが含まれている。図５（Ａ）は、この実施の形態で
用いられる表示制御コマンドの内容の一例を示す説明図である。表示制御コマンドは、例
えば２バイト構成であり、１バイト目はＭＯＤＥ（コマンドの分類）を示し、２バイト目
はＥＸＴ（コマンドの種類）を表す。ＭＯＤＥデータの先頭ビット（ビット番号［７］）
は必ず“１”とされ、ＥＸＴデータの先頭ビットは“０”とされる。なお、図５（Ａ）に
示された表示制御コマンドの形態は一例であって、他のコマンド形態を用いてもよい。ま
た、この例では、表示制御コマンドが２バイト構成であるとしているが、表示制御コマン
ドを構成するバイト数は、１であってもよいし、３以上の複数であってもよい。
【０１３１】
　図５（Ａ）に示す例において、コマンド８００１Ｈは、第１特別図柄表示装置４Ａによ
る特図ゲームにおける第１特図の変動開始を指定する第１変動開始コマンドである。コマ
ンド８００２Ｈは、第２特別図柄表示装置４Ｂによる特図ゲームにおける第２特図の変動
開始を指定する第２変動開始コマンドである。コマンド８１ＸＸＨは、特図ゲームにおけ
る特別図柄の可変表示に対応して画像表示装置５における「左」、「中」、「右」の各飾
り図柄表示部５Ｌ、５Ｃ、５Ｒで可変表示される飾り図柄などの変動パターンを指定する
変動パターン指定コマンドである。ここで、ＸＸＨは不特定の１６進数であることを示し
、演出制御コマンドによる指示内容に応じて任意に設定される値であればよい。変動パタ
ーン指定コマンドでは、指定する変動パターンなどに応じて、異なるＥＸＴデータが設定
される。
【０１３２】
　この実施の形態では、第１及び第２変動開始コマンドと、変動パターン指定コマンドと
を、互いに別個の演出制御コマンドとして用意している。これに対して、第１特図及び第
２特図のいずれが変動開始となるかの指定内容と、変動パターンの指定内容とを、１つの
演出制御コマンドにより特定可能となるように構成してもよい。一例として、変動開始と
なる特別図柄（第１特図あるいは第２特図）と変動パターンとの組合せに対応してＥＸＴ
データが設定される演出制御コマンドを用意して、その演出制御コマンドにより、変動開
始となる特別図柄と変動パターンとを特定できるようにしてもよい。ここで、変動開始と
なる特別図柄と変動パターンとを１つの演出制御コマンドにより特定可能となるように構
成した場合には、１つの変動パターンに対して、変動開始となる特別図柄（第１特図ある
いは第２特図）に応じた２種類の演出制御コマンドを用意しなければならないことがある
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。これに対して、変動開始となる特別図柄を指定する演出制御コマンドと、変動パターン
を指定する演出制御コマンドとを別個に用意すれば、変動開始となる特別図柄に対応した
２種類の演出制御コマンドと、変動パターンの種類数に対応した個数の演出制御コマンド
とを用意すればよく、予め用意するコマンドの種類や、コマンドテーブルの記憶容量など
を、削減することができる。
【０１３３】
　コマンド８ＣＸＸＨは、特別図柄や飾り図柄などの可変表示結果を指定する表示結果指
定コマンドである。表示結果指定コマンドでは、例えば図５（Ｂ）に示すように、可変表
示結果が「ハズレ」、「大当り」、「小当り」のいずれとなるかの事前決定結果、また、
可変表示結果が「大当り」となる場合における大当り種別が「非確変」、「確変」、「突
確」のいずれとなるかの大当り種別決定結果に対応して、異なるＥＸＴデータが設定され
る。より具体的には、コマンド８Ｃ００Ｈは、可変表示結果が「ハズレ」となる旨の事前
決定結果を示す第１表示結果指定コマンドである。コマンド８Ｃ０１Ｈは、可変表示結果
が「大当り」となる場合における大当り種別が「非確変」となる旨の事前決定結果及び大
当り種別決定結果を示す第２表示結果指定コマンドである。コマンド８Ｃ０２Ｈは、可変
表示結果が「大当り」となる場合における大当り種別が「確変」となる旨の事前決定結果
及び大当り種別決定結果を示す第３表示結果指定コマンドである。コマンド８Ｃ０３Ｈは
、可変表示結果が「大当り」となる場合における大当り種別が「突確」となる旨の事前決
定結果及び大当り種別決定結果を示す第４表示結果指定コマンドである。コマンド８Ｃ０
４Ｈは、可変表示結果が「小当り」となる旨の事前決定結果を示す第５表示結果指定コマ
ンドである。
【０１３４】
　この実施の形態では、変動パターン指定コマンドと表示結果指定コマンドとを、互いに
別個の演出制御コマンドとして用意している。これに対して、変動パターン指定コマンド
に示される変動パターンと、表示結果指定コマンドに示される可変表示結果とを、１つの
演出制御コマンドにより特定可能となるように構成してもよい。一例として、変動パター
ンと可変表示結果（「ハズレ」、「大当り」及び「小当り」のいずれかと、「大当り」と
なる場合における大当り種別）との組合せに対応してＥＸＴデータが設定される演出制御
コマンドを用意して、その演出制御コマンドにより、変動パターンと可変表示結果を特定
可能な情報が伝送されるようにしてもよい。あるいは、３つ以上の演出制御コマンドによ
り、変動パターンと可変表示結果とを特定できるようにしてもよい。ここで、変動パター
ンと可変表示結果とを１つの演出制御コマンドにより特定可能となるように構成した場合
には、１つの変動パターンに対して、複数種類の可変表示結果に応じた複数種類の演出制
御コマンドを用意しなければならないことがある。これに対して、変動パターンを指定す
る演出制御コマンドと、可変表示結果を通知する演出制御コマンドとを別個に用意すれば
、変動パターンの種類数に対応した個数の演出制御コマンドと、可変表示結果の種類数に
対応した個数の演出制御コマンドとを用意すればよく、予め用意するコマンドの種類や、
コマンドテーブルの記憶容量などを、削減することができる。
【０１３５】
　コマンド８Ｆ００Ｈは、画像表示装置５における「左」、「中」、「右」の各飾り図柄
表示部５Ｌ、５Ｃ、５Ｒで飾り図柄の可変表示の停止を指定する図柄確定指定コマンドで
ある。なお、図柄確定指定コマンドは、主基板１１から演出制御基板１２に対して伝送さ
れないようにしてもよい。この場合には、変動パターン指定コマンドで指定された変動パ
ターンに対応する可変表示時間を、演出制御基板１２の側で特定し、飾り図柄の可変表示
を開始してからの経過時間が可変表示時間に達したときに、主基板１１からの演出制御コ
マンドを受信しなくても、確定飾り図柄を完全停止表示して可変表示結果を確定させるよ
うにしてもよい。
【０１３６】
　コマンド９５ＸＸＨは、パチンコ遊技機１における現在の遊技状態を指定する遊技状態
指定コマンドである。遊技状態指定コマンドでは、例えばパチンコ遊技機１における現在
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の遊技状態が通常状態、確変状態及び時短状態のいずれであるかに対応して、異なるＥＸ
Ｔデータが設定される。具体的な一例として、コマンド９５００Ｈを遊技状態が通常状態
である場合に対応した第１遊技状態指定コマンドとし、コマンド９５０１Ｈを遊技状態が
確変状態である場合に対応した第２遊技状態指定コマンドとし、コマンド９５０２Ｈを遊
技状態が時短状態である場合に対応した第３遊技状態指定コマンドとすればよい。
【０１３７】
　Ａ０ＸＸＨは、大当り遊技状態や小当り遊技状態の開始を示す演出画像の表示を指定す
る当り開始指定コマンド（「ファンファーレコマンド」ともいう）である。当り開始指定
コマンドでは、例えば表示結果指定コマンドと同様のＥＸＴデータが設定されることなど
により、事前決定結果や大当り種別決定結果に応じて異なるＥＸＴデータが設定される。
あるいは、当り開始指定コマンドでは、事前決定結果や大当り種別決定結果と設定される
ＥＸＴデータとの対応関係を、表示結果指定コマンドにおける対応関係とは異ならせるよ
うにしてもよい。
【０１３８】
　コマンドＡ１ＸＸＨは、大当り遊技状態や小当り遊技状態に対応して、各ラウンドや可
変入賞動作で大入賞口が開放状態となっている期間における演出画像の表示を指定する大
入賞口開放中指定コマンドである。コマンドＡ２ＸＸＨは、大当り遊技状態や小当り遊技
状態に対応して、各ラウンドや可変入賞動作の終了により大入賞口が開放状態から閉鎖状
態に変化した期間おける演出画像（例えばラウンド間のインターバルにおける演出画像）
の表示を指定する大入賞口開放後指定コマンドである。大入賞口開放中指定コマンドや大
入賞口開放後指定コマンドでは、例えば１５ラウンド大当り状態におけるラウンドの実行
回数（例えば「１」～「１５」）や、２ラウンド大当り状態におけるラウンドや小当り遊
技状態における可変入賞動作の実行回数（例えば「１」又は「２」）に対応して、異なる
ＥＸＴデータが設定される。なお、１５ラウンド大当り状態であるか、２ラウンド大当り
状態や小当り遊技状態であるかに応じて、大入賞口開放中指定コマンドや大入賞口開放後
指定コマンドを別個に用意してもよい。これに対して、１５ラウンド大当り状態と２ラウ
ンド大当り状態、小当り遊技状態で共通の大入賞口開放中指定コマンドや大入賞口開放後
指定コマンドを用いることにより、演出制御コマンドの種類数を削減することができる。
また、大当り遊技状態や小当り遊技状態では、各ラウンドや可変入賞動作で大入賞口が開
放状態となっている期間であるか、各ラウンドや可変入賞動作の終了により大入賞口が開
放状態から閉鎖状態に変化した期間であるかに関わりなく、大当り遊技状態や小当り遊技
状態の開始時点から終了時点まで継続的な演出動作が実行されるようにしてもよい。さら
に、小当り遊技状態では、大入賞口開放中指定コマンドや大入賞口開放後指定コマンドの
伝送が行われないようにしてもよい。
【０１３９】
　コマンドＡ３ＸＸＨは、大当り遊技状態や小当り遊技状態の終了時における演出画像の
表示を指定する当り終了指定コマンドである。当り終了指定コマンドでは、例えば表示結
果指定コマンドや当り開始指定コマンドと同様のＥＸＴデータが設定されることなどによ
り、事前決定結果や大当り種別決定結果に応じて異なるＥＸＴデータが設定される。ある
いは、当り終了指定コマンドでは、事前決定結果や大当り種別決定結果と設定されるＥＸ
Ｔデータとの対応関係を、表示結果指定コマンドや当り開始指定コマンドにおける対応関
係とは異ならせるようにしてもよい。
【０１４０】
　コマンドＢ１ＸＸＨは、普通入賞球装置６Ａが形成する第１始動入賞口を通過（進入）
した遊技球が第１始動口スイッチ２２Ａにより検出されて始動入賞が発生したことに基づ
き、第１特別図柄表示装置４Ａにおける第１特図を用いた特図ゲームを実行するための第
１始動条件が成立したことを通知する第１始動口入賞指定コマンドである。コマンドＢ２
ＸＸＨは、普通可変入賞球装置６Ｂが形成する第２始動入賞口を通過（進入）した遊技球
が第２始動口スイッチ２２Ｂにより検出されて始動入賞が発生したことに基づき、第２特
別図柄表示装置４Ｂにおける第２特図を用いた特図ゲームを実行するための第２始動条件
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が成立したことを通知する第２始動口入賞指定コマンドである。
【０１４１】
　この実施の形態において、第１始動口入賞指定コマンドは、第１始動入賞口を通過（進
入）した遊技球の検出時である第１始動入賞時に、所定の数値データを用いた判定結果を
通知する演出制御コマンドとしても用いられる。また、第２始動口入賞指定コマンドは、
第２始動入賞口を通過（進入）した遊技球の検出時である第２始動入賞時に、所定の数値
データを用いた判定結果を通知する演出制御コマンドとしても用いられる。
【０１４２】
　例えば図５（Ｃ）に示すように、第１始動口入賞指定コマンドや第２始動口入賞指定コ
マンドでは、特図表示結果が「ハズレ」となる場合に、変動パターンを決定するために用
いる所定の可変表示決定用数値（例えば変動パターン種別決定用の乱数値ＭＲ３を示す数
値データ）が特図ゲームの保留記憶数（特図保留記憶数）にかかわらず特定の変動パター
ン（例えばスーパーリーチを伴う変動パターン）とする特定パターン共通範囲の範囲内で
あるか範囲外であるかに応じて、異なるＥＸＴデータが設定される。より具体的には、コ
マンドＢ１００ＨやコマンドＢ２００Ｈは、特定パターン共通範囲外であることを通知す
る一方で、コマンドＢ１０１ＨやコマンドＢ２０１Ｈは、特定パターン共通範囲内である
ことを通知する。
【０１４３】
　また、第１始動口入賞指定コマンドや第２始動口入賞指定コマンドでは、可変表示結果
を「大当り」とするか否かを決定するために用いる所定の特定表示結果決定用数値（例え
ば特図表示結果決定用の乱数値ＭＲ１を示す数値データ）に基づいて、特図表示結果が「
大当り」に決定されるか否かの判定結果などに応じて、異なるＥＸＴデータが設定される
。より具体的には、コマンドＢ１０２ＨやコマンドＢ２０２Ｈは、特図表示結果が「大当
り」又は「小当り」に決定されると判定した入賞時当り判定を通知する。これに対して、
コマンドＢ１００ＨやコマンドＢ１０１Ｈ、コマンドＢ２００ＨやコマンドＢ２０１Ｈで
は、特図表示結果が「大当り」や「小当り」には決定されないと判定したことが通知され
る。なお、入賞時当り判定は、特図表示結果が「小当り」に決定されると判定した場合を
含むものに限定されず、特図表示結果が「大当り」に決定されると判定した場合のみを含
むものであってもよい。あるいは、入賞時当り判定は、特図表示結果が「大当り」で大当
り種別が「非確変」又は「確変」に決定されて１５ラウンド大当り状態に制御されると判
定した場合のみを含むものであってもよい。あるいは、特図表示結果が「大当り」で大当
り種別が「突確」に決定されて２ラウンド大当り遊技状態に制御されると判定したことや
、特図表示結果が「小当り」に決定されて小当り遊技状態に制御されると判定したことを
通知するコマンドを、別個に用意してもよい。
【０１４４】
　さらに、第１始動口入賞指定コマンドでは、パチンコ遊技機１が大当り遊技状態に制御
されている大当り中に第１始動入賞口を通過（進入）した遊技球が検出されたことや、確
変状態あるいは時短状態において時短制御が行われている時短制御中に第１始動入賞口を
通過（進入）した遊技球が検出されたことを、特定可能とするＥＸＴデータが設定される
。より具体的には、コマンドＢ１０３Ｈは、大当り中や時短制御中に第１始動入賞口を通
過（進入）した遊技球が検出されたという大当り中・時短中入賞を通知する。
【０１４５】
　コマンドＣ０ＸＸＨは、画像表示装置５の表示領域に設けられた始動入賞記憶表示エリ
ア５Ｈなどにて特図保留記憶数を特定可能に表示するために、第１特図保留記憶数と第２
特図保留記憶数との合計値である合計保留記憶数を通知する特図保留記憶数通知コマンド
である。特図保留記憶数通知コマンドは、例えば第１始動条件と第２始動条件のいずれか
が成立したことや、第１開始条件と第２開始条件のいずれかが成立して特図ゲームの実行
が開始されることなどに対応して、第１始動口入賞指定コマンドと第２始動口入賞指定コ
マンドのいずれかが送信されたことに続いて、主基板１１から演出制御基板１２に対して
送信される。特図保留記憶数通知コマンドでは、例えば図３４に示す第１特図保留記憶部
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５９１Ａにおける保留データと第２特図保留記憶部５９１Ｂにおける保留データの総記憶
数（例えば「０」～「８」）に対応して、異なるＥＸＴデータが設定される。これにより
、演出制御基板１２の側では、第１始動条件と第２始動条件のいずれかが成立したときや
、第１開始条件と第２開始条件のいずれかが成立して特図ゲームの実行が開始されるとき
などに、主基板１１から伝送された特図保留記憶数通知コマンドを受信して、第１特図保
留記憶部５９１Ａと第２特図保留記憶部５９１Ｂにおける保留データの総記憶数を特定す
ることができる。
【０１４６】
　この実施の形態では、第１及び第２始動口入賞指定コマンドと保留記憶数指定コマンド
とを、互いに別個の演出制御コマンドとして用意している。これに対して、第１始動条件
及び第２始動条件のいずれが成立したかの通知内容と、合計保留記憶数の通知内容とを、
１つの演出制御コマンドにより特定可能となるように構成してもよい。一例として、成立
した始動条件（第１始動条件あるいは第２始動条件）と合計保留記憶数との組合せに対応
してＥＸＴデータが設定される演出制御コマンドを用意して、その演出制御コマンドによ
り、成立した始動条件と合計保留記憶数とを特定できるようにしてもよい。ここで、第１
始動条件と第２始動条件のいずれが成立したかを、合計保留記憶数とともに１つの演出制
御コマンドで特定可能とする場合には、例えば合計保留記憶数の上限値が「８」である場
合に、第１始動条件と第２始動条件のそれぞれが成立した場合に対応して８種類ずつの合
計１６種類の演出制御コマンドを用意しなければならない。これに対して、第１始動条件
と第２始動条件のいずれが成立したかを特定可能な演出制御コマンドと、合計保留記憶数
を特定可能な演出制御コマンドとを別個に用意すれば、第１始動条件と第２始動条件のそ
れぞれを特定可能な２種類の演出制御コマンドと、合計保留記憶数を特定可能な８種類の
演出制御コマンドとからなる、合計１０種類の演出制御コマンドを用意すればよく、予め
用意するコマンドの種類や、コマンドテーブルの記憶容量などを、削減することができる
。
【０１４７】
　また、第１始動口入賞指定コマンドや第２始動口入賞指定コマンドとは別に、第１始動
入賞時や第２始動入賞時に所定の数値データを用いた判定結果を通知する演出制御コマン
ドを用意してもよい。あるいは、第１始動入賞時や第２始動入賞時に所定の数値データを
用いた判定結果の通知内容と、合計保留記憶数の通知内容とを、１つの演出制御コマンド
により特定可能となるように構成してもよい。
【０１４８】
　コマンドＤ０ＸＸは、入賞口への異常入賞などの報知を指定する異常入賞報知コマンド
である。異常入賞報知コマンドでは、例えば異常が検出された事項などに対応して、異な
るＥＸＴデータが設定されればよい。異常入賞報知コマンドの一例として、第２始動入賞
口への異常入賞の報知を指定するコマンドＤ０００Ｈが、予め用意されていればよい。
【０１４９】
　主基板１１から払出制御基板１５に対して送信される制御コマンドは、例えば電気信号
として伝送される払出制御コマンドである。なお、払出制御コマンドは、主基板１１に搭
載された遊技制御用マイクロコンピュータ１００が備えるＣＰＵ５０５（図６参照）によ
って払出制御コマンドを送信するための設定が行われ、その設定に基づいて遊技制御用マ
イクロコンピュータ１００が備えるシリアル通信回路５１１（図６参照）の第１チャネル
送受信回路により払出制御基板１５に対して送信されるものである。以下の説明では、主
基板１１から払出制御基板１５に対する払出制御コマンドの送信動作に、こうした遊技制
御用マイクロコンピュータ１００に設けられたＣＰＵ５０５やシリアル通信回路５１１に
よる一連の動作が含まれているものとする。また、払出制御基板１５から主基板１１に対
しては、例えば電気信号としての払出通知コマンドなどが送信される。なお、払出通知コ
マンドは、払出制御基板１５に搭載された払出制御用マイクロコンピュータ１５０が備え
るＣＰＵによって払出通知コマンドを送信するための設定が行われ、その設定に基づいて
払出制御用マイクロコンピュータ１５０が備えるシリアル通信回路により主基板１１に対
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して送信されるものである。以下の説明では、払出制御基板１５から主基板１１に対する
払出通知コマンドの送信動作に、こうした払出制御用マイクロコンピュータ１５０に設け
られたＣＰＵやシリアル通信回路による一連の動作が含まれているものとする。加えて、
以下の説明では、主基板１１及び払出制御基板１５のいずれか一方から他方に対する所定
動作の指令だけでなく、一方での動作状態を他方に通知する通知信号も、払出制御コマン
ドや払出通知コマンドに含まれるものとする。
【０１５０】
　主基板１１から払出制御基板１５に対して送信される払出制御コマンドには、払出数指
定コマンドやＡＣＫフィードバックコマンドが含まれていればよい。払出数指定コマンド
は、払い出すべき賞球の数を示すコマンドである。ＡＣＫフィードバックコマンドは、払
出制御基板１５から主基板１１に対して送信された賞球ＡＣＫコマンドを主基板１１の側
で受信したことを示す受信確認受付信号となる。
【０１５１】
　払出制御基板１５から主基板１１に対して送信される払出通知コマンドには、賞球ＡＣ
Ｋコマンド、払出エラー通知コマンド、払出エラー解除コマンドが含まれていればよい。
賞球ＡＣＫコマンドは、主基板１１から払出制御基板１５に対して送信された払出数指定
コマンドを払出制御基板１５の側で受信したことを示す受信確認信号となる。払出エラー
通知コマンドは、払出制御基板１５の側において遊技球の払出に関わる異常が発生した旨
を主基板１１の側に通知するコマンドである。払出エラー解除コマンドは、払出制御基板
１５の側で発生したエラーが解除された旨を主基板１１の側に通知するコマンドである。
【０１５２】
　なお、主基板１１と払出制御基板１５との間では、シリアル通信によりコマンドを送受
信するものに限定されず、複数本の信号線を用いたパラレル通信によりコマンドを送受信
してもよい。また、払出制御基板１５から主基板１１に対して送信される払出エラー通知
コマンドや払出エラー解除コマンドに代えて、払出制御基板１５におけるエラーの発生状
態を示す払出エラー状態信号を、主基板１１に設けられた入力ポートの１つに入力しても
よい。例えば、払出エラー状態信号は、払出制御基板１５にてエラーが発生したときにオ
ン状態となり、エラーが発生していないときや、エラーが解除されたときにオフ状態とな
る。この場合、主基板１１の側では、タイマ割込みの発生毎に払出エラー状態信号を取り
込み、その取込結果を記憶しておく。そして、今回のタイマ割込みで取り込んだ信号状態
と、前回のタイマ割込みで取り込んで記憶された信号状態との排他的論理和をとることに
より、払出エラー状態信号がオフ状態からオン状態に変化したことや（エラー発生時を示
す）、オン状態からオフ状態に変改したことを（エラー解除時を示す）、検出できるよう
にすればよい。払出制御基板１５におけるエラー発生時やエラー解除時には、主基板１１
から演出制御基板１２に向け、各々に対応して用意された演出制御コマンドを伝送するこ
となどにより、払出動作にエラーが発生したことを報知する報知動作の開始や終了を、指
示するようにしてもよい。払出エラー状態信号として主基板１１に設けられた入力ポート
の１つに入力するものに限定されず、例えば満タン信号や球切れ信号、賞球ケースエラー
信号、ドア開放信号といった、払出制御基板１５に入力される信号を、それぞれ主基板１
１にも入力して、払出エラー状態信号の場合と同様にエラー発生時やエラー解除時を検出
できるようにしてもよい。そして、検出されたエラーの種類に応じた演出制御コマンドを
主基板１１から演出制御基板１２に向けて伝送することなどにより、検出されたエラーに
応じた報知動作の開始や終了を、指示するようにしてもよい。
【０１５３】
　図６は、主基板１１に搭載された遊技制御用マイクロコンピュータ１００の構成例を示
している。図６に示す遊技制御用マイクロコンピュータ１００は、例えば１チップマイク
ロコンピュータであり、外部バスインタフェース５０１と、クロック回路５０２と、固有
情報記憶回路５０３と、リセット／割込みコントローラ５０４と、ＣＰＵ（Central Proc
essing Unit）５０５と、ＲＯＭ（Read Only Memory）５０６と、ＲＡＭ（Random Access
 Memory）５０７と、ＣＴＣ（Counter/Timer Circuit）５０８と、乱数回路５０９と、Ｐ
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ＩＰ（Parallel Input Port）５１０と、シリアル通信回路５１１と、アドレスデコード
回路５１２とを備えて構成される。
【０１５４】
　図７は、遊技制御用マイクロコンピュータ１００におけるアドレスマップの一例を示し
ている。図７に示すように、アドレス００００Ｈ～アドレス１ＦＦＦＨの領域は、ＲＯＭ
５０６に割り当てられ、ユーザプログラムエリアとプログラム管理エリアとを含んでいる
。図８（Ａ）は、ＲＯＭ５０６におけるプログラム管理エリアの主要部分について、用途
や内容の一例を示している。アドレス２０００Ｈ～アドレス２０ＦＦＨの領域は、遊技制
御用マイクロコンピュータ１００の内蔵レジスタに割り当てられる内蔵レジスタエリアで
ある。図８（Ｂ）は、内蔵レジスタエリアの主要部分について、用途や内容の一例を示し
ている。アドレス７Ｅ００Ｈ～アドレス７ＦＦＦＨの領域は、ＲＡＭ５０７に割り当てら
れたワークエリアであり、Ｉ／Ｏマップやメモリマップに割り付けることができる。アド
レスＦＤＤ０Ｈ～アドレスＦＤＦＢＨの領域は、アドレスデコード回路５１２に割り当て
られるＸＣＳデコードエリアである。
【０１５５】
　プログラム管理エリアは、ＣＰＵ５０５がユーザプログラムを実行するために必要な情
報を格納する記憶領域である。図８（Ａ）に示すように、プログラム管理エリアには、ヘ
ッダＫＨＤＲ、機能設定ＫＦＣＳ、第１乱数初期設定ＫＲＳ１、第２乱数初期設定ＫＲＳ
２、割込み初期設定ＫＩＩＳ、セキュリティ時間設定ＫＳＥＳなどが、含まれている。
【０１５６】
　プログラム管理エリアに記憶されるヘッダＫＨＤＲは、遊技制御用マイクロコンピュー
タ１００における内部データの読出設定を示す。図９（Ａ）は、ヘッダＫＨＤＲにおける
設定データと動作との対応関係を例示している。ここで、遊技制御用マイクロコンピュー
タ１００では、ＲＯＭ読出防止機能と、バス出力マスク機能とを設定可能である。ＲＯＭ
読出防止機能は、遊技制御用マイクロコンピュータ１００が備えるＲＯＭ５０６の記憶デ
ータについて、読出動作を許可又は禁止する機能であり、読出禁止に設定された状態では
、ＲＯＭ５０６の記憶データを読み出すことができない。バス出力マスク機能は、外部バ
スインタフェース５０１に接続された外部装置から遊技制御用マイクロコンピュータ１０
０の内部データに対する読出要求があった場合に、外部バスインタフェース５０１におけ
るアドレスバス出力、データバス出力及び制御信号出力にマスクをかけることにより、外
部装置から内部データの読み出しを不能にする機能である。図９（Ａ）に示すように、ヘ
ッダＫＨＤＲの設定データに対応して、ＲＯＭ読出防止機能やバス出力マスク機能の動作
組合せが異なるように設定される。図９（Ａ）に示す設定データのうち、ＲＯＭ読出が許
可されるとともに、バス出力マスクが有効となる設定データは、バス出力マスク有効デー
タともいう。また、ＲＯＭ読出が禁止されるとともに、バス出力マスクが有効となる設定
データ（全て「００Ｈ」）は、ＲＯＭ読出禁止データともいう。ＲＯＭ読出が許可される
とともに、バス出力マスクが無効となる設定データは、バス出力マスク無効データともい
う。
【０１５７】
　プログラム管理エリアに記憶される機能設定ＫＦＣＳは、遊技制御用マイクロコンピュ
ータ１００におけるウォッチドッグタイマ（ＷＤＴ；Watch Dog Timet）の動作設定や、
各種機能兼用端子の使用設定を示す。図９（Ｂ）は、機能設定ＫＦＣＳにおける設定内容
の一例を示している。
【０１５８】
　機能設定ＫＦＣＳのビット番号［７－５］は、例えばリセット／割込みコントローラ５
０４における割込み要因として設定可能なウォッチドッグタイマの動作許可／禁止や、許
可した場合の周期を示している。機能設定ＫＦＣＳのビット番号［４］は、遊技制御用マ
イクロコンピュータ１００における所定の機能兼用端子（第１兼用端子）を、シリアル通
信回路５１１が使用する第２チャネル送信端子ＴＸＢとするか、アドレスデコード回路５
１２が使用するチップセレクト出力端子ＸＣＳ１３とするかを指定するＴＸＢ端子設定で
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ある。図９（Ｂ）に示す例において、機能設定ＫＦＣＳのビット番号［４］におけるビッ
ト値が“０”であれば、第１兼用端子がシリアル通信回路５１１での第２チャネル送信に
使用される第２チャネル送信端子ＴＸＢの設定となる。これに対して、そのビット値が“
１”であれば、第１兼用端子がアドレスデコード回路５１２で使用されるチップセレクト
出力端子ＸＣＳ１３の設定となる。この実施の形態では、機能設定ＫＦＣＳのビット番号
［４］を“０”として、第１兼用端子を第２チャネル送信端子ＴＸＢに設定することによ
り、演出制御基板１２との間でのシリアル通信を可能にする。
【０１５９】
　機能設定ＫＦＣＳのビット番号［３］は、遊技制御用マイクロコンピュータ１００にお
ける所定の機能兼用端子（第２兼用端子）を、シリアル通信回路５１１が使用する第１チ
ャネル送信端子ＴＸＡとするか、アドレスデコード回路５１２が使用するチップセレクト
出力端子ＸＣＳ１２とするかを示すＴＸＡ端子設定である。図９（Ｂ）に示す例において
、機能設定ＫＦＣＳのビット番号［３］におけるビット値が“０”であれば、第２兼用端
子がシリアル通信回路５１１での第１チャネル送信に使用される第１チャネル送信端子Ｔ
ＸＡの設定となる。これに対して、そのビット値が“１”であれば、第２兼用端子がアド
レスデコード回路５１２で使用されるチップセレクト出力端子ＸＣＳ１２の設定となる。
この実施の形態では、機能設定ＫＦＣＳのビット番号［３］を“０”として、第２兼用端
子を第１チャネル送信端子ＴＸＡに設定することにより、払出制御基板１５との間でのシ
リアル通信を可能にする。
【０１６０】
　機能設定ＫＦＣＳのビット番号［２］は、遊技制御用マイクロコンピュータ１００にお
ける所定の機能兼用端子（第３兼用端子）を、シリアル通信回路５１１が使用する第１チ
ャネル受信端子ＲＸＡとするか、ＰＩＰ５１０が使用する入力ポートＰ５とするかを示す
ＲＸＡ端子設定である。図９（Ｂ）に示す例において、機能設定ＫＦＣＳのビット番号［
２］におけるビット値が“０”であれば、第３兼用端子がシリアル通信回路５１１での第
１チャネル受信に使用される第１チャネル受信端子ＲＸＡの設定となる。これに対して、
そのビット値が“１”であれば、第３兼用端子がＰＩＰ５１０で使用される入力ポートＰ
５の設定となる。この実施の形態では、機能設定ＫＦＣＳのビット番号［２］を“０”と
して、第３兼用端子を第１チャネル受信端子ＲＸＡに設定することにより、払出制御基板
１５との間でのシリアル通信を可能にする。
【０１６１】
　機能設定ＫＦＣＳのビット番号［１］は、遊技制御用マイクロコンピュータ１００にお
ける所定の機能兼用端子（第４兼用端子）を、ＣＰＵ５０５等に接続される外部ノンマス
カブル割込み端子ＸＮＭＩとするか、ＰＩＰ５１０が使用する入力ポートＰ４とするかを
示すＮＭＩ接続設定である。図９（Ｂ）に示す例において、機能設定ＫＦＣＳのビット番
号［１］におけるビット値が“０”であれば、第４兼用端子がＣＰＵ５０５等に接続され
る外部ノンマスカブル割込み端子ＸＮＭＩの設定となる（ＣＰＵ接続）。これに対して、
そのビット値が“１”であれば、第４兼用端子がＰＩＰ５１０で使用される入力ポートＰ
４の設定となる（ＣＰＵ非接続）。
【０１６２】
　機能設定ＫＦＣＳのビット番号［０］は、遊技制御用マイクロコンピュータ１００にお
ける所定の機能兼用端子（第５兼用端子）を、ＣＰＵ５０５等に接続される外部マスカブ
ル割込み端子ＸＩＮＴとするか、ＰＩＰ５１０が使用する入力ポートＰ３とするかを示す
ＸＩＮＴ接続設定である。図９（Ｂ）に示す例において、機能設定ＫＦＣＳのビット番号
［０］におけるビット値が“０”であれば、第５兼用端子がＣＰＵ５０５等に接続される
外部マスカブル割込み端子ＸＩＮＴの設定となる（ＣＰＵ接続）。これに対して、そのビ
ット値が“１”であれば、第５兼用端子がＰＩＰ５１０で使用される入力ポートＰ３の設
定となる（ＣＰＵ非接続）。
【０１６３】
　プログラム管理エリアに記憶される第１乱数初期設定ＫＲＳ１及び第２乱数初期設定Ｋ
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ＲＳ２は、乱数回路５０９の初期設定を示す。図１０（Ａ）は、第１乱数初期設定ＫＲＳ
１における設定内容の一例を示している。図１０（Ｂ）は、第２乱数初期設定ＫＲＳ２に
おける設定内容の一例を示している。
【０１６４】
　第１乱数初期設定ＫＲＳ１のビット番号［３］は、乱数回路５０９を使用するか否かを
示す乱数回路使用設定である。図１０（Ａ）に示す例において、第１乱数初期設定ＫＲＳ
１のビット番号［３］におけるビット値が“０”であれば、乱数回路５０９を使用しない
設定となる一方（未使用）、“１”であれば、乱数回路５０９を使用する設定となる（使
用）。この実施の形態では、第１乱数初期設定ＫＲＳ１のビット番号［３］を“１”とし
て、乱数回路５０９を使用可能に設定する。
【０１６５】
　第１乱数初期設定ＫＲＳ１のビット番号［２］は、乱数回路５０９における乱数値とな
る数値データの更新に用いられる乱数更新クロックＲＧＫ（図１５参照）を、内部システ
ムクロックＳＣＬＫとするか、乱数用クロックＲＣＬＫの２分周とするかを示す乱数更新
クロック設定である。図１０（Ａ）に示す例において、第１乱数初期設定ＫＲＳ１のビッ
ト番号［２］におけるビット値が“０”であれば、内部システムクロックＳＣＬＫを乱数
更新クロックＲＧＫに用いる設定となる一方、“１”であれば、乱数用クロックＲＣＬＫ
を２分周して乱数更新クロックＲＧＫに用いる設定となる。この実施の形態では、第１乱
数初期設定ＫＲＳ１のビット番号［２］を“１”として、乱数用クロックＲＣＬＫを２分
周して乱数更新クロックＲＧＫに用いる設定とする。
【０１６６】
　第１乱数初期設定ＫＲＳ１のビット番号［１－０］は、乱数回路５０９における乱数更
新規則を変更するか否かや、変更する場合における変更方式を示す乱数更新規則設定であ
る。図１０（Ａ）に示す例において、第１乱数初期設定ＫＲＳ１のビット番号［１－０］
におけるビット値が“００”であれば、乱数更新規則を変更しない設定となり、“０１”
であれば、２周目以降にて乱数更新規則をソフトウェアにより変更する設定となり、“１
０”であれば、２周目以降にて乱数更新規則を自動で変更する設定となる。
【０１６７】
　第２乱数初期設定ＫＲＳ２のビット番号［３－２］は、固定のビット値“００”が設定
される。なお、図１０（Ｂ）における「００Ｂ」の“Ｂ”は２進数表示であることを示す
。第２乱数初期設定ＫＲＳ２のビット番号［１－０］は、乱数回路５０９における乱数値
となる数値データでのスタート値に関する設定を示す。図１０（Ｂ）に示す例において、
第２乱数初期設定ＫＲＳ２のビット番号［１］におけるビット値が“０”であれば、スタ
ート値が所定のデフォルト値００００Ｈに設定される一方、“１”であるときには、遊技
制御用マイクロコンピュータ１００ごとに付与された固有の識別情報であるＩＤナンバー
に基づく値がスタート値に設定される。また、図１０（Ｂ）に示す例では、第２乱数初期
設定ＫＲＳ２のビット番号［０］におけるビット値が“０”であれば、システムリセット
毎にスタート値を変更しない設定となる一方、“１”であるときには、システムリセット
毎にスタート値を変更する設定となる。なお、スタート値をＩＤナンバーに基づく値に設
定する場合には、ＩＤナンバーに所定のスクランブル処理を施す演算や、ＩＤナンバーを
用いた加算・減算・乗算・除算などの演算の一部又は全部を実行して、算出された値をス
タート値に用いるようにすればよい。また、第２乱数初期設定ＫＲＳ２のビット番号［０
］におけるビット値が“１”である場合には、システムリセット毎に所定のフリーランカ
ウンタ（例えば図１４に示すフリーランカウンタ５５４Ａ）におけるカウント値に基づい
て設定される値をスタート値に用いるようにすればよい。さらに、第２乱数初期設定ＫＲ
Ｓ２のビット番号［１］及び［０］におけるビット値がともに“１”である場合には、Ｉ
Ｄナンバーとフリーランカウンタにおけるカウント値とに基づいて設定される値をスター
ト値に用いるようにすればよい。
【０１６８】
　なお、乱数回路５０９にて乱数値となる数値データを生成するための回路が２系統（第
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１及び第２チャネル対応）設けられる場合には、図１０（Ａ）及び（Ｂ）に示す第１乱数
初期設定ＫＲＳ１のビット番号［３－０］と第２乱数初期設定ＫＲＳ２のビット番号［３
－０］とを、第１チャネルにおける初期設定を示すものとして使用する。その一方で、第
１乱数初期設定ＫＲＳ１のビット番号［７－４］や第２乱数初期設定ＫＲＳ２のビット番
号［７－４］を（図１０（Ａ）及び（Ｂ）では省略）、第２チャネルにおける初期設定を
示すものとして使用すればよい。
【０１６９】
　プログラム管理エリアに記憶される割込み初期設定ＫＩＩＳは、遊技制御用マイクロコ
ンピュータ１００にて発生するマスカブル割込みの取扱いに関する初期設定を示す。図１
０（Ｃ）は、割込み初期設定ＫＩＩＳにおける設定内容の一例を示している。
【０１７０】
　割込み初期設定ＫＩＩＳのビット番号［７－４］では、割込みベクタの上位４ビットを
設定する。割込み初期設定ＫＩＩＳのビット番号［３－０］では、マスカブル割込み要因
の優先度の組合せを設定する。図１０（Ｃ）に示す例において、割込み初期設定ＫＩＩＳ
のビット番号［３－０］により「００Ｈ」～「０２Ｈ」及び「０６Ｈ」のいずれかが指定
されれば、ＣＴＣ５０８からのマスカブル割込み要因を最優先とする優先度の組合せが設
定される。これに対して、「０３Ｈ」及び「０７Ｈ」のいずれかが指定されれば、乱数回
路５０９からのマスカブル割込み要因を最優先とする優先度の組合せが設定される。また
、「０４Ｈ」及び「０５Ｈ」のいずれかが指定されれば、シリアル通信回路５１１からの
マスカブル割込み要因を最優先とする優先度の組合せが設定される。なお、同一回路から
のマスカブル割込み要因を最優先とする優先度の組合せでも、指定値が異なる場合には、
最優先となるマスカブル割込み要因の種類や第２順位以下における優先度の組合せなどが
異なっている。
【０１７１】
　プログラム管理エリアに記憶されるセキュリティ時間設定ＫＳＥＳは、乱数用クロック
ＲＣＬＫの周波数を監視する場合に異常を検知する周波数や、遊技制御用マイクロコンピ
ュータ１００の動作開始時などに移行するセキュリティモードの時間（セキュリティ時間
）に関する設定を示す。ここで、遊技制御用マイクロコンピュータ１００の動作モードが
セキュリティモードであるときには、所定のセキュリティチェック処理が実行されて、Ｒ
ＯＭ５０６の記憶内容が変更されたか否かが検査される。図１１（Ａ）は、セキュリティ
時間設定ＫＳＥＳにおける設定内容の一例を示している。
【０１７２】
　セキュリティ時間設定ＫＳＥＳのビット番号［７－６］は、乱数用クロックＲＣＬＫの
周波数を監視する場合に異常が検出される周波数を示す乱数用クロック異常検出設定であ
る。図１１（Ｂ）は、セキュリティ時間設定ＫＳＥＳのビット番号［７－６］における設
定内容の一例を示している。セキュリティ時間設定ＫＳＥＳのビット番号［７－６］は、
内部システムクロックＳＣＬＫの周波数に基づき、乱数用クロックＲＣＬＫの周波数が異
常と検知される基準値（判定値）を指定する。こうしたセキュリティ時間設定ＫＳＥＳの
ビット番号［７－６］における設定に基づき、乱数用クロックＲＣＬＫの入力状態を内部
システムクロックＳＣＬＫと比較することにより、乱数用クロックＲＣＬＫの入力状態に
異常が発生したか否かの判定を可能にする。セキュリティ時間設定ＫＳＥＳのビット番号
「５」は、固定のビット値“０”が設定される。
【０１７３】
　セキュリティ時間設定ＫＳＥＳのビット番号［４－３］は、セキュリティ時間をシステ
ムリセット毎にランダムな時間分延長する場合の時間設定を示す。図１１（Ｃ）は、セキ
ュリティ時間設定ＫＳＥＳのビット番号［４－３］における設定内容の一例を示している
。図１１（Ｃ）に示す例において、セキュリティ時間設定ＫＳＥＳのビット番号［４－３
］におけるビット値が“００”であれば、ランダムな時間延長を行わない設定となる。こ
れに対して、そのビット値が“０１”であればショートモードの設定となり、“１０”で
あればロングモードの設定となる。ここで、ショートモードやロングモードが指定された
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場合には、例えば遊技制御用マイクロコンピュータ１００に内蔵されたフリーランカウン
タのカウント値を、システムリセットの発生時に遊技制御用マイクロコンピュータ１００
が備える所定の内蔵レジスタ（可変セキュリティ時間用レジスタ）に格納する。そして、
初期設定時に可変セキュリティ時間用レジスタの格納値をそのまま用いること、あるいは
、その格納値を所定の演算関数（例えばハッシュ関数）に代入して得られた値を用いるこ
となどにより、セキュリティ時間を延長する際の延長時間がランダムに決定されればよい
。一例として、内部システムクロックＳＣＬＫの周波数が６．０ＭＨｚである場合には、
ショートモードにおいて０～６８０μｓ（マイクロ秒）の範囲で延長時間がランダムに決
定され、ロングモードにおいて０～３４８，１６０μｓの範囲で延長時間がランダムに決
定される。また、他の一例として、内部システムクロックＳＣＬＫの周波数が１０．０Ｍ
Ｈｚである場合には、ショートモードにおいて０～４０８μｓの範囲で延長時間がランダ
ムに決定され、ロングモードにおいて０～２０８，８９６μｓの範囲で延長時間がランダ
ムに決定される。可変セキュリティ時間用レジスタは、例えば遊技制御用マイクロコンピ
ュータ１００のＲＡＭ５０７におけるバックアップ領域といった、主基板１１におけるバ
ックアップ箇所と共通のバックアップ電源を用いてバックアップされるものであればよい
。あるいは、可変セキュリティ時間用レジスタは、ＲＡＭ５０７におけるバックアップ領
域などに用いられるバックアップ電源とは別個に設けられた電源によりバックアップされ
てもよい。こうして、可変セキュリティ時間用レジスタがバックアップ電源によってバッ
クアップされることで、電力供給が停止した場合でも、所定期間は可変セキュリティ時間
用レジスタの格納値が保存されることになる。なお、フリーランカウンタにおけるカウン
ト値を読み出して可変セキュリティ時間用レジスタに格納するタイミングは、システムリ
セットの発生時に限定されず、予め定められた任意のタイミングとしてもよい。あるいは
、フリーランカウンタをバックアップ電源によってバックアップしておき、初期設定時に
フリーランカウンタから読み出した格納値を用いてセキュリティ時間を延長する際の延長
時間がランダムに決定されてもよい。
【０１７４】
　また、セキュリティ時間設定ＫＳＥＳのビット番号［４－３］におけるビット値により
ショートモード又はロングモードを設定するとともに、セキュリティ時間設定ＫＳＥＳの
ビット番号［２－０］におけるビット値を“０００”以外とすることにより固定時間に加
える延長時間を設定することもできる。この場合には、ビット番号［２－０］におけるビ
ット値に対応した延長時間と、ビット番号［４－３］におけるビット値に基づいてランダ
ムに決定された延長時間との双方が、固定時間に加算されて、遊技制御用マイクロコンピ
ュータ１００がセキュリティモードとなるセキュリティ時間が決定されることになる。
【０１７５】
　図６に示す遊技制御用マイクロコンピュータ１００が備える外部バスインタフェース５
０１は、遊技制御用マイクロコンピュータ１００を構成するチップの外部バスと内部バス
とのインタフェース機能や、アドレスバス、データバス及び各制御信号の方向制御機能な
どを有するバスインタフェースである。例えば、外部バスインタフェース５０１は、遊技
制御用マイクロコンピュータ１００に外付けされた外部メモリや外部入出力装置などに接
続され、これらの外部装置との間でアドレス信号やデータ信号、各種の制御信号などを送
受信するものであればよい。この実施の形態において、外部バスインタフェース５０１に
は、内部リソースアクセス制御回路５０１Ａが含まれている。
【０１７６】
　内部リソースアクセス制御回路５０１Ａは、外部バスインタフェース５０１を介した外
部装置から遊技制御用マイクロコンピュータ１００の内部データに対するアクセスを制御
して、例えばＲＯＭ５０６に記憶されたゲーム制御用プログラム（遊技制御処理プログラ
ム）や固定データといった、内部データの不適切な外部読出を制限するための回路である
。ここで、外部バスインタフェース５０１には、例えばインサーキットエミュレータ（Ｉ
ＣＥ；InCircuit Emulator）といった回路解析装置が、外部装置として接続されることが
ある。
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【０１７７】
　一例として、ＲＯＭ５０６のプログラム管理エリアに記憶されたヘッダＫＨＤＲの内容
に応じて、ＲＯＭ５０６における記憶データの読み出しを禁止するか許可するかを切り替
えられるようにする。例えば、ヘッダＫＨＤＲがバス出力マスク無効データとなっている
場合には、外部装置によるＲＯＭ５０６の読み出しを可能にして、内部データの外部読出
を許可する。これに対して、ヘッダＫＨＤＲがバス出力マスク有効データとなっている場
合には、例えば外部バスインタフェース５０１におけるアドレスバス出力、データバス出
力及び制御信号出力にマスクをかけることなどにより、外部装置からＲＯＭ５０６の読み
出しを不能にして、内部データの外部読出を禁止する。この場合、外部バスインタフェー
ス５０１に接続された外部装置から内部データの読み出しが要求されたときには、予め定
められた固定値を出力することで、外部装置からは内部データを読み出すことができない
ようにする。また、ヘッダＫＨＤＲがＲＯＭ読出禁止データとなっている場合には、ＲＯ
Ｍ５０６自体を読出不能として、ＲＯＭ５０６における記憶データの読み出しを防止して
もよい。そして、例えば製造段階のＲＯＭでは、ヘッダＫＨＤＲをＲＯＭ読出禁止データ
とすることで、ＲＯＭ自体を読出不能としておき、開発用ＲＯＭとするのであればバス出
力マスク無効データをヘッダＫＨＤＲに書き込むことで、外部装置による内部データの検
証を可能にする。これに対して、量産用ＲＯＭとするのであればバス出力マスク有効デー
タをヘッダＫＨＤＲに書き込むことで、ＣＰＵ５０５などによる遊技制御用マイクロコン
ピュータ１００の内部におけるＲＯＭ５０６の読み出しは可能とする一方で、外部装置に
よるＲＯＭ５０６の読み出しはできないようにすればよい。
【０１７８】
　他の一例として、内部リソースアクセス制御回路５０１Ａは、ＲＯＭ５０６における記
憶データの全部又は一部といった、遊技制御用マイクロコンピュータ１００の内部データ
の読み出しが、外部バスインタフェース５０１に接続された外部装置から要求されたこと
を検出する。この読出要求を検出したときに、内部リソースアクセス制御回路５０１Ａは
、遊技制御用マイクロコンピュータ１００の内部データの読み出しを許可するか否かの判
定を行う。例えば、ＲＯＭ５０６における記憶データの全部又は一部に暗号化処理が施さ
れているものとする。この場合、内部リソースアクセス制御回路５０１Ａは、外部装置か
らの読出要求がＲＯＭ５０６に記憶された暗号化処理プログラムや鍵データ等に対する読
出要求であれば、この読出要求を拒否して、遊技制御用マイクロコンピュータ１００の内
部データの読み出しを禁止する。外部バスインタフェース５０１では、ＲＯＭ５０６の記
憶データが出力される出力ポートと、内部バスとの間にスイッチ素子を設け、内部リソー
スアクセス制御回路５０１Ａが内部データの読み出しを禁止した場合には、このスイッチ
素子をオフ状態とするように制御すればよい。このように、内部リソースアクセス制御回
路５０１Ａは、外部装置からの読出要求が所定の内部データ（例えばＲＯＭ５０６の所定
領域）の読み出しを要求するものであるか否かに応じて、内部データの読み出しを禁止す
るか許可するかを決定するようにしてもよい。
【０１７９】
　あるいは、内部リソースアクセス制御回路５０１Ａは、内部データの読出要求を検出し
たときに、所定の認証コードが外部装置から入力されたか否かを判定してもよい。この場
合には、例えば内部リソースアクセス制御回路５０１Ａの内部あるいはＲＯＭ５０６の所
定領域に、認証コードとなる所定のコードパターンが予め記憶されていればよい。そして
、外部装置から認証コードが入力されたときには、この認証コードを内部記憶された認証
コードと比較して、一致すれば読出要求を受容して、遊技制御用マイクロコンピュータ１
００の内部データの読み出しを許可する。これに対して、外部装置から入力された認証コ
ードが内部記憶された認証コードと一致しない場合には、読出要求を拒否して、遊技制御
用マイクロコンピュータ１００の内部データの読み出しを禁止する。このように、内部リ
ソースアクセス制御回路５０１Ａは、外部装置から入力された認証コードが内部記憶され
た認証コードと一致するか否かに応じて、内部データの読み出しを禁止するか許可するか
を決定するようにしてもよい。これにより、検査機関などが予め知得した正しい認証コー
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ドを用いて、遊技制御用マイクロコンピュータ１００の内部データを損なうことなく読み
出すことができ、内部データの正当性を適切に検査することなどが可能になる。
【０１８０】
　さらに他の一例として、内部リソースアクセス制御回路５０１Ａに読出禁止フラグを設
け、読出禁止フラグがオン状態であれば外部装置によるＲＯＭ５０６の読み出しを禁止す
る。その一方で、読出禁止フラグがオフ状態であるときには、外部装置によるＲＯＭ５０
６の読み出しが許可される。ここで、読出禁止フラグは、初期状態ではオフ状態であるが
、読出禁止フラグを一旦オン状態とした後には、読出禁止フラグをクリアしてオフ状態に
復帰させることができないように構成されていればよい。すなわち、読出禁止フラグはオ
フ状態からオン状態に不可逆的に変更することが可能とされている。例えば、内部リソー
スアクセス制御回路５０１Ａには、読出禁止フラグをクリアしてオフ状態とする機能が設
けられておらず、どのような命令によっても読出禁止フラグをクリアすることができない
ように設定されていればよい。そして、内部リソースアクセス制御回路５０１Ａは、外部
装置からＲＯＭ５０６における記憶データといった遊技制御用マイクロコンピュータ１０
０の内部データの読み出しが要求されたときに、読出禁止フラグがオンであるか否かを判
定する。このとき、読出禁止フラグがオンであれば、外部装置からの読出要求を拒否して
、遊技制御用マイクロコンピュータ１００の内部データの読み出しを禁止する。他方、読
出禁止フラグがオフであれば、外部装置からの読出要求を受容して、遊技制御用マイクロ
コンピュータ１００の内部データの読み出しを許可にする。このような構成であれば、ゲ
ーム制御用の遊技制御処理プログラムを作成してＲＯＭ５０６に格納する提供者において
は、読出禁止フラグがオフとなっている状態でデバッグの終了したプログラムをＲＯＭ５
０６から外部装置に読み込むことができる。そして、デバッグの作業が終了した後に出荷
する際には、読出禁止フラグをオン状態にセットすることにより、それ以後はＲＯＭ５０
６の外部読出を制限することができ、パチンコ遊技機１の使用者などによるＲＯＭ５０６
の読出を防止することができる。このように、内部リソースアクセス制御回路５０１Ａは
、読出禁止フラグといった内部フラグがオフであるかオンであるかに応じて、内部データ
の読み出しを禁止するか許可するかを決定するようにしてもよい。
【０１８１】
　なお、読出禁止フラグを不可逆に設定するのではなく、オン状態からオフ状態に変更す
ることも可能とする一方で、読出禁止フラグをオン状態からオフ状態に変更して内部デー
タの読み出しが許可されるときには、ＲＯＭ５０６の記憶データを消去（例えばフラッシ
ュ消去など）することにより、ＲＯＭ５０６の外部読出を制限するようにしてもよい。
【０１８２】
　遊技制御用マイクロコンピュータ１００が備えるクロック回路５０２は、例えば制御用
外部クロック端子ＥＸＣに入力される発振信号を２分周することなどにより、内部システ
ムクロックＳＣＬＫを生成する回路である。この実施の形態では、制御用外部クロック端
子ＥＸＣに制御用クロック生成回路１１１が生成した制御用クロックＣＣＬＫが入力され
る。クロック回路５０２により生成された内部システムクロックＳＣＬＫは、例えばＣＰ
Ｕ５０５といった、遊技制御用マイクロコンピュータ１００において遊技の進行を制御す
る各種回路に供給される。また、内部システムクロックＳＣＬＫは、乱数回路５０９にも
供給され、乱数用クロック生成回路１１２から供給される乱数用クロックＲＣＬＫの周波
数を監視するために用いられる。さらに、内部システムクロックＳＣＬＫは、クロック回
路５０２に接続されたシステムクロック出力端子ＣＬＫＯから、遊技制御用マイクロコン
ピュータ１００の外部へと出力されてもよい。なお、内部システムクロックＳＣＬＫは、
遊技制御用マイクロコンピュータ１００の外部へは出力されないことが望ましい。このよ
うに、内部システムクロックＳＣＬＫの外部出力を制限することにより、遊技制御用マイ
クロコンピュータ１００の内部回路（ＣＰＵ５０５など）の動作周期を外部から特定する
ことが困難になり、乱数値となる数値データをソフトウェアにより更新する場合に、乱数
値の更新周期が外部から特定されてしまうことを防止できる。
【０１８３】
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　遊技制御用マイクロコンピュータ１００が備える固有情報記憶回路５０３は、例えば遊
技制御用マイクロコンピュータ１００の内部情報となる複数種類の固有情報を記憶する回
路である。一例として、固有情報記憶回路５０３は、ＲＯＭコード、チップ個別ナンバー
、ＩＤナンバーといった３種類の固有情報を記憶する。ＲＯＭ５０６コードは、ＲＯＭ５
０６の所定領域における記憶データから生成される４バイトの数値であり、生成方法の異
なる４つの数値が準備されればよい。チップ個別ナンバーは、遊技制御用マイクロコンピ
ュータ１００の製造時に付与される４バイトの番号であり、遊技制御用マイクロコンピュ
ータ１００を構成するチップ毎に異なる数値を示している。ＩＤナンバーは、遊技制御用
マイクロコンピュータ１００の製造時に付与される８バイトの番号であり、遊技制御用マ
イクロコンピュータ１００を構成するチップ毎に異なる数値を示している。ここで、チッ
プ個別ナンバーはユーザプログラムから読み取ることができる一方、ＩＤナンバーはユー
ザプログラムから読み取ることができないように設定されていればよい。なお、固有情報
記憶回路５０３は、例えばＲＯＭ５０６の所定領域を用いることなどにより、ＲＯＭ５０
６に含まれるようにしてもよい。あるいは、固有情報記憶回路５０３は、例えばＣＰＵ５
０５の内蔵レジスタを用いることなどにより、ＣＰＵ５０５に含まれるようにしてもよい
。
【０１８４】
　遊技制御用マイクロコンピュータ１００が備えるリセット／割込みコントローラ５０４
は、遊技制御用マイクロコンピュータ１００の内部や外部にて発生する各種リセット、割
込み要求を制御するためのものである。リセット／割込みコントローラ５０４が制御する
リセットには、システムリセットとユーザリセットが含まれている。システムリセットは
、外部システムリセット端子ＸＳＲＳＴに一定の期間にわたりローレベル信号が入力され
たときに発生するリセットである。ユーザリセットは、ウォッチドッグタイマ（ＷＤＴ）
のタイムアウト信号が発生したことや、指定エリア外走行禁止（ＩＡＴ）が発生したこと
など、所定の要因により発生するリセットである。
【０１８５】
　リセット／割込みコントローラ５０４が制御する割込みには、ノンマスカブル割込みＮ
ＭＩとマスカブル割込みＩＮＴが含まれている。ノンマスカブル割込みＮＭＩは、ＣＰＵ
５０５の割込み禁止状態でも無条件に受け付けられる割込みであり、外部ノンマスカブル
割込み端子ＸＮＭＩ（入力ポートＰ４と兼用）に一定の期間にわたりローレベル信号が入
力されたときに発生する割込みである。マスカブル割込みＩＮＴは、ＣＰＵ５０５の設定
命令により、割込み要求の受け付けを許可／禁止できる割込みであり、優先順位設定によ
る多重割込みの実行が可能である。マスカブル割込みＩＮＴの要因としては、外部マスカ
ブル割込み端子ＸＩＮＴ（入力ポートＰ３と兼用）に一定の期間にわたりローレベル信号
が入力が入力されたこと、ＣＴＣ５０８に含まれるタイマ回路にてタイムアウトが発生し
たこと、シリアル通信回路５１１にてデータ受信又はデータ送信による割込み要因が発生
したこと、乱数回路５０９にて乱数値となる数値データの取込による割込み要因が発生し
たことなど、複数種類の割込み要因が予め定められていればよい。
【０１８６】
　リセット／割込みコントローラ５０４は、図８（Ｂ）に示すような遊技制御用マイクロ
コンピュータ１００が備える内蔵レジスタのうち、割込みマスクレジスタＩＭＲ（アドレ
ス２０２８Ｈ）、割込み待ちモニタレジスタＩＲＲ（アドレス２０２９Ｈ）、割込み中モ
ニタレジスタＩＳＲ（アドレス２０２ＡＨ）、内部情報レジスタＣＩＦ（アドレス２０８
ＣＨ）などを用いて、割込みの制御やリセットの管理を行う。割込みマスクレジスタＩＭ
Ｒは、互いに異なる複数の要因によるマスカブル割込みＩＮＴのうち、使用するものと使
用しないものとを設定するレジスタである。割込み待ちモニタレジスタＩＲＲは、割込み
初期設定ＫＩＩＳにより設定されたマスカブル割込み要因のそれぞれについて、マスカブ
ル割込み要求信号の発生状態を確認するレジスタである。割込み中モニタレジスタＩＳＲ
は、割込み初期設定ＫＩＩＳにより設定されたマスカブル割込み要因のそれぞれについて
、マスカブル割込み要求信号の処理状態を確認するレジスタである。内部情報レジスタＣ
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ＩＦは、直前に発生したリセット要因を管理したり、乱数用クロックＲＣＬＫの周波数異
常を記録したりするためのレジスタである。
【０１８７】
　図１２（Ａ）は、内部情報レジスタＣＩＦの構成例を示している。図１２（Ｂ）は、内
部情報レジスタＣＩＦに格納される内部情報データの各ビットにおける設定内容の一例を
示している。内部情報レジスタＣＩＦのビット番号［４］に格納される内部情報データＣ
ＩＦ４は、乱数用クロックＲＣＬＫにおける周波数異常の有無を示す乱数用クロック異常
指示である。図１２（Ｂ）に示す例では、乱数用クロックＲＣＬＫの周波数異常が検知さ
れないときに、内部情報データＣＩＦ４のビット値が“０”となる一方、周波数異常が検
知されたときには、そのビット値が“１”となる。内部情報レジスタＣＩＦのビット番号
［２］に格納される内部情報データＣＩＦ２は、直前に発生したリセット要因がシステム
リセットであるか否かを示すシステムリセット指示である。図１２（Ｂ）に示す例では、
直前のリセット要因がシステムリセットではないときに（システムリセット未発生）、内
部情報データＣＩＦ２のビット値が“０”となる一方、システムリセットであるときには
（システムリセット発生）、そのビット値が“１”となる。内部情報データＣＩＦ２を用
いた動作の第１例として、電源投入時に遊技制御用マイクロコンピュータ１００のＣＰＵ
５０５などが内部情報データＣＩＦ２のビット値をチェックして、そのビット値が“１”
（セット）でなければ、通常の電源投入ではないと判断する。このときには、例えば演出
制御基板１２に向けて所定の演出制御コマンドを伝送させることなどにより、パチンコ遊
技機１における電源投入直後に大当り遊技状態とすることを狙った不正信号の入力行為が
行われた可能性がある旨を、演出装置などにより報知させてもよい。また、内部情報デー
タＣＩＦ２を用いた動作の第２例として、パチンコ遊技機１が電源投入時にのみ確変状態
を報知し、通常時には確変状態を報知しない場合に、電源投入時に遊技制御用マイクロコ
ンピュータ１００のＣＰＵ５０５などが内部情報データＣＩＦ２のビット値をチェックし
て、そのビット値が“１”（セット）でなければ、遊技状態の報知を行わないようにして
もよい。
【０１８８】
　内部情報レジスタＣＩＦのビット番号［１］に格納される内部情報データＣＩＦ１は、
直前に発生したリセット要因がウォッチドッグタイマ（ＷＤＴ）のタイムアウトによるユ
ーザリセットであるか否かを示すＷＤＴタイムアウト指示である。図１２（Ｂ）に示す例
では、直前のリセット要因がウォッチドッグタイマのタイムアウトによるユーザリセット
ではないときに（タイムアウト未発生）、内部情報データＣＩＦ１のビット値が“０”と
なる一方、ウォッチドッグタイマのタイムアウトによるユーザリセットであるときに（タ
イムアウト発生）、そのビット値が“１”となる。内部情報レジスタＣＩＦのビット番号
［０］に格納される内部情報データＣＩＦ０は、直前に発生したリセット要因が指定エリ
ア外走行禁止（ＩＡＴ）によるユーザリセットであるか否かを示すＩＡＴ発生指示である
。図１２（Ｂ）に示す例では、直前のリセット要因が指定エリア外走行の発生によるユー
ザリセットではないときに（ＩＡＴ発生なし）、内部情報データＣＩＦ０のビット値が“
０”となる一方、指定エリア外走行の発生によるユーザリセットであるときに（ＩＡＴ発
生あり）、そのビット値が“１”となる。
【０１８９】
　遊技制御用マイクロコンピュータ１００が備えるＣＰＵ５０５は、ＲＯＭ５０６から読
み出した制御コードに基づいてユーザプログラム（ゲーム制御用の遊技制御処理プログラ
ム）を実行することにより、パチンコ遊技機１における遊技制御を実行する制御用ＣＰＵ
である。こうした遊技制御が実行されるときには、ＣＰＵ５０５がＲＯＭ５０６から固定
データを読み出す固定データ読出動作や、ＣＰＵ５０５がＲＡＭ５０７に各種の変動デー
タを書き込んで一時記憶させる変動データ書込動作、ＣＰＵ５０５がＲＡＭ５０７に一時
記憶されている各種の変動データを読み出す変動データ読出動作、ＣＰＵ５０５が外部バ
スインタフェース５０１やＰＩＰ５１０、シリアル通信回路５１１などを介して遊技制御
用マイクロコンピュータ１００の外部から各種信号の入力を受け付ける受信動作、ＣＰＵ
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５０５が外部バスインタフェース５０１やシリアル通信回路５１１などを介して遊技制御
用マイクロコンピュータ１００の外部へと各種信号を出力する送信動作等も行われる。
【０１９０】
　このように、遊技制御用マイクロコンピュータ１００では、ＣＰＵ５０５がＲＯＭ５０
６に格納されているプログラムに従って制御を実行するので、以下、遊技制御用マイクロ
コンピュータ１００（又はＣＰＵ５０５）が実行する（又は処理を行う）ということは、
具体的には、ＣＰＵ５０５がプログラムに従って制御を実行することである。このことは
、主基板１１以外の他の基板に搭載されているマイクロコンピュータについても同様であ
る。
【０１９１】
　遊技制御用マイクロコンピュータ１００が備えるＲＯＭ５０６には、ユーザプログラム
（ゲーム制御用の遊技制御処理プログラム）を示す制御コードや固定データ等が記憶され
ている。また、ＲＯＭ５０６には、セキュリティチェックプログラム５０６Ａが記憶され
ている。ＣＰＵ５０５は、パチンコ遊技機１の電源投入やシステムリセットの発生に応じ
て遊技制御用マイクロコンピュータ１００がセキュリティモードに移行したときに、ＲＯ
Ｍ５０６に記憶されたセキュリティチェックプログラム５０６Ａを読み出し、ＲＯＭ５０
６の記憶内容が変更されたか否かを検査するセキュリティチェック処理を実行する。なお
、セキュリティチェックプログラム５０６Ａは、ＲＯＭ５０６とは異なる内蔵メモリに記
憶されてもよい。また、セキュリティチェックプログラム５０６Ａは、例えば外部バスイ
ンタフェース５０１を介して遊技制御用マイクロコンピュータ１００に外付けされた外部
メモリの記憶内容を検査するセキュリティチェック処理に対応したものであってもよい。
【０１９２】
　遊技制御用マイクロコンピュータ１００が備えるＲＡＭ５０７は、ゲーム制御用のワー
クエリアを提供する。ここで、ＲＡＭ５０７の少なくとも一部は、電源基板１０において
作成されるバックアップ電源によってバックアップされているバックアップＲＡＭであれ
ばよい。すなわち、パチンコ遊技機１への電力供給が停止しても、所定期間はＲＡＭ５０
７の少なくとも一部の内容が保存される。
【０１９３】
　遊技制御用マイクロコンピュータ１００が備えるＣＴＣ５０８は、例えば８ビットのプ
ログラマブルタイマを３チャネル（ＰＴＣ０－ＰＴＣ２）内蔵して構成され、リアルタイ
ム割込みの発生や時間計測を可能とするタイマ回路を含んでいる。各プログラマブルタイ
マＰＴＣ０－ＰＴＣ２は、内部システムクロックＳＣＬＫに基づいて生成されたカウント
クロックの信号変化（例えばハイレベルからローレベルへと変化する立ち下がりタイミン
グ）などに応じて、タイマ値が更新されるものであればよい。また、ＣＴＣ５０８は、例
えば８ビットのプログラマブルカウンタを４チャネル（ＰＣＣ０－ＰＣＣ３）内蔵しても
よい。各プログラマブルカウンタＰＣＣ０－ＰＣＣ３は、内部システムクロックＳＣＬＫ
の信号変化、あるいは、プログラマブルカウンタＰＣＣ０－ＰＣＣ３のいずれかにおける
タイムアウトの発生などに応じて、カウント値が更新されるものであればよい。ＣＴＣ５
０８は、セキュリティ時間を延長する際の延長時間（可変設定時間）をシステムリセット
毎にランダムに決定するために用いられるフリーランカウンタなどを、含んでもよい。あ
るいは、こうしたフリーランカウンタは、例えばＲＡＭ５０７のバックアップ領域といっ
た、ＣＴＣ５０８とは異なる遊技制御用マイクロコンピュータ１００の内部回路に含まれ
てもよい。
【０１９４】
　遊技制御用マイクロコンピュータ１００が備える乱数回路５０９は、例えば１６ビット
乱数といった、所定の更新範囲を有する乱数値となる数値データを生成する回路である。
この実施の形態では、主基板１１の側において、例えば図１３に示すような特図表示結果
決定用の乱数値ＭＲ１、大当り種別決定用の乱数値ＭＲ２、変動パターン種別決定用の乱
数値ＭＲ３、変動パターン決定用の乱数値ＭＲ４、普図表示結果決定用の乱数値ＭＲ５の
それぞれを示す数値データが、カウント（更新）可能に制御される。なお、遊技効果を高
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めるために、これら以外の乱数値が用いられてもよい。こうした遊技の進行を制御するた
めに用いられる乱数は、遊技用乱数ともいう。ＣＰＵ５０５は、乱数回路５０９から抽出
した数値データに基づき、例えば図３４に示す遊技制御カウンタ設定部５９４に設けられ
たランダムカウンタといった、乱数回路５０９とは異なるランダムカウンタを用いて、ソ
フトウェアによって各種の数値データを加工あるいは更新することで、乱数値ＭＲ１～Ｍ
Ｒ５の全部又は一部を示す数値データをカウントするようにしてもよい。あるいは、ＣＰ
Ｕ５０５は、乱数回路５０９を用いることなく、例えば遊技制御カウンタ設定部５９４に
設けられたランダムカウンタのみを用いて、ソフトウェアによって乱数値ＭＲ１～ＭＲ５
を示す数値データの一部をカウント（更新）するようにしてもよい。一例として、ハード
ウェアとなる乱数回路５０９からＣＰＵ５０５により抽出された数値データを、ソフトウ
ェアにより加工することで、特図表示結果決定用の乱数値ＭＲ１を示す数値データが更新
され、それ以外の乱数値ＭＲ２～ＭＲ５を示す数値データは、ＣＰＵ５０５がランダムカ
ウンタなどを用いてソフトウェアにより更新すればよい。
【０１９５】
　特図表示結果決定用の乱数値ＭＲ１は、特図ゲームにおける特別図柄などの可変表示結
果を「大当り」として大当り遊技状態に制御するか否かや、可変表示結果を「小当り」と
して小当り遊技状態に制御するか否かを、決定するために用いられる乱数値である。例え
ば、特図表示結果決定用の乱数値ＭＲ１は、「０」～「６５５３５」の範囲の値をとる。
大当り種別決定用の乱数値ＭＲ２は、可変表示結果を「大当り」とする場合に、大当り種
別を複数種類のいずれかに決定するために用いられる乱数値である。例えば、大当り種別
決定用の乱数値ＭＲ２は、「０」～「９９」の範囲の値をとる。
【０１９６】
　変動パターン種別決定用の乱数値ＭＲ３は、特別図柄や飾り図柄の可変表示における変
動パターン種別を、予め用意された複数種類のいずれかに決定するために用いられる乱数
値であり、例えば「０」～「２５１」の範囲の値をとる。変動パターン決定用の乱数値Ｍ
Ｒ４は、特別図柄や飾り図柄の可変表示における変動パターンを、予め用意された複数種
類のいずれかに決定するために用いられる乱数値であり、例えば「０」～「９９７」の範
囲の値をとる。普図表示結果決定用の乱数値ＭＲ５は、普通図柄表示器２０による普図ゲ
ームにおける可変表示結果を「普図当り」とするか「普図ハズレ」とするかなどの決定を
行うために用いられる乱数値であり、例えば「３」～「１３」の範囲の値をとる。すなわ
ち、普図表示結果決定用の乱数値ＭＲ５は、普図ゲームにおける可変表示結果に基づき普
通可変入賞球装置６Ｂが形成する第２始動入賞口を遊技球が通過（進入）不能な状態（通
常開放状態など）から遊技球が通過（進入）可能な状態（拡大開放状態など）へと変化さ
せるか否かなどの決定を行うために用いられる。
【０１９７】
　図１４は、乱数回路５０９の一構成例を示すブロック図である。乱数回路５０９は、図
１４に示すように、周波数監視回路５５１、クロック用フリップフロップ５５２、乱数生
成回路５５３、スタート値設定回路５５４、フリーランカウンタ５５４Ａ、乱数列変更回
路５５５、乱数列変更設定回路５５６、ラッチ用フリップフロップ５５７Ａ、５５７Ｂ、
乱数ラッチセレクタ５５８Ａ、５５８Ｂ、乱数値レジスタ５５９Ａ、５５９Ｂを備えて構
成される。なお、乱数値レジスタ５５９Ａと乱数値レジスタ５５９Ｂはそれぞれ、図８（
Ｂ）に示すような遊技制御用マイクロコンピュータ１００の内蔵レジスタに含まれる乱数
値レジスタＲ１Ｄ（アドレス２０３８Ｈ－２０３９Ｈ）と乱数値レジスタＲ２Ｄ（アドレ
ス２０３ＡＨ－２０３ＢＨ）に対応している。
【０１９８】
　周波数監視回路５５１は、乱数用クロック生成回路１１２により生成された乱数用クロ
ックＲＣＬＫの乱数回路５０９に対する入力状態を監視して、その異常発生を検知するた
めの回路である。周波数監視回路５５１は、例えば乱数用外部クロック端子ＥＲＣに入力
される発振信号を監視して、内部システムクロックＳＣＬＫとの比較により、セキュリテ
ィ時間設定ＫＳＥＳのビット番号［７－６］における設定内容（図１１（Ｂ）参照）に応
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じた周波数異常を検知したときに、内部情報レジスタＣＩＦのビット番号［４］を“１”
にセットする。この実施の形態では、乱数用外部クロック端子ＥＲＣに乱数用クロック生
成回路１１２が生成した乱数用クロックＲＣＬＫが入力される。
【０１９９】
　クロック用フリップフロップ５５２は、例えばＤ型フリップフロップなどを用いて構成
され、乱数用外部クロック端子ＥＲＣからの乱数用クロックＲＣＬＫがクロック端子ＣＫ
に入力される。また、クロック用フリップフロップ５５２では、逆相出力端子（反転出力
端子）ＱバーがＤ入力端子に接続されている。そして、正相出力端子（非反転出力端子）
Ｑから乱数更新クロックＲＧＫを出力する一方で、逆相出力端子（反転出力端子）Ｑバー
からラッチ用クロックＲＣ０を出力する。この場合、クロック用フリップフロップ５５２
は、クロック端子ＣＫに入力される乱数用クロックＲＣＬＫにおける信号状態が所定の変
化をしたときに、正相出力端子（非反転出力端子）Ｑ及び逆相出力端子（反転出力端子）
Ｑバーからの出力信号における信号状態を変化させる。例えば、クロック用フリップフロ
ップ５５２は、乱数用クロックＲＣＬＫの信号状態がローレベルからハイレベルへと変化
する立ち上がりのタイミング、あるいは、乱数用クロックＲＣＬＫの信号状態がハイレベ
ルからローレベルへと変化する立ち下がりのタイミングのうち、いずれか一方のタイミン
グにて、Ｄ入力端子における入力信号を取り込む。このとき、正相出力端子（非反転出力
端子）Ｑからは、Ｄ入力端子にて取り込まれた入力信号が反転されることなく出力される
一方で、逆相出力端子（反転出力端子）Ｑバーからは、Ｄ入力端子にて取り込まれた入力
信号が反転されて出力される。こうして、クロック用フリップフロップ５５２の正相出力
端子（非反転出力端子）Ｑからは乱数用クロックＲＣＬＫにおける発振周波数（例えば２
０ＭＨｚ）の１／２となる発振周波数（例えば１０ＭＨｚ）を有する乱数更新クロックＲ
ＧＫが出力される一方、逆相出力端子（反転出力端子）Ｑバーからは乱数更新クロックＲ
ＧＫの逆相信号（反転信号）、すなわち乱数更新クロックＲＧＫと同一周波数で乱数更新
クロックＲＧＫとは位相がπ（＝１８０°）だけ異なるラッチ用クロックＲＣ０が出力さ
れる。
【０２００】
　クロック用フリップフロップ５５２から出力された乱数更新クロックＲＧＫは、乱数生
成回路５５３のクロック端子に入力されて、乱数生成回路５５３におけるカウント値の歩
進に用いられる。また、クロック用フリップフロップ５５２から出力されたラッチ用クロ
ックＲＣ０は、分岐点ＢＲ１にてラッチ用クロックＲＣ１とラッチ用クロックＲＣ２とに
分岐される。したがって、ラッチ用クロックＲＣ１とラッチ用クロックＲＣ２とは、互い
に同一の発振周波数を有し、互いに共通の周期で信号状態が変化することになる。ここで
、ラッチ用クロックＲＣ１やラッチ用クロックＲＣ２における信号状態の変化としては、
例えばローレベルからハイレベルへと変化する立ち上がりや、ハイレベルからローレベル
へと変化する立ち下がりなどがある。ラッチ用クロックＲＣ１は、ラッチ用フリップフロ
ップ５５７Ａのクロック端子ＣＫに入力されて、始動入賞時ラッチ信号ＳＬ１の生成に用
いられる乱数取得用クロックとなる。ラッチ用クロックＲＣ２は、ラッチ用フリップフロ
ップ５５７Ｂのクロック端子ＣＫに入力されて、始動入賞時ラッチ信号ＳＬ２の生成に用
いられる乱数取得用クロックとなる。
【０２０１】
　ここで、乱数用クロックＲＣＬＫの発振周波数と、制御用クロック生成回路１１１によ
って生成される制御用クロックＣＣＬＫの発振周波数とは、互いに異なる周波数となって
おり、また、いずれか一方の発振周波数が他方の発振周波数の整数倍になることがない。
一例として、制御用クロックＣＣＬＫの発振周波数が１１．０ＭＨｚである一方で、乱数
用クロックＲＣＬＫの発振周波数は９．７ＭＨｚであればよい。そのため、乱数更新クロ
ックＲＧＫやラッチ用クロックＲＣ１、ＲＣ２はいずれも、ＣＰＵ５０５に供給される制
御用クロックＣＣＬＫとは異なる周期で信号状態が変化する発振信号となる。すなわち、
クロック用フリップフロップ５５２は、乱数用クロック生成回路１１２によって生成され
た乱数用クロックＲＣＬＫに基づき、カウント値を更新するための乱数更新クロックＲＧ



(50) JP 5240730 B2 2013.7.17

10

20

30

40

50

Ｋや、複数の乱数取得用クロックとなるラッチ用クロックＲＣ１、ＲＣ２として、制御用
クロックＣＣＬＫや内部システムクロックＳＣＬＫ（制御用クロックＣＣＬＫを２分周し
たもの）とは異なる周期で信号状態が変化する発振信号を生成する。
【０２０２】
　乱数生成回路５５３は、例えば１６ビットのカウンタなどから構成され、クロック用フ
リップフロップ５５２から出力される乱数更新クロックＲＧＫなどの入力に基づき、数値
データを更新可能な所定の範囲において所定の初期値から所定の最終値まで循環的に更新
する回路である。例えば乱数生成回路５５３は、所定のクロック端子への入力信号である
乱数更新クロックＲＧＫにおける立ち下がりエッジに応答して、「０」から「６５５３５
」までの範囲内で設定された初期値から「６５５３５」まで１ずつ加算するように数値デ
ータをカウントアップして行く。そして、「６５５３５」までカウントアップした後には
、「０」から初期値よりも１小さい最終値となる数値まで１ずつ加算するようにカウント
アップすることで、数値データを循環的に更新する。
【０２０３】
　スタート値設定回路５５４は、第２乱数初期設定ＫＲＳ２のビット番号［１－０］にお
けるビット値（図１０（Ｂ）参照）に応じて、乱数生成回路５５３により生成されるカウ
ント値におけるスタート値を設定する。例えば、スタート値設定回路５５４は、第２乱数
初期設定ＫＲＳ２のビット番号［１－０］が“００”であればスタート値をデフォルト値
である「００００Ｈ」に設定し、“１０”であればＩＤナンバーに基づく値に設定し、“
０１”であればシステムリセット毎に変更されるフリーランカウンタ５５４Ａにおけるカ
ウント値に基づく値に設定し、“１１”であればＩＤナンバーとフリーランカウンタ５５
４Ａにおけるカウント値とに基づく値に設定する。図１４に示す構成例では、乱数回路５
０９にフリーランカウンタ５５４Ａが内蔵されている。そして、スタート値をシステムリ
セット毎に変更する場合には、初期設定時にフリーランカウンタ５５４Ａのカウント値を
そのまま用いること、あるいは、そのカウント値を所定の演算関数（例えばハッシュ関数
）に代入して得られた値を用いることなどにより、スタート値がランダムに決定されれば
よい。フリーランカウンタ５５４Ａは、例えば遊技制御用マイクロコンピュータ１００の
ＲＡＭ５０７におけるバックアップ領域といった、主基板１１におけるバックアップ箇所
と共通のバックアップ電源を用いてバックアップされるものであればよい。あるいは、フ
リーランカウンタ５５４Ａは、ＲＡＭ５０７におけるバックアップ領域などに用いられる
バックアップ電源とは別個に設けられた電源によりバックアップされてもよい。こうして
、フリーランカウンタ５５４Ａがバックアップ電源によってバックアップされることで、
電力供給が停止した場合でも、所定期間はフリーランカウンタ５５４Ａにおけるカウント
値が保存されることになる。
【０２０４】
　フリーランカウンタ５５４Ａがバックアップ電源によってバックアップされるものに限
定されず、例えばシステムリセットの発生時にフリーランカウンタ５５４Ａのカウント値
を所定の内蔵レジスタ（例えば乱数スタート値用レジスタ）に格納し、この内蔵レジスタ
がバックアップ電源によってバックアップされるようにしてもよい。そして、初期設定時
に乱数スタート値用レジスタの格納値をそのまま用いること、あるいは、その格納値を所
定の演算関数に代入して得られた値を用いることなどにより、スタート値がランダムに決
定されてもよい。この場合、フリーランカウンタ５５４Ａにおけるカウント値を読み出し
て乱数スタート値用レジスタに格納するタイミングは、システムリセットの発生時に限定
されず、予め定められた任意のタイミングとしてもよい。フリーランカウンタ５５４Ａは
、乱数回路５０９に内蔵されて数値データのスタート値をランダムに決定するために用い
られる専用のフリーランカウンタであってもよい。すなわち、フリーランカウンタ５５４
Ａは、セキュリティ時間を延長する際に延長時間のランダムな決定に用いられるフリーラ
ンカウンタとは別個の構成として設けられたものであってもよい。あるいは、フリーラン
カウンタ５５４Ａとして、遊技制御用マイクロコンピュータ１００には内蔵されるが乱数
回路５０９の外部に設けられて、セキュリティ時間を延長する際に延長時間のランダムな
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決定に用いられるフリーランカウンタと共通のものを用いてもよい。この場合には、数値
データのスタート値を決定する処理と、セキュリティ時間中の延長時間をランダムに決定
する処理とにおいて、例えばカウント値を代入する演算関数を互いに異ならせること、あ
るいは、一方の決定処理ではカウント値をそのまま用いるのに対して他方の決定処理では
カウント値を所定の演算関数に代入して得られた値を用いることなどにより、スタート値
の決定手法と延長時間の決定手法とを異ならせてもよい。
【０２０５】
　このように、フリーランカウンタ５５４Ａは、乱数回路５０９に内蔵されるものに限定
されず、例えばＣＴＣ５０８に含まれるものでもよい。あるいは、例えばＲＡＭ５０７の
バックアップ領域といった、ＣＴＣ５０８とは異なる遊技制御用マイクロコンピュータ１
００の内部回路に含まれてもよい。また、フリーランカウンタ５５４Ａは、セキュリティ
時間を延長する際の延長時間をシステムリセット毎にランダムに決定するために用いられ
るフリーランカウンタと、同一のカウンタであってもよいし、別個に設けられたカウンタ
であってもよい。
【０２０６】
　乱数列変更回路５５５は、乱数生成回路５５３により生成された数値データの順列を所
定の乱数更新規則に従った順列に変更可能とする回路である。例えば、乱数列変更回路５
５５は、乱数生成回路５５３から出力される数値データにおけるビットの入れ替えや転置
などのビットスクランブル処理を実行する。また、乱数列変更回路５５５は、例えばビッ
トスクランブル処理に用いるビットスクランブル用キーやビットスクランブルテーブルを
変更することなどにより、数値データの順列を変更することができる。
【０２０７】
　乱数列変更設定回路５５６は、第１乱数初期設定ＫＲＳ１のビット番号［１－０］にお
けるビット値（図１０（Ａ）参照）などに応じて、乱数列変更回路５５５における乱数更
新規則を変更する設定を行うための回路である。例えば、乱数列変更設定回路５５６は、
第１乱数初期設定ＫＲＳ１のビット番号［１－０］が“００”であれば２周目以降も乱数
更新規則を変更しない設定とする一方、“０１”であれば２周目以降はソフトウェアでの
変更要求に応じて乱数更新規則を変更し、“１０”であれば自動で乱数更新規則を変更す
る。
【０２０８】
　乱数列変更回路５５６は、第１乱数初期設定ＫＲＳ１のビット番号［１－０］が“０１
”であることに対応してソフトウェアによる乱数更新規則の変更を行う場合に、図８（Ｂ
）に示すような遊技制御用マイクロコンピュータ１００が備える内蔵レジスタのうち、乱
数列変更レジスタＲＤＳＣ（アドレス２０３４Ｈ）を用いて、乱数更新規則の変更を制御
する。図１５（Ａ）は、乱数列変更レジスタＲＤＳＣの構成例を示している。図１５（Ｂ
）は、乱数列変更レジスタＲＤＳＣに格納される乱数列変更要求データの各ビットにおけ
る設定内容の一例を示している。乱数列変更レジスタＲＤＳＣのビット番号［０］に格納
される乱数列変更要求データＲＤＳＣ０は、乱数更新規則をソフトウェアにより変更する
場合に、乱数列の変更要求の有無を示している。図１５（Ｂ）に示す例では、ソフトウェ
アにより乱数列の変更要求がないときに、乱数列変更要求データＲＤＳＣ０のビット値が
“０”となる一方、乱数列の変更要求があったときには、そのビット値が“１”となる。
【０２０９】
　図１６は、乱数更新規則をソフトウェアにより変更する場合の動作例を示している。こ
の場合、乱数生成回路５５３から出力されるカウント値順列ＲＣＮが所定の初期値から所
定の最終値まで循環的に更新されたときに、乱数列変更要求データＲＤＳＣ０が“１”で
あることに応答して、乱数更新規則を変更する。図１６に示す動作例では、始めに乱数列
変更回路５５５から出力される乱数列ＲＳＮが、「０→１→…→６５５３５」となってい
る。この後、ＣＰＵ５０５がＲＯＭ５０６に格納されたユーザプログラムを実行すること
によって、所定のタイミングで乱数列変更レジスタＲＤＳＣのビット番号［０］に“１”
が書き込まれたものとする。
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【０２１０】
　そして、第１乱数初期設定ＫＲＳ１のビット番号［１－０］が“０１”であることに対
応して、乱数列変更設定回路５５６が乱数列変更要求データＲＤＳＣ０を読み出し、その
ビット値が“１”であることに応答して、乱数更新規則を変更するための設定を行う。こ
のとき、乱数列変更設定回路５５６は、乱数生成回路５５３から出力されたカウント値順
列ＲＣＮが所定の最終値に達したことに応じて、例えば予め用意された複数種類の乱数更
新規則のいずれかを選択することなどにより、乱数更新規則を変更する。図１６に示す動
作例では、乱数列変更回路５５５が乱数生成回路５５３から出力されたカウント値順列Ｒ
ＣＮにおける最終値に対応する数値データ「６５５３５」を出力した後、乱数列変更要求
データＲＤＳＣ０に応じて乱数更新規則を変更する。その後、乱数列変更回路５５５は、
変更後の乱数更新規則に従った乱数列ＲＳＮとして、「６５５３５→６５５３４→…→０
」を出力する。乱数列変更レジスタＲＤＳＣは、乱数列変更設定回路５５６により乱数列
変更要求データＲＤＳＣ０が読み出されたときに初期化される。そのため、再び乱数列変
更レジスタＲＤＳＣのビット番号［０］にビット値“１”が書き込まれるまでは、乱数列
変更回路５５５から出力される乱数列ＲＳＮが、「６５５３５→６５５３４→…→０」と
なる。
【０２１１】
　ＣＰＵ５０５がＲＯＭ５０６に格納されたユーザプログラムを実行することによって、
乱数列変更レジスタＲＤＳＣのビット番号［０］に再びビット値“１”が書き込まれると
、乱数更新規則が再度変更される。図１６に示す動作例では、乱数列変更回路５５５が乱
数列ＲＳＮにおける最終値に対応する数値データ「０」を出力したときに、乱数列変更要
求データＲＤＳＣ０としてビット値“１”が書き込まれたことに応じて乱数更新規則を変
更する。その後、乱数列変更回路５５５は、変更後の乱数更新規則に従った乱数列ＲＳＮ
として、「０→２→…→６５５３４→１→…→６５５３５」を出力する。
【０２１２】
　図１７は、乱数更新規則を自動で変更する場合の動作例を示している。この場合、乱数
生成回路５５３から出力されるカウント値順列ＲＣＮが所定の初期値から所定の最終値ま
で循環的に更新されたことに応じて、乱数列変更設定回路５５６が自動的に乱数更新規則
を変更する。図１７に示す動作例では、始めに乱数列変更回路５５５から出力される乱数
列ＲＳＮが、「０→１→…→６５５３５」となっている。
【０２１３】
　そして、乱数変更回路５５５から出力された乱数列ＲＳＮが所定の最終値に達したとき
に、乱数列変更設定回路５５６は、予め用意された複数種類の更新規則のうちから予め定
められた順序に従って更新規則を選択することにより、更新規則を変更するようにしても
よい。あるいは、乱数列変更設定回路５５６は、複数種類の更新規則のうちから任意の更
新規則を選択することにより、更新規則を変更するようにしてもよい。図１７に示す動作
例では、１回目の乱数更新規則の変更により、乱数列変更回路５５５から出力される乱数
列ＲＳＮが、「６５５３５→６５５３４→…→０」となる。その後、２回目の乱数更新規
則の変更により、乱数列変更回路５５５から出力される乱数列ＲＳＮは、「０→２→…→
６５５３４→１→…→６５５３５」となる。図１７に示す動作例では、３回目の乱数更新
規則の変更により、乱数列変更回路５５５から出力される乱数列ＲＳＮは、「６５５３４
→０→…→３２７６８」となる。４回目の乱数更新規則の変更が行われたときには、乱数
列変更回路５５５から出力される乱数列ＲＳＮが、「１６３８３→４９１５１→…→４９
１５０」となる。５回目の乱数更新規則の変更が行われたときには、乱数列変更回路５５
５から出力される乱数列ＲＳＮが、「４→３→…→４６５５３１」となる。
【０２１４】
　このように、乱数列変更回路５５５は、乱数生成回路５５３から出力されたカウント値
順列ＲＣＮを、乱数列変更設定回路５５６の設定により予め定められた乱数更新規則に基
づいて変更することで、数値データを所定手順により更新した乱数列ＲＳＮを出力するこ
とができる。
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【０２１５】
　ラッチ用フリップフロップ５５７Ａ、５５７Ｂはそれぞれ、例えばＤ型フリップフロッ
プなどを用いて構成される。ラッチ用フリップフロップ５５７Ａでは、Ｄ入力端子にＰＩ
Ｐ５１０が備える入力ポートＰ０からの配線が接続され、クロック端子ＣＫにラッチ用ク
ロックＲＣ１を伝送する配線が接続されている。この実施の形態では、入力ポートＰ０に
第１始動口スイッチ２２Ａからの第１始動入賞信号ＳＳ１が入力される。ラッチ用フリッ
プフロップ５５７Ａは、ラッチ用クロックＲＣ１の立ち下がりエッジなどに応答して、第
１始動入賞信号ＳＳ１を取り込み、始動入賞時ラッチ信号ＳＬ１として出力する。これに
より、ラッチ用フリップフロップ５５７Ａでは、ラッチ用クロックＲＣ１の立ち下がりエ
ッジに同期して、第１始動入賞信号ＳＳ１が始動入賞時ラッチ信号ＳＬ１として出力され
る。ラッチ用フリップフロップ５５７Ｂでは、Ｄ入力端子にＰＩＰ５１０が備える入力ポ
ートＰ１からの配線が接続され、クロック端子ＣＫにラッチ用クロックＲＣ２を伝送する
配線が接続されている。この実施の形態では、入力ポートＰ１に第２始動口スイッチ２２
Ｂからの第２始動入賞信号ＳＳ２が入力される。ラッチ用フリップフロップ５５７Ｂは、
ラッチ用クロックＲＣ２の立ち下がりエッジなどに応答して、第２始動入賞信号ＳＳ２を
取り込み、始動入賞時ラッチ信号ＳＬ２として出力する。これにより、ラッチ用フリップ
フロップ５５７Ｂでは、ラッチ用クロックＲＣ２の立ち下がりエッジに同期して、第２始
動入賞信号ＳＳ２が始動入賞時ラッチ信号ＳＬ２として出力される。
【０２１６】
　なお、第１始動入賞信号ＳＳ１や第２始動入賞信号ＳＳ２は、第１始動口スイッチ２２
Ａや第２始動口スイッチ２２Ｂから直接伝送されるものに限定されない。一例として、第
１始動口スイッチ２２Ａからの出力信号や第２始動口スイッチ２２Ｂからの出力信号がオ
ン状態となっている時間を計測し、計測した時間が所定の時間（例えば３ｍｓ）になった
ときに、第１始動入賞信号ＳＳ１や第２始動入賞信号ＳＳ２を出力するタイマ回路を設け
てもよい。
【０２１７】
　乱数ラッチセレクタ５５８Ａは、ラッチ用フリップフロップ５５７Ａから伝送される始
動入賞時ラッチ信号ＳＬ１と、ソフトウェアによる乱数ラッチ要求信号とを取り込み、い
ずれかを乱数ラッチ信号ＬＬ１として選択的に出力する回路である。乱数ラッチセレクタ
５５８Ｂは、ラッチ用フリップフロップ５５７Ｂから伝送される始動入賞時ラッチ信号Ｓ
Ｌ２と、ソフトウェアによる乱数ラッチ要求信号とを取り込み、いずれかを乱数ラッチ信
号ＬＬ１として選択的に出力する回路である。乱数ラッチセレクタ５５８Ａと乱数ラッチ
セレクタ５５８Ｂは、図８（Ｂ）に示すような遊技制御用マイクロコンピュータ１００が
備える内蔵レジスタのうち、乱数値取込レジスタＲＤＬＴ（アドレス２０３２Ｈ）と、乱
数ラッチ選択レジスタＲＤＬＳ（アドレス２０３０Ｈ）とを用いて、乱数ラッチ信号ＬＬ
１や乱数ラッチ信号ＬＬ２の出力を制御する。乱数値取込レジスタＲＤＬＴは、乱数列変
更回路５５５から出力された乱数列ＲＳＮにおける数値データを、ソフトウェアにより乱
数値レジスタ５５９Ａや乱数値レジスタ５５９Ｂに取り込むために用いられるレジスタで
ある。乱数ラッチ選択レジスタＲＤＬＳは、乱数列変更回路５５５から出力された乱数列
ＲＳＮにおける数値データを、乱数値レジスタ５５９Ａや乱数値レジスタ５５９Ｂに、ソ
フトウェアにより取り込むか、入力ポートＰ０、Ｐ１への信号入力により取り込むかの取
込方法を示すレジスタである。
【０２１８】
　図１８（Ａ）は、乱数値取込レジスタＲＤＬＴの構成例を示している。図１８（Ｂ）は
、乱数値取込レジスタＲＤＬＴに格納される乱数値取込指定データの各ビットにおける設
定内容の一例を示している。乱数値取込レジスタＲＤＬＴのビット番号［１］に格納され
る乱数値取込指定データＲＤＬＴ１は、乱数値レジスタＲ２Ｄとなる乱数値レジスタ５５
９Ｂに対する乱数値取込指定の有無を示している。図１８（Ｂ）に示す例では、ソフトウ
ェアにより乱数値レジスタＲ２Ｄに対する乱数値の取込指定がないときに、乱数値取込指
定データＲＤＬＴ１のビット値が“０”となる一方、乱数値の取込指定があったときには
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、そのビット値が“１”となる。乱数値取込レジスタＲＤＬＴのビット番号［０］に格納
される乱数値取込指定データＲＤＬＴ０は、乱数値レジスタＲ１Ｄとなる乱数値レジスタ
５５９Ａに対する乱数値取込指定の有無を示している。図１８（Ｂ）に示す例では、ソフ
トウェアにより乱数値レジスタＲ１Ｄに対する乱数値の取込指定がないときに、乱数値取
込指定データＲＤＬＴ０のビット値が“０”となる一方、乱数値の取込指定があったとき
には、そのビット値が“１”となる。
【０２１９】
　図１９（Ａ）は、乱数ラッチ選択レジスタＲＤＬＳの構成例を示している。図１９（Ｂ
）は、乱数ラッチ選択レジスタＲＤＬＳに格納される乱数ラッチ選択データの各ビットに
おける設定内容の一例を示している。乱数ラッチ選択レジスタＲＤＬＳのビット番号［１
］に格納される乱数ラッチ選択データＲＤＬＳ１は、乱数値レジスタＲ２Ｄとなる乱数値
レジスタ５５９Ｂへの取込方法を示している。図１９（Ｂ）に示す例では、ソフトウェア
による乱数値取込指定データＲＤＬＴ１の書き込みに応じて乱数値となる数値データを乱
数値レジスタＲ２Ｄに取り込む場合に、乱数ラッチ選択データＲＤＬＳ１のビット値を“
０”とする。これに対して、入力ポートＰ１への信号入力に応じて乱数値となる数値デー
タを乱数値レジスタＲ２Ｄに取り込む場合には、乱数ラッチ選択データＲＤＬＳ１のビッ
ト値を“１”とする。乱数ラッチ選択レジスタＲＤＬＳのビット番号［０］に格納される
乱数ラッチ選択データＲＤＬＳ０は、乱数値レジスタＲ１Ｄとなる乱数値レジスタ５５９
Ａへの取込方法を示している。図１９（Ｂ）に示す例では、ソフトウェアによる乱数値取
込指定データＲＤＬＴ０の書き込みに応じて乱数値となる数値データを乱数値レジスタＲ
１Ｄに取り込む場合に、乱数ラッチ選択データＲＤＬＳ０のビット値を“０”とする。こ
れに対して、入力ポートＰ０への信号入力に応じて乱数値となる数値データを乱数値レジ
スタＲ１Ｄに取り込む場合には、乱数ラッチ選択データＲＤＬＳ０のビット値を“１”と
する。
【０２２０】
　乱数値レジスタ５５９Ａ、５５９Ｂはそれぞれ、乱数列変更回路５５５から出力された
乱数列ＲＳＮにおける数値データを乱数値として格納するレジスタである。図２０（Ａ）
及び（Ｂ）は、乱数値レジスタＲ１Ｄとなる乱数値レジスタ５５９Ａの構成例を示してい
る。なお、図２０（Ａ）は、乱数値レジスタＲ１Ｄの下位バイトＲ１Ｄ（Ｌ）を示し、図
２０（Ｂ）は、乱数値レジスタＲ１Ｄの上位バイトＲ１Ｄ（Ｈ）を示している。図２０（
Ｃ）及び（Ｄ）は、乱数値レジスタＲ２Ｄとなる乱数値レジスタ５５９Ｂの構成例を示し
ている。なお、図２０（Ｃ）は、乱数値レジスタＲ２Ｄの下位バイトＲ２Ｄ（Ｌ）を示し
、図２０（Ｄ）は、乱数値レジスタＲ２Ｄの上位バイトＲ２Ｄ（Ｈ）を示している。乱数
値レジスタ５５９Ａ、５５９Ｂはいずれも１６ビット（２バイト）のレジスタであり、１
６ビットの乱数値を格納することができる。
【０２２１】
　乱数値レジスタ５５９Ａは、乱数ラッチセレクタ５５８Ａから供給される乱数ラッチ信
号ＬＬ１がオン状態となったことに応答して、乱数列変更回路５５５から出力された乱数
列ＲＳＮにおける数値データを乱数値として取り込んで格納する。乱数値レジスタ５５９
Ａは、ＣＰＵ５０５から供給されるレジスタリード信号ＲＲＳ１がオン状態となったとき
に、読出可能（イネーブル）状態となり、格納されている数値データを内部バス等に出力
する。これに対して、レジスタリード信号ＲＲＳ１がオフ状態であるときには、常に同じ
値（例えば「６５５３５Ｈ」など）を出力して、読出不能（ディセーブル）状態となれば
よい。また、乱数値レジスタ５５９Ａは、乱数ラッチ信号ＬＬ１がオン状態である場合に
、レジスタリード信号ＲＲＳ１を受信不可能な状態となるようにしてもよい。さらに、乱
数値レジスタ５５９Ａは、乱数ラッチ信号ＬＬ１がオン状態となるより前にレジスタリー
ド信号ＲＲＳ１がオン状態となっている場合に、乱数ラッチ信号ＬＬ１を受信不可能な状
態となるようにしてもよい。
【０２２２】
　乱数値レジスタ５５９Ｂは、乱数ラッチセレクタ５５８Ｂから供給される乱数ラッチ信
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号ＬＬ２がオン状態となったことに応答して、乱数列変更回路５５５から出力された乱数
列ＲＳＮにおける数値データを乱数値として取り込んで格納する。乱数値レジスタ５５９
Ｂは、ＣＰＵ５０５から供給されるレジスタリード信号ＲＲＳ２がオン状態となったとき
に、読出可能（イネーブル）状態となり、格納されている数値データを内部バス等に出力
する。これに対して、レジスタリード信号ＲＲＳ２がオフ状態であるときには、常に同じ
値（例えば「６５５３５Ｈ」など）を出力して、読出不能（ディセーブル）状態となれば
よい。また、乱数値レジスタ５５９Ｂは、乱数ラッチ信号ＬＬ２がオン状態である場合に
、レジスタリード信号ＲＲＳ２を受信不可能な状態となるようにしてもよい。さらに、乱
数値レジスタ５５９Ｂは、乱数ラッチ信号ＬＬ２がオン状態となるより前にレジスタリー
ド信号ＲＲＳ２がオン状態となっている場合に、乱数ラッチ信号ＬＬ２を受信不可能な状
態となるようにしてもよい。
【０２２３】
　乱数値レジスタ５５９Ａと乱数値レジスタ５５９Ｂは、図８（Ｂ）に示すような遊技制
御用マイクロコンピュータ１００が備える内蔵レジスタのうち、乱数ラッチフラグレジス
タＲＤＦＭ（アドレス２０３３Ｈ）と、乱数割込み制御レジスタＲＤＩＣ（アドレス２０
３１Ｈ）とを用いて、乱数ラッチ時の動作管理や割込み制御を可能にする。乱数ラッチフ
ラグレジスタＲＤＦＭは、乱数値レジスタ５５９Ａと乱数値レジスタ５５９Ｂのそれぞれ
に対応して、乱数値となる数値データがラッチされたか否かを示す乱数ラッチフラグを格
納するレジスタである。例えば、乱数ラッチフラグレジスタＲＤＦＭでは、乱数値レジス
タ５５９Ａと乱数値レジスタ５５９Ｂのそれぞれに対応した乱数ラッチフラグの状態（オ
ン又はオフ）を示すデータが格納され、乱数値レジスタ５５９Ａや乱数値レジスタ５５９
Ｂに数値データが取り込まれて格納されたときに対応する乱数ラッチフラグ（ビット値の
データ）がオン状態（第１の値）となり新たな数値データの格納が制限される一方、乱数
値レジスタ５５９Ａや乱数値レジスタ５５９Ｂに格納された数値データが読み出されたと
きに対応する乱数ラッチフラグ（ビット値のデータ）がオフ状態（第２の値）となり新た
な数値データの格納が許可される。乱数割込み制御レジスタＲＤＩＣは、乱数値レジスタ
５５９Ａや乱数値レジスタ５５９Ｂに乱数値となる数値データがラッチされたときに発生
する割込みの許可／禁止を設定するレジスタである。
【０２２４】
　図２１（Ａ）は、乱数ラッチフラグレジスタＲＤＦＭの構成例を示している。図２１（
Ｂ）は、乱数ラッチフラグレジスタＲＤＦＭに格納される乱数ラッチフラグデータの各ビ
ットにおける設定内容の一例を示している。乱数ラッチフラグレジスタＲＤＦＭのビット
番号［１］に格納される乱数ラッチフラグデータＲＤＦＭ１は、乱数値レジスタＲ２Ｄと
なる乱数値レジスタ５５９Ｂに数値データが取り込まれたか否かを示す乱数ラッチフラグ
となる。図２１（Ｂ）に示す例では、乱数値レジスタＲ２Ｄに数値データが取り込まれて
いないときに（乱数値取込なし）、乱数ラッチフラグデータＲＤＦＭ１のビット値が“０
”（第２の値）となって乱数ラッチフラグがオフ状態にクリアされる一方、数値データが
取り込まれたときには（乱数値取込あり）、そのビット値が“１”（第１の値）となって
乱数ラッチフラグがオン状態にセットされる。乱数ラッチフラグレジスタＲＤＦＭのビッ
ト番号［０］に格納される乱数ラッチフラグデータＲＤＦＭ０は、乱数値レジスタＲ１Ｄ
となる乱数値レジスタ５５９Ａに数値データが取り込まれたか否かを示す乱数ラッチフラ
グとなる。図２１（Ｂ）に示す例では、乱数値レジスタＲ１Ｄに数値データが取り込まれ
ていないときに（乱数値取込なし）、乱数ラッチフラグデータＲＤＦＭ０のビット値が“
０”（第２の値）となって乱数ラッチフラグがオフ状態にクリアされる一方、数値データ
が取り込まれたときには（乱数値取込あり）、そのビット値が“１”（第１の値）となっ
て乱数ラッチフラグがオン状態にセットされる。
【０２２５】
　各乱数ラッチフラグがオンであるときには、各乱数ラッチフラグと対応付けられた乱数
値レジスタＲ１Ｄあるいは乱数値レジスタＲ２Ｄにおける新たな数値データの格納が制限
（禁止）される。すなわち、乱数値レジスタＲ１Ｄに数値データが取り込まれたか否かを
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示す乱数ラッチフラグデータＲＤＦＭ０のビット値が“１”となって乱数ラッチフラグが
オン状態であるときには、乱数値レジスタＲ１Ｄに格納された数値データを変更すること
ができず、新たな数値データの格納（取り込み）が制限（禁止）される。また、乱数値レ
ジスタＲ２Ｄに乱数値データが取り込まれたか否かを示す乱数ラッチフラグデータＲＤＦ
Ｍ１のビット値が“１”となって乱数ラッチフラグがオン状態であるときには、乱数値レ
ジスタＲ２Ｄに格納された数値データを変更することができず、新たな数値データの格納
（取り込み）が制限（禁止）される。これに対して、各乱数ラッチフラグがオフであると
きには、各乱数ラッチフラグと対応付けられた乱数値レジスタＲ１Ｄあるいは乱数値レジ
スタＲ２Ｄにおける新たな数値データの格納が許可される。すなわち、乱数ラッチフラグ
データＲＤＦＭ０のビット値が“０”となって乱数ラッチフラグがオフ状態であるときに
は、乱数値レジスタＲ１Ｄに格納された数値データを変更することができ、新たな数値デ
ータの格納（取り込み）が許可される。また、乱数ラッチフラグデータＲＤＦＭ１のビッ
ト値が“０”となって乱数ラッチフラグがオフ状態であるときには、乱数値レジスタＲ２
Ｄに格納された数値データを変更することができ、新たな数値データの格納（取り込み）
が許可される。
【０２２６】
　なお、乱数ラッチフラグデータＲＤＦＭ０や乱数ラッチフラグデータＲＤＦＭ１のビッ
ト値は、“０”となることで対応する乱数ラッチフラグがオフ状態にクリアされる一方で
“１”となることでオン状態にセットされる正論理のものに限定されず、“１”となるこ
とで対応する乱数ラッチフラグがオフ状態となる一方で“０”となることでオン状態とな
る負論理のものであってもよい。すなわち、各乱数ラッチフラグは、対応する乱数値レジ
スタＲ１Ｄ又は乱数値レジスタＲ２Ｄに数値データが格納されたときにオン状態となり新
たな数値データの格納が制限（禁止）される一方で、対応する乱数値レジスタＲ１Ｄ又は
乱数値レジスタＲ２Ｄの読み出しが行われたときにオフ状態となり新たな数値データの格
納が許可されるものであればよい。
【０２２７】
　図２２（Ａ）は、乱数割込み制御レジスタＲＤＩＣの構成例を示している。図２２（Ｂ
）は、乱数割込み制御レジスタＲＤＩＣに格納される乱数割込み制御データの各ビットに
おける設定内容の一例を示している。乱数割込み制御レジスタＲＤＩＣのビット番号［１
］に格納される乱数割込み制御データＲＤＩＣ１は、乱数値レジスタＲ２Ｄとなる乱数値
レジスタ５５９Ｂに数値データが取り込まれたときに発生する割込みを、許可するか禁止
するかの割込み制御設定を示している。図２２（Ｂ）に示す例では、乱数値レジスタＲ２
Ｄへの取込時における割込みを禁止する場合に（割込み禁止）、乱数割込み制御データＲ
ＤＩＣ１のビット値を“０”とする一方、この割込みを許可する場合には（割込み許可）
、そのビット値を“１”とする。乱数割込み制御レジスタＲＤＩＣのビット番号［０］に
格納される乱数割込み制御データＲＤＩＣ０は、乱数値レジスタＲ１Ｄとなる乱数値レジ
スタ５５９Ａに数値データが取り込まれたときに発生する割込みを、許可するか禁止する
かの割込み制御設定を示している。図２２（Ｂ）に示す例では、乱数値レジスタＲ１Ｄへ
の取込時における割込みを禁止する場合に（割込み禁止）、乱数割込み制御データＲＤＩ
Ｃ０のビット値を“０”とする一方、この割込みを許可する場合には（割込み許可）、そ
のビット値を“１”とする。
【０２２８】
　図６に示す構成例では、乱数回路５０９が遊技制御用マイクロコンピュータ１００に内
蔵されている。これに対して、例えば図２３に示すように、乱数回路５０９は、遊技制御
用マイクロコンピュータ１００とは異なる乱数回路チップとして、遊技制御用マイクロコ
ンピュータ１００に外付けされるものであってもよい。この場合、第１始動口スイッチ２
２Ａからの第１始動入賞信号ＳＳ１をスイッチ回路１１４の内部にて分岐し、一方を遊技
制御用マイクロコンピュータ１００が備えるＰＩＰ５１０の入力ポートＰ０へと入力させ
て、他方を乱数回路５０９が備えるラッチ用フリップフロップ５５７ＡのＤ入力端子へと
入力させればよい。また、第２始動口スイッチ２２Ｂからの第２始動入賞信号ＳＳ２をス
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イッチ回路１１４の内部にて分岐し、一方を遊技制御用マイクロコンピュータ１００が備
えるＰＩＰ５１０の入力ポートＰ１へと入力させて、他方を乱数回路５０９が備えるラッ
チ用フリップフロップ５５７ＢのＤ入力端子へと入力させればよい。遊技制御用マイクロ
コンピュータ１００との間では、例えば遊技制御用マイクロコンピュータ１００が備える
クロック回路５０２からシステムクロック出力端子ＣＬＫＯを介して出力された内部シス
テムクロックＳＣＬＫを乱数回路５０９が備える周波数監視回路５５１やクロック用フリ
ップフロップ５５２へと入力させたり、遊技制御用マイクロコンピュータ１００が備える
外部バスインタフェース５０１に接続されたアドレスバスやデータバス、制御信号線など
を介して、乱数値レジスタＲ１Ｄや乱数値レジスタＲ２Ｄに格納された数値データの読み
出しなどが行われたりすればよい。
【０２２９】
　また、図２３に示すように乱数回路５０９が遊技制御用マイクロコンピュータ１００に
外付けされる場合にも、各乱数ラッチフラグの状態（オン／オフ）に応じて、乱数値レジ
スタＲ１Ｄや乱数値レジスタＲ２Ｄへの新たな数値データの格納が制限（禁止）あるいは
許可されるようにすればよい。図８（Ｂ）に示す内蔵レジスタのうち、例えば乱数ラッチ
選択レジスタＲＤＬＳや乱数割込み制御レジスタＲＤＩＣ、乱数値取込レジスタＲＤＬＴ
、乱数ラッチフラグレジスタＲＤＦＭ、乱数列変更レジスタＲＤＳＣ、乱数値レジスタＲ
１Ｄ、乱数値レジスタＲ２Ｄといった、乱数回路５０９が使用する各種レジスタは、遊技
制御用マイクロコンピュータ１００には内蔵されず、遊技制御用マイクロコンピュータ１
００に外付けされた乱数回路５０９に内蔵されるようにしてもよい。この場合、遊技制御
用マイクロコンピュータ１００のＣＰＵ５０５は、例えば外部バスインタフェース５０１
などを介して、乱数回路５０９に内蔵された各種レジスタの書き込みや読み出しを行うよ
うにすればよい。
【０２３０】
　図６に示す遊技制御用マイクロコンピュータ１００が備えるＰＩＰ５１０は、例えば６
ビット幅の入力専用ポートであり、専用端子となる入力ポートＰ０～入力ポートＰ２と、
機能兼用端子となる入力ポートＰ３～入力ポートＰ５とを含んでいる。入力ポートＰ３は
、ＣＰＵ５０５等に接続される外部マスカブル割込み端子ＸＩＮＴと兼用される。入力ポ
ートＰ４は、ＣＰＵ５０５等に接続される外部ノンマスカブル割込み端子ＸＮＭＩと兼用
される。入力ポートＰ５は、シリアル通信回路５１１が使用する第１チャネル受信端子Ｒ
ＸＡと兼用される。入力ポートＰ３～入力ポートＰ５の使用設定は、プログラム管理エリ
アに記憶される機能設定ＫＦＣＳにより指示される。
【０２３１】
　ＰＩＰ５１０は、図８（Ｂ）に示すような遊技制御用マイクロコンピュータ１００が備
える内蔵レジスタのうち、入力ポートレジスタＰＩ（アドレス２０９０Ｈ）などを用いて
、入力ポートＰ０～入力ポートＰ５の状態管理等を行う。入力ポートレジスタＰＩは、入
力ポートＰ０～入力ポートＰ５のそれぞれに対応して、外部信号の入力状態を示すビット
値が格納されるレジスタである。
【０２３２】
　図２４（Ａ）は、入力ポートレジスタＰＩの構成例を示している。図２４（Ｂ）は、入
力ポートレジスタＰＩに格納される入力ポートデータの各ビットにおける設定内容の一例
を示している。入力ポートレジスタＰＩのビット番号［５］に格納される入力ポートデー
タＰＩ５は、第１チャネル受信端子ＲＸＡと兼用される入力ポートＰ５における端子状態
（オン／オフ）を示している。入力ポートレジスタＰＩのビット番号［４］に格納される
入力ポートデータＰＩ４は、外部ノンマスカブル割込み端子ＸＮＭＩと兼用される入力ポ
ートＰ４における端子状態（オン／オフ）を示している。入力ポートレジスタＰＩのビッ
ト番号［３］に格納される入力ポートデータＰＩ３は、外部マスカブル割込み端子ＸＩＮ
Ｔと兼用される入力ポートＰ３における端子状態（オン／オフ）を示している。入力ポー
トレジスタＰＩのビット番号［２］に格納される入力ポートデータＰＩ２は、入力ポート
Ｐ２における端子状態（オン／オフ）を示している。入力ポートレジスタＰＩのビット番
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号［１］に格納される入力ポートデータＰＩ１は、入力ポートＰ１における端子状態（オ
ン／オフ）を示している。入力ポートレジスタＰＩのビット番号［０］に格納される入力
ポートデータＰＩ０は、入力ポートＰ０における端子状態（オン／オフ）を示している。
【０２３３】
　遊技制御用マイクロコンピュータ１００が備えるシリアル通信回路５１１は、例えば全
二重、非同期、標準ＮＲＺ（Non Return to Zero）フォーマットで通信データを取扱う回
路である。一例として、シリアル通信回路５１１は、外部回路との間にて双方向でシリア
ルデータを送受信可能な第１チャネル送受信回路と、外部回路との間にて単一方向でシリ
アルデータを送信のみが可能な第２チャネル送信回路とを含んでいればよい。シリアル通
信回路５１１が備える第１チャネル送受信回路は、払出制御基板１５に搭載された払出制
御用マイクロコンピュータ１５０との間における双方向のシリアル通信に使用されてもよ
い。シリアル通信回路５１１が備える第２チャネル送信回路は、演出制御基板１２に搭載
された演出制御用マイクロコンピュータ１２０との間における単一方向（送信のみ）のシ
リアル通信に使用されてもよい。これにより、演出制御基板１２の側から主基板１１に対
する信号入力を禁止して、不正行為を防止することができる。
【０２３４】
　シリアル通信回路５１１では、例えばオーバーランエラー、ブレークコードエラー、フ
レーミングエラー、パリティエラーといった、４種類のエラーが通信データの受信時に発
生することがあり、いずれかのエラーが発生したときに、受信割込みを発生させることが
できればよい。オーバーランエラーは、受信済みの通信データがユーザプログラムによっ
てリードされるより前に、次の通信データを受信してしまった場合に発生するエラーであ
る。ブレークコードエラーは、通信データの受信中に所定のブレークコードが検出された
とき発生するエラーである。フレーミングエラーは、受信した通信データにおけるストッ
プビットが“０”である場合に発生するエラーである。パリティエラーは、パリティ機能
を使用する設定とした場合、受信した通信データのパリティが、予め指定したパリティと
一致しない場合に発生するエラーである。
【０２３５】
　シリアル通信回路５１１は、第１割込み制御回路と、第２割込み制御回路とを含んでい
てもよい。第１割込み制御回路は、シリアル通信回路５１１に含まれる第１チャネル送受
信回路における割込み発生因子を管理して、通信割込み要求を制御するための回路である
。第１割込み制御回路が制御する割込みには、第１チャネル送信割込みと、第１チャネル
受信割込みとがある。第１チャネル送信割込みには、送信完了による割込みや、送信デー
タエンプティによる割込みが含まれている。第１チャネル受信割込みには、受信データフ
ルによる割込みや、ブレークコードエラー、オーバーランエラー、フレーミングエラー、
パリティエラーといった受信時エラーの発生による割込みが含まれている。第２割込み制
御回路は、シリアル通信回路５１１に含まれる第２チャネル受信回路における割込み発生
因子を管理して、通信割込み要求を制御するための回路である。第２割込み制御回路が制
御する割込みは、第２チャネル送信割込みである。第２チャネル送信割込みには、送信完
了による割込みや、送信データエンプティによる割込みが含まれている。
【０２３６】
　遊技制御用マイクロコンピュータ１００が備えるアドレスデコード回路５１２は、遊技
制御用マイクロコンピュータ１００の内部における各機能ブロックのデコードや、外部装
置用のデコード信号であるチップセレクト信号のデコードを行うための回路である。チッ
プセレクト信号により、遊技制御用マイクロコンピュータ１００の内部回路、あるいは、
周辺デバイスとなる外部装置を、選択的に有効動作させて、ＣＰＵ５０５からのアクセス
が可能となる。
【０２３７】
　遊技制御用マイクロコンピュータ１００が備えるＲＯＭ５０６には、ゲーム制御用のユ
ーザプログラムやセキュリティチェックプログラム５０６Ａとなる制御コードの他に、遊
技の進行を制御するために用いられる各種の選択用データ、テーブルデータなどが格納さ
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れる。例えば、ＲＯＭ５０６には、ＣＰＵ５０５が各種の判定や決定、設定を行うために
用意された複数の判定テーブルや決定テーブル、設定テーブルなどを構成するデータが記
憶されている。また、ＲＯＭ５０６には、ＣＰＵ５０５が主基板１１から各種の制御コマ
ンドとなる制御信号を送信するために用いられる複数のコマンドテーブルを構成するテー
ブルデータや、飾り図柄の変動パターンを複数種類格納する変動パターンテーブルを構成
するテーブルデータなどが記憶されている。
【０２３８】
　図２５は、飾り図柄の変動パターンを例示する説明図である。この実施の形態では、可
変表示結果が「ハズレ」となる場合のうち、飾り図柄の可変表示態様が「非リーチ」であ
る場合と「リーチ」である場合のそれぞれに対応して、また、可変表示結果が「大当り」
となる場合のうち、大当り種別が「非確変」又は「確変」である場合と「突確」である場
合、さらには、可変表示結果が「小当り」となる場合などに対応して、複数の変動パター
ンが予め用意されている。なお、可変表示結果が「ハズレ」で飾り図柄の可変表示態様が
「非リーチ」である場合に対応した変動パターンは、非リーチ変動パターン（「非リーチ
ハズレ変動パターン」ともいう）と称され、可変表示結果が「ハズレ」で飾り図柄の可変
表示態様が「リーチ」である場合に対応した変動パターンは、リーチ変動パターン（「リ
ーチハズレ変動パターン」ともいう）と称される。また、非リーチ変動パターンとリーチ
変動パターンは、可変表示結果が「ハズレ」となる場合に対応したハズレ変動パターンに
含まれる。可変表示結果が「大当り」や「小当り」である場合に対応した変動パターンは
、当り変動パターンと称される。
【０２３９】
　図２５に示すように、この実施の形態では、非リーチ変動パターンとして、変動パター
ンＰＡ１－１～変動パターンＰＡ１－４が、予め用意されている。また、リーチ変動パタ
ーンとして、変動パターンＰＡ２－１、変動パターンＰＡ２－２、変動パターンＰＢ２－
１、変動パターンＰＢ２－２、変動パターンＰＡ３－１、変動パターンＰＡ３－２、変動
パターンＰＢ３－１、変動パターンＰＢ３－２が、予め用意されている。可変表示結果が
「大当り」で大当り種別が「非確変」又は「確変」となる場合に対応した当り変動パター
ンとしては、変動パターンＰＡ４－１、変動パターンＰＡ４－２、変動パターンＰＢ４－
１、変動パターンＰＢ４－２、変動パターンＰＡ５－１、変動パターンＰＡ５－２、変動
パターンＰＢ５－１、変動パターンＰＢ５－２が、予め用意されている。可変表示結果が
「大当り」で大当り種別が「突確」となる場合や、可変表示結果が「小当り」となる場合
に対応した当り変動パターンとしては、変動パターンＰＣ１－１～変動パターンＰＣ１－
３が、予め用意されている。さらに、可変表示結果が「大当り」で大当り種別が「突確」
となる場合にのみ対応した当り変動パターンとして、変動パターンＰＣ１－４及び変動パ
ターンＰＣ１－５が、予め用意されている。
【０２４０】
　図２６は、この実施の形態における飾り図柄の変動パターン種別を示している。図２５
に示す各変動パターンは、図２６に示す複数の変動パターン種別のうち、少なくとも１つ
の変動パターン種別に含まれている。すなわち、各変動パターン種別は、例えば飾り図柄
の可変表示中に実行される演出動作などに基づいて分類（グループ化）された１つ又は複
数の変動パターンを含むように構成されていればよい。一例として、複数の変動パターン
をリーチ演出の種類（演出態様）で分類（グループ化）して、飾り図柄の可変表示状態が
リーチ状態とならない変動パターンが含まれる変動パターン種別と、ノーマルリーチを伴
う変動パターンが含まれる変動パターン種別と、スーパーリーチ（スーパーリーチα又は
スーパーリーチβ）を伴う変動パターンが含まれる変動パターン種別とに分ければよい。
他の一例として、複数の変動パターンを「擬似連」の可変表示演出の有無や擬似連変動（
再変動）の実行回数で分類（グループ化）して、「擬似連」の可変表示演出を実行しない
変動パターンが含まれる変動パターン種別と、「擬似連」の可変表示演出にて擬似連変動
（再変動）の実行回数を１回とする変動パターンが含まれる変動パターン種別と、「擬似
連」の可変表示演出にて擬似連変動（再変動）の実行回数を２回以上とする変動パターン
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が含まれる変動パターン種別とに分ければよい。さらに他の一例として、複数の変動パタ
ーンを「擬似連」や「滑り」などの特定演出の有無、あるいは、飾り図柄の可変表示時間
などに応じて、分類（グループ化）してもよい。複数の変動パターン種別のうちには、共
通の変動パターンを含んで構成されたものがあってもよい。
【０２４１】
　図２６に示す例では、可変表示結果が「ハズレ」で「非リーチ」の可変表示態様となる
場合に対応して、変動パターン種別ＣＡ１－１～変動パターン種別ＣＡ１－３が、予め用
意されている。また、可変表示結果が「ハズレ」で「リーチ」の可変表示態様となる場合
に対応して、変動パターン種別ＣＡ２－１～変動パターン種別ＣＡ２－４が、予め用意さ
れている。可変表示結果が「大当り」で「非確変」又は「確変」の可変表示態様（大当り
種別）に対応して、変動パターン種別ＣＡ３－１～変動パターン種別ＣＡ３－３が、予め
用意されている。可変表示結果が「大当り」で「突確」の可変表示態様（大当り種別）で
ある場合や可変表示結果が「小当り」である場合に対応して、変動パターン種別ＣＡ４－
１が、予め用意されている。さらに、可変表示結果が「大当り」で「突確」の可変表示態
様（大当り種別）である場合のみに対応して、変動パターン種別ＣＡ４－２が、予め用意
されている。
【０２４２】
　変動パターン種別ＣＡ１－１は、特別図柄や飾り図柄の可変表示時間が短縮されず、ま
た、「擬似連」や「滑り」などの可変表示演出が実行されない「短縮なし」の変動パター
ン種別であり、「短縮なし」と予め対応付けられた変動パターンを含んでいる。変動パタ
ーン種別ＣＡ１－２は、例えば通常状態にて合計保留記憶数が「３」以上であることや、
確変状態又は時短状態にて合計保留記憶数が「２」以上であることに対応して、特別図柄
や飾り図柄の可変表示時間が短縮されて、「擬似連」や「滑り」などの特定演出が実行さ
れない「短縮あり」の変動パターン種別であり、「短縮あり」と予め対応付けられた変動
パターンを含んでいる。なお、通常状態であるときに可変表示時間が短縮される場合に対
応した変動パターン種別と、確変状態又は時短状態であるときに可変表示時間が短縮され
る場合に対応した変動パターン種別とを、別個に設けるようにしてもよい。また、通常状
態であるときに、合計保留記憶数が「３」で可変表示時間が短縮される場合に対応した変
動パターン種別と、合計保留記憶数が「４」で可変表示時間が短縮される場合に対応した
変動パターン種別とを、別個に設けるようにしてもよい。変動パターン種別ＣＡ１－３は
、可変表示態様が「非リーチ」となる場合に「擬似連」や「滑り」の特定演出が実行され
る「滑り、擬似連」の変動パターン種別であり、「滑り、擬似連」と予め対応付けられた
変動パターンを含んでいる。
【０２４３】
　変動パターン種別ＣＡ２－１は、「擬似連」の特定演出が実行されずに、飾り図柄の可
変表示状態をリーチ状態とした後に通常のリーチ演出となるノーマルリーチを伴い、リー
チ演出が終了したときにリーチ組合せの確定飾り図柄を導出表示する「ノーマルリーチ（
ハズレ）擬似連なし」の変動パターン種別であり、「ノーマルリーチ（ハズレ）擬似連な
し」と予め対応付けられた変動パターンを含んでいる。変動パターン種別ＣＡ２－２は、
「擬似連」の特定演出における擬似連変動（再変動）の実行回数が１回であり、飾り図柄
の可変表示状態をリーチ状態とした後にノーマルリーチを伴い、リーチ演出が終了したと
きにリーチ組合せの確定飾り図柄を導出表示する「ノーマルリーチ（ハズレ）擬似連変動
１回」の変動パターン種別であり、「ノーマルリーチ（ハズレ）擬似連変動１回」と予め
対応付けられた変動パターンを含んでいる。
【０２４４】
　変動パターン種別ＣＡ２－３は、「擬似連」の特定演出における擬似連変動（再変動）
の実行回数が２回であり、飾り図柄の可変表示状態をリーチ状態とした後にノーマルリー
チを伴い、リーチ演出が終了したときにリーチ組合せの確定飾り図柄を導出表示する「ノ
ーマルリーチ（ハズレ）擬似連変動２回」の変動パターン種別であり、「ノーマルリーチ
（ハズレ）擬似連変動２回」と予め対応付けられた変動パターンを含んでいる。変動パタ
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ーン種別ＣＡ２－４は、飾り図柄の可変表示状態をリーチ状態とした後にスーパーリーチ
（スーパーリーチα又はスーパーリーチβ）を伴い、リーチ演出が終了したときにリーチ
組合せの確定飾り図柄を導出表示する「スーパーリーチ（ハズレ）」の変動パターン種別
であり、「スーパーリーチ（ハズレ）」と予め対応付けられた変動パターンを含んでいる
。
【０２４５】
　変動パターン種別ＣＡ３－１は、「擬似連」の可変表示演出が実行されずに、飾り図柄
の可変表示状態をリーチ状態とした後にノーマルリーチを伴い、リーチ演出が終了したと
きに大当り組合せの確定飾り図柄を導出表示する「ノーマルリーチ（大当り）擬似連なし
」の変動パターン種別であり、「ノーマルリーチ（大当り）擬似連なし」と予め対応付け
られた変動パターンを含んでいる。変動パターン種別ＣＡ３－２は、「擬似連」の可変表
示演出が実行されて、飾り図柄の可変表示状態をリーチ状態とした後にノーマルリーチを
伴い、リーチ演出が終了したときに大当り組合せの確定飾り図柄を導出表示する「ノーマ
ルリーチ（大当り）擬似連あり」の変動パターン種別であり、「ノーマルリーチ（大当り
）擬似連あり」と予め対応付けられた変動パターンを含んでいる。変動パターン種別ＣＡ
３－３は、飾り図柄の可変表示状態をリーチ状態とした後にスーパーリーチを伴い、リー
チ演出が終了したときに大当り組合せの確定飾り図柄を導出表示する「スーパーリーチ（
大当り）」の変動パターン種別であり、「スーパーリーチ（大当り）」と予め対応付けら
れた変動パターンを含んでいる。
【０２４６】
　変動パターン種別ＣＡ４－１は、２回開放チャンス目となる確定飾り図柄を導出表示す
る「２回開放チャンス目停止」の変動パターン種別であり、「２回開放チャンス目停止」
と予め対応付けられた変動パターンを含んでいる。図２５に示す変動パターンの例では、
変動パターンＰＣ１－１～変動パターンＰＣ１－３が、確定飾り図柄を複数種類の２回開
放チャンス目のいずれかとする変動パターンとなっており、変動パターン種別ＣＡ４－１
に含まれることになる。変動パターン種別ＣＡ４－２は、可変表示結果が「大当り」で大
当り種別が「突確」である場合に飾り図柄の可変表示状態をリーチ状態としてからリーチ
組合せの確定飾り図柄を導出表示する「２回開放時リーチハズレ」の変動パターン種別で
あり、「２回開放時リーチハズレ」と予め対応付けられた変動パターンを含んでいる。図
２５に示す変動パターンの例では、変動パターンＰＣ１－４及び変動パターンＰＣ１－５
が、確定飾り図柄をリーチ組合せとする変動パターンとなっており、変動パターン種別Ｃ
Ａ４－２に含まれることになる。
【０２４７】
　図２７は、ＲＯＭ５０６に記憶される特図表示結果決定テーブルの構成例を示している
。この実施の形態では、特図表示結果決定テーブルとして、図２７（Ａ）に示す第１特図
表示結果決定テーブル１３０Ａと、図２７（Ｂ）に示す第２特図表示結果決定テーブル１
３０Ｂとが、予め用意されている。第１特図表示結果決定テーブル１３０Ａは、第１特別
図柄表示装置４Ａによる第１特図を用いた特図ゲームにおいて可変表示結果となる確定特
別図柄が導出表示される以前に、その可変表示結果を「大当り」として大当り遊技状態に
制御するか否かや、可変表示結果を「小当り」として小当り遊技状態に制御するか否かを
、特図表示結果決定用の乱数値ＭＲ１に基づいて決定するために参照されるテーブルであ
る。第２特図表示結果決定テーブル１３０Ｂは、第２特別図柄表示装置４Ｂによる第２特
図を用いた特図ゲームにおいて可変表示結果となる確定特別図柄が導出表示される以前に
、その可変表示結果を「大当り」として大当り遊技状態に制御するか否かや、可変表示結
果を「小当り」として小当り遊技状態に制御するか否かを、特図表示結果決定用の乱数値
ＭＲ１に基づいて決定するために参照されるテーブルである。
【０２４８】
　第１特図表示結果決定テーブル１３０Ａでは、図３４に示す遊技制御フラグ設定部５９
２に設けられた確変フラグがオフであるかオンであるかに応じて、特図表示結果決定用の
乱数値ＭＲ１と比較される数値（決定値）が、「大当り」や「小当り」、「ハズレ」の特



(62) JP 5240730 B2 2013.7.17

10

20

30

40

50

図表示結果に割り当てられている。第２特図表示結果決定テーブル１３０Ｂでは、確変フ
ラグがオフであるかオンであるかに応じて、特図表示結果決定用の乱数値ＭＲ１と比較さ
れる数値（決定値）が、「大当り」や「ハズレ」の特図表示結果に割り当てられている。
第１特図表示結果決定テーブル１３０Ａや第２特図表示結果決定テーブル１３０Ｂにおい
て、特図表示結果決定用の乱数値ＭＲ１と比較される決定値を示すテーブルデータは、特
図表示結果を「大当り」として大当り遊技状態に制御するか否かの決定結果に割り当てら
れる決定用データとなっている。そして、第１特図表示結果決定テーブル１３０Ａと第２
特図表示結果決定テーブル１３０Ｂのそれぞれでは、確変フラグがオンであるときには、
確変フラグがオフであるときに比べて多くの決定値が、「大当り」の特図表示結果に割り
当てられている。ここで、パチンコ遊技機１における遊技状態が確変状態であるときには
、確変フラグがオンとなる。その一方で、パチンコ遊技機１における遊技状態が通常状態
や時短状態であるときには、確変フラグがオフとなる。これにより、パチンコ遊技機１に
おける遊技状態が確変状態であるときには、通常状態や時短状態であるときに比べて、特
図表示結果を「大当り」として大当り遊技状態に制御すると決定される確率が高くなる。
すなわち、第１特図表示結果決定テーブル１３０Ａと第２特図表示結果決定テーブル１３
０Ｂのそれぞれでは、パチンコ遊技機１における遊技状態が確変状態であるときに、通常
状態や時短状態であるときに比べて大当り遊技状態に制御すると決定される確率が高くな
るように、決定用データが大当り遊技状態に制御するか否かの決定結果に割り当てられて
いる。
【０２４９】
　また、図２７（Ａ）に示す第１特図表示結果決定テーブル１３０Ａの設定例では、所定
範囲の決定値（「３００００」～「３００９９」の範囲の値）が「小当り」の特図表示結
果に割り当てられている。その一方で、図２７（Ｂ）に示す第２特図表示結果決定テーブ
ル１３０Ｂの設定例では、「小当り」の特図表示結果に決定値が割り当てられていない。
このような設定により、第１特別図柄表示装置４Ａによる第１特図を用いた特図ゲームを
開始するための第１開始条件が成立したことに基づいて可変表示結果の判定を行う場合と
、第２特別図柄表示装置４Ｂによる第２特図を用いた特図ゲームを開始するための第２開
始条件が成立したことに基づいて可変表示結果の判定を行う場合とで、特図表示結果を「
小当り」として小当り遊技状態に制御すると決定される割合を、異ならせることができる
。特に、第２特図を用いた特図ゲームでは特図表示結果を「小当り」として小当り遊技状
態に制御すると決定されることがないので、例えば時短状態や確変状態といった、普通可
変入賞球装置６Ｂが形成する第２始動入賞口に遊技球が進入しやすい遊技状態において、
賞球を得ることが困難な小当り遊技状態の頻発を回避して、遊技の間延びによる遊技興趣
の低下を防止できる。
【０２５０】
　なお、第２特図表示結果決定テーブル１３０Ｂにおいても、第１特図表示結果決定テー
ブル１３０Ａにおける設定とは異なる所定範囲の決定値が、「小当り」の特図表示結果に
割り当てられるようにしてもよい。あるいは、第１開始条件と第２開始条件のいずれが成
立したかにかかわらず、共通の特図表示結果決定テーブルを参照して、特図表示結果の決
定を行うようにしてもよい。
【０２５１】
　図２７（Ｂ）に示す第２特図表示結果決定テーブル１３０Ｂの設定例では、特図表示結
果決定用の乱数値ＭＲ１と比較される決定値のうち、「０」を示す値が「大当り」の特図
表示結果に割り当てられている。これに対して、「０」を示す決定値は、「大当り」の特
図表示結果に対して割り当てられず、「ハズレ」の特図表示結果に対して割り当てられる
ようにしてもよい。これにより、例えば第２乱数初期設定ＫＲＳ２のビット番号［１］に
おけるビット値を“０”に設定した場合にスタート値となるデフォルト値「００００Ｈ」
の設定タイミングで第２始動入賞信号ＳＳ１を故意に入力させて特図表示結果決定用の乱
数値ＭＲ１となる「０」を示す数値データを乱数値レジスタＲ２Ｄに格納させて読み出す
ことや、乱数値レジスタＲ２Ｄの破壊や故障を利用して特図表示結果決定用の乱数値ＭＲ
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１となる「０」を示す数値データを抽出させることなどにより、不正に特図表示結果が「
大当り」とされてしまうことを防止できる。また、第２特図表示結果決定テーブル１３０
Ｂでは、第１特図表示結果決定テーブル１３０Ａと同一の決定値が「大当り」の特図表示
結果に割り当てられるようにしてもよい。
【０２５２】
　図２８は、ＲＯＭ５０６に記憶される大当り種別決定テーブル１３１の構成例を示して
いる。大当り種別決定テーブル１３１は、特図表示結果を「大当り」として大当り遊技状
態に制御すると決定されたときに、大当り種別決定用の乱数値ＭＲ２に基づき、大当り種
別を複数種類のいずれかに決定するために参照されるテーブルである。大当り種別決定テ
ーブル１３１では、図３４に示す遊技制御バッファ設定部５９５に設けられた変動特図指
定バッファの値（変動特図指定バッファ値）が「１」であるか「２」であるかに応じて、
大当り種別決定用の乱数値ＭＲ２と比較される数値（決定値）が、「非確変」や「確変」
、「突確」といった複数種類の大当り種別に割り当てられている。ここで、変動特図指定
バッファ値は、第１開始条件の成立により第１特別図柄表示装置４Ａにて第１特図を用い
た特図ゲームを開始するときに「１」が設定される一方で、第２開始条件の成立により第
２特別図柄表示装置４Ｂにて第２特図を用いた特図ゲームを開始するときに「２」が設定
される。また、大当り種別決定テーブル１３１は、遊技制御バッファ設定部５９５に設け
られた大当り種別バッファの値（大当り種別バッファ値）を、大当り種別決定用の乱数値
ＭＲ２に基づいて決定された大当り種別に対応して、「０」～「２」のいずれかに設定す
るためのテーブルデータ（設定用データ）を含んでいる。
【０２５３】
　図２８に示す大当り種別決定テーブル１３１の設定例では、変動特図指定バッファ値が
「１」であるか「２」であるかに応じて、「突確」の大当り種別に対する決定値の割当て
が異なっている。すなわち、変動特図指定バッファ値が「１」である場合には、所定範囲
の決定値（「８２」～「９９」の範囲の値）が「突確」の大当り種別に割り当てられる一
方で、変動特図指定バッファ値が「２」である場合には、「突確」の大当り種別に対して
決定値が割り当てられていない。このような設定により、第１特別図柄表示装置４Ａによ
る第１特図を用いた特図ゲームを開始するための第１開始条件が成立したことに基づいて
大当り種別を複数種類のいずれかに決定する場合と、第２特別図柄表示装置４Ｂによる第
２特図を用いた特図ゲームを開始するための第２開始条件が成立したことに基づいて大当
り種別を複数種類のいずれかに決定する場合とで、大当り種別を「突確」に決定する割合
を、異ならせることができる。特に、第２特図を用いた特図ゲームでは大当り種別を「突
確」として２ラウンド大当り状態に制御すると決定されることがないので、例えば時短状
態や確変状態といった、普通可変入賞球装置６Ｂが形成する第２始動入賞口に遊技球が進
入しやすい遊技状態において、賞球を得ることが困難な２ラウンド大当り状態の頻発を回
避して、遊技の間延びによる遊技興趣の低下を防止できる。なお、変動特図指定バッファ
値が「２」である場合にも、変動特図指定バッファ値が「１」である場合とは異なる所定
範囲の決定値が、「突確」の大当り種別に割り当てられるようにしてもよい。
【０２５４】
　図２９及び図３０は、ＲＯＭ５０６に記憶される変動パターン種別決定テーブルの構成
例を示している。この実施の形態では、変動パターン種別決定テーブルとして、図２９（
Ａ）に示す大当り変動パターン種別決定テーブル１３３Ａと、図２９（Ｂ）に示す小当り
変動パターン種別決定テーブル１３３Ｂと、図３０（Ａ）に示すハズレ変動パターン種別
決定テーブル（通常時）１３３Ｃと、図３０（Ｂ）に示すハズレ変動パターン種別決定テ
ーブル（時短中）１３３Ｄとが、予め用意されている。
【０２５５】
　大当り変動パターン種別決定テーブル１３３Ａは、特図表示結果を「大当り」にすると
決定（事前決定）されたときに、大当り種別の決定結果に応じて、変動パターン種別を、
変動パターン種別決定用の乱数値ＭＲ３に基づいて、複数種類のうちのいずれかに決定す
るために参照されるテーブルである。大当り変動パターン種別決定テーブル１３３Ａでは
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、大当り種別の決定結果が「非確変」や「確変」、「突確」のいずれであるかに応じて、
変動パターン種別決定用の乱数値ＭＲ３と比較される数値（決定値）が、変動パターン種
別ＣＡ３－１～変動パターン種別ＣＡ３－３、変動パターン種別ＣＡ４－１及び変動パタ
ーン種別ＣＡ４－２のいずれかに割り当てられている。大当り変動パターン種別決定テー
ブル１３３Ａでは、大当り種別が複数種類のいずれに決定されたかに応じて、各変動パタ
ーン種別に決定される割合が異なるように、決定値が各変動パターン種別に割り当てられ
ている部分がある。例えば、大当り種別が「非確変」であるか「確変」であるかに応じて
、変動パターン種別ＣＡ３－１～変動パターン種別ＣＡ３－３に対する決定値の割当てが
異なっている。これにより、大当り種別を複数種類のいずれにするかの決定結果に応じて
、同一の変動パターン種別に決定される割合を異ならせることができる。
【０２５６】
　また、大当り変動パターン種別決定テーブル１３３Ａでは、大当り種別が複数種類のい
ずれに決定されたかに応じて、異なる変動パターン種別に決定値が割り当てられている部
分がある。例えば、大当り種別が「非確変」又は「確変」である場合には、変動パターン
種別ＣＡ３－１～変動パターン種別ＣＡ３－３に対して決定値が割り当てられている一方
で、変動パターン種別ＣＡ４－１及び変動パターン種別ＣＡ４－２に対しては決定値が割
り当てられていない。これに対して、大当り種別が「突確」である場合には、変動パター
ン種別ＣＡ４－１及び変動パターン種別ＣＡ４－２に対して決定値が割り当てられている
一方で、変動パターン種別ＣＡ３－１～変動パターン種別ＣＡ３－３に対しては決定値が
割り当てられていない。これにより、特図表示結果が「大当り」で大当り種別が「突確」
に応じて２ラウンド大当り状態に制御される場合には、１５ラウンド大当り状態に制御さ
れる場合とは異なる変動パターン種別に決定することができる。
【０２５７】
　なお、大当り種別が「非確変」や「確変」、「突確」のいずれかに決定された場合に、
パチンコ遊技機１における遊技状態が通常状態や確変状態、時短状態のいずれであるかに
応じて、各変動パターン種別に対する決定値の割当てを異ならせるようにしてもよい。こ
れにより、遊技状態が複数種類のいずれであるかに応じて、同一の変動パターン種別に決
定される割合を異ならせることができる。また、大当り種別が「非確変」や「確変」、「
突確」のいずれかに決定された場合に、パチンコ遊技機１における遊技状態が通常状態や
確変状態、時短状態のいずれであるかに応じて、異なる変動パターン種別に決定値が割り
当てられるようにしてもよい。これにより、遊技状態が複数種類のいずれであるかに応じ
て、異なる変動パターン種別に決定することができる。
【０２５８】
　大当り種別が「非確変」と「確変」のいずれに決定されたかに応じて、各変動パターン
種別に対する決定値の割当てをことならせてもよい。これにより、いずれの変動パターン
種別に含まれる変動パターンによる可変表示が実行されるかに応じて、可変表示結果が「
１５Ｒ確変大当り」となる期待度を異ならせることができる。例えば、大当り種別が「確
変」の場合に多くの決定値が割り当てられる一方、大当り種別が「非確変」の場合に少な
い決定値が割り当てられる変動パターン種別に含まれる変動パターンによる可変表示が行
われたときには、可変表示結果が「１５Ｒ確変大当り」となる期待度が高められる。
【０２５９】
　小当り変動パターン種別決定テーブル１３３Ｂは、特図表示結果を「小当り」にすると
決定（事前決定）されたときに、変動パターン種別を決定するために参照されるテーブル
である。小当り変動パターン種別決定テーブル１３３Ｂでは、変動パターン種別決定用の
乱数値ＭＲ３と比較される全ての数値（決定値）が、変動パターン種別ＣＡ４－１に対し
て割り当てられている。ここで、変動パターン種別ＣＡ４－１には、図２９（Ａ）に示す
大当り変動パターン種別決定テーブル１３３Ａにおいて、大当り種別が「突確」である場
合に応じて決定値の一部が割り当てられている。このように、変動パターン種別ＣＡ４－
１は、大当り種別が「突確」となる場合と、特図表示結果が「小当り」となる場合とで、
共通の変動パターン種別となっている。すなわち、大当り変動パターン種別決定テーブル
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１３３Ａにて大当り種別が「突確」に対応したテーブルデータと、小当り変動パターン種
別決定テーブル１３３Ｂを構成するテーブルデータとには、共通の変動パターン種別が含
まれるように設定されている。なお、小当り変動パターン種別決定テーブル１３３Ｂは、
大当り種別が「突確」である場合に決定可能な変動パターン種別とは異なる変動パターン
種別に対しても、決定値が割り当てられるように設定されてもよい。すなわち、大当り変
動パターン種別決定テーブル１３３Ａにて大当り種別が「突確」に対応したテーブルデー
タと、小当り変動パターン種別決定テーブル１３３Ｂを構成するテーブルデータとには、
共通の変動パターン種別が含まれるとともに、それぞれに固有の変動パターン種別が含ま
れるように設定されてもよい。
【０２６０】
　ハズレ変動パターン種別決定テーブル（通常時）１３３Ｂと、ハズレ変動パターン種別
決定テーブル（時短中）１３３Ｃは、特図表示結果を「ハズレ」にすると決定（事前決定
）されたときに、変動パターン種別を、変動パターン種別決定用の乱数値ＭＲ３に基づい
て、複数種類のうちのいずれかに決定するために参照されるテーブルである。ここで、ハ
ズレ変動パターン種別決定テーブル（通常時）１３３Ｂは、例えば遊技状態が通常状態で
あるときに使用テーブルとして選択される。これに対して、ハズレ変動パターン種別決定
テーブル（時短中）１３３Ｃは、例えば時短状態や確変状態において時間短縮制御（時短
制御）が行われているときに、使用テーブルとして選択される。なお、確変状態において
時短制御が行われていないときには、ハズレ変動パターン種別決定テーブル（通常時）１
３３Ｂが使用テーブルとして選択されればよい。
【０２６１】
　ハズレ変動パターン種別決定テーブル（通常時）１３３Ｂ、ハズレ変動パターン種別決
定テーブル（時短中）１３３Ｃでは、合計保留記憶数に応じて、変動パターン種別決定用
の乱数値ＭＲ３と比較される数値（決定値）が、変動パターン種別ＣＡ１－１～変動パタ
ーン種別ＣＡ１－３、変動パターン種別ＣＡ２－１～変動パターン種別ＣＡ２－４のいず
れかに割り当てられている。ハズレ変動パターン種別決定テーブル（通常時）１３３Ｂ、
ハズレ変動パターン種別決定テーブル（時短中）１３３Ｃでは、互いに各変動パターン種
別に決定される割合が異なるように、決定値が各変動パターン種別に割り当てられている
部分がある。これにより、遊技状態が通常状態であるか時短状態や確変状態であるかや、
時間短縮制御が行われているか否かに応じて、同一の変動パターン種別に決定される割合
を異ならせることができる。なお、ハズレ変動パターン種別決定テーブル（通常時）１３
３Ｂ、ハズレ変動パターン種別決定テーブル（時短中）１３３Ｃでは、異なる変動パター
ン種別に決定値が割り当てられている部分があってもよい。これにより、遊技状態が通常
状態であるか時短状態や確変状態であるかや、時間短縮制御が行われているか否かに応じ
て、異なる変動パターン種別に決定することができる。
【０２６２】
　この実施の形態では、ハズレ変動パターン種別決定テーブル（通常時）１３３Ｂ、ハズ
レ変動パターン種別決定テーブル（時短中）１３３Ｃのいずれかを参照することにより、
変動パターン種別ＣＡ１－１～変動パターン種別ＣＡ１－３や変動パターン種別ＣＡ２－
１～変動パターン種別ＣＡ２－４のいずれかに決定することができる。ここで、変動パタ
ーン種別ＣＡ１－１～変動パターン種別ＣＡ１－３は、図２６に示すように、可変表示結
果が「ハズレ」で可変表示態様が「非リーチ」となる場合に対応した変動パターン種別で
ある。また、変動パターン種別ＣＡ２－１～変動パターン種別ＣＡ２－４は、可変表示結
果が「ハズレ」で可変表示態様が「リーチ」となる場合に対応した変動パターン種別であ
る。したがって、変動パターン種別決定用の乱数値ＭＲ３に基づき、ハズレ変動パターン
種別決定テーブル（通常時）１３３Ｂやハズレ変動パターン種別決定テーブル（時短中）
１３３Ｃを参照して変動パターン種別を決定することにより、飾り図柄の可変表示状態を
リーチ状態とするか否かを決定することができる。
【０２６３】
　図３０（Ａ）及び（Ｂ）に示すハズレ変動パターン種別決定テーブル（通常時）１３３
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Ｃとハズレ変動パターン種別決定テーブル（時短中）１３３Ｄの設定例では、変動パター
ン種別決定用の乱数値ＭＲ３の値が「２３０」～「２５１」のいずれかであれば、遊技状
態や合計保留記憶数にかかわらず、少なくともスーパーリーチ（スーパーリーチαまたは
スーパーリーチβ）を伴う変動パターンが分類される変動パターン種別ＣＡ２－４に決定
される。すなわち、可変表示結果が「ハズレ」に決定される場合において、スーパーリー
チを伴う変動パターンが分類される変動パターン種別ＣＡ２－４に対応した決定値のうち
の少なくとも一部は、可変表示の開始時における合計保留記憶数にかかわらず、同一決定
値が設定されている。
【０２６４】
　なお、図３０（Ａ）に示すハズレ変動パターン種別決定テーブル（通常時）１３３Ｃの
設定例では、合計保留記憶数が「０」～「２」である場合に、「２２０」～「２２９」の
決定値も変動パターン種別ＣＡ２－４に割り当てられており、合計保留記憶数が「３」～
「５」である場合に、「２２５」～「２２９」の決定値も変動パターン種別ＣＡ２－４に
割り当てられている。また、図３０（Ｂ）に示すハズレ変動パターン種別決定テーブル（
時短中）１３３Ｄの設定例では、合計保留記憶数が「０」である場合に、「２２５」～「
２２９」の決定値も変動パターン種別ＣＡ２－４に割り当てられている。このように、ス
ーパーリーチを伴う特定の変動パターンが分類される変動パターン種別ＣＡ２－４に対応
した決定値のうちには、同一決定値とは異なる決定値が含まれることがあってもよく、少
なくとも一部の決定値が同一決定値となるものであればよい。これに対して、同一決定値
のみがスーパーリーチを伴う特定の変動パターンが分類される変動パターン種別ＣＡ２－
４に割り当てられ、同一決定値以外の決定値は割り当てられないようにしてもよい。
【０２６５】
　図３０（Ａ）に示すハズレ変動パターン種別決定テーブル（通常時）１３３Ｃの設定例
では、合計保留記憶数が「０」～「２」のいずれかである場合に、変動パターン種別ＣＡ
１－２に対して決定値が割り当てられていない一方で、合計保留記憶数が「３」～「５」
や「６」～「８」のいずれかである場合に、変動パターン種別ＣＡ１－２に対して決定値
が割り当てられている。また、合計保留記憶数が「６」～「８」のいずれかである場合に
は、合計保留記憶数が「３」～「５」のいずれかである場合に比べて、多くの決定値が変
動パターン種別ＣＡ１－２に割り当てられている。
【０２６６】
　図３０（Ｂ）に示すハズレ変動パターン種別決定テーブル（時短中）１３３Ｄの設定例
では、合計保留記憶数が「０」である場合に、変動パターン種別ＣＡ１－２に対して決定
値が割り当てられていない一方で、合計保留記憶数が「１」や「２」～「８」のいずれか
である場合に、変動パターン種別ＣＡ１－２に対して決定値が割り当てられている。また
、合計保留記憶数が「２」～「８」のいずれかである場合には、合計保留記憶数が「１」
である場合に比べて、多くの決定値が変動パターン種別ＣＡ１－２に割り当てられている
。
【０２６７】
　ここで、変動パターン種別ＣＡ１－２には、可変表示結果が「ハズレ」で可変表示態様
が「非リーチ」に対応して、特図変動時間が３０００ｍｓ（ミリ秒）となる短縮ありの変
動パターンＰＡ１－２が含まれている（図３１（Ｂ）を参照）。すなわち、変動パターン
種別ＣＡ１－２に含まれる変動パターンＰＡ１－２は、飾り図柄の可変表示状態がリーチ
状態とはならない変動パターンであり、スーパーリーチを伴う変動パターンのいずれと比
べても、その特図変動時間が短くなる短縮用の変動パターンである。そして、遊技状態が
通常状態である場合などの通常時に参照されるハズレ変動パターン種別決定テーブル（通
常時）１３３Ｃでは、可変表示の開始時における合計保留記憶数が「０」～「２」のいず
れかである場合に、変動パターンＰＡ１－２に対応した決定値の設定がなく、合計保留記
憶数が「３」～「５」のいずれかである場合と比較して、合計保留記憶数が「６」～「８
」のいずれかである場合に、変動パターンＰＡ１－２に対応した決定値の個数が多く設定
されている。また、確変状態や時短状態にて時間短縮制御が行われる場合などの短縮時に
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参照されるハズレ変動パターン種別決定テーブル（時短中）１３３Ｄでは、可変表示の開
始時における合計保留記憶数が「０」である場合に、変動パターンＰＡ１－２に対応した
決定値の設定がなく、合計保留記憶数が「１」である場合と比較して、合計保留記憶数が
「２」～「８」のいずれかである場合に、変動パターンＰＡ１－２に対応した決定値の個
数が多く設定されている。
【０２６８】
　図３１は、ＲＯＭ５０６に記憶される変動パターン決定テーブルの構成例を示している
。この実施の形態では、変動パターン決定テーブルとして、図３１（Ａ）に示す当り変動
パターン決定テーブル１３４Ａと、図３１（Ｂ）に示すハズレ変動パターン決定テーブル
１３４Ｂとが、予め用意されている。各変動パターン決定テーブルは、変動パターン決定
用の乱数値ＭＲ４などに基づいて、変動パターンを複数種類のいずれかに決定するために
参照されるテーブルである。各変動パターン決定テーブルでは、変動パターン種別の決定
結果に応じて、変動パターン決定用の乱数値ＭＲ４と比較される数値（決定値）が、単一
種類又は複数種類の変動パターンに割り当てられている。
【０２６９】
　図３２は、ＲＯＭ５０６に記憶される普図表示結果決定テーブル１３５の構成例を示し
ている。普図表示結果決定テーブル１３５は、普通図柄表示器２０による普図ゲームにお
いて普図表示結果となる確定普通図柄が導出表示されるより前に、その普図表示結果を「
普図当り」とするか「普図ハズレ」とするかなどを、普図表示結果決定用の乱数値ＭＲ５
に基づいて決定するために参照されるテーブルである。
【０２７０】
　普図表示結果決定テーブル１３５では、時短フラグがオフであるかオンであるかに応じ
て、普図表示結果決定用の乱数値ＭＲ５と比較される数値（決定値）が、「普図当り」又
は「普図ハズレ」の普図表示結果に割り当てられている。ここで、時短フラグは、パチン
コ遊技機１における遊技状態が確変状態や時短状態といった特別遊技状態であるときに、
時間短縮制御が行われることに対応してオン状態にセットされる一方、時間短縮制御が終
了することに対応してクリアされてオフ状態となる。普図表示結果決定テーブル１３５は
、普図表示結果などに対応して、普通図柄の変動表示が開始されてから確定普通図柄が導
出表示されるまでの普図変動時間を複数種類のいずれかに設定するための設定用データや
、普図表示結果が「普図当り」となった場合に対応して普通可変入賞球装置６Ｂ（第２始
動入賞口）を遊技球が通過可能な開放状態とする制御を行う時間（開放時間）と回数（開
放回数）を設定するための設定用データなどを、含んでもよい。
【０２７１】
　図３２に示す普図表示結果決定テーブル１３５の設定例では、時短フラグがオンである
か否かに応じて、「普図当り」又は「普図ハズレ」の普図表示結果に対する決定値の割当
てが異なっている。すなわち、時間短縮制御が行われる時短中には、時短中以外であると
きよりも「普図当り」の普図表示結果に決定される割合が高くなるように、各普図表示結
果に決定値が割り当てられている。このような設定により、時間短縮制御が行われる時短
中には時短中以外であるときよりも、普図表示結果が「普図当り」となって普通可変入賞
球装置６Ｂ（第２始動入賞口）を開放状態とする頻度が高められる。また、時間短縮制御
が行われる時短中には時短中以外であるときよりも、普図表示結果が「普図当り」となっ
た場合に普通可変入賞球装置６Ｂ（第２始動入賞口）を開放状態とする時間（開放時間）
や回数（開放回数）が増加する。さらに、時間短縮制御が行われる時短中には時短中以外
であるときよりも、普通図柄表示器２０にて普通図柄の変動表示が開始されてから確定普
通図柄が導出表示されるまでの普図変動時間が、短くなるように設定されてもよい。こう
した設定により、時間短縮制御が行われる時短中には時短中以外であるときよりも、第２
始動入賞口を遊技球が通過（進入）する可能性を高めて第２始動条件が成立しやすくする
。
【０２７２】
　図３３は、ＲＯＭ５０６に記憶される始動口入賞テーブルの構成例を示している。この
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実施の形態では、始動口入賞テーブルとして、図３３（Ａ）に示す第１始動口入賞テーブ
ル１３６Ａと、図３３（Ｂ）に示す第２始動口入賞テーブル１３６Ｂとが、予め用意され
ている。各始動口入賞テーブルは、普通入賞球装置６Ａが形成する第１始動入賞口や普通
可変入賞球装置６Ｂが形成する第２始動入賞口を遊技球が通過（進入）して始動入賞が発
生したときに、各種の設定を行うために参照されるテーブルである。
【０２７３】
　図３３（Ａ）に示す第１始動口入賞テーブル１３６Ａは、第１始動入賞口を遊技球が通
過（進入）して始動入賞が発生したときに、使用テーブルとして選択される。第１始動口
入賞テーブル１３６Ａは、第１保留記憶カウンタアドレスや乱数値レジスタＲ１Ｄアドレ
ス、第１特図保留記憶部アドレスなどを指定するテーブルデータから構成されている。第
１保留記憶カウンタアドレスは、第１保留記憶カウンタに割り当てられたアドレスである
。第１保留記憶カウンタは、図３４に示す遊技制御カウンタ設定部５９４に設けられて第
１特図保留記憶数をカウントする。乱数値レジスタＲ１Ｄアドレスは、図８（Ｂ）に示す
内蔵レジスタエリアにおいて乱数値レジスタＲ１Ｄに割り当てられたアドレス（例えば先
頭アドレス２０３８Ｈなど）である。第１特図保留記憶部アドレスは、図３４に示す第１
特図保留記憶部５９１Ａに割り当てられたアドレス（例えば先頭アドレスなど）である。
【０２７４】
　図３３（Ｂ）に示す第２始動口入賞テーブル１３６Ｂは、第２始動入賞口を遊技球が通
過（進入）して始動入賞が発生したときに、使用テーブルとして選択される。第２始動口
入賞テーブル１３６Ｂは、第２保留記憶カウンタアドレスや乱数値レジスタＲ２Ｄアドレ
ス、第２特図保留記憶部アドレスなどを指定するテーブルデータから構成されている。第
２保留記憶カウンタアドレスは、第２保留記憶カウンタに割り当てられたアドレスである
。第２保留記憶カウンタは、図３４に示す遊技制御カウンタ設定部５９４に設けられて第
２特図保留記憶数をカウントする。乱数値レジスタＲ２Ｄアドレスは、図８（Ｂ）に示す
内蔵レジスタエリアにおいて乱数値レジスタＲ２Ｄに割り当てられたアドレス（例えば先
頭アドレス２０３ＡＨなど）である。第２特図保留記憶部アドレスは、図３４に示す第２
特図保留記憶部５９１Ｂに割り当てられたアドレス（例えば先頭アドレスなど）である。
【０２７５】
　遊技制御用マイクロコンピュータ１００が備えるＲＡＭ５０７には、パチンコ遊技機１
における遊技の進行などを制御するために用いられる各種のデータを保持する領域として
、例えば図３４に示すような遊技制御用データ保持エリア５９０が設けられている。図３
４に示す遊技制御用データ保持エリア５９０は、第１特図保留記憶部５９１Ａと、第２特
図保留記憶部５９１Ｂと、普図保留記憶部５９１Ｃと、遊技制御フラグ設定部５９２と、
遊技制御タイマ設定部５９３と、遊技制御カウンタ設定部５９４と、遊技制御バッファ設
定部５９５とを備えている。
【０２７６】
　第１特図保留記憶部５９１Ａは、普通入賞球装置６Ａが形成する第１始動入賞口を遊技
球が通過（進入）したことによる始動入賞の発生に対応して第１始動条件は成立したが第
１開始条件は成立していない特図ゲーム（第１特別図柄表示装置４Ａによる第１特図を用
いた特図ゲーム）の保留データを記憶する。一例として、第１特図保留記憶部５９１Ａは
、第１始動入賞口への入賞順に保留番号と関連付けて、その入賞による第１始動条件の成
立に基づいてＣＰＵ５０５により取得された特図表示結果決定用の乱数値ＭＲ１を示す数
値データや大当り種別決定用の乱数値ＭＲ２を示す数値データ、変動パターン種別決定用
の乱数値ＭＲ３を示す数値データを、保留データとして、その記憶数が所定の上限値（例
えば「４」）に達するまで記憶する。
【０２７７】
　第２特図保留記憶部５９１Ｂは、普通可変入賞球装置６Ｂが形成する第２始動入賞口を
遊技球が通過（進入）したことによる始動入賞の発生に対応して第２始動条件は成立した
が第２開始条件は成立していない特図ゲーム（第２特別図柄表示装置４Ｂによる第２特図
を用いた特図ゲーム）の保留データを記憶する。一例として、第２特図保留記憶部５９１
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Ｂは、第２始動入賞口への入賞順に保留番号と関連付けて、その入賞による第２始動条件
の成立に基づいてＣＰＵ５０５により取得された特図表示結果決定用の乱数値ＭＲ１を示
す数値データや大当り種別決定用の乱数値ＭＲ２を示す数値データ、変動パターン種別決
定用の乱数値ＭＲ３を示す数値データを、保留データとして、その記憶数が所定の上限値
（例えば「４」）に達するまで記憶する。
【０２７８】
　普図保留記憶部５９１Ｃは、通過ゲート４１を通過して普図始動条件は成立したが普図
開始条件は成立していない普図ゲームの保留データを記憶する。一例として、普図保留記
憶部５９１Ｃは、通過ゲート４１の通過順に保留番号と関連付けて、各遊技球の通過によ
る普図始動条件の成立に基づいてＣＰＵ５０５により取得された普図表示結果決定用の乱
数値ＭＲ５を示す数値データなどを、保留データとして、その記憶数が所定の上限値（例
えば「４」）に達するまで記憶する。
【０２７９】
　なお、第１特図保留記憶部５９１Ａと第２特図保留記憶部５９１Ｂは、別々に設けるよ
うにしてもよいし、これらを組み合わせた記憶領域を設けるようにしてもよい。一例とし
て、始動データ記憶領域と乱数値記憶領域とを組み合わせた領域を８つ含む記憶領域を設
けるようにしてもよい。このような構成において、始動データ記憶領域と乱数値記憶領域
の各領域には、ＲＡＭ５０７における連続したアドレスが割り当てられればよい。この場
合、例えば合計保留記憶数に基づいてデータ格納先のアドレスを指定するポインタの値を
更新することによって、空き領域の先頭となる始動データ記憶領域に、始動データ（第１
始動入賞口と第２始動入賞口のいずれを遊技球が通過（進入）したことによる始動入賞の
発生であるかを特定可能なデータ）をセットする。このとき、空き領域の先頭を特定する
には、例えば１つの保留データ（始動データと乱数値を示す数値データ）におけるデータ
数を合計保留記憶数に乗算した値に１加算した値（始動データ記憶領域１つ分を加算した
値）を、アドレスのオフセット値として特定する。こうして特定したオフセット値に従っ
てポインタの値を更新すればよい。この構成では、１つの保留データに対応して始動デー
タ記憶領域と乱数値記憶領域が１つずつの合計２つのデータ格納領域が設けられている。
そこで、合計保留記憶数を２倍した値に１加算した値がアドレスのオフセット値として特
定される。一例として、合計保留記憶数が「３」である場合には、オフセット値として「
＋７」（合計保留記憶数「３」を２倍した後に１加算した値）が特定され、このオフセッ
ト値に対応した始動データ記憶領域に始動データをセットすることになる。また、１つの
保留データに対応して１つの始動データ記憶領域と２つの乱数値記憶領域との合計３つの
データ格納領域が設けられている場合には、合計保留記憶数を３倍した値に１加算した値
（始動データ記憶領域１つ分を加算した値）が、アドレスのオフセット値として特定され
ればよい。
【０２８０】
　また、データ格納先のアドレスを指定するポインタの初期位置を保留番号「１」に対応
した始動データ記憶領域とする場合には、１つの保留データにおけるデータ数を合計保留
記憶数に乗算した値が、アドレスのオフセット値として特定されればよい。例えば、１つ
の保留データに対応して１つの始動データ記憶領域と１つの乱数値記憶領域との合計２つ
のデータ格納領域が設けられている場合には、合計保留記憶数を２倍した値が、アドレス
のオフセット値として特定されればよい。また、１つの保留データに対応して１つの始動
データ記憶領域と２つの乱数値記憶領域との合計３つのデータ格納領域が設けられている
場合には、合計保留記憶数を３倍した値が、アドレスのオフセット値として特定されれば
よい。こうして始動データ記憶領域に始動データをセットした後には、アドレスを指定す
るポインタの値を１加算して、加算後のポインタが指すアドレスの乱数値記憶領域に、乱
数値を示す数値データを格納すればよい。
【０２８１】
　遊技制御フラグ設定部５９２には、パチンコ遊技機１における遊技の進行状況などに応
じて状態を更新可能な複数種類のフラグが設けられている。例えば、遊技制御フラグ設定
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部５９２には、複数種類のフラグそれぞれについて、フラグの値を示すデータや、オン状
態あるいはオフ状態を示すデータが記憶される。一例として、遊技制御フラグ設定部５９
２には、特図プロセスフラグ、普図プロセスフラグ、大当りフラグ、小当りフラグ、確変
フラグ、時短フラグなどが設けられていればよい。
【０２８２】
　特図プロセスフラグは、第１特別図柄表示装置４Ａによる第１特図を用いた特図ゲーム
の進行や、第２特別図柄表示装置４Ｂによる第２特図を用いた特図ゲームの進行などを制
御するために実行される図４１のステップＳ９６や図４６に示す特別図柄プロセス処理に
おいて、どの処理を選択・実行すべきかを指示する。普図プロセスフラグは、普通図柄表
示器２０による普通図柄を用いた普図ゲームの進行などを制御するために実行される図４
１のステップＳ９７や図５５に示す普通図柄プロセス処理において、どの処理を選択・実
行すべきかを指示する。
【０２８３】
　大当りフラグは、特図ゲームが開始されるときに特図表示結果を「大当り」とする旨の
決定結果に対応して、オン状態にセットされる。その一方で、特図ゲームにおける確定特
別図柄として大当り図柄が停止表示されたことなどに対応して、クリアされてオフ状態と
なる。小当りフラグは、特図ゲームが開始されるときに特図表示結果を「小当り」とする
旨の決定結果に対応して、オン状態にセットされる。その一方で、特図ゲームにおける確
定特別図柄として小当り図柄が停止表示されたことなどに対応して、クリアされてオフ状
態となる。確変フラグは、パチンコ遊技機１における遊技状態が確変状態に制御されるこ
とに対応してオン状態にセットされる一方で、確変状態が終了することなどに対応してク
リアされてオフ状態となる。時短フラグは、パチンコ遊技機１における遊技状態が時短状
態に制御されることに対応してオン状態にセットされる一方で、時短状態が終了すること
などに対応してクリアされてオフ状態となる。
【０２８４】
　遊技制御タイマ設定部５９３には、パチンコ遊技機１における遊技の進行を制御するた
めに用いられる各種のタイマが設けられている。例えば、遊技制御タイマ設定部５９３に
は、複数種類のタイマそれぞれにおけるタイマ値を示すデータが記憶される。一例として
、遊技制御タイマ設定部５９３には、遊技制御プロセスタイマ、特図変動タイマ、普図変
動タイマ、バックアップ監視タイマなどが設けられていればよい。
【０２８５】
　遊技制御プロセスタイマは、例えば大当り遊技状態あるいは小当り遊技状態の進行を制
御するための時間などを、主基板１１の側にて計測するためのものである。具体的な一例
として、遊技制御プロセスタイマは、大当り遊技状態あるいは小当り遊技状態の進行を制
御するために計測する時間に対応したタイマ値を示すデータを、遊技制御プロセスタイマ
値として記憶し、定期的にカウントダウンするダウンカウンタとして用いられる。あるい
は、遊技制御プロセスタイマは、大当り遊技状態もしくは小当り遊技状態の開始時点とい
った、所定時点からの経過時間に対応したタイマ値を示すデータを記憶し、定期的にカウ
ントアップするアップカウンタとして用いられてもよい。
【０２８６】
　特図変動タイマは、特図ゲームの実行時間である特図変動時間といった特図ゲームの進
行を制御するための時間を、主基板１１の側にて計測するためのものである。具体的な一
例として、特図変動タイマは、特図ゲームの進行を制御するために計測する時間に対応し
たタイマ値を示すデータを、特図変動タイマ値として記憶し、定期的にカウントダウンす
るダウンカウンタとして用いられる。あるいは、特図変動タイマは、特図ゲームの開始時
点からの経過時間に対応したタイマ値を示すデータを記憶し、定期的にカウントアップす
るアップカウンタとして用いられてもよい。
【０２８７】
　普図変動タイマは、普図ゲームの実行時間である普図変動時間といった普図ゲームの進
行を制御するための時間を、主基板１１の側にて計測するためのものである。具体的な一
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例として、普図変動タイマは、普図ゲームの進行を制御するために計測する時間に対応し
たタイマ値を示すデータを、普図変動タイマ値として記憶し、定期的にカウントダウンす
るダウンカウンタとして用いられる。あるいは、普図変動タイマは、普図ゲームの開始時
点からの経過時間に対応したタイマ値を示すデータを記憶し、定期的にカウントアップす
るアップカウンタとして用いられてもよい。
【０２８８】
　バックアップ監視タイマは、電源基板１０に搭載された電源監視回路３０３から伝送さ
れる電源断信号がオン状態となってからの経過時間を計測するためのものである。一例と
して、電源監視回路３０３から供給される電源電圧ＶＳＬが低下したことに基づいて出力
される電源断信号を主基板１１にて検知したときに、バックアップ監視タイマによる経過
時間の計測が開始される。そして、電源断信号の出力が停止されるまでは、バックアップ
監視タイマによる計測を継続させる。バックアップ監視タイマによって計測された経過時
間が所定時間に達すると、例えばＲＡＭ５０７におけるバックアップ領域のデータを保護
する処理といった、電力の供給停止に対応した所定の準備処理が実行される。
【０２８９】
　遊技制御カウンタ設定部５９４には、パチンコ遊技機１における遊技の進行を制御する
ために用いられるカウント値を計数するためのカウンタが複数種類設けられている。例え
ば、遊技制御カウンタ設定部５９４には、複数種類のカウンタそれぞれにおけるカウント
値を示すデータが記憶される。一例として、遊技制御カウンタ設定部５９４に、ランダム
カウンタ、第１保留記憶カウンタ、第２保留記憶カウンタ、ラウンド数カウンタなどが設
けられていればよい。
【０２９０】
　遊技制御カウンタ設定部５９４のランダムカウンタは、遊技の進行を制御するために用
いられる乱数値を示す数値データの一部を、乱数回路５０９とは別個に、ＣＰＵ５０５が
ソフトウェアにより更新可能にカウントするためのものである。例えば、遊技制御カウン
タ設定部５９４のランダムカウンタには、乱数値ＭＲ１～ＭＲ５を示す数値データが、ラ
ンダムカウント値として記憶される。そして、乱数値ＭＲ２～ＭＲ５については、ＣＰＵ
５０５によるソフトウェアの実行に応じて、定期的あるいは不定期に、各乱数値を示す数
値データが更新される。
【０２９１】
　第１保留記憶カウンタは、第１特図保留記憶部５９１Ａにおける保留データの記憶数で
ある第１特図保留記憶数をカウントするためのものである。例えば、第１保留記憶カウン
タには、第１特図保留記憶数に対応したカウント値を示すデータが、第１保留記憶カウン
ト値として記憶され、第１特図保留記憶数の増減に対応して更新（例えば１加算あるいは
１減算）される。第２保留記憶カウンタは、第２特図保留記憶部５９１Ｂにおける保留デ
ータの記憶数である第２特図保留記憶数をカウントするためのものである。例えば、第２
保留記憶カウンタには、第２特図保留記憶数に対応したカウント値を示すデータが、特図
保留記憶カウント値として記憶され、特図保留記憶数の増減に対応して更新（例えば１加
算あるいは１減算）される。なお、第１及び第２保留記憶カウンタとは別個に、合計保留
記憶数をカウントするための合計保留記憶カウンタを設けてもよい。あるいは、合計保留
記憶数は、第１保留記憶カウント値と第２保留記憶カウント値とを加算することにより特
定できるようにしてもよい。
【０２９２】
　ラウンド数カウンタは、大当り遊技状態におけるラウンドの実行回数などをカウントす
るためのものである。例えば、ラウンド数カウンタには、大当り遊技状態の開始時にカウ
ント初期値「１」を示すデータが、ラウンド数カウント値として設定される。そして、１
回のラウンドが終了して次回のラウンドが開始されるときに、ラウンド数カウント値が１
加算されて更新される。また、ラウンド数カウンタは、小当り遊技状態における可変入賞
動作の実行回数もカウントするようにしてもよい。
【０２９３】
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　遊技制御バッファ設定部５９５は、パチンコ遊技機１における遊技の進行を制御するた
めに用いられるデータを一時的に記憶する各種のバッファが設けられている。例えば、遊
技制御バッファ設定部５９５には、複数種類のバッファそれぞれにおけるバッファ値を示
すデータが記憶される。一例として、遊技制御バッファ設定部５９５には、送信コマンド
バッファ、変動特図指定バッファ、大当り種別バッファ、前回ポートバッファ、前々回ポ
ートバッファ、スイッチオンバッファ、前回データバッファなどが設けられていればよい
。
【０２９４】
　送信コマンドバッファは、主基板１１からサブ側の制御基板に対して制御コマンドを送
信するための設定データを一時的に格納するために用いられる。例えば、送信コマンドバ
ッファは、複数（例えば「１２」）のバッファ領域を備えて構成され、送信する制御コマ
ンドに対応したコマンドテーブルのＲＯＭ５０６における記憶アドレスを示す設定データ
などが、各バッファ領域に格納される。また、送信コマンドバッファにおいて設定データ
の書込や読出を行うバッファ領域は、送信コマンドポインタなどによって指定され、複数
のバッファ領域をリングバッファとして使用することができるように構成されていればよ
い。
【０２９５】
　変動特図指定バッファには、第１特別図柄表示装置４Ａによる第１特図を用いた特図ゲ
ームと、第２特別図柄表示装置４Ｂによる第２特図を用いた特図ゲームのうち、いずれの
特図ゲームが実行されるかを示すバッファ値が格納される。一例として、第１特別図柄表
示装置４Ａによる第１特図を用いた特図ゲームが実行されることに対応して、変動特図指
定バッファの値（変動特図指定バッファ値）が“１”に設定される。また、第２特別図柄
表示装置４Ｂによる第２特図を用いた特図ゲームが実行されることに対応して、変動特図
指定バッファ値が“２”に設定される。そして、特図ゲームが終了したことなどに対応し
て、変動特図指定バッファ値が“０”に設定される。
【０２９６】
　大当り種別バッファには、可変表示結果が「大当り」となる場合における飾り図柄の可
変表示態様を、「非確変」、「確変」、「突確」といった複数種類の大当り種別のいずれ
かとする決定結果に対応した値が、大当り種別バッファ値として格納される。一例として
、図２８に示すような大当り種別決定テーブル１３１での設定に基づき、大当り種別が「
非確変」の場合には大当り種別バッファ値が「０」に設定され、大当り種別が「確変」の
場合には大当り種別バッファ値が「１」に設定され、大当り種別が「突確」の場合には大
当り種別バッファ値が「２」に設定される。
【０２９７】
　前々回ポートバッファは、前々回のタイマ割込み発生時（例えば４ｍｓ前など）におけ
るスイッチオン／オフの判定結果が格納される１バイトのバッファである。前回ポートバ
ッファは、前回のタイマ割込み発生時（例えば２ｍｓ前など）におけるスイッチオン／オ
フの判定結果が格納される１バイトのバッファである。スイッチオンバッファは、スイッ
チのオンが検出された場合にそのスイッチの対応ビットにおいて「１」が設定され、スイ
ッチのオフが検出された場合にそのスイッチの対応ビットにおいて「０」が設定される１
バイトのバッファである。また、前回データバッファは、図４１のステップＳ９２や図４
３に示すスイッチ処理の実行時に一時的に用いられる１バイトのバッファ領域である。
【０２９８】
　図３５は、各１バイトのバッファを示す説明図である。前々回ポートバッファ、前回ポ
ートバッファ、及びスイッチオンバッファのビット配列は、入力ポートレジスタＰＩのビ
ット配列に対応していればよい。つまり、図２４（Ａ）及び（Ｂ）に示すビット番号［０
］～［７］に割り当てられているスイッチの検出信号等のそれぞれに対応する情報が、前
々回ポートバッファ、前回ポートバッファ、及びスイッチオンバッファのビット番号［０
］～［７］に設定される。
【０２９９】
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　一例として、スイッチオンバッファのビット番号［０］には、図２３などに示す入力ポ
ートＰ０や、図２４（Ａ）及び（Ｂ）に示す入力ポートレジスタＰＩのビット番号［０］
に対応して、第１始動口スイッチ２２Ａから伝送される第１始動入賞信号ＳＳ１の状態を
示すビット値が設定される。また、スイッチオンバッファのビット番号［１］には、図２
３などに示す入力ポートＰ１や、図２４（Ａ）及び（Ｂ）に示す入力ポートレジスタＰＩ
のビット番号［１］に対応して、第２始動口スイッチ２２Ｂから伝送される第２始動入賞
信号ＳＳ２の状態を示すビット値が設定される。遊技制御用マイクロコンピュータ１００
のＣＰＵ５０５は、スイッチオンバッファのビット番号［０］におけるビット値に基づい
て、普通入賞球装置６Ａが形成する第１始動入賞口を遊技球が通過したか否かの検出結果
を特定し、第１特別図柄表示装置４Ａによる第１特図を用いた特図ゲームを実行するため
の第１始動条件を成立させることや、第１始動入賞口を通過した遊技球の検出に対応した
賞球の払出を指示すること、あるいは、これらの一方もしくは双方を含めた所定の設定等
を行うようにすればよい。また、遊技制御用マイクロコンピュータ１００のＣＰＵ５０５
は、スイッチオンバッファのビット番号［１］におけるビット値に基づいて、普通可変入
賞球装置６Ｂが形成する第２始動入賞口を遊技球が通過したか否かの検出結果を特定し、
第２特別図柄表示装置４Ｂによる第２特図を用いた特図ゲームを実行するための第２始動
条件を成立させることや、第２始動入賞口を通過（進入）した遊技球の検出に対応した賞
球の払出を指示すること、あるいは、これらの一方もしくは双方を含めた所定の設定等を
行うようにすればよい。
【０３００】
　図２に示すように、演出制御基板１２には、演出制御用マイクロコンピュータ１２０が
搭載されている。また、演出制御基板１２には、演出制御用マイクロコンピュータ１２０
からの描画コマンドに応じて画像データを生成するＶＤＰ（Video Display Processor）
１２１や、画像表示装置５、スピーカ８Ｌ、８Ｒ及び遊技効果ランプ９等の発光体といっ
た演出装置による演出動作を制御するために用いられる各種データを記憶する演出データ
メモリ１２２なども搭載されている。演出制御用マイクロコンピュータ１２０は、例えば
遊技制御用マイクロコンピュータ１００と同様の構成を有する１チップマイクロコンピュ
ータであり、外部バスインタフェース、クロック回路、固有情報記憶回路、リセット／割
込みコントローラ、ＣＰＵ、ＲＯＭ、ＲＡＭ、ＣＴＣ、乱数回路、ＰＩＰ、シリアル通信
回路、アドレスデコード回路などを備えていればよい。また、演出制御用マイクロコンピ
ュータ１２０における構成の全部又は一部を、遊技制御用マイクロコンピュータ１００に
おける構成とは異ならせてもよい。一例として、演出制御基板１２の側で用いられる乱数
値となる数値データを、全てソフトウェアにより更新する場合には、演出制御用マイクロ
コンピュータ１２０が乱数回路を備えていなくてもよい。また、シリアル通信回路では、
少なくとも主基板１１から伝送される演出制御コマンドを受信可能な受信回路が設けられ
ていればよく、画像表示装置５、音声制御基板１３、ランプ制御基板１４に対するデータ
や指令信号の送信は、外部バスインタフェースやアドレスデコード回路を用いて行うよう
にしてもよい。
【０３０１】
　演出制御用マイクロコンピュータ１２０では、ＣＰＵがＲＯＭから読み出した演出制御
用のプログラムを実行することにより、演出用の電気部品（演出装置）による演出動作を
制御するための処理が実行される。このときには、ＣＰＵがＲＯＭから固定データを読み
出す固定データ読出動作や、ＣＰＵがＲＡＭに各種の変動データを書き込んで一時記憶さ
せる変動データ書込動作、ＣＰＵがＲＡＭに一時記憶されている各種の変動データを読み
出す変動データ読出動作、ＣＰＵが外部バスインタフェースやＰＩＰ、シリアル通信回路
などを介して演出制御用マイクロコンピュータ１２０の外部から各種信号の入力を受け付
ける受信動作、ＣＰＵが外部バスインタフェースやシリアル通信回路などを介して演出制
御用マイクロコンピュータ１２０の外部へと各種信号を出力する送信動作なども行われる
。なお、演出制御用マイクロコンピュータ１２０を構成する１チップのマイクロコンピュ
ータには、少なくともＣＰＵの他にＲＡＭが内蔵されていればよく、ＲＯＭや乱数回路、



(74) JP 5240730 B2 2013.7.17

10

20

30

40

50

ＰＩＰなどは、外付けされるものでも内蔵されるものでもよい。中継基板１８を介して主
基板１１から送信された演出制御コマンドとなる制御信号は、演出制御用マイクロコンピ
ュータ１２０が備える所定のシリアル受信端子に供給され、演出制御用マイクロコンピュ
ータ１２０に内蔵されたシリアル通信回路にて受信すればよい。あるいは、演出制御コマ
ンドとなる制御信号は、複数本の信号線（例えば８本の演出制御信号線）を介して、主基
板１１から演出制御基板１２へと向かう方向でパラレルに送受信されてもよい。
【０３０２】
　演出制御用マイクロコンピュータ１２０のＲＯＭには、演出制御用のプログラムの他に
、演出動作を制御するために用いられる各種のデータテーブルなどが格納されている。例
えば、演出制御用マイクロコンピュータ１２０のＲＯＭには、演出制御用マイクロコンピ
ュータ１２０のＣＰＵが各種の判定や決定、設定を行うために用意された複数の判定テー
ブルや決定テーブルを構成するテーブルデータ、各種の演出制御パターンを構成するパタ
ーンデータなどが記憶されている。
【０３０３】
　一例として、演出制御用マイクロコンピュータ１２０のＲＯＭには、演出制御用マイク
ロコンピュータ１２０のＣＰＵが各種の演出装置（例えば画像表示装置５やスピーカ８Ｌ
、８Ｒ、遊技効果ランプ９及び装飾用ＬＥＤ、演出用役物など）による演出動作を制御す
るために使用する演出制御パターンを複数種類格納した演出制御パターンテーブルが記憶
されている。演出制御パターンは、パチンコ遊技機１における遊技の進行状況に応じて実
行される各種の演出動作に対応して、その制御内容を示すデータなどから構成されている
。演出制御パターンテーブルには、例えば特図変動時演出制御パターンと、各種演出制御
パターンとが、格納されていればよい。
【０３０４】
　特図変動時演出制御パターンは、複数種類の変動パターンに対応して、特図ゲームにお
いて特別図柄の変動が開始されてから特図表示結果となる確定特別図柄が導出表示される
までの期間における、飾り図柄の可変表示動作やリーチ演出における演出表示動作、ある
いは、飾り図柄の可変表示を伴わない各種の演出表示動作といった、様々な演出動作の制
御内容を示すデータなどから構成されている。各種演出制御パターンは、パチンコ遊技機
１における遊技の進行状況に応じて実行される各種の演出動作に対応して、その制御内容
を示すデータなどから構成されている。
【０３０５】
　図３６（Ａ）は、各種の演出制御パターンの構成例を示している。図３６（Ａ）に示す
構成例において、演出制御パターンは、例えば演出制御プロセスタイマ判定値、表示制御
データ、音声制御データ、ランプ制御データ、操作検出制御データ、終了コードなどを含
んだプロセスデータから構成されている。
【０３０６】
　演出制御プロセスタイマ判定値は、例えば演出制御用マイクロコンピュータ１２０のＲ
ＡＭなどに設けられた演出制御プロセスタイマの格納値である演出制御プロセスタイマ値
と比較される値（判定値）であって、各演出動作の実行時間（演出時間）に対応した判定
値が予め設定されている。なお、演出制御プロセスタイマ判定値に代えて、例えば主基板
１１から所定の演出制御コマンドを受信したことや、演出制御用マイクロコンピュータ１
２０のＣＰＵにおいて演出動作を制御するための処理として所定の処理が実行されたこと
といった、所定の制御内容や処理内容に対応して、演出制御の切換タイミング等を示すデ
ータが設定されていてもよい。
【０３０７】
　表示制御データには、例えば飾り図柄の可変表示中における各飾り図柄の変動態様を示
すデータといった、画像表示装置５の表示領域における演出画像の表示態様を示すデータ
が含まれている。すなわち、表示制御データは、画像表示装置５の表示領域における演出
画像の表示動作を指定するデータである。音声制御データには、例えば飾り図柄の可変表
示中における飾り図柄の可変表示動作に連動した効果音等の出力態様を示すデータといっ
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た、スピーカ８Ｌ、８Ｒからの音声出力態様を示すデータが含まれている。すなわち、音
声制御データは、スピーカ８Ｌ、８Ｒからの音声出力動作を指定するデータである。ラン
プ制御データには、例えば遊技効果ランプ９や装飾用ＬＥＤといった、発光体の点灯動作
態様を示すデータが含まれている。すなわち、ランプ制御データは、発光体の点灯動作を
指定するデータである。操作検出制御データは、例えば操作ボタンに対する遊技者の指示
操作（例えば押下操作など）を有効に検出する操作有効期間や、有効に検出した場合にお
ける演出動作の制御内容等を指定するデータといった、操作ボタン（スティックコントロ
ーラが含まれてもよい）を用いた演出動作態様を示すデータが含まれている。
【０３０８】
　なお、これらの制御データは、全ての演出制御パターンに含まれなければならないもの
ではなく、各演出制御パターンによる演出動作の内容に応じて、一部の制御データを含ん
で構成される演出制御パターンがあってもよい。また、演出制御パターンに含まれる複数
種類のプロセスデータでは、各タイミングで実行される演出動作の内容に応じて、それぞ
れのプロセスデータを構成する制御データの種類が異なっていてもよい。すなわち、表示
制御データや音声制御データ、ランプ制御データ、操作検出制御データの全部を含んで構
成されたプロセスデータもあれば、これらの一部を含んで構成されたプロセスデータもあ
ってよい。さらに、例えば演出用役物が備える可動部材における動作態様を示す演出用模
型制御データといった、その他の各種制御データが含まれることがあってもよい。
【０３０９】
　図３６（Ｂ）は、演出制御パターンの内容に従って実行される各種の演出動作を示して
いる。演出制御用マイクロコンピュータ１２０のＣＰＵは、演出制御パターンに含まれる
各種の制御データに従って、演出動作の制御内容を決定する。例えば、演出制御プロセス
タイマ値が演出制御プロセスタイマ判定値のいずれかと合致したときには、その演出制御
プロセスタイマ判定値と対応付けられた表示制御データにより指定される態様で飾り図柄
を表示させるとともに、キャラクタ画像や背景画像といった演出画像を画像表示装置５の
表示領域に表示させる制御を行う。また、音声制御データにより指定される態様でスピー
カ８Ｌ、８Ｒから音声を出力させる制御を行うとともに、ランプ制御データにより指定さ
れる態様で遊技効果ランプ９等の発光体を点滅させる制御を行い、操作検出制御データに
より指定される操作有効期間にて操作ボタン等に対する操作を受け付けて演出内容を決定
する制御を行う。なお、演出制御プロセスタイマ判定値と対応していても制御対象になら
ない演出用部品に対応するデータには、ダミーデータ（制御を指定しないデータ）が設定
されてもよい。
【０３１０】
　演出制御用マイクロコンピュータ１２０では、例えば飾り図柄の可変表示を開始すると
きなどに、変動パターン指定コマンドに示された変動パターンなどに基づいてＣＰＵが演
出制御パターンをセットする。ここで、演出制御パターンをセットする際には、該当する
演出制御パターンを構成するパターンデータを、演出制御用マイクロコンピュータ１２０
のＲＯＭから読み出してＲＡＭの所定領域に一時記憶させてもよいし、該当する演出制御
パターンを構成するパターンデータのＲＯＭにおける記憶アドレスを、ＲＡＭの所定領域
に一時記憶させて、ＲＯＭにおける記憶データの読出位置を指定するだけでもよい。その
後、演出制御プロセスタイマ値が更新されるごとに、演出制御プロセスタイマ判定値のい
ずれかと合致したか否かの判定を行い、合致した場合には、対応する各種の制御データに
応じた演出動作の制御を行う。こうして、演出制御用マイクロコンピュータ１２０では、
演出制御パターンに含まれるプロセスデータ＃１～プロセスデータ＃ｎ（ｎは任意の整数
）の内容に従って、演出装置（画像表示装置５、スピーカ８Ｌ、８Ｒ、遊技効果ランプ９
等の発光体など）の制御を進行させる。なお、各プロセスデータ＃１～プロセスデータ＃
ｎにおいて、演出制御プロセスタイマ判定値＃１～＃ｎと対応付けられた表示制御データ
＃１～表示制御データ＃ｎ、音声制御データ＃１～音声制御データ＃ｎ、ランプ制御デー
タ＃１～ランプ制御データ＃ｎ、操作検出制御データ＃１～操作検出制御データ＃ｎは、
演出装置における演出動作の制御内容を示し、演出制御の実行を指定する演出制御実行デ
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ータ＃１～演出制御実行データ＃ｎを構成する。
【０３１１】
　ＶＤＰ１２１は、画像表示装置５の表示領域に各種画像を表示させるための高速描画機
能や動画像デコード機能といった画像データ処理機能を有し、演出制御用マイクロコンピ
ュータ１２０からの表示制御指令に従った画像データ処理を実行する画像処理プロセッサ
である。なお、ＶＤＰ１２１は、ＧＰＵ（Graphics Processing Unit）、ＧＣＬ（Graphi
cs Controller LSI）、あるいは、より一般的にＤＳＰ（Digital Signal Processor）と
称される画像処理用のマイクロプロセッサであってもよい。演出データメモリ１２２は、
例えばフラッシュメモリなどの半導体メモリや磁気メモリ、光学メモリといった不揮発性
の記録媒体を用いて構成されればよい。
【０３１２】
　音声制御基板１３には、例えば入出力ドライバや音声合成用ＩＣ、音声データＲＯＭ、
増幅回路、ボリュームなどが搭載されている。一例として、音声制御基板１３では、演出
制御基板１２から伝送された効果音信号に示される音番号データが入出力ドライバを介し
て音声合成用ＩＣに入力される。音声合成用ＩＣは、音番号データに応じた音声や効果音
を生成し増幅回路に出力する。増幅回路は、音声合成用ＩＣの出力レベルを、ボリューム
で設定されている音量に応じたレベルに増幅した音声信号を、スピーカ８Ｌ、８Ｒに出力
する。音声データＲＯＭには、音番号データに応じた制御データが格納されており、音声
合成用ＩＣが音番号データに応じた制御データを読み出して、音声や効果音が生成される
。音声データＲＯＭの記憶データは、所定期間における音声や効果音の出力態様を時系列
的に示すデータなどから構成されていればよい。
【０３１３】
　ランプ制御基板１４には、例えば入出力ドライバやランプドライバなどが搭載されてい
る。一例として、ランプ制御基板１４では、演出制御基板１２から伝送された電飾信号が
、入出力ドライバを介してランプドライバに入力される。ランプドライバは、電飾信号を
増幅して遊技効果ランプ９などに供給する。
【０３１４】
　払出制御基板１５には、払出制御用マイクロコンピュータ１５０やスイッチ回路１５１
などが搭載されている。スイッチ回路１５１には、満タンスイッチ２６、球切れスイッチ
２７、払出モータ位置センサ７１、払出カウントスイッチ７２、エラー解除スイッチ７３
などの各種スイッチやセンサからの検出信号が入力される。スイッチ回路１５１は、これ
らの検出信号を取り込んで、払出制御用マイクロコンピュータ１５０に伝送する。払出制
御用マイクロコンピュータ１５０は、例えば遊技制御用マイクロコンピュータ１００と同
様の１チップマイクロコンピュータであり、外部バスインタフェース、クロック回路、固
有情報記憶回路、リセット／割込みコントローラ、ＣＰＵ、ＲＯＭ、ＲＡＭ、ＣＴＣ、乱
数回路、ＰＩＰ、シリアル通信回路、アドレスデコード回路などを備えていればよい。ま
た、払出制御用マイクロコンピュータ１５０における構成の全部又は一部を、遊技制御用
マイクロコンピュータ１００における構成とは異ならせてもよい。一例として、払出制御
基板１５の側で乱数値となる数値データを用いない場合には、払出制御用マイクロコンピ
ュータ１５０が乱数回路を備えていなくてもよい。また、シリアル通信回路では、少なく
とも主基板１１との間で双方向のシリアル通信が可能な送受信回路が１つ設けられていれ
ばよく、払出モータ５１、エラー表示用ＬＥＤ７４、発射制御基板１７に対するデータや
指令信号の送信は、外部バスインタフェースやアドレスデコード回路を用いて行うように
してもよい。
【０３１５】
　払出制御用マイクロコンピュータ１５０では、ＣＰＵがＲＯＭから読み出した払出制御
用のプログラムを実行することにより、払出モータ５１を含む払出装置による払出動作な
どを制御するための処理が実行される。このときには、ＣＰＵがＲＯＭから固定データを
読み出す固定データ読出動作や、ＣＰＵがＲＡＭに各種の変動データを書き込んで一時記
憶させる変動データ書込動作、ＣＰＵがＲＡＭに一時記憶されている各種の変動データを
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読み出す変動データ読出動作、ＣＰＵが外部バスインタフェースやＰＩＰ、シリアル通信
回路などを介して払出制御用マイクロコンピュータ１５０の外部から各種信号の入力を受
け付ける受信動作、ＣＰＵが外部バスインタフェースやシリアル通信回路などを介して払
出制御用マイクロコンピュータ１５０の外部へと各種信号を出力する送信動作なども行わ
れる。なお、払出制御用マイクロコンピュータ１５０を構成する１チップのマイクロコン
ピュータには、少なくともＣＰＵの他にＲＡＭが内蔵されていればよく、ＲＯＭやＰＩＰ
などは、外付けされるものでも内蔵されるものでもよい。
【０３１６】
　次に、本実施例におけるパチンコ遊技機１の動作（作用）を説明する。主基板１１では
、電源基板１０からの電力供給が開始され遊技制御用マイクロコンピュータ１００へのリ
セット信号がハイレベル（オフ状態）になったことに応じて、遊技制御用マイクロコンピ
ュータ１００が起動し、ＣＰＵ５０５がＲＯＭ５０６から読み出したセキュリティチェッ
クプログラム５０６Ａに基づき、図３７のフローチャートに示すようなセキュリティチェ
ック処理が実行される。このとき、遊技制御用マイクロコンピュータ１００は、セキュリ
ティモードとなり、ＲＯＭ５０６に記憶されているゲーム制御用のユーザプログラムは未
だ実行されない状態となる。
【０３１７】
　図３７に示すセキュリティチェック処理を開始すると、ＣＰＵ５０５は、まず、セキュ
リティチェック処理が実行されることにより遊技制御用マイクロコンピュータ１００がセ
キュリティモードとなる時間（セキュリティ時間）を決定するための処理を実行する。こ
のとき、ＣＰＵ５０５は、ＲＯＭ５０６のプログラム管理エリアに記憶されるセキュリテ
ィ時間設定ＫＳＥＳのビット番号［２－０］におけるビット値を読み出す（ステップＳ１
）。そして、この読出値が“０００”であるか否かを判定する（ステップＳ２）。
【０３１８】
　ステップＳ２にて読出値が“０００”と判定された場合には（ステップＳ２；Ｙｅｓ）
、定常設定時間を既定の固定時間に設定する（ステップＳ３）。ここで、定常設定時間は
、セキュリティ時間のうち、パチンコ遊技機１におけるシステムリセットの発生等に基づ
くセキュリティチェック処理の実行回数（遊技制御用マイクロコンピュータ１００がセキ
ュリティーモードとなる回数）に関わりなく、一定となる時間成分である。また、固定時
間は、セキュリティ時間のうち、遊技制御用マイクロコンピュータ１００の仕様などに基
づいて予め定められた不変時間成分であり、例えばセキュリティ時間として設定可能な最
小値となるものであればよい。
【０３１９】
　ステップＳ２にて読出値が“０００”以外と判定された場合には（ステップＳ２；Ｎｏ
）、その読出値に対応して、固定時間に加えて図１１（Ｄ）に示す設定内容により選択さ
れる延長時間を、定常設定時間に設定する（ステップＳ４）。こうして、セキュリティ時
間設定ＫＳＥＳのビット番号［２－０］におけるビット値が“０００”以外の値である場
合には、セキュリティチェック処理の実行時間であるセキュリティ時間を、固定時間に加
えて予め選択可能な複数の延長時間のいずれかに設定することができる。
【０３２０】
　ステップＳ３、Ｓ４の処理のいずれかを実行した後には、セキュリティ時間設定ＫＳＥ
Ｓのビット番号［４－３］におけるビット値を読み出す（ステップＳ５）。そして、この
読出値が“００”であるか否かを判定する（ステップＳ６）。
【０３２１】
　ステップＳ６にて読出値が“００”と判定された場合には（ステップＳ６；Ｙｅｓ）、
定常設定時間をセキュリティ時間に設定する（ステップＳ７）。これに対して、読出値が
“００”以外と判定された場合には（ステップＳ６；Ｎｏ）、その読出値に対応して決定
される可変設定時間を、定常設定時間に加算してセキュリティ時間に設定する（ステップ
Ｓ８）。ここで、可変設定時間は、セキュリティ時間のうち、セキュリティチェック処理
が実行されるごとに変化する時間成分であり、セキュリティ時間設定ＫＳＥＳのビット番
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号［４－３］におけるビット値が“０１”（ショートモード）であるか“１０”（ロング
モード）であるかに応じて異なる所定の時間範囲で変化する。例えば、システムリセット
の発生時に、所定のフリーランカウンタにおけるカウント値が遊技制御用マイクロコンピ
ュータ１００に内蔵された可変セキュリティ時間用レジスタに格納される場合には、ステ
ップＳ８の処理において、可変セキュリティ時間用レジスタの格納値をそのまま用いるこ
と、あるいは、その格納値を所定の演算関数（例えばハッシュ関数）に代入して得られた
値を用いることなどにより、可変設定時間がシステムリセット毎に所定の時間範囲でラン
ダムに変化するように決定されればよい。こうして、セキュリティ時間設定ＫＳＥＳのビ
ット番号［４－３］におけるビット値が“００”以外の値である場合には、セキュリティ
チェック処理の実行時間であるセキュリティ時間を、システムリセットの発生等に基づく
セキュリティチェック処理が実行されるごとに所定の時間範囲で変化させることができる
。
【０３２２】
　ここで、セキュリティ時間設定ＫＳＥＳのビット番号［２－０］におけるビット値が“
０００”以外の値であり、なおかつ、セキュリティ時間設定ＫＳＥＳのビット番号［４－
３］におけるビット値が“００”以外の値である場合には、ステップＳ４にて設定される
延長時間と、ステップＳ８にて設定される可変設定時間との双方が、固定時間に加算され
て、セキュリティ時間が決定されることになる。
【０３２３】
　ステップＳ７、Ｓ８の処理のいずれかを実行した後には、ＲＯＭ５０６の所定領域に記
憶されたセキュリティコードを読み出す（ステップＳ９）。ここで、ＲＯＭ５０６の所定
領域には、記憶内容のデータを所定の演算式によって演算した演算結果のセキュリティコ
ードが予め記憶されている。セキュリティコードの生成方法としては、例えばハッシュ関
数を用いてハッシュ値を生成するもの、エラー検出コード（ＣＲＣコード）を用いるもの
、エラー訂正コード（ＥＣＣコード）を用いるもののいずれかといった、予め定められた
生成方法を使用すればよい。また、ＲＯＭ５０６のセキュリティコード記憶領域とは異な
る所定領域には、セキュリティコードを演算により特定するための演算式が、暗号化して
予め記憶されている。
【０３２４】
　ステップＳ９の処理に続いて、暗号化された演算式を復号化して元に戻す（ステップＳ
１０）。その後、ステップＳ１０で復号化した演算式により、ＲＯＭ５０６の所定領域に
おける記憶データを演算してセキュリティコードを特定する（ステップＳ１１）。このと
きセキュリティコードを特定するための演算に用いる記憶データは、例えばＲＯＭ５０６
の記憶データのうち、セキュリティチェックプログラム５０６Ａとは異なるユーザプログ
ラムの全部又は一部に相当するプログラムデータ、あるいは、所定のテーブルデータを構
成する固定データの全部又は一部であればよい。そして、ステップＳ９にて読み出したセ
キュリティコードと、ステップＳ１１にて特定されたセキュリティコードとを比較する（
ステップＳ１２）。このときには、比較結果においてセキュリティコードが一致したか否
かを判定する（ステップＳ１３）。
【０３２５】
　ステップＳ１３にてセキュリティコードが一致しない場合には（ステップＳ１３；Ｎｏ
）、ＲＯＭ５０６に不正な変更が加えられたと判断して、ＣＰＵ５０５の動作を停止状態
（ＨＡＬＴ）へ移行させる。これに対して、ステップＳ１３にてセキュリティコードが一
致した場合には（ステップＳ１３；Ｙｅｓ）、ステップＳ７やステップＳ８の処理で設定
されたセキュリティ時間が経過したか否かを判定する（ステップＳ１４）。そして、セキ
ュリティ時間が経過していなければ（ステップＳ１４；Ｎｏ）、ステップＳ１４の処理を
繰り返し実行して、セキュリティ時間が経過するまで待機する。その一方で、ステップＳ
１４にてセキュリティ時間が経過したと判定された場合には（ステップＳ１４；Ｙｅｓ）
、例えばＣＰＵ５０５に内蔵されたプログラムカウンタの値をＲＯＭ５０６におけるユー
ザプログラムの先頭アドレス（アドレス００００Ｈ）に設定することなどにより、遊技制
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御メイン処理の実行を開始する。このときには、ＲＯＭ５０６に記憶されたユーザプログ
ラムを構成する制御コードの先頭から遊技制御の実行が開始されることにより、遊技制御
用マイクロコンピュータ１００の動作状態がセキュリティモードからユーザモードへと移
行し、遊技制御メイン処理の実行が開始されることになる。
【０３２６】
　図３８は、遊技制御用マイクロコンピュータ１００のＣＰＵ５０５により実行される遊
技制御メイン処理の一例を示すフローチャートである。なお、以下に説明する各処理は、
遊技制御用マイクロコンピュータ１００が備えるＣＰＵ５０５によって実行されるものと
する。また、遊技制御用マイクロコンピュータ１００が備えるＣＴＣ５０８や乱数回路５
０９、シリアル通信回路５１１などで発生した各種の割込み要因に基づく割込み要求は、
ＣＰＵ５０５に所定の割込み処理を実行させるためのものである。そして、ＣＰＵ５０５
やＣＰＵ５０５以外の各種回路を含んだ概念を遊技制御用マイクロコンピュータ１００と
いうこともあるものとする。
【０３２７】
　図３８に示す遊技制御メイン処理を開始すると、ＣＰＵ５０５は、まず、割込禁止に設
定し（ステップＳ２１）、割込モードの設定を行う（ステップＳ２２）。例えば、ステッ
プＳ２２では、遊技制御用マイクロコンピュータ１００の特定レジスタ（Ｉレジスタ）の
値（１バイト）と内蔵デバイスが出力する割込ベクタ（１バイト：最下位ビットは“０”
）とを合成することにより割込アドレスが生成されるマスク可能割込の割込モード［２］
が設定される。マスク可能な割込みが発生したときには、ＣＰＵ５０５が自動的に割込禁
止状態となる設定を行うとともに、プログラムカウンタの内容がスタックにセーブされれ
ばよい。
【０３２８】
　続いて、例えばスタックポインタ指定アドレスの設定など、スタックポインタに関わる
設定を行う（ステップＳ２３）。また、図８（Ｂ）に示すような内蔵レジスタの設定（初
期化）を行う（ステップＳ２４）。一例として、ステップＳ２４の処理では、第１チャネ
ル通信設定レジスタＳＡＦＭや第２チャネル通信設定レジスタＳＢＦＭ等の設定を行うこ
とにより、シリアル通信回路５１１における動作設定が行われればよい。ステップＳ２４
の処理に続いて、ＣＴＣ５０８やＰＩＰ５１０の設定が行われる（ステップＳ２５）。ス
テップＳ２５の処理を実行した後には、例えばＰＩＰ５１０に含まれる所定の入力ポート
における端子状態をチェックすることなどにより、電源断信号がオフ状態となっているか
否かを判定するようにしてもよい。
【０３２９】
　その後、ＲＡＭ５０７をアクセス可能に設定する（ステップＳ２６）。続いて、電源基
板１０に設置されたクリアスイッチ３０４から伝送されるスイッチ信号（クリア信号）の
信号状態などに基づき、クリアスイッチ３０４がオン操作されたかを判定する（ステップ
Ｓ２７）。なお、ステップＳ２７の処理では、クリアスイッチ３０４から伝送されるクリ
ア信号を複数回チェックし、連続してオン状態となったときに、クリアスイッチ３０４が
オン操作されたと判定してもよい。例えば、クリア信号の状態がオフ状態であることを１
回確認したら、所定時間（例えば０．１秒）が経過した後に、クリア信号の状態をもう１
回確認する。このとき、クリア信号がオフ状態であれば、クリア信号がオフ状態である旨
の判定を行うようにする。他方、このときにクリア信号の状態がオン状態であれば、所定
時間が経過した後に、クリア信号の状態を再び確認するようにしてもよい。なお、クリア
信号の状態を再確認する回数は１回であってもよいし、複数回であってもよい。また、２
回チェックして、チェック結果が一致していなかったときに、もう一度確認するようにし
てもよい。
【０３３０】
　ステップＳ２７にてクリアスイッチ３０４がオフであるときには（ステップＳ２７；Ｎ
ｏ）、遊技制御フラグ設定部５９２などに設けられたバックアップフラグがオンとなって
いるか否かを判定する（ステップＳ２８）。バックアップフラグの状態は、遊技制御用マ
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イクロコンピュータ１００への電力供給が停止するときに、遊技制御フラグ設定部５９２
などに設定される。そして、このバックアップフラグの設定箇所がバックアップ電源によ
ってバックアップされることで、電力供給が停止した場合でも、バックアップフラグの状
態は保存されることになる。ステップＳ２８では、例えばバックアップフラグの値として
「５５Ｈ」が遊技制御フラグ設定部５９２に設定されていれば、バックアップあり（オン
状態）であると判断される。これに対して、「５５Ｈ」以外の値が設定されていればバッ
クアップなし（オフ状態）であると判断される。
【０３３１】
　ステップＳ２８にてバックアップフラグがオンであるときには（ステップＳ２８；Ｙｅ
ｓ）、ＲＡＭ５０７のデータチェックを行い、チェック結果が正常であるか否かを判定す
る（ステップＳ２９）。ステップＳ２９の処理では、例えばＲＡＭ５０７の特定領域にお
ける記憶データを用いてチェックサムを算出し、算出されたチェックサムとメインチェッ
クサムバッファに記憶されているチェックサムとを比較する。ここで、メインチェックサ
ムバッファには、前回の電力供給停止時に、同様の処理によって算出されたチェックサム
が記憶されている。そして、比較結果が不一致であれば、ＲＡＭ５０７の特定領域におけ
るデータが電力供給停止時のデータとは異なっていることから、チェック結果が正常でな
いと判断される。
【０３３２】
　ステップＳ２９におけるチェック結果が正常であるときには（ステップＳ２９；Ｙｅｓ
）、例えば遊技制御用マイクロコンピュータ１００の内部状態といった主基板１１におけ
る制御状態や、サブ側の制御基板（例えば演出制御基板１２など）の制御状態などを電力
供給が停止されたときの状態に戻すための復旧時における設定を行い、電断前の遊技状態
を復旧させる（ステップＳ３０）。具体的な一例として、ステップＳ３０の処理では、Ｒ
ＯＭ５０６に格納されているバックアップ時設定テーブルの先頭アドレスをポインタに設
定し、バックアップ時設定テーブルの内容を順次に、ＲＡＭ５０７内のワークエリアに設
定する。ここで、ＲＡＭ５０７のワークエリアはバックアップ電源によってバックアップ
されており、バックアップ時設定テーブルには、作業領域のうちで初期化してもよい領域
についての初期化データが設定されていてもよい。
【０３３３】
　ステップＳ２７にてクリアスイッチ３０４がオンであるときや（ステップＳ２７；Ｙｅ
ｓ）、ステップＳ２８にてバックアップフラグがオフであるとき（ステップＳ２８；Ｎｏ
）、あるいは、ステップＳ２９にてチェック結果が正常ではないときには（ステップＳ２
９；Ｎｏ）、停電復旧時でない電源投入時やシステムリセット時に対応した初期化処理を
実行する。この初期化処理では、ＲＡＭ５０７のクリア（初期化）を行い（ステップＳ３
１）、作業領域となるワークエリアを設定する（ステップＳ３２）。なお、ステップＳ３
１の処理では、所定のデータ（例えば遊技制御カウンタ設定部５９４に設けられたランダ
ムカウンタにおける格納データなど）が任意の値あるいは予め定められている初期値など
に設定されてもよい。また、ＲＡＭ５０７の全領域を初期化してもよいし、一部の領域を
初期化する一方で所定のデータはそのままにしてもよい。ステップＳ３１の処理が実行さ
れるときには、乱数回路５０９の動作状態も初期化してもよい。ステップＳ３２の処理に
より、遊技制御フラグ設定部５９２、遊技制御タイマ設定部５９３、遊技制御カウンタ設
定部５９４、遊技制御バッファ設定部５９５などに初期値が設定されればよい。このとき
には、演出制御基板１２等といったサブ側の各制御基板を初期化するための制御コマンド
（初期化指定コマンド）を送信してもよい。例えば、演出制御基板１２では、初期化指定
コマンドの受信に応答して、画像表示装置５の表示領域においてパチンコ遊技機１におけ
る制御が初期化されたことを報知するための画像を表示させるなどの初期化報知が実行さ
れればよい。
【０３３４】
　ステップＳ３０にて電断前の遊技状態を復旧した後や、ステップＳ３２の処理を実行し
た後には、ＲＯＭ５０６のプログラム管理エリアにおける記憶データに基づき、遊技制御
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用マイクロコンピュータ１００に内蔵された各種回路の動作設定を行う（ステップＳ３３
）。一例として、ステップＳ３３の処理内では、プログラム管理エリアに記憶されている
第１乱数初期設定ＫＲＳ１や第２乱数初期設定ＫＲＳ２を読み出して、図３９のフローチ
ャートに示すような乱数回路設定処理が実行される。なお、ステップＳ３３の処理は、ス
テップＳ２４の処理やステップＳ２５の処理が実行されるときに、実行されるようにして
もよい。
【０３３５】
　図３９に示す乱数回路設定処理において、ＣＰＵ５０５は、まず、第１乱数初期設定Ｋ
ＲＳ１のビット番号［３］におけるビット値に基づき、乱数回路５０９を使用するための
設定を行う（ステップＳ５１）。この実施の形態では、第１乱数初期設定ＫＲＳ１のビッ
ト番号［３］におけるビット値が予め“１”とされており、このビット値に対応して乱数
回路５０９を使用する設定が行われる。続いて、第１乱数初期設定ＫＲＳ１のビット番号
［２］におけるビット値に基づき、乱数回路５０９における乱数更新クロックＲＧＫの設
定を行う（ステップＳ５２）。例えば、第１乱数初期設定ＫＲＳ１のビット番号［２］に
おけるビット値が予め“１”とされていることに対応して、乱数用クロック生成回路１１
２で生成された乱数用クロックＲＣＬＫを２分周して乱数更新クロックＲＧＫとする設定
が行われる。
【０３３６】
　ステップＳ５２での設定を行った後には、第１乱数初期設定ＫＲＳ１のビット番号［１
－０］におけるビット値に基づき、乱数回路５０９における乱数更新規則の設定を行う（
ステップＳ５３）。例えば、第１乱数初期設定ＫＲＳ１のビット番号［１－０］における
ビット値が予め“００”とされている場合には、乱数列ＲＳＮにおける乱数値となる数値
データの更新順を指定する乱数更新規則を２周目以降も変更しない設定がなされる。また
、第１乱数初期設定ＫＲＳ１のビット番号［１－０］におけるビット値が予め“０１”と
されている場合には、乱数列ＲＳＮにおける乱数更新規則を２周目以降はソフトウェアで
変更する設定がなされる。さらに、第１乱数初期設定ＫＲＳ１のビット番号［１－０］に
おけるビット値が予め“１０”とされている場合には、乱数列ＲＳＮにおける乱数更新規
則を２周目以降は自動で変更する設定がなされる。
【０３３７】
　続いて、第２乱数初期設定ＫＲＳ２のビット番号［１］におけるビット値に基づき、乱
数値となる数値データにおける起動時スタート値を決定する（ステップＳ５４）。例えば
、第２乱数初期設定ＫＲＳ２のビット番号［１］におけるビット値が予め“０”とされて
いる場合には、乱数のスタート値をデフォルト値「００００Ｈ」とする設定がなされる。
また、第２乱数初期設定ＫＲＳ２のビット番号［１］におけるビット値が予め“１”とさ
れている場合には、乱数のスタート値をＩＤナンバーに基づく値とする設定がなされる。
【０３３８】
　さらに、第２乱数初期設定ＫＲＳ２のビット番号［０］におけるビット値に基づき、乱
数値となる数値データのスタート値をシステムリセット毎に変更するか否かの設定を行う
（ステップＳ５５）。例えば、第２乱数初期設定ＫＲＳ２のビット番号［０］におけるビ
ット値が予め“０”とされている場合には、パチンコ遊技機１の電源初期投入時（バック
アップ無効後の起動）における起動であるか、システムリセットによる再起動であるかに
関わりなく、ステップＳ５４にて設定した起動時スタート値をそのまま用いて、乱数回路
５０９におけるスタート値とすればよい。また、第２乱数初期設定ＫＲＳ２のビット番号
［０］におけるビット値が予め“１”とされている場合には、乱数のスタート値をシステ
ムリセット毎に変更する設定がなされる。例えば、システムリセットの発生時といった所
定タイミングにて、例えばフリーランカウンタ５５４Ａといった所定のフリーランカウン
タにおけるカウント値が遊技制御用マイクロコンピュータ１００に内蔵された乱数スター
ト値用レジスタに格納される場合には、ステップＳ５５の処理において、乱数スタート値
用レジスタの格納値をそのまま用いること、あるいは、その格納値を所定の演算関数（例
えばハッシュ関数）に代入して得られた値を用いることなどにより、乱数のスタート値が
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システムリセット毎に所定の数値範囲（例えば乱数生成回路５５３にて生成されるカウン
ト値順列ＲＣＮに含まれる数値データの全部又は一部を含む範囲）でランダムに変化する
ように決定されればよい。
【０３３９】
　ステップＳ５５の処理を実行した後には、例えば乱数値レジスタＲ１Ｄや乱数値レジス
タＲ２Ｄに格納されている数値データを読み出すことなどにより、乱数ラッチフラグレジ
スタＲＤＦＭのビット番号［１］やビット番号［０］に格納される乱数ラッチフラグデー
タＲＤＦＭ１や乱数ラッチフラグデータＲＤＦＭ０のビット値を“０”として、各乱数ラ
ッチフラグをオフ状態にクリアする（ステップＳ５６）。一例として、乱数ラッチフラグ
データＲＤＦＭ１と乱数ラッチフラグデータＲＤＦＭ０について、それぞれの値が“１”
であるか“０”であるかを判定し、その値が“１”であれば、対応する乱数値レジスタの
読み出しを行うことにより、乱数ラッチフラグをオフ状態とすればよい。あるいは、乱数
ラッチフラグデータＲＤＦＭ１や乱数ラッチフラグデータＲＤＦＭ０の値にかかわらず、
乱数値レジスタＲ１Ｄと乱数値レジスタＲ２Ｄの読み出しを行うことにより、各乱数ラッ
チフラグをオフ状態としてもよい。なお、ステップＳ５６の処理により乱数値レジスタＲ
１Ｄや乱数値レジスタＲ２Ｄから読み出された数値データは、特図表示結果を「大当り」
として大当り遊技状態に制御するか否かの判定処理などには使用せず、そのまま破棄（消
去）すればよい。こうしたステップＳ５６の処理による設定が完了すると、乱数回路５０
９では乱数値の生成動作が開始されればよい。
【０３４０】
　なお、乱数回路設定処理による設定の一部又は全部は、ＣＰＵ５０５の処理が介在する
ことなく、乱数回路５０９がプログラム管理エリアの記憶データに基づき自律的に行うよ
うにしてもよい。この場合、乱数回路５０９は、遊技制御用マイクロコンピュータ１００
がセキュリティモードとなっているときには初期設定を行わず、乱数値の生成動作が行わ
れないようにしてもよい。そして、遊技制御用マイクロコンピュータ１００にてＣＰＵ５
０５がＲＯＭ５０６に記憶されたユーザプログラムを読み出して遊技制御メイン処理の実
行が開始されたときに、例えばＣＰＵ５０５から乱数回路５０９に対して初期設定を指示
する制御信号が伝送されたことなどに応答して、乱数回路５０９が初期設定を行ってから
乱数値の生成動作を開始するようにしてもよい。あるいは、特に乱数回路５０９が遊技制
御用マイクロコンピュータ１００に外付けされる場合などには、遊技制御用マイクロコン
ピュータ１００がセキュリティモードとなっているときでも、乱数回路５０９がＣＰＵ５
０５における処理とは独立して、プログラム管理エリアの記憶データに基づく初期設定を
行ってから、乱数値の生成動作を開始するようにしてもよい。また、図３８に示すステッ
プＳ３３の処理には、プログラム管理エリアに記憶されている割込み初期設定ＫＩＩＳを
読み出して、リセット／割込みコントローラ５０４におけるマスカブル割込み要因の優先
制御に関する設定を行う処理などが含まれてもよい。マスカブル割込み要因の優先順位を
設定する際には、割込み初期設定ＫＩＩＳのビット番号［３－０］におけるビット値に対
応して、最優先割込みの設定が行われる。例えば、割込み初期設定ＫＩＩＳのビット番号
［３－０］のビット値を予め「０４Ｈ」及び「０５Ｈ」のいずれかとしておくことにより
、シリアル通信回路５１１で発生した割込み要因による割込み処理を最優先で実行するこ
とができる。こうして、割込み初期設定ＫＩＩＳのビット番号［３－０］におけるビット
値に応じたマスカブル割込み要因の優先制御を行うことにより、割込み処理の優先順位を
任意に設定可能とし、設計の自由度を増大させることができる。
【０３４１】
　ステップＳ３３での設定を行った後には、乱数回路５０９における動作異常の有無を検
査するための乱数回路異常検査処理を実行する（ステップＳ３４）。図４０は、ステップ
Ｓ３４にて実行される乱数回路異常検査処理の一例を示すフローチャートである。
【０３４２】
　図４０に示す乱数回路異常検査処理において、ＣＰＵ５０５は、まず、例えば遊技制御
カウンタ設定部５９４などに設けられた乱数用クロック異常判定カウンタをクリアして、
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そのカウント値である乱数用クロック異常判定カウント値を「０」に初期化する（ステッ
プＳ６１）。続いて、内部情報レジスタＣＩＦのビット番号［４］に格納されている内部
情報データＣＩＦ４を読み出す（ステップＳ６２）。そして、ステップＳ６２での読出値
が“１”であるか否かを判定する（ステップＳ６３）。乱数回路５０９が備える周波数監
視回路５５１では、乱数用外部クロック端子ＥＲＣにおける乱数用クロックＲＣＬＫの入
力状態を、内部システムクロックＳＣＬＫと比較する。そして、乱数用クロックＲＣＬＫ
の入力状態に、図１１（Ｂ）で示したような設定内容に応じた周波数異常が検出されたと
きには、内部情報データＣＩＦ４としてビット値“１”が書き込まれる。
【０３４３】
　そこで、ステップＳ６３にて読出値が“１”と判定された場合には（ステップＳ６３；
Ｙｅｓ）、乱数用クロック異常判定カウント値を１加算するように更新する（ステップＳ
６４）。このときには、ステップＳ６４での更新後におけるカウント値が所定のクロック
異常判定値に達したか否かを判定する（ステップＳ６５）。ここで、クロック異常判定値
は、周波数監視回路５５１により乱数用クロックＲＣＬＫの周波数異常が連続して検知さ
れた場合にクロック異常と判定するために予め定められた数値であればよい。ステップＳ
６５にてクロック異常判定値に達していなければ、ステップＳ６２の処理に戻り、再び内
部情報データＣＩＦ４のビット値に基づく判定を行う。
【０３４４】
　ステップＳ６５にてクロック異常判定値に達した場合には（ステップＳ６５；Ｙｅｓ）
、所定の乱数用クロックエラー時処理を実行してから（ステップＳ６６）、乱数回路異常
検査処理を終了する。なお、乱数用クロックエラー時処理では、例えば演出制御基板１２
に対して所定の演出制御コマンドを送信するための設定を行って、演出装置により乱数用
クロックＲＣＬＫの周波数異常が検知されたことを報知させるとともに、所定のエラー解
除手順（例えばシステムリセットやエラー解除スイッチの操作など）がとられるまでは、
以後の処理には進まないようにしてもよく、あるいは、乱数用クロックエラー時処理の終
了とともに乱数回路異常検査処理を終了して、以後は乱数用クロックエラー時処理を実行
しない通常時とほぼ同様の遊技制御などが実行されるようにしてもよい。ここで、ステッ
プＳ６６にて乱数用クロックエラー時処理を実行した後に遊技制御などが実行される場合
には、乱数用クロックエラー時処理の実行に対応したエラーの発生状態を記憶しておき、
例えば後述する図４５に示すステップＳ１９５の処理に基づき乱数用クロックＲＣＬＫの
周波数異常を通知する演出制御コマンドを送信するようにしてもよい。また、乱数用クロ
ックエラー時処理を実行することなく、ＣＰＵ５０５の動作を停止状態（ＨＡＬＴ）へ移
行させてもよい。
【０３４５】
　ステップＳ６３にて読出値が“０”と判定された場合には（ステップＳ６３；Ｎｏ）、
例えば遊技制御カウンタ設定部５９４などに設けられた乱数値異常判定カウンタをクリア
して、そのカウント値である乱数値異常判定カウント値を「０」に初期化する（ステップ
Ｓ６７）。なお、ステップＳ６３の処理では、ステップＳ６２にて読み出した内部情報デ
ータＣＩＦ４のビット値が複数回（例えば２回など）連続して“０”となったときに、読
出値が“０”であると判定してもよい。
【０３４６】
　ステップＳ６７の処理に続いて、乱数値における異常の有無をチェックするために用い
るチェック値を、初期値「００００Ｈ」に設定する（ステップＳ６８）。そして、乱数回
路５０９が備える乱数値レジスタＲ１Ｄとなる乱数値レジスタ５５９Ａや乱数値レジスタ
Ｒ２Ｄとなる乱数値レジスタ５５９Ｂから、格納されている乱数値となる数値データを読
み出す（ステップＳ６９）。例えば、ステップＳ６９の処理では、乱数ラッチ選択レジス
タＲＤＬＳのビット番号［１］やビット番号［０］に格納される乱数ラッチ選択データＲ
ＤＬＳ１や乱数ラッチ選択データＲＤＬＳ０のビット値を“０”として、ソフトウェアに
よる乱数値の取り込みを指定する。続いて、乱数値取込指定レジスタＲＤＬＴのビット番
号［１］やビット番号［０］に格納される乱数値取込指定データＲＤＬＴ１や乱数値取込
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指定データＲＤＬＴ０のビット値を“１”として、乱数値レジスタＲ２Ｄや乱数値レジス
タＲ１Ｄへの取り込みを指定する。なお、乱数値取込指定レジスタＲＤＬＴのビット番号
［１］やビット番号［０］におけるビット値を“１”とすることは、ＣＰＵ５０５から乱
数回路５０９に対して数値データの取り込み（ラッチ）を指示するラッチ信号を出力する
ことに相当する。その後、乱数値レジスタＲ２Ｄに供給するレジスタリード信号ＲＲＳ２
をオン状態とすることや、乱数値レジスタＲ１Ｄに供給するレジスタリード信号ＲＲＳ１
をオン状態とすることにより、格納されている乱数値となる数値データを読み出すように
すればよい。なお、乱数値レジスタＲ２Ｄと乱数値レジスタＲ１Ｄのそれぞれに格納され
た数値データを、同時に読み出して乱数値における異常の有無をチェックしてもよいし、
一方のレジスタについて異常の有無をチェックしてから、他方のレジスタについて異常の
有無をチェックするようにしてもよい。
【０３４７】
　ステップＳ６９にて数値データを読み出した後には、その読出値を乱数検査基準値に設
定する（ステップＳ７０）。続けて、さらに乱数値レジスタ５５９Ａや乱数値レジスタ５
５９Ｂから乱数値となる数値データを読み出す（ステップＳ７１）。なお、ステップＳ７
１での読出動作は、ステップＳ６９での読出動作と同様の手順で行われればよい。また、
ステップＳ６９での読出動作と、ステップＳ７１での読出動作との間には、乱数回路５０
９で生成される乱数列ＲＳＮにおける数値データが変化するために十分な遅延時間を設け
るとよい。ステップＳ７１にて数値データを読み出した後には、乱数検査基準値と、ステ
ップＳ７１での読出値との排他的論理和演算を実行する（ステップＳ７２）。また、ステ
ップＳ７２での演算結果と、チェック値との論理和演算を実行し、演算結果を新たなチェ
ック値とするように更新させる（ステップＳ７３）。例えば、チェック値はＲＡＭ５０７
の所定領域に記憶しておき、ステップＳ７３の処理が実行される毎に、その処理で得られ
た演算結果を新たなチェック値として保存すればよい。これにより、乱数値レジスタ５５
９Ａや乱数値レジスタ５５９Ｂから読み出した数値データにおける全ビットの変化が記録
され、複数回の読出中に少なくとも１回は値が変化したビットであれば、チェック値にお
いて対応するビット値が“１”となる。
【０３４８】
　そこで、チェック値が「ＦＦＦＦＨ」となったか否かを判定し（ステップＳ７４）、な
っていれば（ステップＳ７４；Ｙｅｓ）、全ビットについてビット値の変化が認められる
ことから、乱数値が正常に更新されていると判断して、乱数回路異常検査処理を終了する
。なお、乱数値が正常に更新されていることを確認できた場合には、乱数ラッチ選択レジ
スタＲＤＬＳのビット番号［１］やビット番号［０］に格納される乱数ラッチ選択データ
ＲＤＬＳ１や乱数ラッチ選択データＲＤＬＳ０のビット値を“１”として、入力ポートＰ
１への信号入力に応じた乱数値レジスタＲ２Ｄへの乱数値取込や、入力ポートＰ０への信
号入力に応じた乱数値レジスタＲ１Ｄへの乱数値取込を、指示するようにしてもよい。こ
の実施の形態では、入力ポートＰ０に第１始動口スイッチ２２Ａからの第１始動入賞信号
ＳＳ１を伝送する配線が接続され、入力ポートＰ１に第２始動口スイッチ２２Ｂからの第
２始動入賞信号ＳＳ２を伝送する配線が接続される。これにより、第１始動入賞信号ＳＳ
１がオン状態となったときに乱数値レジスタＲ１Ｄへの乱数値取込を行う一方、第２始動
入賞信号ＳＳ２がオン状態となったときに乱数値レジスタＲ２Ｄへの乱数値取込を行うこ
とができる。
【０３４９】
　ステップＳ７４にてチェック値が「ＦＦＦＦＨ」以外と判定された場合には（ステップ
Ｓ７４；Ｎｏ）、乱数値異常判定カウント値を１加算するように更新する（ステップＳ７
５）。このときには、ステップＳ７５での更新後におけるカウント値が所定の乱数値異常
判定値に達したか否かを判定する（ステップＳ７６）。ここで、乱数値異常判定値は、乱
数回路５０９が正常動作していれば、乱数値レジスタ５５９Ａや乱数値レジスタ５５９Ｂ
から読み出される数値データの全ビットが少なくとも１回は変化するのに十分な判定回数
となるように、予め定められた数値であればよい。ステップＳ７６にて乱数値異常判定値
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に達していなければ、ステップＳ７１の処理に戻り、再び乱数回路５０９から乱数値とな
る数値データを読み出して異常の有無をチェックするための判定などを行う。
【０３５０】
　ステップＳ７６にて乱数値異常判定値に達した場合には（ステップＳ７６；Ｙｅｓ）、
所定の乱数値エラー時処理を実行してから（ステップＳ７７）、乱数回路異常検査処理を
終了する。なお、乱数値エラー時処理では、例えば演出制御基板１２に対して所定の演出
制御コマンドを送信するための設定を行って、演出装置により乱数値の異常が検知された
ことを報知させるとともに、所定のエラー解除手順（例えばシステムリセットやエラー解
除スイッチの操作など）がとられるまでは、以後の処理には進まないようにしてもよく、
あるいは、乱数値エラー時処理の終了とともに乱数回路異常検査処理を終了して、以後は
乱数値エラー時処理を実行しない通常時とほぼ同様の遊技制御などが実行されるようにし
てもよい。ここで、ステップＳ７７にて乱数値エラー時処理を実行した後に遊技制御など
が実行される場合には、乱数値エラー時処理の実行に対応したエラーの発生状態を記憶し
ておき、例えば後述する図４３に示すステップＳ２４０の処理に基づき客待ちデモ指定コ
マンドを送信するときなどに、そのエラーの発生状態を通知する客待ちデモ指定コマンド
を送信するようにしてもよい。また、乱数値エラー時処理を実行することなく、ＣＰＵ５
０５の動作を停止状態（ＨＡＬＴ）へ移行させてもよい。
【０３５１】
　このように、乱数回路異常検査処理では、例えばステップＳ７１の処理を繰り返し実行
することなどにより、乱数回路５０９の乱数値レジスタＲ１Ｄ（５５９Ａ）や乱数値レジ
スタＲ２Ｄ（５５９Ｂ）に格納された数値データを複数回読み出す。そして、ステップＳ
７２～ステップＳ７４の処理を実行することなどにより読み出した数値データの全ビット
を監視して、変化しないビットデータの有無に基づき、ステップＳ７６にて乱数回路５０
９の動作状態に異常が発生したか否かを判定する。これにより、乱数回路５０９の動作状
態に異常が発生していることを確実かつ容易に検知して、不正行為を防止することができ
る。
【０３５２】
　なお、ステップＳ３４の乱数回路異常検査処理は、ＣＰＵ５０５が実行するものに限定
されず、ＣＰＵ５０５以外の遊技制御用マイクロコンピュータ１００における内蔵回路に
より乱数回路異常検査処理が実行されてもよい。一例として、乱数回路５０９が乱数回路
異常検査処理を実行する機能を有し、乱数用クロックＲＣＬＫの周波数異常が検知された
ときや、乱数値の異常が検知されたときに、エラーの発生をＣＰＵ５０５に通知するよう
にしてもよい。また、乱数回路異常検査処理は、ステップＳ３４のみにて実行されるもの
に限定されず、例えば遊技制御用マイクロコンピュータ１００にてタイマ割込みが発生す
る毎に、後述する遊技制御用タイマ割込み処理（図４１参照）にて乱数回路異常検査処理
の一部又は全部が実行されるようにしてもよい。すなわち、ステップＳ３４の乱数回路異
常検査処理は、図３８に示すステップＳ３５の処理を実行した後に、実行される処理とし
てもよい。一例として、遊技制御用タイマ割込み処理にて乱数回路異常検査処理が実行さ
れる場合には、例えば図４０に示すステップＳ６１～ステップＳ６６の処理を実行する一
方で、ステップＳ６７～ステップＳ７７の処理は実行されないようにしてもよい。ステッ
プＳ６７～ステップＳ７７の処理は、例えばステップＳ６９の処理を繰り返し実行して乱
数回路５０９から数値データを繰り返し読み出すためなどに、長い処理時間を要すること
があり、遊技制御用タイマ割込み処理において処理落ちが発生するおそれがある。そこで
、この場合にはステップＳ６１～ステップＳ６６の処理のみを実行することで、遊技制御
用タイマ割込み処理における処理量を軽減し、処理落ちの発生を防止することができる。
【０３５３】
　図３８に示すステップＳ３４にて以上のような乱数回路異常検査処理を実行した後には
、割込み許可状態に設定して（ステップＳ３５）、各種割込み要求の発生を待機する。ス
テップＳ３５の処理を実行した後には、例えばステップＳ２５におけるＣＴＣ５０８の設
定に基づき、２ｍｓ（ミリ秒）ごとに遊技制御用のタイマ割込みが発生するようになれば
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よい。ステップＳ３５の処理を実行した後には、遊技用乱数更新処理が繰り返し実行され
る（ステップＳ３６）。
【０３５４】
　なお、ステップＳ３５の処理を実行するより前に、主基板１１に設置された遊技開始ス
イッチ３１から伝送されるスイッチ信号の信号状態などに基づき、遊技開始スイッチ３１
がオン操作されたか否かを判定するようにしてもよい。この場合には、遊技開始スイッチ
３５から伝送されるスイッチ信号を複数回チェックし、連続してオン状態となったときに
、遊技開始スイッチ３１がオン操作されたと判定してもよい。また、遊技開始スイッチ３
１のオン操作をチェックする処理は、例えばステップＳ３１及びステップＳ３２の処理が
実行された場合のように、復旧のない初期状態からのスタート時（コールドスタート時）
に限り実行し、例えばステップＳ３０の処理が実行された場合のように、電断前の遊技状
態に復旧させるスタート時（ホットスタート時）には遊技開始スイッチ３１の操作に関わ
りなく、例えば遊技制御用タイマ割込み処理といった、遊技の進行を制御する処理に進め
るようにしてもよい。ここで、遊技制御用マイクロコンピュータ１００が備えるＲＡＭ５
０７にて遊技制御カウンタ設定部５９４に設けられたランダムカウンタとなる領域がバッ
クアップ電源によりバックアップされている場合には、ホットスタート時であれば電断前
のランダムカウンタにおける格納データを用いて乱数値となる数値データの更新を開始す
るので、パチンコ遊技機１の動作開始タイミングからランダムカウンタに格納された乱数
値を特定することは困難になる。これに対して、コールドスタート時には、例えばステッ
プＳ３１の処理でランダムカウンタがクリア（初期化）されてしまうことなどにより、一
定の初期値（例えば「０」など）から乱数値の更新が開始され、パチンコ遊技機１の動作
開始タイミングからランダムカウンタに格納された乱数値が特定されてしまう可能性があ
る。
【０３５５】
　そこで、コールドスタート時には遊技開始スイッチ３１がオン操作されるまで待機させ
、パチンコ遊技機１の動作開始タイミングからランダムカウンタに格納された乱数値が特
定されることを困難にする。これにより、特に大当り判定用の乱数値（例えば特図表示結
果判定用の乱数値ＭＲ１）をソフトウェアのみで更新するような場合に、いわゆる「ぶら
下げ基板」を接続してパチンコ遊技機１の動作開始タイミングから所定時間が経過したタ
イミングで不正信号が入力されても、不正な大当り遊技状態の発生を防止できる。また、
遊技開始スイッチ３１がオン操作されていないと判定したときには、遊技用乱数更新処理
を実行して、ランダムカウンタに格納された乱数値をソフトウェアにより更新するように
してもよい。これにより、遊技開始スイッチ３１のオン操作がなされたタイミングからの
経過時間に加えて、パチンコ遊技機１の動作開始タイミングから遊技開始スイッチ３１の
オン操作がなされるまでの経過時間も特定できなければ、たとえコールドスタート時でも
ランダムカウンタに格納された乱数値を特定することは困難になり、狙い撃ちや不正信号
の入力などにより不正に大当り遊技状態を発生させるなどの行為を、確実に防止すること
ができる。
【０３５６】
　こうしてステップＳ３５の処理が実行されることにより割込み許可状態となった後、例
えばＣＴＣ５０８や乱数回路５０９、シリアル通信回路５１１の一部又は全部などにて同
時に複数のマスカブル割込み要因が生じたときには、割込み初期設定ＫＩＩＳのビット番
号［３－０］におけるビット値による指定に基づき、リセット／割込みコントローラ５０
４によって優先順位の高い割込み要因が受け付けられる。リセット／割込みコントローラ
５０４が割込み要因を受け付けたときには、例えばＣＰＵ５０５が備えるＩクラス割込み
（ＩＲＱ）端子などに対して、オン状態の割込み要求信号を出力する。ＣＰＵ５０５にて
ＩＲＱ端子にオン状態の割込み要求信号が入力されたときには、例えば内部レジスタの格
納データを確認した結果などに基づき、発生した割込み要因を特定し、特定された割込み
要因に対応するベクタアドレスを先頭アドレスとするプログラムを実行することにより、
各割込み要因に基づく割込み処理を開始することができる。
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【０３５７】
　シリアル通信回路５１１が備える第１チャネル送受信回路による通信データの受信中に
、オーバーランエラー、ブレークコードエラー、フレーミングエラー、パリティエラーと
いう、４種類のエラーのいずれかが発生した場合には、第１チャネル受信割込みが発生す
る。このときには、ＣＰＵ５０５が所定のシリアル通信エラー割込み処理を実行してもよ
い。このシリアル通信エラー割込み処理では、例えば所定の第１チャネル通信設定レジス
タにおける所定のビット番号と、第２チャネル通信設定レジスタにおける所定のビット番
号とに対応したビット値を、いずれも“０”に設定することなどにより、シリアル通信回
路５１１における送信機能と受信機能をいずれも使用しないように設定すればよい。ここ
で、第１チャネル通信設定レジスタや第２チャネル通信設定レジスタは、遊技制御用マイ
クロコンピュータ１００の内蔵レジスタに含まれるものであればよい。また、第１チャネ
ル送受信回路による通信データの受信中にエラーが発生したときには、払出モータ５１を
含む払出装置による遊技球の払出を禁止する制御を行うようにしてもよい。これにより、
通信データの受信エラーといった異常が発生したときに、賞球となる遊技球の過剰な払出
を防止することができる。
【０３５８】
　遊技制御用マイクロコンピュータ１００では、例えばリセット／割込みコントローラ５
０４がＣＴＣ５０８からの割込み要求を受け付けたことなどに基づき、ＣＰＵ５０５が図
４１のフローチャートに示す遊技制御用タイマ割込み処理を実行する。図４１に示す遊技
制御用タイマ割込み処理において、ＣＰＵ５０５は、まず、割込み禁止状態としてから、
所定の電源断処理を実行する（ステップＳ９１）。また、所定のスイッチ処理を実行する
ことにより、スイッチ回路１１４を介して遊技球検出用の各スイッチ２１、２２Ａ、２２
Ｂ、２３などから入力される検出信号（入賞検出信号）の状態を判定する（ステップＳ９
２）。
【０３５９】
　ステップＳ９２におけるスイッチ処理に続いて、所定のメイン側エラー処理を実行する
ことにより、パチンコ遊技機１の異常診断を行い、その診断結果に応じて必要ならば警告
を発生可能とする（ステップＳ９３）。例えば、メイン側エラー処理では、賞球過多や賞
球不足、その他の動作エラーが発生した場合に対応して、異常動作の発生を報知するため
の設定などが行われてもよい。この後、所定の情報出力処理を実行することにより、例え
ばパチンコ遊技機１の外部に設置されたホール管理用コンピュータに供給される大当り情
報、始動情報、確率変動情報などのデータを出力する（ステップＳ９４）。
【０３６０】
　情報出力処理に続いて、遊技用乱数更新処理を実行する（ステップＳ９５）。この後、
ＣＰＵ５０５は、特別図柄プロセス処理を実行する（ステップＳ９６）。特別図柄プロセ
ス処理では、遊技制御フラグ設定部５９２に設けられた特図プロセスフラグの値をパチン
コ遊技機１における遊技の進行状況に応じて更新し、第１特別図柄表示装置４Ａや第２特
別図柄表示装置４Ｂにおける表示動作の制御や特別可変入賞球装置７における大入賞口の
開閉動作設定などを所定の手順で行うために、各種の処理が選択されて実行される。
【０３６１】
　特別図柄プロセス処理に続いて、普通図柄プロセス処理が実行される（ステップＳ９７
）。ＣＰＵ５０５は、普通図柄プロセス処理を実行することにより、普通図柄表示器２０
における表示動作（例えばセグメントＬＥＤの点灯、消灯など）を制御して、普通図柄の
可変表示や普通可変入賞球装置６Ｂにおける可動翼片の傾動動作設定などを可能にする。
普通図柄プロセス処理を実行した後、ＣＰＵ５０５は、例えばステップＳ９２におけるス
イッチ処理の実行結果などに基づき、入賞検出信号の入力に応じて賞球個数の設定などを
行う賞球処理を実行する（ステップＳ９８）。賞球処理に続いて、メイン側通信制御処理
を実行することにより、主基板１１から演出制御基板１２や払出制御基板１５などのサブ
側の制御基板に向けて制御コマンドを送信したり、払出制御基板１５から伝送された制御
コマンドを受信したりするための通信制御を行う（ステップＳ９９）。
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【０３６２】
　一例として、メイン側通信制御処理では、遊技制御バッファ設定部５９５に設けられた
送信コマンドバッファに含まれる払出用送信コマンドバッファの記憶データによって指定
されたコマンド送信テーブルにおける設定に対応して、シリアル通信回路５１１が備える
第１チャネル送受信回路に送信動作の指示を送ることなどにより、払出制御コマンドの伝
送を可能にする。また、遊技制御バッファ設定部５９５などに設けられた払出用受信コマ
ンドバッファの記憶内容を確認して受信コマンドが格納されているか否かを判定し、格納
されているときには、その受信コマンドを読み出す。なお、払出用受信コマンドバッファ
に対する受信コマンドの格納は、シリアル通信回路５１１にて第１チャネル送受信回路に
より払出通知コマンドとなる通信データを受信したことに応じて発生する第１チャネル受
信割込みに基づいて実行される割込み処理により、行われるようにすればよい。他の一例
として、メイン側通信制御処理では、送信コマンドバッファに含まれる演出用送信コマン
ドバッファの記憶データによって指定されたコマンド送信テーブルにおける設定に対応し
て、シリアル通信回路５１１が備える第２チャネル送信回路に送信動作の指示を送ること
などにより、演出制御コマンドの伝送を可能にする。こうしたメイン側通信制御処理を実
行した後には、割込み許可状態としてから、遊技制御用タイマ割込み処理を終了する。
【０３６３】
　図３８のステップＳ３６や図４１のステップＳ９５にて実行される遊技用乱数更新処理
では、例えば遊技制御カウンタ設定部５９４が備えるランダムカウンタの所定領域におけ
る記憶データを更新することなどにより、大当り種別決定用の乱数値ＭＲ２を１加算すれ
ばよい。これにより、大当り種別決定用の乱数値ＭＲ２について、遊技用乱数更新処理が
実行される毎に１ずつ加算するように更新する。また、遊技用乱数更新処理では、遊技用
乱数となる乱数値ＭＲ１～ＭＲ５を示す数値データのうち、乱数値ＭＲ３～ＭＲ５を示す
数値データを順次に更新対象とする乱数値に設定する。ここで、例えば乱数値ＭＲ３～Ｍ
Ｒ５については、加算値や加算判定値、最大判定値が定められてもよい。一例として、変
動パターン種別決定用の乱数値ＭＲ３に対応して、加算値の範囲が「０」～「７」、加算
判定値が「８」、最大判定値が「２５２」に定められていればよい。変動パターン決定用
の乱数値ＭＲ４に対応して、加算値の範囲が「０」～「７」、加算判定値が「８」、最大
判定値が「９９８」に定められていればよい。普図表示結果決定用の乱数値ＭＲ５に対応
して、加算値の範囲が「０」～「２」、加算判定値が「３」、最小判定値が「３」、最大
判定値が「１４」に定められていればよい。
【０３６４】
　加算値は、１回のタイマ割込みなどに対応して各乱数値に加算する値であり、その値は
遊技用乱数更新処理が実行されるごとに異ならせることができればよい。例えば、加算値
は、加算値決定用の乱数値となる数値データなどに基づいて求められるもので、一時的な
変数として加算値を記憶するための領域がＲＡＭ５０７などに設けられていればよい。加
算判定値は、加算値決定用の乱数値との比較により、各乱数値に対応した加算値を取得す
るために用いられる値である。より具体的には、加算値決定用の乱数値が各乱数値に対応
した加算値の初期値として読み出された後、現在の加算値が加算判定値よりも小さくなっ
たと判定されるまで、現在の加算値から加算判定値を減算した値を、新たな加算値として
更新していく。最大判定値や最小判定値は、最終的に求められた加算値を加算したことに
よる更新後の各乱数値が取り得る値の範囲内であるかを判定するために用いられる値であ
る。例えば、更新後の各乱数値が対応する最大判定値以上であるときには、更新後の乱数
値から最大判定値を減算した値を、新たな乱数値として設定できる。また、更新後の普図
表示結果決定用の乱数値ＭＲ５から最大判定値を減算した値が対応する最小判定値「３」
未満であるときには、更新後の乱数値に最小判定値を加算した値を、新たな乱数値として
設定できる。なお、例えば乱数値ＭＲ２を示す数値データは、遊技制御用マイクロコンピ
ュータ１００にてタイマ割込みが発生する毎に、１ずつ加算するように更新されてもよい
。
【０３６５】
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　遊技用乱数更新処理では、加算値決定用の乱数値を示す数値データを読み出し、その読
出値が更新対象となる乱数値ごとに定められた加算判定値未満であるか否かを判定する。
そして、加算判定値未満であれば、読出値を加算値に設定する。これに対して、加算判定
値以上であれば、読出値から加算判定値を減算した値を、加算値に設定する。その後、更
新対象となる乱数値に加算値を加算して、加算後乱数値とする。このときには、加算後乱
数値が、更新対象となる乱数値ごとに定められた最大判定値未満であるか否かを判定する
。最大判定値未満であれば、加算後乱数値を更新後乱数値に設定する。これに対して、最
大判定値以上であれば、加算後乱数値から最大判定値を減算した値を、更新後乱数値に設
定する。また、普図表示結果決定用の乱数値ＭＲ５については、減算した値が最小判定値
未満であるか否かを判定する。最小判定値以上であれば、減算後の乱数値を更新後乱数値
に設定する。これに対して、最小判定値未満であれば、減算後の乱数値に最小判定値を加
算した値を、更新後乱数値に設定する。こうして設定された更新後乱数値を、ランダムカ
ウンタにて更新対象となる乱数値を格納する所定領域にセットすることで、乱数値の更新
が完了する。
【０３６６】
　図４２は、電源断処理として、図４１のステップＳ９１にて実行される処理の一例を示
すフローチャートである。この電源断処理において、ＣＰＵ５０５は、まず、電源断信号
がオン状態であるか否か、すなわち、電源基板１０に搭載された電源監視回路３０３から
電源断信号が出力されているか否かを判定する（ステップＳ１１１）。このとき、電源断
信号がオフ状態であり、電源断信号が出力されていなければ（ステップＳ１１２；Ｎｏ）
、遊技制御タイマ設定部５９３に設けられたバックアップ監視タイマをクリアして、その
格納値であるバックアップ監視タイマ値を初期値となる「０」に設定する（ステップＳ１
１２）。これに対して、電源断信号がオン状態であり、電源断信号が出力されているとき
には（ステップＳ１１１；Ｙｅｓ）、バックアップ監視タイマ値を１加算するなどして更
新する（ステップＳ１１３）。そして、ステップＳ１１３における更新後のバックアップ
監視タイマ値が予め定められたバックアップ判定値（例えば「２」など）に達したか否か
を判定する（ステップＳ１１４）。ステップＳ１１４にてバックアップ判定値に達してい
ないときには（ステップＳ１１４；Ｎｏ）、電源断処理を終了する。
【０３６７】
　ステップＳ１１４にてバックアップ判定値に達した場合には（ステップＳ１１４；Ｙｅ
ｓ）、電力の供給停止に対応するための準備処理として、ステップＳ１１５以降の処理を
実行する。こうした準備処理が実行されるときには、遊技の進行を制御する状態から遊技
状態を保存させるための電力供給停止時処理（電源断時制御処理）を実行する状態に移行
する。ステップＳ１１４の処理でバックアップ判定値に達した場合に限り準備処理を実行
することにより、ノイズ等で電源電圧が一瞬低下して電源断信号のオン状態が発生しても
、誤って電力供給停止時処理が開始されてしまうことを防止できる。
【０３６８】
　電力供給停止時処理では、チェックサムを算出して、例えば遊技制御バッファ設定部５
９５に設けられたメインチェックサムバッファなどに記憶させる（ステップＳ１１５）。
一例として、ステップＳ１１５の処理では、ＲＡＭ５０７における所定領域の先頭アドレ
スをチェックサム算出開始アドレスに設定し、その所定領域の最終アドレスに対応してチ
ェックサム算出回数を設定する。こうしたチェックサム算出開始アドレスとチェックサム
算出回数の設定に用いられるアドレスで特定されるＲＡＭ５０７の所定領域は、電力供給
停止時でも内容が保存されるべき記憶領域として予め定められた内容保存領域であればよ
い。そして、この内容保存領域における記憶データを順次に読み出して排他的論理和を演
算する。例えば、チェックサム算出開始アドレスをポインタにセットした後、ＲＡＭ５０
７においてポインタが指すアドレスの記憶データを読み出して、初期値が「００」である
チェックサムデータとの排他的論理和を演算した上で、演算結果を新たなチェックサムデ
ータとしてストアする。このときには、ポインタの値を１加算するとともに、チェックサ
ム算出回数を１減算する。続いて、チェックサム算出回数が「０」以外の値であれば、さ
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らにポインタが指すアドレスの記憶データを読み出して、チェックサムデータとの排他的
論理和を演算する処理や、ポインタの値を１加算してチェックサム算出回数を１減算する
処理を、チェックサム算出回数が「０」になるまで繰り返し実行すればよい。チェックサ
ム算出回数が「０」になったときには、チェックサムデータの各ビット値を反転して、得
られた値をメインチェックサムバッファにストアして記憶させればよい。こうしてメイン
チェックサムバッファに記憶されたデータは、電源投入時にチェックされるパリティデー
タとして使用される。
【０３６９】
　ステップＳ１１５の処理を実行してチェックサムデータを記憶させたときには、遊技制
御フラグ設定部５９２に設けられたバックアップフラグをオン状態にセットすればよい。
その後、例えば所定のＲＡＭアクセスレジスタにアクセス禁止値を設定することなどによ
り、以後、ＲＡＭ５０７へのアクセスを禁止する（ステップＳ１１６）。電源電圧が低下
していくときには、ＣＰＵ５０５の動作などに暴走が生じることや、各種信号線における
信号レベル（電圧レベル）が不安定になることなどにより、ＲＡＭ５０７の記憶内容が誤
って変更される可能性がある。そこで、ステップＳ１１６の処理によりＲＡＭ５０７への
アクセスを禁止した状態に設定することで、ＲＡＭ５０７に設けられたバックアップ用の
記憶領域などにおける記憶内容の誤った変更（破損）を防止できる。また、ＣＰＵ５０５
は、遊技制御用マイクロコンピュータ１００が備える所定の出力ポートにクリアデータで
ある「００」をセットするなどのクリア設定を行う（ステップＳ１１７）。さらに、ＣＰ
Ｕ５０５は、例えばＣＴＣ５０８の制御レジスタに「００」をセットすることなどにより
、タイマ割込み禁止状態に設定する（ステップＳ１１８）。ここで、ＣＴＣ５０８の制御
レジスタは、遊技制御用マイクロコンピュータ１００の内蔵レジスタに含まれるものであ
ればよい。なお、ステップＳ１１７の処理による出力ポートのクリア設定や、ステップＳ
１１８の処理によるタイマ割込み禁止状態の設定は、ステップＳ１１５の処理によりチェ
ックサムが算出されるよりも前に実行してもよい。図４１に示す遊技制御用タイマ割込み
処理の実行が開始されるときに割込み禁止状態とする場合には、ステップＳ１１８の処理
によるタイマ割込み禁止状態の設定は実行されなくてもよい。
【０３７０】
　ステップＳ１１８の処理による設定に続いて、電源断信号がオフ状態となったか否かを
監視するループ処理に入る（ステップＳ１１９）。そして、電源断信号がオン状態のあい
だは（ステップＳ１１９；Ｎｏ）、ステップＳ１１９の処理を繰り返し実行して待機する
。これに対して、ステップＳ１１９にて電源断信号がオフ状態となったときには（ステッ
プＳ１１９；Ｎｏ）、乱数ラッチフラグをクリアするための処理を実行する。
【０３７１】
　すなわち、乱数ラッチフラグレジスタＲＤＦＭのビット番号［０］に格納される乱数ラ
ッチフラグデータＲＤＦＭ０のビット値が“１”であるか否かに応じて、乱数値レジスタ
Ｒ１Ｄに対応する乱数ラッチフラグがオンであるか否かを判定する（ステップＳ１２０）
。そして、この乱数ラッチフラグがオンであれば（ステップＳ１２０；Ｙｅｓ）、乱数値
レジスタＲ１Ｄの読み出しを行うことにより、乱数ラッチフラグデータＲＤＦＭ０のビッ
ト値を“０”にクリアして、対応する乱数ラッチフラグをオフ状態とする（ステップＳ１
２１）。また、ステップＳ１２０にて乱数ラッチフラグデータＲＤＦＭ０で指定される乱
数ラッチフラグがオフである場合や（ステップＳ１２０；Ｎｏ）、ステップＳ１２１の処
理を実行した後には、乱数ラッチフラグレジスタＲＤＦＭのビット番号［１］に格納され
る乱数ラッチフラグデータＲＤＦＭ１のビット値が“１”であるか否かに応じて、乱数値
レジスタＲ２Ｄに対応する乱数ラッチフラグがオンであるか否かを判定する（ステップＳ
１２２）。このとき、乱数ラッチフラグがオンであれば（ステップＳ１２２；Ｙｅｓ）、
乱数値レジスタＲ２Ｄの読み出しを行うことにより、乱数ラッチフラグデータＲＤＦＭ１
のビット値を“０”にクリアして、対応する乱数ラッチフラグをオフ状態とする（ステッ
プＳ１２３）。こうしたステップＳ１２１やステップＳ１２３の処理により、乱数ラッチ
フラグがオフ状態とされて、乱数値レジスタＲ１Ｄや乱数値レジスタＲ２Ｄに新たな数値
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データの格納が許可された状態に設定できる。なお、ステップＳ１２１やステップＳ１２
３の処理により乱数値レジスタＲ１Ｄや乱数値レジスタＲ２Ｄから読み出された数値デー
タは、特図表示結果を「大当り」として大当り遊技状態に制御するか否かの判定処理など
には使用せず、そのまま破棄（消去）すればよい。また、ステップＳ１２０～ステップＳ
１２３の処理に代えて、乱数ラッチフラグデータＲＤＦＭ０や乱数ラッチフラグデータＲ
ＤＦＭ１の値にかかわらず、乱数値レジスタＲ１Ｄと乱数値レジスタＲ２Ｄの読み出しを
行うことにより、各乱数ラッチフラグをオフ状態とする処理が実行されてもよい。
【０３７２】
　ステップＳ１２２にて乱数ラッチフラグデータＲＤＦＭ１で指定される乱数ラッチフラ
グがオフであるときや（ステップＳ１２２；Ｎｏ）、ステップＳ１２３の処理を実行した
後には、所定の電断復旧時における設定を行った後（ステップＳ１２４）、遊技制御メイ
ン処理の先頭にリターンする。一例として、ステップＳ１２４の処理では、ＣＰＵ５０５
に内蔵されたスタックポインタに電源断復旧時ベクタテーブルの記憶アドレスを格納し、
遊技制御用タイマ割込み処理から復帰（リターン）させる。ここで、電源断復旧時ベクタ
テーブルは、ＲＯＭ５０６に記憶された制御コード（遊技制御プログラム）の先頭アドレ
スを指定するものであればよい。遊技制御タイマ割込み処理のような割込み処理から復帰
（リターン）するときには、スタックポインタで指定されるアドレスの記憶データが復帰
アドレスとして読み出される。こうして、ステップＳ１２４の処理を実行した後には、Ｃ
ＰＵ５０５により、ＲＯＭ５０６に記憶されている制御コードの先頭から、遊技制御の実
行を開始（再開）させることができる。
【０３７３】
　図４３は、スイッチ処理として、図４１に示すステップＳ９２にて実行される処理の一
例を示す図である。このスイッチ処理において、ＣＰＵ５０５は、まず、遊技制御バッフ
ァ設定部５９５に設けられた前回ポートバッファの内容を、前回データバッファに設定す
る（ステップＳＡ０１）。また、前々回ポートバッファの内容と前回データバッファの内
容との排他的論理和をとる（ステップＳＡ０２）。そして、排他的論理和演算の結果を前
回データバッファに設定する（ステップＳＡ０３）。この段階で、前回データバッファに
おいて、前々回ポートバッファの８ビットと前回ポートバッファの８ビットとのうちで、
値が異なるビットが「１」になっている。また、前回ポートバッファの内容を前々回ポー
トバッファに設定する（ステップＳＡ０４）。
【０３７４】
　そして、入力ポートレジスタＰＩの格納値を取り込み（ステップＳＡ０５）、その取込
値と所定の判定マスク値との論理積をとる（ステップＳＡ０６）。判定マスク値は、入力
ポートレジスタＰＩにてビット番号［０］～［７］の各ビット値のうち、いずれを有効な
入力信号として取り込むかに応じて、予め設定されたマスク値であればよい。一例として
、図２３に示すように、入力ポートＰ０に第１始動口スイッチ２２Ａからの第１始動入賞
信号ＳＳ１が入力され、入力ポートＰ１に第２始動口スイッチ２２Ｂからの第２始動入賞
信号ＳＳ２が入力されるとのに加え、入力ポートＰ２にカウントスイッチ２３からの検出
信号が入力され、入力ポートＰ３にゲートスイッチ２１からの検出信号が入力され、入力
ポートＰ４には一般入賞口に設けられた一般入賞口スイッチからの検出信号が入力される
場合であれば、「１ＦＨ」の判定マスク値が予め設定されていればよい。
【０３７５】
　ステップＳＡ０６における論理積演算の結果は、前回ポートバッファに設定される（ス
テップＳＡ０７）。なお、ステップＳＡ０４、ＳＡ０７の処理は、次回（２ｍｓ後）にス
イッチ処理が実行されるときの準備処理に相当する。そして、前回データバッファの内容
と前回ポートバッファの内容との論理積をとる（ステップＳＡ０８）。この段階で、前回
データバッファにおいて、前々回ポートバッファの８ビットと前回ポートバッファの８ビ
ットとのうちで値が異なるビットが「１」になっている。すなわち、各種スイッチからの
検出信号のうちで、２ｍｓ前の状態が４ｍｓ前の状態から変化した（「０」から「１」に
、または「１」から「０」に）検出信号に対応するビットが「１」になっている。したが
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って、ステップＳＡ０８の処理を実行することにより、入力ポートレジスタＰＩに格納さ
れた入力信号のうちで「１」（オン状態）になっているビットであって、かつ、２ｍｓ前
の状態が４ｍｓ前の状態から変化したビットが「１」（オン状態）になる。すなわち、論
理積演算の結果、現時点の状態がオン状態であって、かつ、前回（２ｍｓ前）のスイッチ
処理時にオフ状態からオン状態に変化したことが検出された検出信号に対応したビットが
「１」（オン状態）になる。
【０３７６】
　こうして、オフ状態からオン状態に変化し、その後、２回連続してオン状態となった検
出信号に対応するビットが「１」になる。なお、「２回連続して」とは「ある時点で実行
されたスイッチ処理と、そのスイッチ処理の２ｍｓ後に実行されるスイッチ処理との双方
で」という意味である。
【０３７７】
　ステップＳＡ０８における論理積演算の結果は、スイッチオンバッファに格納される（
ステップＳＡ０９）。スイッチオンバッファでは、オフ状態からオン状態に変化した後、
２回連続してオン状態が検出された検出信号に対応するビットが「１」になる。したがっ
て、ＣＰＵ５０５は、スイッチオンバッファにおいて「１」になっているビットに対応す
るスイッチの検出信号が確実にオン状態になったと確認できる。なお、「確実に」とは、
２回連続してオン状態が検出されたので、すなわち４ｍｓ間オン状態が継続しているとみ
なせるので、検出信号のオン状態がノイズ等によるものではないと判断できるということ
である。その後、第２始動口異常入賞無効処理を実行してから（ステップＳＡ１０）、ス
イッチ処理を終了する。
【０３７８】
　図４４は、ステップＳＡ１０にて実行される第２始動口異常入賞無効処理の一例を示す
フローチャートである。この第２始動口異常入賞無効処理において、ＣＰＵ５０５は、ま
ず、遊技制御フラグ設定部５９２に設けられた普図プロセスフラグの値が“３”であるか
否かを判定する（ステップＳＡ２１）。このとき、普図プロセスフラグの値が“３”であ
れば（ステップＳＡ２１；Ｙｅｓ）、そのまま第２始動口異常入賞無効処理を終了する。
【０３７９】
　ステップＳＡ２１にて普図プロセスフラグの値が“３”以外であると判定された場合に
は（ステップＳＡ２１；Ｎｏ）、遊技制御タイマ設定部５９３に設けられた第２始動口異
常入賞エラー無効タイマの値（第２始動口異常入賞エラー無効タイマ値）が「０」に合致
したか否かを判定する（ステップＳＡ２２）。このとき、第２始動口異常入賞エラー無効
タイマ値が「０」に合致していなければ（ステップＳＡ２２；Ｎｏ）、第２始動口異常入
賞エラー無効タイマ値を１減算して更新してから（ステップＳＡ２３）、第２始動口異常
入賞無効処理を終了する。
【０３８０】
　ステップＳＡ２２にて第２始動口異常入賞エラー無効タイマ値が「０」に合致したと判
定された場合には（ステップＳＡ２２；Ｙｅｓ）、スイッチオンバッファの内容をレジス
タなどにロードする（ステップＳＡ２４）。そして、ＣＰＵ５０５は、ロードしたスイッ
チオンバッファにおいて、第２始動口スイッチ２２Ｂに対応するビット番号［１］のビッ
ト値が「１」であるか否かチェックすることにより、閉鎖状態となっている第２始動入賞
口を通過（進入）した遊技球を検出する第２始動口スイッチ２２Ｂからの検出信号がオン
状態となっているか否かを判定する（ステップＳＡ２５）。
【０３８１】
　ステップＳＡ２５にて第２始動口スイッチ２２Ｂからの検出信号がオフ状態であれば（
ステップＳＡ２５；Ｎｏ）、閉鎖状態となっている第２始動入賞口に入賞がなかったとし
て、そのまま第２始動口異常入賞無効処理を終了する。これに対して、ステップＳＡ２５
にてスイッチオンバッファのビット番号［４］におけるビット値が「１」であれば（ステ
ップＳＡ２５；Ｙｅｓ）、閉鎖状態となっている第２始動入賞口に入賞があったとして、
遊技制御フラグ設定部５９２に設けられた第２始動口異常入賞フラグがオンであるか否か
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を判定する（ステップＳＡ２６）。
【０３８２】
　ステップＳＡ２６にて第２始動口異常入賞フラグがオフであれば（ステップＳＡ２６；
Ｎｏ）、第２始動口異常入賞フラグをオン状態にセットするとともに（ステップＳＡ２７
）、第２始動口異常入賞エラー無効時間（例えば１０００ｍｓ）に対応して予め定められ
たタイマ初期値を第２始動口異常入賞エラー無効タイマにセットしてから（ステップＳＡ
２８）、第２始動口異常入賞無効処理を終了する。ここで、第２始動口異常入賞エラー無
効時間は、球噛みした遊技球が第２始動口スイッチ２２Ｂによって検出されるために必要
な時間であればよい。普通可変入賞球装置６Ｂ（第２始動入賞口）における球噛みは、例
えば普通可変入賞球装置６Ｂが備える左右一対の開閉羽根が開放状態から閉鎖状態へと変
化するときに、第２始動入賞口を通過（進入）しようとする遊技球が開閉羽根と遊技領域
に配設された釘との間に詰まるなどして、膠着した状態となることである。また、必要な
時間とは、球噛みした状態から１球目が入賞した後、全ての球噛みしていた遊技球が検出
されるまでに十分な時間であればよい。
【０３８３】
　なお、第２始動口異常入賞エラー無効時間は、１０００ｍｓ以外の時間でも、球噛みし
た遊技球を第２始動口スイッチ２２Ｂによって確実に検出可能な時間であれば、他の時間
を用いてもよい。ステップＳＡ２８の処理では、球噛みした遊技球が第２始動口スイッチ
２２Ｂによって検出されるために十分な時間であれば、例えば後述する図５７のステップ
Ｓ３４８にてセットされる２０００ｍｓに対応するタイマ初期値がセットされても構わな
い。つまり、このような第２始動口異常入賞エラー無効時間に対応するタイマ初期値の第
２始動口異常入賞エラー無効タイマへのセットは、普通可変入賞球装置６Ｂに２個以上の
遊技球が進入して球噛みした場合に、これらの球噛みした遊技球の全てが有効に入賞する
ために、必要とされる。これにより、普通可変入賞球装置６Ｂに２個以上の遊技球が進入
したときに発生する球噛みが起こった場合でも、普通可変入賞球装置６Ｂが閉状態に移行
する以前に進入した遊技球の入賞が無効とされることを防止することができる。なお、ス
テップＳＡ２８にてセットされるタイマ初期値は、後述する図５７のステップＳ３４８に
てセットされるタイマ初期値と同一のものであってもよいし、異なるものであってもよい
。
【０３８４】
　ステップＳＡ２６にて第２始動口異常入賞フラグがオンであれば（ステップＳＡ２６；
Ｙｅｓ）、遊技制御フラグ設定部５９２に設けられた時短フラグがオンであるか否かをチ
ェックすることにより、パチンコ遊技機１における遊技状態が確変状態や時短状態である
ときに時間短縮制御が行われているか否かを判定する（ステップＳＡ２９）。このとき、
時短フラグがオフであれば（ステップＳＡ２９；Ｎｏ）、スイッチオンバッファのビット
番号［１］をクリアしてビット値を「０」にすることにより、第２始動入賞口への入賞を
無効にする（ステップＳＡ３０）。具体的にスイッチオンバッファのビット番号［１］を
クリアしてビット値を「０」とすることにより、この実施の形態では、所定個数（例えば
３個）の遊技球の賞球としての払出や、第２始動条件が成立したことに基づく第２特図を
用いた特図ゲーム、図４１に示すステップＳ９４の情報出力処理におけるホール用管理コ
ンピュータへの出力が行われないようになる。なお、所定個数の遊技球の賞球としての払
出、第２始動条件が成立したことに基づく第２特図を用いた特図ゲーム、情報出力処理に
おけるホール用管理コンピュータへの出力のうち、少なくともいずれか一つ、あるいは二
つ以上を組み合わせたものが行われるものであってもよい。その後、遊技制御フラグ設定
部５９２に設けられた異常入賞報知フラグをオン状態にセットする（ステップＳＡ３１）
。
【０３８５】
　ステップＳＡ３１の処理に続いて、乱数値レジスタＲ２Ｄの読み出しを行うことにより
、乱数ラッチフラグデータＲＤＦＭ１のビット値を“０”にクリアして、対応する乱数ラ
ッチフラグをオフ状態としてから（ステップＳＡ３２）、第２始動口異常入賞無効処理を
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終了する。こうしたステップＳＡ３２の処理により、乱数ラッチフラグがオフ状態とされ
て乱数値レジスタＲ２Ｄに新たな数値データの格納が許可された状態に設定できる。なお
、ステップＳＡ３２の処理により乱数値レジスタＲ２Ｄから読み出された数値データは、
第２始動条件が成立したことに基づく第２特図を用いた特図ゲームが行われないことに対
応して、特図表示結果を「大当り」として大当り遊技状態に制御するか否かの判定処理な
どには使用せず、そのまま破棄（消去）すればよい。
【０３８６】
　ステップＳＡ２９にて時短フラグがオンであれば（ステップＳＡ２９；Ｙｅｓ）、スイ
ッチオンバッファのビット番号［１］をクリアすることなく、そのまま第２始動口異常入
賞無効処理を終了する。
【０３８７】
　図４５は、メイン側エラー処理として、図４１のステップＳ９３にて実行される処理の
一例を示すフローチャートである。このメイン側エラー処理において、ＣＰＵ５０５は、
まず、所定の報知禁止期間であるか否かを判定する（ステップＳ１９１）。ここで、報知
禁止期間は、例えばパチンコ遊技機１への電力供給が開始されたことに対応した初期報知
が開始された場合に異常入賞の報知を禁止する期間として、予め定められたものであれば
よい。
【０３８８】
　ステップＳ１９１にて報知禁止期間ではないと判定された場合には（ステップＳ１９１
；Ｎｏ）、遊技制御フラグ設定部５９２に設けられた異常入賞報知フラグがオンであるか
否かを判定する（ステップＳ１９２）。そして、異常入賞報知フラグがオンであるときに
は（ステップＳ１９２；Ｙｅｓ）、異常入賞フラグをクリアしてオフ状態にした後（ステ
ップＳ１９３）、異常入賞報知コマンドを送信するための設定を行う（ステップＳ１９４
）。例えば、ステップＳ１９４の処理では、ＲＯＭ５０６に予め格納されている異常入賞
報知コマンドテーブルの記憶アドレス（先頭アドレス）を、送信コマンドバッファに含ま
れる演出制御コマンドバッファにて、送信コマンドポインタにより指定されたバッファ領
域にセットする。こうして設定された異常入賞報知コマンドは、例えばメイン側エラー処
理が終了した後に図４１に示すステップＳ９９のメイン側通信制御処理が実行されること
などにより、主基板１１から演出制御基板１２に対して伝送される。
【０３８９】
　ステップＳ１９１にて報知禁止期間であるときや（ステップＳ１９１；Ｙｅｓ）、ステ
ップＳ１９２にて異常入賞報知フラグがオフであるとき（ステップＳ１９２；Ｎｏ）、あ
るいは、ステップＳ１９４の処理を実行した後には、その他のエラーに対応する設定を行
ってから、メイン側エラー処理を終了する。
【０３９０】
　図４６は、特別図柄プロセス処理として、図４１に示すステップＳ９６にて実行される
処理の一例を示すフローチャートである。この特別図柄プロセス処理において、ＣＰＵ５
０５は、まず、始動入賞判定処理を実行する（ステップＳ１３１）。図４７は、ステップ
Ｓ１３１にて実行される始動入賞判定処理の一例を示すフローチャートである。
【０３９１】
　図４７に示す始動入賞判定処理を開始すると、ＣＰＵ５０５は、まず、第１始動口スイ
ッチ２２Ａにおける遊技球の検出状態をチェックする（ステップＳ２０１）。一例として
、ステップＳ２０１の処理では、遊技制御バッファ設定部５９５に設けられた所定のスイ
ッチオンバッファにおける格納値をロードして、第１始動口スイッチ２２Ａと対応付けら
れたビット値（ビット番号［０］のビット値など）が“０”であるか“１”であるかを特
定する。このとき、チェックしたビット値が“０”であれば第１始動口スイッチ２２Ａは
遊技球を検出しておらずオフ状態であることを示す一方、“１”であれば第１始動口スイ
ッチ２２Ａは遊技球を検出したことによりオン状態であることを示す。ステップＳ２０１
の処理に続いて、第１始動口入賞テーブル１３６Ａを選択して、使用テーブルにセットす
る（ステップＳ２０２）。一例として、ステップＳ２０２の処理では、ＲＯＭ５０６にお
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ける第１始動口入賞テーブル１３６Ａの記憶アドレス（先頭アドレス）を、所定のテーブ
ルポインタに格納することで、第１始動口入賞テーブル１３６Ａを使用テーブルとして参
照可能に設定すればよい。以下、各種のテーブルを選択して使用テーブルにセットする処
理において、同様の設定が行われればよい。
【０３９２】
　ステップＳ２０２の処理に続いて、ステップＳ２０１でのチェック結果に基づいて、第
１始動口スイッチ２２Ａがオン状態であるか否かを判定する（ステップＳ２０３）。この
とき、第１始動口スイッチ２２Ａがオン状態であれば（ステップＳ２０３；Ｙｅｓ）、所
定の乱数値取得処理を実行するとともに（ステップＳ２０４）、入賞時乱数値判定処理を
実行する（ステップＳ２０５）。
【０３９３】
　ステップＳ２０３にて第１始動口スイッチ２２Ａがオフ状態であると判定されたときや
（ステップＳ２０３；Ｎｏ）、ステップＳ２０５にて入賞時乱数値判定処理を実行した後
には、第２始動口スイッチ２２Ｂにおける遊技球の検出状態をチェックする（ステップＳ
２０６）。ステップＳ２０６の処理は、ステップＳ２０１の処理を第２始動口スイッチ２
２Ｂに適合させたものであればよい。続いて、第２始動口入賞テーブル１３６Ｂを選択し
て、使用テーブルにセットする（ステップＳ２０７）。さらに、ステップＳ２０６でのチ
ェック結果に基づいて、第２始動口スイッチ２２Ｂがオン状態であるか否かを判定する（
ステップＳ２０８）。そして、第２始動口スイッチ２２Ｂがオン状態であれば（ステップ
Ｓ２０８；Ｙｅｓ）、ステップＳ２０４と同様に乱数値取得処理を実行するとともに（ス
テップＳ２０９）、ステップＳ２０５と同様に入賞時乱数値判定を実行してから（ステッ
プＳ２１０）、始動入賞判定処理を終了する。これに対して、ステップＳ２０８にて第２
始動口スイッチ２２Ｂがオフ状態であると判定されたときには、ステップＳ２０９の乱数
値取得処理やステップＳ２１０の入賞時乱数値判定処理を実行せずに、始動入賞判定処理
を終了する。
【０３９４】
　ステップＳ２０４やステップＳ２０９において実行される乱数値取得処理は、共通の処
理ルーチンとして、予め用意されたユーザプログラム（ゲーム制御用の遊技制御処理プロ
グラム）に含まれる制御コードにより実現される処理であればよい。この乱数値取得処理
では、ステップＳ２０２の処理でセットされた第１始動口入賞テーブル１３６Ａを使用す
るか、ステップＳ２０７の処理でセットされた第２始動口入賞テーブル１３６Ｂを使用す
るかに応じて、第１始動入賞口を遊技球が通過（進入）した場合に対応した各種処理と、
第２始動入賞口を遊技球が通過（進入）した場合に対応した各種処理とのうち、いずれか
を実行することができる。
【０３９５】
　図４８は、乱数値取得処理として、図４７のステップＳ２０４やステップＳ２０９にて
実行される処理の一例を示すフローチャートである。この乱数値取得処理において、ＣＰ
Ｕ５０５は、まず、遊技球が通過（進入）した始動入賞口に対応する保留記憶カウント値
を読み出す（ステップＳ５０１）。すなわち、遊技球が第１始動入賞口を通過（進入）し
た場合には、遊技制御カウンタ設定部５９４から第１保留記憶カウント値を読み出す一方
、遊技球が第２始動入賞口を通過（進入）した場合には、遊技制御カウンタ設定部５９４
から第２保留記憶カウント値を読み出す。このときには、例えば図４７に示すステップＳ
２０２の処理でセットされた第１始動口入賞テーブル１３６Ａで指定される第１保留記憶
カウンタアドレス、あるいは、ステップＳ２０７の処理でセットされた第２始動口入賞テ
ーブル１３６Ｂで指定される第２保留記憶カウンタアドレスに対応して、保留記憶カウン
ト値の読出元となるＲＡＭ５０７の記憶アドレスなどを特定できればよい。
【０３９６】
　続いて、ステップＳ５０１の処理における読出値が、予め定められた上限値（例えば「
４」など）以上であるか否かを判定する（ステップＳ５０２）。このとき、上限値未満で
あれば（ステップＳ５０２；Ｎｏ）、ステップＳ５０１の処理で読み出した保留記憶カウ
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ント値を１加算するように更新する（ステップＳ５０３）。また、遊技球が通過（進入）
した始動入賞口に対応する特図保留記憶部における保留データの記憶位置を特定する（ス
テップＳ５０４）。すなわち、遊技球が第１始動入賞口を通過（進入）した場合には、第
１特図保留記憶部５９１Ａにおける保留データの記憶位置を特定する一方、遊技球が第２
始動入賞口を通過（進入）した場合には、第２特図保留記憶部５９１Ｂにおける保留デー
タの記憶位置を特定する。このときには、例えば図４７に示すステップＳ２０２の処理で
セットされた第１始動口入賞テーブル１３６Ａで指定される第１特図保留記憶部アドレス
、あるいは、ステップＳ２０７の処理でセットされた第２始動口入賞テーブル１３６Ｂで
指定される第２特図保留記憶部アドレスに、ステップＳ５０１の処理などで読み出した保
留記憶カウント値に対応するアドレス加算値を加算することなどにより、保留データの記
憶位置となる第１特図保留記憶部５９１Ａや第２特図保留記憶部５９２Ｂの記憶アドレス
などを特定できればよい。
【０３９７】
　ステップＳ５０４の処理を実行した後には、特図表示結果決定用の乱数値ＭＲ１となる
数値データの読出元となる乱数値レジスタを特定する（ステップＳ５０５）。すなわち、
遊技球が第１始動入賞口を通過（進入）した場合には、乱数値レジスタＲ１Ｄを数値デー
タの読出元とする一方、遊技球が第２始動入賞口を通過（進入）した場合には、乱数値レ
ジスタＲ２Ｄを数値データの読出元とする。このときには、例えば図４７に示すステップ
Ｓ２０２の処理でセットされた第１始動口入賞テーブル１３６Ａで指定される乱数値レジ
スタＲ１Ｄアドレス、あるいは、ステップＳ２０７の処理でセットされた第２始動口入賞
テーブル１３６Ｂで指定される乱数値レジスタＲ２Ｄアドレスに対応して、数値データの
読出元となる乱数値レジスタのアドレスなどを特定できればよい。
【０３９８】
　そして、ステップＳ５０５にて特定された乱数値レジスタを読み出すことなどにより、
特図表示結果決定用の乱数値ＭＲ１となる数値データを抽出する（ステップＳ５０６）。
すなわち、ステップＳ５０５の処理で乱数値レジスタＲ１Ｄが読出元とされた場合には、
乱数回路５０９が備える乱数値レジスタＲ１Ｄとしての乱数値レジスタ５５９Ａから、数
値データを読み出して抽出する。その一方で、ステップＳ５０５の処理で乱数値レジスタ
Ｒ２Ｄが読出元とされた場合には、乱数回路５０９が備える乱数値レジスタＲ２Ｄとして
の乱数値レジスタ５５９Ｂから、数値データを読み出して抽出する。このときには、数値
データが読み出された乱数値レジスタＲ１Ｄあるいは乱数値レジスタＲ２Ｄに対応する乱
数ラッチフラグがオフ状態になる。すなわち、ステップＳ５０５の処理で乱数値レジスタ
Ｒ１Ｄが読出元とされた場合には、ステップＳ５０６の処理による数値データの読み出し
により乱数ラッチフラグデータＲＤＦＭ０のビット値が“１”から“０”へと更新され、
乱数値レジスタＲ１Ｄと対応付けられた乱数ラッチフラグがオフ状態となる。その一方で
、ステップＳ５０５の処理で乱数値レジスタＲ２Ｄが読出元とされた場合には、ステップ
Ｓ５０６の処理による数値データの読み出しにより乱数ラッチフラグデータＲＤＦＭ１の
ビット値が“１”から“０”へと変更され、乱数値レジスタＲ２Ｄと対応付けられた乱数
ラッチフラグがオフ状態となる。そして、ステップＳ５０６にて読み出された数値データ
に基づき、特図表示結果決定用の乱数値ＭＲ１を示す数値データが、保留データとしてス
テップＳ５０４の処理で特定された特図保留記憶部の記憶位置に記憶される（ステップＳ
５０７）。
【０３９９】
　なお、乱数値レジスタＲ１Ｄや乱数値レジスタＲ２Ｄから読み出された数値データは、
そのまま特図表示結果決定用の乱数値ＭＲ１として第１特図保留記憶部５９１Ａや第２特
図保留記憶部５９１Ｂに記憶されてもよいし、所定の加工処理を施してから記憶されるよ
うにしてもよい。一例として、乱数回路５０９から抽出された数値データは、ＣＰＵ５０
５が有する１６ビットの汎用レジスタなどに一旦格納される。続いて、ＣＰＵ５０５に内
蔵されたリフレッシュレジスタの格納値であるリフレッシュレジスタ値を、加工用の乱数
値となる数値データとして読み出す。このときには、汎用レジスタにおける上位バイトに
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リフレッシュレジスタ値を加算する一方で、下位バイトはそのままにしておいてもよい。
ここで、リフレッシュレジスタ値を加算することに代えて、減算、論理和、論理積といっ
た、所定の演算処理を実行するようにしてもよい。あるいは、リフレッシュレジスタ値を
汎用レジスタにおける下位バイトに加算などするようにしてもよい。また、乱数回路５０
９から抽出された数値データの上位バイトと下位バイトとを入れ替えて、汎用レジスタに
おける上位バイトや下位バイトとして格納してもよい。さらに、汎用レジスタにおける上
位バイトもしくは下位バイトにリフレッシュレジスタ値を加算などした後に、あるいは、
汎用レジスタにおける上位バイトや下位バイトに加算などの演算処理を行うことなく、上
位バイトと下位バイトとを入れ替えるようにしてもよい。乱数回路５０９から抽出された
数値データの上位バイトと下位バイトとのうち、特定のビットのデータを、他のビットの
データと入れ替えるようにしてもよい。この場合には、例えば乱数回路５０９における乱
数値レジスタＲ１Ｄや乱数値レジスタＲ２Ｄと、汎用レジスタの上位バイトや下位バイト
とを接続するバスにおいて、特定のビットのデータを他のビットのデータと入れ替えるよ
うに、配線をクロスさせるなどすればよい。その後、ＣＰＵ５０５は、汎用レジスタの格
納値と所定の論理値（例えば「ＦＦＦＦＨ」など）とを論理積演算して、あるいは、汎用
レジスタの格納値をそのまま出力して、ＲＡＭ５０７の所定領域に格納することなどによ
り、１６ビットの乱数値ＭＲ１を示す数値データを設定すればよい。なお、例えば１４ビ
ットの乱数値を示す数値データを設定する場合などには、汎用レジスタの格納値と「７Ｆ
７ＦＨ」とを論理積演算するなどして、１４ビット値を取得できるようにすればよい。ま
た、論理積演算に代えて、論理和演算が実行されてもよい。このとき、乱数値ＭＲ１を示
す数値データが格納されるＲＡＭ５０７の領域は、例えば遊技制御カウンタ設定部５９４
に設けられたランダムカウンタなどに含まれていればよい。あるいは、第１特図保留記憶
部５９１Ａや第２特図保留記憶部５９１Ｂに汎用レジスタの格納値を出力して、乱数値Ｍ
Ｒ１を示す保留データとしてもよい。
【０４００】
　また、汎用レジスタの格納値に基づき、加算値決定用の乱数値を示す数値データを設定
してもよい。一例として、加算値決定用の乱数値を示す数値データが「０」～「７」の範
囲の値をとる場合には、汎用レジスタの格納値と「Ｃ０Ｃ０Ｈ」などとを論理積演算して
、ＲＡＭ５０７の所定領域に格納することなどにより、４ビットの乱数値を示す数値デー
タを設定すればよい。
【０４０１】
　ステップＳ５０７の処理に続いて、例えば遊技制御カウンタ設定部５９４に設けられた
ランダムカウンタなどから、大当り種別決定用の乱数値ＭＲ２を示す数値データと、変動
パターン種別決定用の乱数値ＭＲ３を示す数値データとを抽出し、ステップＳ５０７にて
記憶された乱数値ＭＲ１を示す数値データとともに、保留データとしてステップＳ５０４
の処理で特定された特図保留記憶部の記憶位置に記憶する（ステップＳ５０８）。
【０４０２】
　ステップＳ５０８の処理を実行した後には、演出制御基板１２に対して保留記憶数通知
コマンドを送信するための設定を行ってから（ステップＳ５０９）、乱数値取得処理を終
了する。ステップＳ５０９の処理では、例えばＲＯＭ５０６における保留記憶数通知コマ
ンドテーブルの記憶アドレスを送信コマンドバッファにおいて送信コマンドポインタが指
定するバッファ領域にセットすればよい。
【０４０３】
　また、ステップＳ５０２にて読出値が上限値以上であると判定されたときには（ステッ
プＳ５０２；Ｙｅｓ）、乱数値レジスタの読み出しにより乱数ラッチフラグをクリアして
から（ステップＳ５１０）、乱数値取得処理を終了する。ここで、ステップＳ５１０の処
理では、遊技球が第１始動入賞口を通過（進入）した場合に対応して、乱数値レジスタＲ
１Ｄに格納された数値データを読み出す一方、遊技球が第２始動入賞口を通過（進入）し
た場合に対応して、乱数値レジスタＲ２Ｄに格納された数値データを読み出す。このとき
には、ステップＳ５０５の処理と同様に、例えば図４７に示すステップＳ２０２の処理で
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セットされた第１始動口入賞テーブル１３６Ａで指定される乱数値レジスタＲ１Ｄアドレ
ス、あるいは、ステップＳ２０７の処理でセットされた第２始動口入賞テーブル１３６Ｂ
で指定される乱数値レジスタＲ２Ｄアドレスに対応して、数値データの読出元となる乱数
値レジスタのアドレスなどを特定できればよい。
【０４０４】
　第１始動入賞信号ＳＳ１や第２始動入賞信号ＳＳ２が、第１始動口スイッチ２２Ａや第
２始動口スイッチ２２ＢからＣＰＵ５０５などを介することなく乱数回路５０９に入力さ
れる場合には、第１特図保留記憶部５９１Ａや第２特図保留記憶部５９１Ｂにおける保留
データの記憶数にかかわらず、第１始動入賞信号ＳＳ１や第２始動入賞信号ＳＳ２の入力
に対応して、乱数値レジスタＲ１Ｄや乱数値レジスタＲ２Ｄに乱数値となる数値データが
格納されることになる。このときには、数値データが格納された乱数値レジスタに対応す
る乱数ラッチフラグがオン状態となり新たな数値データの格納が制限される。したがって
、保留データの記憶数が上限値以上である場合に、乱数値レジスタＲ１Ｄや乱数値レジス
タＲ２Ｄに格納された数値データを読み出さずに放置すると、第１始動入賞口や第２始動
入賞口を新たな遊技球が通過（進入）したときに、この遊技球の通過（進入）に対応した
新たな数値データを乱数値レジスタＲ１Ｄや乱数値レジスタＲ２Ｄに取り込んで格納する
ことができず、先に通過（進入）した遊技球に対応して格納された数値データが読み出さ
れてしまい、正確な乱数値を取得できなくなることがある。そこで、保留データの記憶数
が上限値に達している場合でも、ステップＳ５１０の処理を実行して乱数値レジスタの読
み出しにより乱数ラッチフラグをクリアすることで、新たな遊技球の通過（進入）に対応
して正確な乱数値となる数値データの取得が可能になる。なお、ステップＳ５１０の処理
により乱数値レジスタＲ１Ｄあるいは乱数値レジスタＲ２Ｄから読み出された数値データ
は、特図表示結果を「大当り」とするか否かの判定処理などには使用せず、そのまま破棄
（消去）すればよい。
【０４０５】
　図４９は、入賞時乱数値判定処理として、図４７のステップＳ２０５やステップＳ２１
０にて実行される処理の一例を示すフローチャートである。この実施の形態において、特
別図柄や飾り図柄の可変表示が開始されるときには、後述する特別図柄通常処理（図４６
のステップＳ１４０、図５１）において、特図表示結果を「大当り」や「小当り」とする
か否かの決定や、大当り種別の決定が行われ、後述する変動パターン設定処理（図４６の
ステップＳ１４１、図５２）において、変動パターン種別の決定や、変動パターンの決定
が行われる。他方、これらの決定とは別に、遊技球が始動入賞口（第１始動入賞口又は第
２始動入賞口）にて検出されたタイミングで、ＣＰＵ５０５がステップＳ２０５やステッ
プＳ２１０にて入賞時乱数値判定処理を実行することにより、特図表示結果が「大当り」
又は「小当り」となるか否かや、飾り図柄の変動パターンが少なくともスーパーリーチを
伴う変動パターンとなるか否かを、予め特定する。これにより、始動入賞口に進入した遊
技球の検出に基づく飾り図柄の可変表示が開始されるより前に、特図表示結果が「大当り
」又は「小当り」となることや、スーパーリーチのリーチ演出が実行されることを予測し
、この予測結果に基づいて、演出制御基板１２の側で演出制御用マイクロコンピュータ１
２０のＣＰＵなどにより複数回の可変表示にわたり連続予告演出を実行するか否かなどを
決定することができる。
【０４０６】
　図４９に示す入賞時乱数値判定処理において、ＣＰＵ５０５は、まず、第１始動入賞口
を遊技球が通過（進入）した第１始動口入賞であるか否かを判定する（ステップＳ５２１
）。このとき、第１始動口入賞であれば（ステップＳ５２１；Ｙｅｓ）、パチンコ遊技機
１における遊技状態が大当り遊技状態となっている大当り中であるか否かを判定する（ス
テップＳ５２２）。例えば、ステップＳ５２２の処理において、ＣＰＵ５０５は、特図プ
ロセスフラグの値が“４”～“７”のいずれかであれば、大当り中であると判定すればよ
い。
【０４０７】



(99) JP 5240730 B2 2013.7.17

10

20

30

40

50

　ステップＳ５２２にて大当り中ではないと判定されたときには（ステップＳ５２２；Ｎ
ｏ）、確変状態や時短状態において時間短縮制御が行われている時短制御中であるか否か
を判定する（ステップＳ５２３）。例えば、ステップＳ５２３の処理において、ＣＰＵ５
０５は、遊技制御フラグ設定部５９２に設けられた時短フラグの状態を確認して、時短フ
ラグがオンであれば時短制御中であると判定すればよい。ステップＳ５２２にて大当り中
であると判定されたときや（ステップＳ５２２；Ｙｅｓ）、ステップＳ５２３にて時短制
御中であると判定されたときには（ステップＳ５２３；Ｙｅｓ）、大当り中・時短中入賞
を通知する第１始動口入賞指定コマンドとなるコマンドＢ１０３Ｈ（図５（Ｃ）を参照）
を、主基板１１から演出制御基板１２に対して送信するための設定を行ってから（ステッ
プＳ５２４）、入賞時乱数値判定処理を終了する。このような大当り中・時短中入賞を通
知する第１始動口入賞指定コマンドにより、演出制御基板１２の側では、画像表示装置５
の始動入賞記憶表示エリア５Ｈにて第１特図保留記憶数を特定可能とする演出画像の表示
を更新させることができ、また、第１特図を用いた特図ゲームに対応する保留記憶情報の
うちに、大当り中や時短制御中における始動入賞に基づくものが含まれると特定できる。
【０４０８】
　ステップＳ５２３にて時短制御中ではないと判定されたときには（ステップＳ５２３；
Ｎｏ）、図４８のステップＳ５０６にて読み出された数値データに基づく特図表示結果決
定用の乱数値ＭＲ１を示す数値データが、所定の大当り判定範囲内であるか否かを判定す
る（ステップＳ５２５）。例えば、ステップＳ５２５の処理では、図２７（Ａ）に示す第
１特図表示結果決定テーブル１３０Ａを選択して、使用テーブルにセットする。続いて、
使用テーブルにセットした第１特図表示結果決定テーブル１３０Ａを参照することにより
、ステップＳ５０６にて読み出された数値データに基づく乱数値ＭＲ１に応じた特図表示
結果が「大当り」であるか否かが判定される。より具体的には、乱数値ＭＲ１を示す数値
データと、第１特図表示結果決定テーブル１３０Ａに格納された決定値とを比較して、乱
数値ＭＲ１と合致した決定値が割り当てられている特図表示結果が「大当り」であるか否
かを判定する。ここでは、パチンコ遊技機１における遊技状態が通常状態又は時短状態で
あれば、第１特図表示結果決定テーブル１３０Ａにおいて遊技状態が通常状態又は時短状
態である場合に応じたテーブルデータを参照して、特図表示結果が「大当り」であるか否
かを判定し、確変状態であれば、第１特図表示結果決定テーブル１３０Ａにおいて遊技状
態が確変状態である場合に応じたテーブルデータを参照して、特図表示結果が「大当り」
であるか否かを判定すればよい。なお、パチンコ遊技機１における遊技状態にかかわらず
、第１特図表示結果決定テーブル１３０Ａにおいて遊技状態が通常状態又は時短状態であ
る場合に応じたテーブルデータを参照して、特図表示結果が「大当り」であるか否かを判
定するようにしてもよい。
【０４０９】
　なお、パチンコ遊技機１における遊技状態の変化を予測して、その予測結果に基づき第
１特図表示結果決定テーブル１３０Ａにおいて参照するテーブルデータを切り替えるよう
にしてもよい。一例として、可変表示結果が「大当り」となるまで確変制御が継続して行
われる場合であれば、ステップＳ５２５にて特図表示結果が「大当り」に決定されると判
定したときに、図４８のステップＳ５０８にて抽出された大当り種別決定用の乱数値ＭＲ
２を示す数値データに基づき、図２８に示す大当り種別決定テーブル１３１を参照するこ
とにより、大当り種別が「非確変」、「確変」、「突確」のいずれに決定されるかを判定
する。そして、大当り種別が「非確変」ではなく「確変」または「突確」になると判定さ
れたときに、遊技制御フラグ設定部５９２などに設けられた確変時判定フラグをオン状態
にセットする。その一方で、大当り種別が「非確変」になると判定されたときには、確変
時判定フラグをクリアしてオフ状態とする。そして、ステップＳ５２５の処理では、確変
時判定フラグがオンであるかオフであるかを判定する。このとき、確変時判定フラグがオ
ンであれば、第１特図表示結果決定テーブル１３０Ａにおいて遊技状態が確変状態である
場合に応じたテーブルデータを参照して、特図表示結果が「大当り」であるか否かを特定
する。これに対して、確変時判定フラグがオフであるときには、第１特図表示結果決定テ
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ーブル１３０Ａにおいて遊技状態が通常状態又は時短状態である場合に応じたテーブルデ
ータを参照すればよい。このような処理が実行されることなどにより、第１特図保留記憶
部５９１Ａに記憶された保留データに基づく特図ゲームが開始されるときの遊技状態が確
変状態である場合に対応して、通常状態や時短状態のときよりも高い割合で特図表示結果
が「大当り」に決定されるテーブルデータを使用して特図表示結果を特定することができ
、実際の遊技状態に適合して、より正確な特図表示結果を特定できる。
【０４１０】
　ステップＳ５２５にて大当り判定範囲内ではないと判定されたときには（ステップＳ５
２５；Ｎｏ）、その乱数値ＭＲ１が小当り判定範囲内であるか否かを判定する（ステップ
Ｓ５２６）。ステップＳ５２５にて乱数値ＭＲ１が大当り判定範囲内であると判定された
場合や（ステップＳ５２５；Ｙｅｓ）、ステップＳ５２６にて乱数値ＭＲ１が小当り判定
範囲内であると判定された場合には（ステップＳ５２６；Ｙｅｓ）、第１始動入賞口を通
過（進入）した遊技球の検出に基づいて入賞時当り判定がなされたことを通知する第１始
動口入賞指定コマンドとなるコマンドＢ１０２Ｈ（図５（Ｃ）を参照）を、主基板１１か
ら演出制御基板１２に対して送信するための設定を行ってから（ステップＳ５２７）、入
賞時乱数値判定処理を終了する。このような入賞時当り判定を通知する第１始動口入賞指
定コマンドにより、演出制御基板１２の側では、画像表示装置５の始動入賞記憶表示エリ
ア５Ｈにて第１特図保留記憶数を特定可能とする演出画像の表示を更新させることができ
、また、第１特図を用いた特図ゲームに対応する保留記憶情報のうちに、特図表示結果が
「大当り」又は「小当り」に決定されることを示すものが含まれると特定できる。
【０４１１】
　なお、ステップＳ５２５にて大当り判定範囲内であると判定されたときと、ステップＳ
５２６にて小当り判定範囲内であると判定されたときとでは、ＥＸＴデータの設定が異な
る第１始動口入賞指定コマンドを送信することなどにより、特図表示結果が「大当り」と
なるか「小当り」となるかを、演出制御基板１２の側で特定できるようにしてもよい。あ
るいは、ステップＳ５２５にて大当り判定範囲内であると判定されたときには、大当り種
別決定用の乱数値ＭＲ２に基づいて大当り種別がいずれに決定されるかの判定を行い、大
当り種別が「突確」に決定されると判定した場合には、ステップＳ５２６にて小当り判定
範囲内であると判定した場合と共通の第１始動口入賞指定コマンドを送信する一方、大当
り種別が「非確変」または「確変」に決定されると判定した場合には、大当り種別が「突
確」になると判定された場合や小当り判定範囲内であると判定された場合とは異なる第１
始動口入賞指定コマンドを送信してもよい。これにより、演出制御基板１２の側では、第
１特図を用いた特図ゲームに対応する保留記憶情報のうちに、特図表示結果が「大当り」
で大当り種別が「非確変」または「確変」に決定されることを示すものが含まれる場合と
、特図表示結果が「大当り」で大当り種別が「突確」または特図表示結果が「小当り」に
決定されることを示すものが含まれる場合とを、区別して特定することができる。
【０４１２】
　ステップＳ５２６にて乱数値ＭＲ１が小当り判定範囲内ではないと判定されたときには
（ステップＳ５２６；Ｎｏ）、図４８のステップＳ５０８にて抽出された変動パターン種
別決定用の乱数値ＭＲ３を示す数値データが特定パターン共通範囲の範囲内であるか否か
を判定する（ステップＳ５２８）。ここで、図３０（Ａ）に示すハズレ変動パターン種別
決定テーブル（通常時）１３３Ｃや図３０（Ｂ）に示すハズレ変動パターン種別決定テー
ブル（時短中）１３３Ｄの設定例では、遊技状態や特図保留記憶数にかかわらず、変動パ
ターン種別決定用の乱数値ＭＲ３が「２３０」～「２５１」の範囲内であれば、少なくと
もスーパーリーチ（スーパーリーチα又はスーパーリーチβ）を伴う特定の変動パターン
が含まれる変動パターン種別ＣＡ２－４に決定されることになる。したがって、ステップ
Ｓ５２８の処理では、例えば図５０に示すように、乱数値ＭＲ３が「２３０」～「２５１
」の範囲内であれば特定パターン共通範囲の範囲内であると判定すればよい。すなわち、
ＣＰＵ５０５は、スーパーリーチを伴う特定の変動パターンが含まれる変動パターン種別
ＣＡ２－４に対応した決定値の少なくとも一部に設定された同一決定値「２３０」～「２
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５１」のいずれかと乱数値ＳＲ３が合致するか否かを判定することによって、スーパーリ
ーチを伴う変動パターンに決定されるか否かを判定することができる。なお、変動パター
ン種別ＣＡ２－４に対応した決定値には、同一決定値とは異なる決定値が含まれることが
あってもよいし、同一決定値のみが設定されて、同一決定値以外の決定値が割り当てられ
ていないように設定されてもよい。
【０４１３】
　ステップＳ５２８にて乱数値ＭＲ３が特定パターン共通範囲内であると判定されたとき
には（ステップＳ５２８；Ｙｅｓ）、第１始動入賞口を通過（進入）した遊技球の検出に
基づいて特定パターン共通範囲内であることを通知する第１始動口入賞指定コマンドとな
るコマンドＢ１０１Ｈ（図５（Ｃ）を参照）を、主基板１１から演出制御基板１２に対し
て送信するための設定を行ってから（ステップＳ５２９）、入賞時乱数値判定処理を終了
する。これに対して、ステップＳ５２８にて乱数値ＭＲ３が特定パターン共通範囲内では
ないと判定されたときには（ステップＳ５２８；Ｎｏ）、第１始動入賞口を通過（進入）
した遊技球の検出に基づいて特定パターン共通範囲外であることを通知する第１始動口入
賞指定コマンドとなるコマンドＢ１００Ｈ（図５（Ｃ）を参照）を、主基板１１から演出
制御基板１２に対して送信するための設定を行ってから（ステップＳ５３０）、入賞時乱
数値判定処理を終了する。こうした特定パターン共通範囲内であるか否かを通知する第１
始動口入賞指定コマンドにより、演出制御基板１２の側では、画像表示装置５の始動入賞
記憶表示エリア５Ｈにて第１特図保留記憶数を特定可能とする演出画像の表示を更新させ
ることができる。また、第１特図を用いた特図ゲームに対応する保留記憶情報のうちに、
特定の変動パターンに決定されることを示すものが含まれるか否かを特定できる。
【０４１４】
　ステップＳ５２１にて第１始動口入賞ではないときには（ステップＳ５２１；Ｎｏ）、
例えば図２７（Ｂ）に示す第２特図表示結果決定テーブル１３０Ｂを使用テーブルにセッ
トして参照することなどにより、図４８のステップＳ５０６にて読み出された数値データ
に基づく特図表示結果決定用の乱数値ＭＲ１を示す数値データが、大当り判定範囲内であ
るか否かを判定する（ステップＳ５３１）。このとき、パチンコ遊技機１における遊技状
態の変化を予測して参照するテーブルデータを切り替えるなどしてもよいことは、ステッ
プＳ５２５の処理と同様である。
【０４１５】
　ステップＳ５３１にて大当り判定範囲内ではないと判定された場合には（ステップＳ５
３１；Ｎｏ）、その乱数値ＭＲ１が小当り判定範囲内であるか否かを判定する（ステップ
Ｓ５３２）。ステップＳ５３１にて大当り判定範囲内であると判定されたときや（ステッ
プＳ５３１；Ｙｅｓ）、ステップＳ５３２にて小当り判定範囲内であると判定されたとき
には（ステップＳ５３２；Ｙｅｓ）、第２始動入賞口を通過（進入）した遊技球の検出に
基づいて入賞時当り判定がなされたことを通知する第２始動口入賞指定コマンドとなるコ
マンドＢ２０２Ｈ（図５（Ｃ）を参照）を、主基板１１から演出制御基板１２に対して送
信するための設定を行ってから（ステップＳ５３３）、入賞時乱数値判定処理を終了する
。このような入賞時当り判定を通知する第２始動口入賞指定コマンドにより、演出制御基
板１２の側では、画像表示装置５の始動入賞記憶表示エリア５Ｈにて第２特図保留記憶数
を特定可能とする演出画像の表示を更新させることができ、また、第２特図を用いた特図
ゲームに対応する保留記憶情報のうちに、特図表示結果が「大当り」又は「小当り」に決
定されることを示すものが含まれると特定できる。
【０４１６】
　なお、第２始動口入賞指定コマンドに示される入賞時当り判定は、特図表示結果が「大
当り」となる場合のみに通知され、特図表示結果が「小当り」となる場合には通知されな
いようにしてもよい。この場合、ステップＳ５３１にて乱数値ＭＲ１が大当り判定範囲内
である場合にはステップＳ５３３の処理に進む一方、ステップＳ５３２にて乱数値ＭＲ１
が小当り判定範囲内であれば、後述するステップＳ５３６の処理などに進むようにすれば
よい。あるいは、第２始動口入賞指定コマンドに示される入賞時当り判定は、特図表示結
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果が「大当り」で「非確変」または「確変」の大当り種別となる場合のみに通知され、「
突確」の大当り種別となる場合や特図表示結果が「小当り」となる場合には通知されない
ようにしてもよい。この場合、ステップＳ５３１にて乱数値ＭＲ１が大当り判定範囲内で
ある場合には、さらに大当り種別決定用の乱数値ＭＲ２が「非確変」または「確変」の判
定範囲内であるか否かを判定し、この判定範囲内である場合にはステップＳ５３３の処理
に進む一方、「突確」の判定範囲内である場合や、ステップＳ５３２にて乱数値ＭＲ１が
小当り判定範囲内であれば、ステップＳ５３６の処理などに進むようにすればよい。なお
、大当り種別が「突確」に決定されると判定した場合には、ステップＳ５３２にて特図表
示結果が「小当り」に決定されると判定した場合と共通の第２始動口入賞指定コマンドを
送信してもよいことなどは、ステップＳ５２５～Ｓ５２７の処理と同様である。
【０４１７】
　ステップＳ５３２にて乱数値ＭＲ１が小当り判定範囲内ではないと判定されたときには
（ステップＳ５３２；Ｎｏ）、図４８のステップＳ５０８にて抽出された変動パターン種
別決定用の乱数値ＭＲ３を示す数値データが特定パターン共通範囲の範囲内であるか否か
を判定する（ステップＳ５３４）。このときには、ステップＳ５２８の処理と同様に、乱
数値ＭＲ３が「２３０」～「２５１」の範囲内であれば特定パターン共通範囲の範囲内で
あると判定すればよい。
【０４１８】
　ステップＳ５３４にて乱数値ＭＲ３が特定パターン共通範囲内であると判定されたとき
には（ステップＳ５３４；Ｙｅｓ）、第２始動入賞口を通過（進入）した遊技球の検出に
基づいて特定パターン共通範囲内であることを通知する第２始動口入賞指定コマンドとな
るコマンドＢ２０１Ｈ（図５（Ｃ）を参照）を、主基板１１から演出制御基板１２に対し
て送信するための設定を行ってから（ステップＳ５３５）、入賞時乱数値判定処理を終了
する。これに対して、ステップＳ５３４にて乱数値ＭＲ３が特定パターン共通範囲内では
ないと判定されたときには（ステップＳ５３４；Ｎｏ）、第２始動入賞口を通過（進入）
した遊技球の検出に基づいて特定パターン共通範囲外であることを通知する第２始動口入
賞指定コマンドとなるコマンドＢ２００Ｈ（図５（Ｃ）を参照）を、主基板１１から演出
制御基板１２に対して送信するための設定を行ってから（ステップＳ５３６）、入賞時乱
数値判定処理を終了する。こうした特定パターン共通範囲内であるか否かを通知する第２
始動口入賞指定コマンドにより、演出制御基板１２の側では、画像表示装置５の始動入賞
記憶表示エリア５Ｈにて第２特図保留記憶数を特定可能とする演出画像の表示を更新させ
ることができる。また、第２特図を用いた特図ゲームに対応する保留記憶情報のうちに、
特定の変動パターンに決定されることを示すものが含まれるか否かを特定できる。
【０４１９】
　以上のような入賞時乱数値判定処理が実行されることにより、第１始動入賞口や第２始
動入賞口を通過（進入）した遊技球が検出された時点（第１始動入賞時又は第２始動入賞
時）で、パチンコ遊技機１における遊技状態や特図ゲームの保留記憶数である特図保留記
憶数にかかわらず、特図表示結果が「大当り」又は「小当り」に決定されるか否かや、ス
ーパーリーチを伴う特定の変動パターンに決定されるか否かを判定し、これらの判定結果
に応じて異なる第１始動口入賞指定コマンドや第２始動口入賞指定コマンドを、主基板１
１から演出制御基板１２に対して伝送させることができる。
【０４２０】
　この実施の形態では、ハズレ変動パターン種別決定テーブル（通常時）１３３Ｃやハズ
レ変動パターン種別決定テーブル（時短中）１３３Ｄにおける決定値の割当てなどにより
、変動パターン種別ＣＡ２－４に対応した決定値のうちの少なくとも一部は、第１開始条
件や第２開始条件の成立に基づく可変表示の開始時における合計保留記憶数にかかわらず
、同一決定値「２３０」～「２５１」が設定される。そして、この同一決定値のいずれか
に乱数値ＭＲ３が合致するか否かを判定することにより、スーパーリーチを伴う変動パタ
ーンに決定されるか否かを判定するので、スーパーリーチを伴う変動パターンに決定され
る旨の判定を、確実に行うことができる。すなわち、ステップＳ５２８やステップＳ５３
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４にて特定パターン共通範囲内ではないと判定されたときでも、スーパーリーチを伴う変
動パターンに決定される場合がある一方で、特定パターン共通範囲内であると判定された
ときには、常にスーパーリーチを伴う変動パターンに決定されることになりスーパーリー
チを伴わない変動パターンに決定されることがない。
【０４２１】
　スーパーリーチを伴う変動パターン種別ＣＡ２－４とは異なる変動パターン種別ＣＡ１
－１～ＣＡ１－３や変動パターン種別ＣＡ２－１～ＣＡ２－３に対応した決定値は、第１
開始条件や第２開始条件の成立に基づく可変表示の開始時における合計保留記憶数に応じ
て、異なる決定値が設定されている。このうち、短縮用の非リーチ変動パターンとなる変
動パターンＰＡ１－２が含まれる変動パターン種別ＣＡ１－２に対応した決定値は、合計
保留記憶数が所定数以上である場合には、この合計保留記憶数が所定数未満である場合と
比較して、多くなるように設定される。例えば、遊技状態が通常状態であるときなどには
、合計保留記憶数が「３」以上または「６」以上である場合に、「３」未満または「６」
未満である場合と比較して多くの決定値が、変動パターン種別ＣＡ１－２に割り当てられ
ている。また、遊技状態が確変状態や時短状態で時間短縮制御が行われているときには、
合計保留記憶数が「１」以上または「２」以上である場合に、「１」未満または「２」未
満である場合と比較して多くの決定値が、変動パターン種別ＣＡ１－２に割り当てられて
いる。したがって、合計保留記憶数が所定数以上であるときには、所定数未満であるとき
に比べて平均的な可変表示時間（特図変動時間など）を短縮して、パチンコ遊技機１にお
ける稼働率の低下を防止できる。
【０４２２】
　図４６のステップＳ１３１にて始動入賞判定処理を実行した後には、遊技制御フラグ設
定部５９２に設けられた特図プロセスフラグの値に応じて、ステップＳ１４０～ステップ
Ｓ１５０の処理のいずれかを選択して実行する。
【０４２３】
　ステップＳ１４０の特別図柄通常処理は、特図プロセスフラグの値が“０”のときに実
行される。この特別図柄通常処理では、第１特図保留記憶部５９１Ａや第２特図保留記憶
部５９１Ｂに記憶されている保留データの有無などに基づいて、第１特別図柄表示装置４
Ａや第２特別図柄表示装置４Ｂによる特図ゲームを開始するか否かの判定が行われる。ま
た、特別図柄通常処理では、特図表示結果判定用の乱数値ＭＲ１を示す数値データに基づ
き、特別図柄や飾り図柄などの可変表示結果を「大当り」や「小当り」とするか否かを、
その可変表示結果が導出表示される以前に決定（事前決定）する。さらに、特別図柄通常
処理では、特図ゲームにおける特別図柄の可変表示結果に対応して、第１特別図柄表示装
置４Ａや第２特別図柄表示装置４Ｂによる特図ゲームにおける確定特別図柄（大当り図柄
、小当り図柄及びハズレ図柄のいずれか）が設定される。
【０４２４】
　ステップＳ１４１の変動パターン設定処理は、特図プロセスフラグの値が“１”のとき
に実行される。この変動パターン設定処理には、可変表示結果を「大当り」や「小当り」
とするか否かの事前決定結果や、飾り図柄の可変表示状態をリーチ状態とするか否かのリ
ーチ決定結果などに基づいて、変動パターン種別を複数種類のいずれかに決定する処理や
、変動パターン種別の決定結果に対応して、変動パターンを複数種類のいずれかに決定す
る処理などが含まれている。
【０４２５】
　ステップＳ１４２の特別図柄変動処理は、特図プロセスフラグの値が“２”のときに実
行される。この特別図柄変動処理には、第１特別図柄表示装置４Ａや第２特別図柄表示装
置４Ｂにおいて特別図柄を変動させるための設定を行う処理や、その特別図柄が変動を開
始してからの経過時間を計測する処理などが含まれている。例えば、ステップＳ１４２に
て特別図柄変動処理が実行されるごとに、遊技制御タイマ設定部５９３に設けられた特図
変動タイマにおける値（特図変動タイマ値）を１減算あるいは１加算することにより、第
１特別図柄表示装置４Ａにおける第１特図を用いた特図ゲームであるか、第２特別図柄表
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示装置４Ｂにおける第２特図を用いた特図ゲームであるかに関わりなく、共通のタイマに
よって経過時間の測定が行われる。また、計測された経過時間が変動パターンに対応する
特図変動時間に達したか否かの判定も行われる。このように、特別図柄変動処理は、第１
特別図柄表示装置４Ａにおける第１特図を用いた特図ゲームにおける特別図柄の変動や、
第２特別図柄表示装置４Ｂにおける第２特図を用いた特図ゲームにおける特別図柄の変動
を、共通の処理ルーチンによって制御する処理となっている。そして、特別図柄の変動を
開始してからの経過時間が特図変動時間に達したときには、特図プロセスフラグの値を“
３”に更新する。
【０４２６】
　ステップＳ１４３の特別図柄停止処理は、特図プロセスフラグの値が“３”のときに実
行される。この特別図柄停止処理には、第１特別図柄表示装置４Ａや第２特別図柄表示装
置４Ｂにて特別図柄の変動を停止させ、特別図柄の可変表示結果となる確定特別図柄を停
止表示させるための設定を行う処理が含まれている。そして、遊技制御フラグ設定部５９
２に設けられた大当りフラグと小当りフラグのいずれかがオンとなっているか否かの判定
などが行われ、大当りフラグがオンである場合には特図プロセスフラグの値を“４”に更
新し、小当りフラグがオンである場合には特図プロセスフラグの値を“８”に更新する。
また、大当りフラグと小当りフラグがいずれもオフである場合には、特図プロセスフラグ
の値を“０”に更新する。
【０４２７】
　ステップＳ１４４の大入賞口開放前処理は、特図プロセスフラグの値が“４”のときに
実行される。この大入賞口開放前処理には、可変表示結果が「大当り」となったことなど
に基づき、大当り遊技状態においてラウンドの実行を開始して大入賞口を開放状態とする
ための設定を行う処理などが含まれている。このときには、例えば大入賞口開放回数最大
値の設定に対応して、大入賞口を開放状態とする期間の上限を設定するようにしてもよい
。一例として、大入賞口開放回数最大値が１５ラウンド大当り状態に対応した「１５」に
設定されている場合には、大入賞口を開放状態とする期間の上限を「２９秒」に設定する
。これに対して、大入賞口開放回数最大値が２ラウンド大当り状態に対応した「２」に設
定されている場合には、大入賞口を開放状態とする期間の上限を「０．５秒」に設定する
。
【０４２８】
　ステップＳ１４５の大入賞口開放中処理は、特図プロセスフラグの値が“５”のときに
実行される。この大入賞口開放中処理には、大入賞口を開放状態としてからの経過時間を
計測する処理や、その計測した経過時間やカウントスイッチ２３によって検出された遊技
球の個数などに基づいて、大入賞口を開放状態から閉鎖状態に戻すタイミングとなったか
否かを判定する処理などが含まれている。大入賞口を閉鎖状態から開放状態へと変化させ
るときには、大入賞口扉用のソレノイド８２に対するソレノイド駆動信号の供給を開始さ
せる処理などが実行されればよい。他方、大入賞口を閉鎖状態に戻すときには、大入賞口
扉用のソレノイド８２に対するソレノイド駆動信号の供給を停止させる処理などが実行さ
れればよい。
【０４２９】
　ステップＳ１４６の大入賞口開放後処理は、特図プロセスフラグの値が“６”のときに
実行される。この大入賞口開放後処理には、大入賞口を開放状態とするラウンドの実行回
数が大入賞口開放回数最大値に達したか否かを判定する処理や、大入賞口開放回数最大値
に達した場合に当り終了指定コマンドを送信するための設定を行う処理などが含まれてい
る。
【０４３０】
　ステップＳ１４７の大当り終了処理は、特図プロセスフラグの値が“７”のときに実行
される。この大当り終了処理には、画像表示装置５やスピーカ８Ｌ、８Ｒ、遊技効果ラン
プ９といった演出用の電気部品（演出装置）により、大当り遊技状態の終了を報知する演
出動作としてのエンディング演出が実行される期間に対応した待ち時間が経過するまで待
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機する処理や、その大当り遊技状態の終了に対応した各種の設定を行う処理などが含まれ
ている。
【０４３１】
　ステップＳ１４８の小当り開放前処理は、特図プロセスフラグの値が“８”のときに実
行される。この小当り開放前処理には、可変表示結果が「小当り」となったことなどに基
づき、小当り遊技状態において可変入賞動作の実行を開始して大入賞口を開放状態とする
ための設定を行う処理などが含まれている。このときには、例えば可変表示結果が「小当
り」であることにより大入賞口開放回数最大値が「２」であることに対応して、大入賞口
を開放状態とする期間の上限を「０．５秒」に設定すればよい。
【０４３２】
　ステップＳ１４９の小当り開放中処理は、特図プロセスフラグの値が“９”のときに実
行される。この小当り開放中処理には、大入賞口を開放状態としてからの経過時間を計測
する処理や、その計測した経過時間などに基づいて、大入賞口を開放状態から閉鎖状態に
戻すタイミングとなったか否かを判定する処理などが含まれている。
【０４３３】
　ステップＳ１５０の小当り終了処理は、特図プロセスフラグの値が“１０”のときに実
行される。この小当り終了処理には、画像表示装置５やスピーカ８Ｌ、８Ｒ、遊技効果ラ
ンプ９といった演出用の電気部品（演出装置）により、小当り遊技状態の終了を報知する
演出動作が実行される期間に対応した待ち時間が経過するまで待機する処理などが含まれ
ている。ここで、小当り遊技状態が終了するときには、確変フラグや時短フラグの状態を
変更しないようにして、小当り遊技状態となる以前のパチンコ遊技機１における遊技状態
を継続させる。
【０４３４】
　図５１は、特別図柄通常処理として、図４６のステップＳ１４０にて実行される処理の
一例を示すフローチャートである。この特別図柄通常処理において、ＣＰＵ５０５は、ま
ず、第２特図を用いた特図ゲームの保留記憶数を示す第２保留記憶カウント値が「０」で
あるか否かを判定する（ステップＳ２２１）。例えば、ステップＳ２２１の処理では、遊
技制御カウンタ設定部５９４から読み出した第２保留記憶カウント値が「０」であるか否
かを判定すればよい。ステップＳ２２１にて第２保留記憶カウント値が「０」以外である
ときには（ステップＳ２２１；Ｎｏ）、例えば遊技制御バッファ設定部５９５などに設け
られた変動特図指定バッファの値を「２」に更新する（ステップＳ２２２）。
【０４３５】
　ステップＳ２２１にて第２保留記憶カウント値が「０」であるときには（ステップＳ２
２１；Ｙｅｓ）、第１特図を用いた特図ゲームの保留記憶数を示す第１保留記憶カウント
値が「０」であるか否かを判定する（ステップＳ２２３）。例えば、ステップＳ２２３の
処理では、遊技制御カウンタ設定部５９４から読み出した第１保留記憶カウント値が「０
」であるか否かを判定すればよい。ステップＳ２２３にて第１保留記憶カウント値が「０
」以外であるときには（ステップＳ２２３；Ｎｏ）、例えば遊技制御バッファ設定部５９
５などに設けられた変動特図指定バッファの値を「１」に更新する（ステップＳ２２４）
。このように、ステップＳ２２３の処理では、ステップＳ２２１にて第２保留記憶カウン
ト値が「０」であると判定されたときに、第１保留記憶カウント値が「０」であるか否か
を判定する。したがって、第２特図を用いた特図ゲームは、第１特図を用いた特図ゲーム
よりも優先して実行が開始される。
【０４３６】
　なお、第２特図を用いた特図ゲームが第１特図を用いた特図ゲームよりも優先して開始
されるものに限定されず、第１始動入賞口や第２始動入賞口を遊技球が通過（進入）した
順番に従って、それぞれの特図ゲームが順次に実行されるようにしてもよい。すなわち、
第１始動条件と第２始動条件とを区別することなく、先に成立した始動条件に対応する特
図ゲームから順次に実行が開始されるようにしてもよい。あるいは、第１保留記憶カウン
ト値と第２保留記憶カウント値とのうち、いずれの値が大きいかを判定し、カウント値が
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大きい方に対応する特別図柄を用いた特図ゲームを優先して実行するようにしてもよい。
この場合には、第１保留記憶カウント値と第２保留記憶カウント値とを比較して、第１保
留記憶カウント値の方が大きい場合には、変動特図指定バッファの値を「１」に更新する
一方で、第２保留記憶カウント値の方が大きい場合には、変動特図指定バッファの値を「
２」に更新すればよい。また、第１保留記憶カウント値と第２保留記憶カウント値とが一
致した場合には、第１特図を用いた特図ゲームを優先して実行してもよいし、第２特図を
用いた特図ゲームを優先して実行してもよい。このように、保留記憶カウント値が多い方
に対応する特別図柄を用いた特図ゲームを優先して実行することで、無効な始動入賞の発
生を低減することができる。
【０４３７】
　ステップＳ２２２、Ｓ２２４の処理のいずれかを実行した後には、変動特図指定バッフ
ァ値に応じた特図保留記憶部から保留データを読み出す（ステップＳ２２５）。例えば、
変動特図指定バッファ値が「１」であるときには、第１特図保留記憶部５９１Ａにて保留
番号「１」と対応付けて記憶されている保留データとして、特図表示結果決定用の乱数値
ＭＲ１、大当り種別決定用の乱数値ＭＲ２、変動パターン種別決定用の乱数値ＭＲ３を示
す数値データをそれぞれ読み出す。これに対して、変動特図指定バッファ値が「２」であ
るときには、第２特図保留記憶部５９１Ｂにて保留番号「１」と対応付けて記憶されてい
る保留データとして、特図表示結果決定用の乱数値ＭＲ１、大当り種別決定用の乱数値Ｍ
Ｒ２、変動パターン種別決定用の乱数値ＭＲ３を示す数値データをそれぞれ読み出す。こ
のとき読み出された数値データは、例えば遊技制御バッファ設定部５９５などに設けられ
た変動用乱数バッファなどに格納されて、一時記憶されればよい。
【０４３８】
　ステップＳ２２５の処理に続いて、変動特図指定バッファ値に応じた保留記憶カウント
値を１減算するとともに、変動特図指定バッファ値に応じた特図保留記憶部にて保留番号
「１」より下位のエントリ（例えば保留番号「２」～「４」に対応するエントリ）に記憶
された保留データの記憶内容を、１エントリずつ上位にシフトさせる（ステップＳ２２６
）。例えば、変動特図指定バッファ値が「１」である場合には、第１保留記憶カウント値
を１減算するとともに、第１特図保留記憶部５９１Ａにおける保留データの記憶内容を、
１エントリずつ上位にシフトさせる。これに対して、変動特図指定バッファ値が「２」で
ある場合には、第２保留記憶カウント値を１減算するとともに、第２特図保留記憶部５９
１Ｂにおける保留データの記憶内容を、１エントリずつ上位にシフトさせる。
【０４３９】
　この後、可変表示結果を「大当り」とするか否かや「小当り」とするか否かを決定する
ための使用テーブルとして、変動特図指定バッファ値に応じた特図表示結果決定テーブル
を選択してセットする（ステップＳ２２７）。例えば、変動特図指定バッファ値が「１」
であれば図２７（Ａ）に示す第１特図表示結果決定テーブル１３０Ａを使用テーブルとし
てセットする一方で、変動特図指定バッファ値が「２」であれば図２７（Ｂ）に示す第２
特図表示結果決定テーブル１３０Ｂを使用テーブルとしてセットする。ＣＰＵ５０５は、
こうしてセットされた特図表示結果決定テーブルを参照することにより、ステップＳ２２
５にて読み出された保留データに含まれる特図表示結果決定用の乱数値ＭＲ１を示す数値
データに基づいて、特図表示結果を複数種類のいずれかに決定する（ステップＳ２２８）
。そして、ステップＳ２２８にて決定された特図表示結果が「大当り」であるか否かを判
定する（ステップＳ２２９）。
【０４４０】
　ステップＳ２２９にて「大当り」ではないと判定された場合には（ステップＳ２２９；
Ｎｏ）、その特図表示結果が「小当り」であるか否かを判定する（ステップＳ２３０）。
そして、「小当り」であると判定されたときには（ステップＳ２３０；Ｙｅｓ）、遊技制
御フラグ設定部５９２に設けられた小当りフラグをオン状態にセットする（ステップＳ２
３１）。
【０４４１】
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　ステップＳ２２９にて「大当り」であると判定された場合には（ステップＳ２２９；Ｙ
ｅｓ）、遊技制御フラグ設定部５９２に設けられた大当りフラグをオン状態にセットする
（ステップＳ２３２）。このときには、大当り種別を複数種類のいずれかに決定するため
の使用テーブルとして、図２８に示す大当り種別決定テーブル１３１を選択してセットす
る（ステップＳ２３３）。ＣＰＵ５０５は、こうしてセットされた大当り種別決定テーブ
ル１３１を参照することにより、ステップＳ２２５にて読み出された保留データに含まれ
る大当り種別決定用の乱数値ＭＲ２を示す数値データに基づいて、大当り種別を「非確変
」、「確変」、「突確」といった複数種類のうち、いずれかに決定する（ステップＳ２３
４）。なお、ステップＳ２２２にて変動特図指定バッファ値を「２」に設定した場合には
、大当り種別決定テーブル１３１にて「突確」の大当り種別に対する決定値の割当てがな
いことから、大当り種別が「突確」に決定されることはない。こうしてステップＳ２３４
にて決定された大当り種別に対応して、例えば遊技制御バッファ設定部５９５に設けられ
た大当り種別バッファの格納値である大当り種別バッファ値を設定することにより、ステ
ップＳ２３４の処理で決定された大当り種別を記憶する（ステップＳ２３５）。一例とし
て、大当り種別が「非確変」であれば大当り種別バッファ値を「０」とし、「確変」であ
れば「１」とし、「突確」であれば「２」とすればよい。
【０４４２】
　ステップＳ２３０にて「小当り」ではないと判定された場合や（ステップＳ２３０；Ｎ
ｏ）、ステップＳ２３１、Ｓ２３５の処理のいずれかを実行した後には、大当り遊技状態
や小当り遊技状態に制御するか否かの事前決定結果、さらには、大当り遊技状態とする場
合における大当り種別の決定結果に対応して、確定特別図柄を設定する（ステップＳ２３
６）。一例として、ステップＳ２３０にて特図表示結果が「小当り」ではないと判定され
た場合には、特図表示結果を「ハズレ」とする旨の事前決定結果に対応して、ハズレ図柄
となる「－」を示す記号の特別図柄を、確定特別図柄に設定する。その一方で、ステップ
Ｓ２３０にて特図表示結果が「小当り」であると判定された場合には、特図表示結果を「
小当り」とする旨の事前決定結果に対応して、小当り図柄となる「５」を示す数字の特別
図柄を、確定特別図柄に設定する。また、ステップＳ２２９にて特図表示結果が「大当り
」であると判定された場合には、ステップＳ２３４における大当り種別の決定結果に応じ
て、大当り図柄となる「１」、「３」、「７」を示す数字の特別図柄のうち、いずれかを
確定特別図柄に設定する。すなわち、大当り種別を「非確変」とする決定結果に応じて、
非確変大当り図柄となる「３」の数字を示す特別図柄を、確定特別図柄に設定する。また
、大当り種別を「確変」とする決定結果に応じて、確変大当り図柄となる「７」の数字を
示す特別図柄を、確定特別図柄に設定する。大当り種別を「突確」とする決定結果に応じ
て、突確大当り図柄「１」の数字を示す特別図柄を、確定特別図柄に設定する。
【０４４３】
　ステップＳ２３６にて確定特別図柄を設定した後には、特図プロセスフラグの値を変動
パターン設定処理に対応した値である“１”に更新してから（ステップＳ２３７）、特別
図柄通常処理を終了する。また、ステップＳ２２３にて第１保留記憶カウント値が「０」
であるときには（ステップＳ２２３；Ｙｅｓ）、所定のデモ表示設定を行ってから（ステ
ップＳ２３８）、特別図柄通常処理を終了する。ステップＳ２３８におけるデモ表示設定
では、例えば画像表示装置５において所定の演出画像を表示することなどによるデモンス
トレーション表示（デモ画面表示）を指定する客待ちデモ指定コマンドが、主基板１１か
ら演出制御基板１２に対して送信済みであるか否かを判定する。このとき、送信済みであ
れば、そのままデモ表示設定を終了する。これに対して、未送信であれば、例えばＲＯＭ
５０６における客待ちデモ指定コマンドテーブルの記憶アドレスを送信コマンドバッファ
にセットすることなどにより、客待ちデモ指定コマンドの送信設定を行えばよい。
【０４４４】
　図５２は、変動パターン設定処理として、図４６のステップＳ１４１にて実行される処
理の一例を示すフローチャートである。この変動パターン設定処理において、ＣＰＵ５０
５は、まず、大当りフラグがオンであるか否かを判定する（ステップＳ２５１）。そして
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、大当りフラグがオンであれば（ステップＳ２５１；Ｙｅｓ）、変動パターン種別を複数
種別のいずれかに決定するための使用テーブルとして、大当り変動パターン種別決定テー
ブル１３３Ａを選択してセットする（ステップＳ２５２）。このときには、例えば遊技制
御バッファ設定部５９５などに記憶される大当り種別バッファ値を読み取ることなどによ
り、大当り種別が「非確変」、「確変」、「突確」のいずれであるかを特定する（ステッ
プＳ２５３）。
【０４４５】
　ステップＳ２５１にて大当りフラグがオフであるときには（ステップＳ２５１；Ｎｏ）
、小当りフラグがオンであるか否かを判定する（ステップＳ２５４）。そして、小当りフ
ラグがオンであれば（ステップＳ２５４；Ｙｅｓ）、変動パターン種別を複数種類のいず
れかに決定するための使用テーブルとして、小当り変動パターン種別決定テーブル１３３
Ｂを選択してセットする（ステップＳ２５５）。
【０４４６】
　ステップＳ２５４にて小当りフラグがオフであるときには（ステップＳ２５４；Ｎｏ）
、例えば遊技制御カウンタ設定部５９４に記憶されている第１保留記憶カウント値と第２
保留記憶カウント値とを加算すること、あるいは、合計保留記憶カウント値を読み出すこ
となどにより、合計保留記憶数を特定する（ステップＳ２５６）。そして、時短フラグが
オンであるか否かを判定する（ステップＳ２５７）。このとき、時短フラグがオフであれ
ば（ステップＳ２５７；Ｎｏ）、時間短縮制御が行われていない通常時であることに対応
して、ハズレ変動パターン種別決定テーブル（通常時）１３３Ｃを選択し、変動パターン
種別を複数種類のいずれかに決定するための使用テーブルとしてセットする（ステップＳ
２５８）。ステップＳ２５７にて時短フラグがオンであるときには（ステップＳ２５７；
Ｙｅｓ）、時間短縮制御が行われている時短中であることに対応して、ハズレ変動パター
ン種別決定テーブル（時短中）１３３Ｄを選択し、変動パターン種別を複数種類のいずれ
かに決定するための使用テーブルとしてセットする（ステップＳ２５９）。
【０４４７】
　ステップＳ２５３、Ｓ２５５、Ｓ２５８、Ｓ２５９の処理のいずれかを実行した後には
、例えば変動用乱数バッファなどに格納されている変動パターン種別決定用の乱数値ＭＲ
３を示す数値データなどに基づき、使用テーブルにセットされた変動パターン種別決定テ
ーブルを参照することにより、変動パターン種別を複数種類のいずれかに決定する（ステ
ップＳ２６０）。ここで、ステップＳ２６０の処理では、第１始動条件が成立したことに
基づき第１特別図柄表示装置４Ａにより第１特図を用いて実行される特図ゲームに対応し
た飾り図柄の変動パターン種別を決定するか、第２始動条件が成立したことに基づき第２
特別図柄表示装置４Ｂにより第２特図を用いて実行される特図ゲームに対応した飾り図柄
の変動パターン種別を決定するかにかかわらず、共通のランダムカウンタなどによって更
新される変動パターン種別決定用となる共通の乱数値ＭＲ３を示す数値データを用いて、
共通の処理モジュールにより変動パターン種別を複数種類のいずれかに決定することがで
きる。
【０４４８】
　図３０（Ａ）に示すハズレ変動パターン種別決定テーブル（通常時）１３３Ｃや図３０
（Ｂ）に示すハズレ変動パターン種別決定テーブル（時短中）１３３Ｄでは、合計保留記
憶数が所定数以上である場合に、合計保留記憶数が所定数未満である場合と比較して、変
動パターン種別ＣＡ１－２に対して多くの決定値が割り当てられている。例えば、ハズレ
変動パターン種別決定テーブル（通常時）１３３Ｃでは、合計保留記憶数が「３」以上で
ある場合に、合計保留記憶数が「３」未満である場合と比較して、変動パターン種別ＣＡ
１－２に対して多くの決定値が割り当てられており、また、合計保留記憶数が「６」以上
である場合に、合計保留記憶数が「６」未満である場合に比較して、変動パターン種別Ｃ
Ａ１－２に対して多くの決定値が割り当てられている。ハズレ変動パターン種別決定テー
ブル（時短中）１３３Ｄでは、合計保留記憶数が「１」以上である場合に、合計保留記憶
数が「１」未満の「０」である場合と比較して、変動パターン種別ＣＡ１－２に対して多
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くの決定値が割り当てられており、また、合計保留記憶数が「２」以上である場合に、合
計保留記憶数が「２」未満である場合と比較して、変動パターン種別ＣＡ１－２に対して
多くの決定値が割り当てられている。変動パターン種別ＣＡ１－２には、スーパーリーチ
を伴う変動パターンＰＡ３－１、変動パターンＰＡ３－２、変動パターンＰＢ３－１、変
動パターンＰＢ３－２と比較して特図変動時間が短い非リーチ変動パターンとしての変動
パターンＰＡ１－２が含まれている。したがって、特図表示結果が「ハズレ」となる場合
には、開始条件（第１開始条件または第２開始条件）が成立したときの合計保留記憶数が
所定数以上であるときに、合計保留記憶数が所定数未満であるときと比較して、変動パタ
ーンＰＡ１－２に対応した決定値の個数が多く設定された決定値を用いて、変動パターン
種別が決定される。これにより、開始条件が成立したときの合計保留記憶数に応じて平均
的な特図変動時間を異ならせることができ、特に特図保留記憶数が所定数以上であるとき
には平均的な特図変動時間が短くなるようにして、可変表示の作動率が低下してしまう事
態を極力防止することができる。
【０４４９】
　こうしてステップＳ２６０にて変動パターン種別が決定された後には、その変動パター
ン種別の決定結果に応じて、変動パターンを複数種類のいずれかに決定するための使用テ
ーブルとして、当り変動パターン決定テーブル１３４Ａと、ハズレ変動パターン決定テー
ブル１３４Ｂとのうち、いずれかを選択してセットする（ステップＳ２６１）。続いて、
変動パターン決定用の乱数値ＭＲ４を示す数値データに基づき、ステップＳ２６１にてセ
ットした変動パターン決定テーブルを参照することにより、変動パターンを複数種類のい
ずれかに決定する（ステップＳ２６２）。変動パターン決定用の乱数値ＭＲ４を示す数値
データは、ステップＳ２６２の処理が実行されるときに、遊技制御カウンタ設定部５９４
のランダムカウンタなどから抽出されてもよいし、第１始動入賞口や第２始動入賞口を通
過（進入）した遊技球が検出された始動入賞時に抽出されたものを、乱数値ＭＲ１～ＭＲ
３とともに、第１特図保留記憶部５９１Ａや第２特図保留記憶部５９１Ｂにおける保留デ
ータとして記憶しておいてもよい。
【０４５０】
　ステップＳ２６２の処理では、第１始動条件が成立したことに基づき第１特別図柄表示
装置４Ａにより第１特図を用いて実行される特図ゲームに対応した飾り図柄の変動パター
ンを決定するか、第２始動条件が成立したことに基づき第２特別図柄表示装置４Ｂにより
第２特図を用いて実行される特図ゲームに対応した飾り図柄の変動パターンを決定するか
に関わらず、共通のランダムカウンタなどによって更新される変動パターン決定用となる
共通の乱数値ＭＲ４を示す数値データを用いて、変動パターンを複数種類のいずれかに決
定する。一例として、ステップＳ２６２の処理では、決定テーブルポインタにセットされ
たＲＯＭ５０６のアドレスに記憶された決定テーブルを参照して変動パターンが決定され
ればよい。
【０４５１】
　このようなステップＳ２６２における変動パターンの決定に続いて、その変動パターン
の決定結果に応じた特図変動時間を設定する（ステップＳ２６３）。その後、変動特図指
定バッファ値に応じて、第１特別図柄表示装置４Ａによる第１特図を用いた特図ゲームと
、第２特別図柄表示装置４Ｂによる第２特図を用いた特図ゲームのいずれかを開始させる
ように、特別図柄の変動を開始させるための設定を行う（ステップＳ２６４）。一例とし
て、変動特図指定バッファ値が「１」であれば、第１特別図柄表示装置４Ａによる第１特
図の表示を更新させる駆動信号を送信するための設定を行う。これに対して、変動特図指
定バッファ値が「２」であれば、第２特別図柄表示装置４Ｂによる第２特図の表示を更新
させる駆動信号を送信するための設定を行う。
【０４５２】
　ステップＳ２６４の処理を実行した後には、特別図柄の変動開始時用となる各種コマン
ドを送信するための設定を行う（ステップＳ２６５）。例えば、変動特図指定バッファ値
が「１」である場合に、ＣＰＵ５０５は、主基板１１から演出制御基板１２に対して第１
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変動開始コマンド、変動パターン指定コマンド、表示結果指定コマンド、遊技状態指定コ
マンドを順次に送信するために、予め用意された第１変動開始用コマンドテーブルのＲＯ
Ｍ５０６における記憶アドレス（先頭アドレス）を示す設定データを、送信コマンドバッ
ファにセットする。他方、変動特図指定バッファ値が「２」である場合に、ＣＰＵ５０５
は、主基板１１から演出制御基板１２に対して第２変動開始コマンド、変動パターン指定
コマンド、表示結果指定コマンド、遊技状態指定コマンドを順次に送信するために、予め
用意された第２変動開始用コマンドテーブルのＲＯＭ５０６における記憶アドレスを示す
設定データを、送信コマンドバッファにセットする。こうしたステップＳ２６５での設定
を行った場合には、特別図柄プロセス処理が終了してから図４１に示すステップＳ９９の
メイン側通信制御処理が実行されるごとに、主基板１１から演出制御基板１２に対して、
第１変動開始コマンドまたは第２変動開始コマンド、変動パターン指定コマンド、表示結
果指定コマンド、遊技状態指定コマンドが、順次に送信されることになる。なお、こうし
た複数種類の演出制御コマンドが送信される順序は、パチンコ遊技機１の仕様などに応じ
て、任意に設定されたものであればよい。
【０４５３】
　ステップＳ２６５での設定に続いて、特図プロセスフラグの値を特別図柄変動処理に対
応した値である“２”に更新してから（ステップＳ２６６）、変動パターン設定処理を終
了する。
【０４５４】
　図５３は、特別図柄停止処理として、図４６のステップＳ１４３にて実行される処理の
一例を示すフローチャートである。この特別図柄停止処理において、ＣＰＵ５０５は、ま
ず、大当りフラグがオンであるか否かを判定する（ステップＳ２８１）。このとき、大当
りフラグがオンであれば（ステップＳ２８１；Ｙｅｓ）、大当り開始時演出待ち時間を設
定する（ステップＳ２８２）。例えば、ステップＳ２８２の処理では、大当り開始時演出
待ち時間に対応して予め定められたタイマ初期値が、遊技制御タイマ設定部５９３に設け
られた遊技制御プロセスタイマにセットされればよい。
【０４５５】
　ステップＳ２８２の処理に続いて、当り開始指定コマンドを主基板１１から演出制御基
板１２に対して送信するための設定を行う（ステップＳ２８３）。例えば、ステップＳ２
８３の処理では、当り開始指定コマンドを送信するために予め用意された当り開始指定コ
マンドテーブルのＲＯＭ５０６における記憶アドレスを示す設定データが、送信コマンド
バッファに格納されればよい。その後、大当りフラグをクリアしてオフ状態とする（ステ
ップＳ２８４）。また、確変状態や時短状態を終了するための設定を行う（ステップＳ２
８５）。例えば、ステップＳ２８５では、確変フラグや時短フラグをクリアしてオフ状態
とする処理や、確変状態や時短状態における特図ゲームの実行回数をカウントするための
特図変動回数カウンタをクリアする処理などが実行されればよい。そして、特別図柄プロ
セスフラグの値を大入賞口開放前処理に対応した値である“４”に更新してから（ステッ
プＳ２８６）、特別図柄停止処理を終了する。
【０４５６】
　ステップＳ２８１にて大当りフラグがオフである場合には（ステップＳ２８１；Ｎｏ）
、小当りフラグがオンであるか否かを判定する（ステップＳ２８７）。このとき、小当り
フラグがオンであれば（ステップＳ２８７；Ｙｅｓ）、小当り開始時演出待ち時間を設定
する（ステップＳ２８８）。例えば、ステップＳ２８８の処理では、小当り開始時演出待
ち時間に対応して予め定められたタイマ初期値が、遊技制御プロセスタイマにセットされ
ればよい。
【０４５７】
　ステップＳ２８８の処理に続いて、ステップＳ２８３の処理と同様に、当り開始指定コ
マンドを主基板１１から演出制御基板１２に対して送信するための設定を行う（ステップ
Ｓ２８９）。その後、小当りフラグをクリアしてオフ状態とする（ステップＳ２９０）。
そして、特図プロセスフラグの値を小当り開放前処理に対応した値である“８”に更新す
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る（ステップＳ２９１）。
【０４５８】
　また、ステップＳ２８７にて小当りフラグがオフである場合には（ステップＳ２８７；
Ｎｏ）、特図プロセスフラグの値を特別図柄通常処理に対応した値である“０”に更新す
る（ステップＳ２９２）。ステップＳ２９１、Ｓ２９２の処理のいずれかを実行した後に
は、確変状態や時短状態を終了させるか否かの判定を行う（ステップＳ２９３）。例えば
、ステップＳ２９３の処理では、特図変動回数カウンタの値（特図変動回数カウント値）
を、例えば１減算または１加算するなどして更新し、更新後の特図変動回数カウント値が
所定の特別遊技状態終了判定値と合致するか否かの判定が行われる。このとき、特別遊技
状態終了判定値と合致すれば、確変フラグや時短フラグをクリアしてオフ状態とすること
などにより、確変状態や時短状態を終了して通常状態に制御すればよい。他方、特別遊技
状態終了判定値と合致しなければ、確変フラグや時短フラグの状態を維持して、ステップ
Ｓ２９３の処理を終了すればよい。こうした確変状態や時短状態の終了判定を実行した後
には、特別図柄停止処理が終了する。なお、特図変動回数カウント値に基づく終了判定は
、時短状態である場合のみ行うようにして、確変状態については、次に可変表示結果が「
大当り」となるまで継続されるようにしてもよい。あるいは、例えば遊技制御カウンタ設
定部５９４に設けられたランダムカウンタから、確変状態終了判定用の乱数値を示す数値
データを抽出し、予めＲＯＭ５０６などに格納された確変状態終了判定テーブルを参照す
ることにより、確変状態を終了するか否かの判定を行うようにしてもよい。
【０４５９】
　図５４は、大当り終了処理として、図４６のステップＳ１４７にて実行される処理の一
例を示すフローチャートである。この大当り終了処理において、ＣＰＵ５０５は、まず、
大当り終了時演出待ち時間が経過したか否かを判定する（ステップＳ３０１）。一例とし
て、図４６に示すステップＳ１４６の大入賞口開放後処理では、特図プロセスフラグの値
を“７”に更新するときに、大当り終了時演出待ち時間に対応して予め定められたタイマ
初期値が遊技制御プロセスタイマにセットされる。この場合、ステップＳ３０１の処理で
は、例えば遊技制御プロセスタイマ値を１減算することなどにより更新し、更新後の遊技
制御プロセスタイマ値が所定の待ち時間経過判定値（例えば「０」など）と合致したか否
かに応じて、大当り終了時演出待ち時間が経過したか否かを判定すればよい。ステップＳ
３０１にて大当り終了時演出待ち時間が経過していなければ（ステップＳ３０１；Ｎｏ）
、そのまま大当り終了処理を終了する。
【０４６０】
　これに対して、ステップＳ３０１にて大当り終了時演出待ち時間が経過した場合には（
ステップＳ３０１；Ｙｅｓ）、遊技制御バッファ設定部５９５などに記憶されている大当
り種別バッファ値を読み出して、大当り種別が「非確変」、「確変」、「突確」のいずれ
であったかを特定する（ステップＳ３０２）。このときには、特定された大当り種別が「
非確変」であったか否かを判定する（ステップＳ３０３）。
【０４６１】
　ステップＳ３０３にて大当り種別が「非確変」であったと判定された場合には（ステッ
プＳ３０３；Ｙｅｓ）、遊技状態を時短状態とする制御を開始するための設定を行う（ス
テップＳ３０４）。例えば、ＣＰＵ５０５は、時短フラグをオン状態にセットするととも
に、時短状態にて実行可能な特図ゲームの上限値に対応して予め定められたカウント初期
値（例えば「１００」）を、時短回数カウンタに設定する。その一方で、大当り種別が「
確変」または「突確」と判定された場合には（ステップＳ３０３；Ｎｏ）、遊技状態を確
変状態とする制御を開始するための設定を行う（ステップＳ３０５）。例えば、ＣＰＵ５
０５は、確変フラグと時短フラグをともにオン状態にセットする。また、確変状態とする
場合にも、時間短縮制御が行われる特図ゲームの上限値に対応して、時短回数カウンタに
カウント初期値が設定されてもよい。
【０４６２】
　ステップＳ３０４、Ｓ３０５の処理のいずれかを実行した後には、特図プロセスフラグ
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をクリアして、その値を“０”に初期化してから（ステップＳ３０６）、大当り終了処理
を終了する。
【０４６３】
　図５５は、普通図柄プロセス処理として、図４１のステップＳ９７にて実行される処理
の一例を示すフローチャートである。この普通図柄プロセス処理において、ＣＰＵ５０５
は、まず、ゲート通過判定処理を実行する（ステップＳ１６１）。例えば、ステップＳ１
６１のゲート通過判定処理では、ゲートスイッチ２１からの検出信号に基づき、通過ゲー
ト４１を通過した遊技球の検出があったか否かを判定し、検出がなければ、そのままゲー
ト通過判定処理を終了する。これに対して、通過ゲート４１を通過した遊技球の検出があ
れば、普図保留記憶部５９１Ｃにおける保留データの記憶数である普図保留記憶数を示す
普図保留記憶カウント値が、普図保留上限値として予め定められた値（例えば「４」）と
なっているか否かを判定する。このとき、普図保留上限値に達していれば、通過ゲートに
おける今回の遊技球の通過を無効として、ゲート通過判定処理を終了する。その一方で、
普図保留上限値に達していない場合には、例えば遊技制御カウンタ設定部５９４のランダ
ムカウンタなどによって更新される数値データのうちから、普図表示結果決定用の乱数値
ＭＲ５を示す数値データを抽出する。このとき抽出した乱数値ＭＲ５を示す数値データが
、保留データとして普図保留記憶部５９１Ｃにおける空きエントリの先頭にセットされる
ことで、乱数値ＭＲ５が記憶される。この場合には、普図保留記憶数カウント値を１加算
するように更新してから、ゲート通過判定処理を終了する。
【０４６４】
　ステップＳ１６１のゲート通過判定処理を実行した後、ＣＰＵ５０５は、遊技制御フラ
グ設定部５９２に設けられた普図プロセスフラグの値に応じて、図５５に示すステップＳ
１７０～Ｓ１７３の処理のいずれかを選択して実行する。
【０４６５】
　ステップＳ１７０の普通図柄通常処理は、普図プロセスフラグの値が“０”のときに実
行される。この普通図柄通常処理では、普図保留記憶部５９１Ｃに格納された保留データ
の有無などに基づいて、普通図柄表示器２０による普図ゲームを開始するか否かの判定が
行われる。このとき、例えば普図保留記憶部５９１Ｃに格納された保留データがある場合
には、普図ゲームにおける普通図柄の可変表示結果である普図表示結果を「普図当り」と
するか「普図ハズレ」とするかを決定する普図表示結果決定処理が実行してから、普図プ
ロセスフラグの値を“１”に更新する。
【０４６６】
　普図表示結果決定処理では、普図保留記憶部５９１Ｃから読み出した保留データに含ま
れる普図表示結果決定用の乱数値ＭＲ５を示す数値データなどに基づき、普図表示結果決
定テーブル１３５を参照して、普図表示結果を決定する。ここで、普図表示結果決定テー
ブル１３５では、時短フラグがオンである場合に、時短フラグがオフである場合よりも普
図表示結果を「普図当り」とする決定がなされる割合が高くなるように、決定値が普図表
示結果に割り当てられている。これにより、確変状態や時短状態といった特別遊技状態に
て時間短縮制御が行われているときには、通常状態などにて時間短縮制御が行われていな
いときと比較して、普図ゲームにおける普通図柄の可変表示結果が「普図当り」となりや
すくなることで、普通可変入賞球装置６Ｂ（第２始動入賞口）が開放状態となる頻度が高
まり、遊技球が第２始動入賞口を通過（進入）しやすくなる。
【０４６７】
　また、普図表示結果決定処理では、普図表示結果に対応する普図変動時間の決定も行わ
れる。このとき、時短フラグがオンである場合には、時短フラグがオフである場合よりも
普図変動時間が短くなるように設定される。これにより、確変状態や時短状態といった特
別遊技状態にて時間短縮制御が行われているときには、普図ゲームにおける普通図柄の可
変表示結果が導出表示される間隔が短くなることで、「普図当り」の可変表示結果が導出
表示される間隔も短くなり、普通可変入賞球装置６Ｂ（第２始動入賞口）が開放状態とな
る頻度が高まり、遊技球が第２始動入賞口を通過（進入）しやすくなる。さらに、普図表
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示結果決定処理では、普図表示結果を「普図当り」とする場合に、普通可変入賞球装置６
Ｂ（第２始動入賞口）を開放状態とする時間（開放時間）や開放状態とする回数（開放回
数）を設定してもよい。このとき、時短フラグがオンである場合には、時短フラグがオフ
である場合よりも開放時間や開放回数が増加するように設定される。これにより、確変状
態や時短状態といった特別遊技状態にて時間短縮制御が行われているときには、普通可変
入賞球装置６Ｂ（第２始動入賞口）が開放状態となる時間や回数が増加することで、遊技
球が第２始動入賞口を通過（進入）しやすくなる。なお、普通可変入賞球装置６Ｂ（第２
始動入賞口）を開放状態とする設定は、ステップＳ１７２の普通図柄停止処理やステップ
Ｓ１７３の普通電動役物作動処理にて行うようにしてもよい。
【０４６８】
　ステップＳ１７１の普通図柄変動処理は、普図プロセスフラグの値が“１”のときに実
行される。この普通図柄変動処理では、普通図柄表示器２０において普通図柄を変動させ
るための設定が行われるとともに、その普通図柄が変動を開始してからの経過時間が計測
される。また、こうして計測された経過時間が所定の普図変動時間に達したか否かの判定
が行われる。
【０４６９】
　ステップＳ１７２の普通図柄停止処理は、普図プロセスフラグの値が“２”のときに実
行される。この普通図柄停止処理では、普図変動時間が経過したことに基づき、普通図柄
表示器２０にて普通図柄の変動を停止させ、普通図柄の可変表示結果となる確定普通図柄
を停止表示（導出表示）させるための設定などを行う。ステップＳ１７３の普通電動役物
作動処理は、普図プロセスフラグの値が“４”のときに実行される。この普通電動役物作
動処理では、普図ゲームにおける可変表示結果（普図表示結果）が「普図当り」となった
ことに対応して、普通可変入賞球装置６Ｂが備える可動翼片（左右一対の開閉羽根）を垂
直位置から傾動位置に移動させて、普通可変入賞球装置６Ｂ（第２始動入賞口）を閉鎖状
態から開放状態に変化させるための設定などが行われる。
【０４７０】
　図５６は、普通図柄停止処理として、図５５のステップＳ１７２にて実行される処理の
一例を示すフローチャートである。この普通図柄停止処理において、ＣＰＵ５０５は、ま
ず、普図確定表示時間として予め定められた時間（例えば１０００ｍｓなど）が経過した
か否かを判定する（ステップＳ３２１）。このとき、普図確定表示時間が経過していなけ
れば（ステップＳ３２１；Ｎｏ）、普通図柄停止処理を終了する。なお、普図確定表示時
間が経過するまでは、普通図柄表示器２０にて普通図柄の可変表示結果となる確定普通図
柄を停止表示（導出表示）させる制御が行われるようにしてもよい。
【０４７１】
　ステップＳ３２１にて普図確定表示時間が経過したときには（ステップＳ３２１；Ｙｅ
ｓ）、普通図柄の可変表示結果（普図表示結果）が「普図当り」であるか否かを判定する
（ステップＳ３２２）。このとき、「普図当り」ではなく「普図ハズレ」であれば（ステ
ップＳ３２２；Ｎｏ）、普図プロセスフラグをクリアして、その値を“０”に初期化して
から（ステップＳ３２３）、普通図柄停止処理を終了する。
【０４７２】
　ステップＳ３２２にて「普図当り」であるときには（ステップＳ３２２；Ｙｅｓ）、時
短フラグがオンであるか否かを判定する（ステップＳ３２４）。この実施の形態では、確
変状態や時短状態において時間短縮制御とともに高開放制御が行われるときに、時短フラ
グがオン状態にセットされる。したがって、時短フラグがオンであるか否かに応じて、高
開放制御を行うか否かを特定することができる。
【０４７３】
　ステップＳ３２４にて時短フラグがオンであるときには（ステップＳ３２４；Ｙｅｓ）
、高開放制御用の開放パターンを使用パターンとして選択する（ステップＳ３２５）。一
例として、高開放制御用の開放パターンでは、役物作動制御時間が８０００ｍｓ（８．０
秒）で、普通可変入賞球装置６Ｂ（第２始動入賞口）を開放状態とする開放時間が２００



(114) JP 5240730 B2 2013.7.17

10

20

30

40

50

０ｍｓ（２．０秒）、開放回数が３回に設定される。ここで、３回の開放動作の間には、
それぞれ１０００ｍｓ（１．０秒）ずつ、インターバル期間となる閉鎖時間が設けられて
いればよい。ステップＳ３２４にて時短フラグがオフであるときには（ステップＳ３２４
；Ｎｏ）、通常開放制御用の開放パターンを使用パターンとして選択する（ステップＳ３
２６）。一例として、通常開放制御用の開放パターンでは、役物作動制御時間が５００ｍ
ｓ（０．５秒）で、普通可変入賞球装置６Ｂ（第２始動入賞口）を開放状態とする開放時
間が５００ｍｓ（０．５秒）、開放回数が１回に設定される。
【０４７４】
　ステップＳ３２５、Ｓ３２６の処理のいずれかを実行した後には、使用パターンに選択
された開放パターンに対応する役物作動制御時間を設定する（ステップＳ３２７）。例え
ば、ステップＳ３２７の処理では、遊技制御タイマ設定部５９３などに設けられた普通電
動役物開放制御タイマに、役物作動制御時間に対応したタイマ初期値が設定されればよい
。その後、普図プロセスフラグの値を普通電動役物作動処理に対応した値である“３”に
更新してから（ステップＳ３２８）、普通図柄停止処理を終了する。
【０４７５】
　図５７は、普通電動役物作動処理として、図５５のステップＳ１７３にて実行される処
理の一例を示すフローチャートである。この普通電動役物作動処理において、ＣＰＵ５０
５は、まず、役物作動制御時間が経過したか否かを判定する（ステップＳ３４１）。例え
ば、ステップＳ３４１の処理では、普通電動役物開放制御タイマ値を１減算するなどして
更新し、更新後のタイマ値が所定の制御終了判定値（例えば「０」など）と合致するか否
かを判定すればよい。
【０４７６】
　ステップＳ３４１にて役物作動制御時間が経過していないときには（ステップＳ３４１
；Ｎｏ）、第２始動口スイッチ２２Ｂからの検出信号がオン状態となっているか否かを判
定する（ステップＳ３４２）。例えば、ステップＳ３４２の処理では、スイッチオンバッ
ファを所定のレジスタにロードした後、第２始動口スイッチ２２Ｂに対応するビット番号
［１］におけるビット値が「１」であるか否かをチェックすることにより、第２始動口ス
イッチ２２Ｂからの検出信号がオン状態となったか否かが判定されればよい。
【０４７７】
　ステップＳ３４２にて第２始動口スイッチ２２Ｂからの検出信号がオン状態であるとき
には（ステップＳ３４２；Ｙｅｓ）、普通可変入賞球装置６Ｂ（第２始動入賞口）を通過
（進入）した遊技球の個数をカウントする第２始動入賞カウンタの格納値である第２始動
入賞カウント値を１加算するように更新する（ステップＳ３４３）。このときには、更新
後の第２始動入賞カウント値が所定の入賞上限値（例えば「８」など）未満であるか否か
を判定する（ステップＳ３４４）。
【０４７８】
　ステップＳ３４２にて第２始動口スイッチ２２Ｂからの検出信号がオフ状態であるとき
や（ステップＳ３４２；Ｎｏ）、ステップＳ３４４にて第２始動入賞カウント値が入賞上
限値未満であるときには（ステップＳ３４４；Ｙｅｓ）、普通電動役物開放制御タイマ値
や開放パターンの設定などに基づいて、普通可変入賞球装置６Ｂ（第２始動入賞口）を開
放状態とするための開放設定や閉鎖状態とするための閉鎖設定を行ってから（ステップＳ
３４５）、普通電動役物作動処理を終了する。例えば、ステップＳ３４５の処理では、開
放時間が開始されるときに、普通電動役物用のソレノイド８１に対する駆動信号の出力を
開始させて普通可変入賞球装置６Ｂ（第２始動入賞口）を閉鎖状態から開放状態へと変化
させる。また、開放時間が経過したときには、普通電動役物用のソレノイド８１に対する
駆動信号の出力を停止させて普通可変入賞球装置６Ｂ（第２始動入賞口）を開放状態から
閉鎖状態へと変化させる。
【０４７９】
　ステップＳ３４４にて第２始動入賞カウント値が入賞上限値以上であるときには（ステ
ップＳ３４４；Ｎｏ）、例えば普通電動役物用のソレノイド８１に対する駆動信号の出力
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を停止させるといった、普通可変入賞球装置６Ｂ（第２始動入賞口）を閉鎖状態とするた
めの閉鎖設定を行う。これにより、役物作動制御時間が経過するより前でも、第２始動入
賞口を通過（進入）した遊技球の個数が入賞上限値に達したときには、普通可変入賞球装
置６Ｂ（第２始動入賞口）が閉鎖状態となる。
【０４８０】
　ステップＳ３４１にて役物作動制御時間が経過したときや（ステップＳ３４１；Ｙｅｓ
）、ステップＳ３４６の処理を実行した後には、第２始動口異常入賞フラグをクリアして
オフ状態とする（ステップＳ３４７）。また、第２始動口異常入賞エラー無効タイマをセ
ットする（ステップＳ３４８）。例えば、ステップＳ３４８の処理では、第２始動口異常
入賞エラー無効時間となる所定時間（例えば２０００ｍｓ）に対応するタイマ初期値が設
定されればよい。第２始動口異常入賞エラー無効時間は、普通可変入賞球装置６Ｂ（第２
始動入賞口）が閉鎖状態となる直前に通過（進入）した遊技球が第２始動口スイッチ２２
Ｂによって検出されるまでに必要な時間であればよい。なお、第２始動口異常入賞エラー
無効時間は、２０００ｍｓ以外の時間でも、普通可変入賞球装置６Ｂ（第２始動入賞口）
が閉鎖状態となる直前に通過（進入）した遊技球を第２始動口スイッチ２２Ｂによって確
実に検出可能な時間であれば、他の時間を用いてもよい。例えば、図４４のステップＳＡ
２８にてセットされる１０００ｍｓに対応するタイマ初期値が設定されてもよい。
【０４８１】
　ステップＳ３４８の処理を実行した後には、普図プロセスフラグをクリアして、その値
を“０”に初期化してから（ステップＳ３４９）、普通電動役物作動処理を終了する。
【０４８２】
　次に、演出制御基板１２における動作を説明する。演出制御基板１２では、電源基板等
から電源電圧の供給を受けると、演出制御用マイクロコンピュータ１２０のＣＰＵが起動
し、図５８のフローチャートに示すような演出制御メイン処理を実行する。なお、演出制
御用マイクロコンピュータ１２０においても、電源投入時やシステムリセット時には、Ｃ
ＰＵによりセキュリティチェック処理が実行され、演出制御用マイクロコンピュータ１２
０がセキュリティモードとなるようにしてもよい。この場合には、セキュリティチェック
処理にてＲＯＭに不正な変更が加えられていないと判定された後、セキュリティ時間が経
過してから、演出制御メイン処理の実行が開始されるユーザモードへと移行すればよい。
図５８に示す演出制御メイン処理を開始すると、演出制御用マイクロコンピュータ１２０
のＣＰＵは、まず、所定の初期化処理を実行して（ステップＳ４０１）、演出制御用マイ
クロコンピュータ１２０に内蔵又は外付けされたＲＡＭのクリアや各種初期値の設定、ま
た演出制御用マイクロコンピュータ１２０に内蔵等されたＣＴＣ（カウンタ／タイマ回路
）のレジスタ設定等を行う。
【０４８３】
　その後、演出用乱数更新処理が実行され（ステップＳ４０２）、演出制御に用いる各種
の乱数値として、演出制御用マイクロコンピュータ１２０のＲＡＭなどに設けられたラン
ダムカウンタによってカウントされる乱数値を示す数値データを、ソフトウェアにより更
新する。続いて、タイマ割込みフラグがオンとなっているか否かの判定を行う（ステップ
Ｓ４０３）。タイマ割込みフラグは、例えば演出制御用マイクロコンピュータ１２０にお
けるＣＴＣのレジスタ設定に基づき、所定時間（例えば２ｍｓ）が経過するごとにオン状
態にセットされる。
【０４８４】
　また、演出制御基板１２の側では、所定時間が経過するごとに発生するタイマ割込みと
は別に、主基板１１から演出制御コマンドを受信するための割込みが発生する。この割込
みは、例えば演出制御用マイクロコンピュータ１２０が備えるシリアル通信回路における
受信データフルにより発生する割込みであればよい。あるいは、主基板１１と演出制御基
板１２との間に演出制御ＩＮＴ信号を伝送するための信号線を配線した場合には、演出制
御ＩＮＴ信号がオン状態となることによる割込みが発生するようにしてもよい。こうした
割込み発生に応答して、演出制御用マイクロコンピュータ１２０のＣＰＵは、自動的に割



(116) JP 5240730 B2 2013.7.17

10

20

30

40

50

込み禁止に設定するが、自動的に割込み禁止状態にならないＣＰＵを用いている場合には
、割込み禁止命令（ＤＩ命令）を発行することが望ましい。演出制御用マイクロコンピュ
ータ１２０のＣＰＵは、受信データフルによる割込み、あるいは、演出制御ＩＮＴ信号が
オン状態となることによる割込みに対応して、例えば所定のコマンド受信割込み処理を実
行する。このコマンド受信割込み処理では、演出制御用マイクロコンピュータ１２０のシ
リアル通信回路に対応して設けられた通信データレジスタなどに格納された通信データを
取り込む。あるいは、コマンド受信割込み処理では、演出制御用マイクロコンピュータ１
２０が備えるＰＩＰ等に含まれる入力ポートのうちで、中継基板１８を介して主基板１１
から伝送された制御信号を受信する所定の入力ポートより、演出制御コマンドとなる制御
信号を取り込むようにしてもよい。このとき取り込まれた演出制御コマンドは、例えば演
出制御用マイクロコンピュータ１２０のＲＡＭなどに設けられた演出制御コマンド受信用
バッファに格納する。一例として、演出制御コマンドが２バイト構成である場合には、１
バイト目（ＭＯＤＥ）と２バイト目（ＥＸＴ）を順次に受信して演出制御コマンド受信用
バッファに格納する。その後、演出制御用マイクロコンピュータ１２０のＣＰＵは、割込
み許可に設定してから、コマンド受信割込み処理を終了する。
【０４８５】
　ステップＳ４０３にてタイマ割込みフラグがオフであれば（ステップＳ４０３；Ｎｏ）
、ステップＳ４０２の処理に戻る。他方、ステップＳ４０３にてタイマ割込みフラグがオ
ンである場合には（ステップＳ４０３；Ｙｅｓ）、タイマ割込みフラグをクリアしてオフ
状態にするとともに（ステップＳ４０４）、コマンド解析処理を実行する（ステップＳ４
０５）。ステップＳ４０５にて実行されるコマンド解析処理では、例えば主基板１１の遊
技制御用マイクロコンピュータ１００から送信されて演出制御コマンド受信用バッファに
格納されている各種の演出制御コマンドを読み出した後に、その読み出された演出制御コ
マンドに対応した設定や制御などが行われる。
【０４８６】
　ステップＳ４０５にてコマンド解析処理を実行した後には、演出制御プロセス処理を実
行する（ステップＳ４０６）。この演出制御プロセス処理では、例えば画像表示装置５の
表示領域における演出画像の表示動作、スピーカ８Ｌ、８Ｒからの音声出力動作、遊技効
果ランプ９や装飾用ＬＥＤにおける点灯動作といった、演出用の電気部品（演出装置）を
用いた演出動作の制御内容について、主基板１１から送信された演出制御コマンド等に応
じた判定や決定、設定などが行われる。演出制御プロセス処理を実行した後には、報知制
御処理を実行してから（ステップＳ４０７）、ステップＳ４０２の処理に戻る。
【０４８７】
　ステップＳ４０７の報知制御処理では、例えば主基板１１から伝送された異常入賞報知
コマンドを受信したときに、図５９に示すような異常報知画面といった所定の報知画面を
画像表示装置５の表示領域に表示させることや、遊技効果ランプ９に含まれる所定の警告
ランプを点灯させること、スピーカ８Ｌ、８Ｒから所定の警告音を出力させること、ある
いは、これらの一部もしくは全部を組み合わせることにより、普通可変入賞球装置６Ｂ（
第２始動入賞口）にて異常な遊技球の通過（進入）による始動入賞があった旨を報知すれ
ばよい。
【０４８８】
　図６０は、演出制御コマンド解析処理として、図５８のステップＳ４０４にて実行され
る処理の一例を示すフローチャートである。この演出制御コマンド解析処理において、演
出制御用マイクロコンピュータ１２０のＣＰＵは、まず、第１始動口入賞指定コマンドを
受信したか否かを判定する（ステップＳ５５１）。例えば演出制御基板１２の側で受信し
た演出制御コマンドは演出制御コマンド受信用バッファに格納されており、この演出制御
コマンド受信用バッファに格納されているコマンドを読み出して内容を確認することによ
り、受信した演出制御コマンドを特定できればよい。
【０４８９】
　ステップＳ５５１にて第１始動口入賞指定コマンドを受信したと判定されたときには（
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ステップＳ５５１；Ｙｅｓ）、第１始動口入賞時に対応した表示更新の設定を行う（ステ
ップＳ５５２）。例えば、ステップＳ５５２の処理では、画像表示装置５の表示領域に設
けられた始動入賞記憶表示エリア５Ｈで非表示となっている第１始動入賞口に対応した表
示部位のうちの１つを、第１始動入賞口を通過（進入）した遊技球の検出による第１始動
条件の成立に応じて、青色表示に変化させるための表示設定などが行われればよい。
【０４９０】
　ステップＳ５５２の処理に続いて、例えば演出制御用マイクロコンピュータ１２０のＲ
ＡＭにおける所定領域などに設けられた連続予告変動カウンタの格納値である連続予告変
動カウント値が「０」であるか否かを判定する（ステップＳ５５３）。ここで、連続予告
変動カウンタには、主基板１１から伝送される第１始動口入賞指定コマンドや第２始動口
入賞指定コマンドにより入賞時当り判定や特定パターン共通範囲内であることが通知され
たときに、始動入賞後の合計保留記憶数や第２特図保留記憶数が設定され、そのカウント
値が「０」になるまで、特図ゲームの実行開始に対応して飾り図柄の可変表示が開始され
るごとに１減算されるように更新される。したがって、連続予告変動カウント値が「０」
以外であるときには、保留記憶情報のうちに入賞時当り判定がなされた可変表示あるいは
特定パターン共通範囲内の判定がなされた可変表示が含まれている。
【０４９１】
　ステップＳ５５３にて連続予告変動カウント値が「０」以外であるときには（ステップ
Ｓ５５３；Ｎｏ）、先に発生した始動入賞に基づく保留記憶情報について入賞時当り判定
や特定パターン共通範囲内の判定がなされていることから、演出制御コマンド解析処理を
終了する。ステップＳ５５３にて連続予告変動カウント値が「０」であるときには（ステ
ップＳ５５３；Ｙｅｓ）、例えば第１始動口入賞指定コマンドにおけるＥＸＴデータを読
み取ることなどにより、入賞時当り判定が通知されたか否かを判定する（ステップＳ５５
４）。このとき、入賞時当り判定が通知されていなければ（ステップＳ５５４；Ｎｏ）、
特定パターン共通範囲内であることが通知されたか否かを判定する（ステップＳ５５５）
。
【０４９２】
　ステップＳ５５５にて特定パターン共通範囲内であることが通知されていなければ（ス
テップＳ５５５；Ｎｏ）、演出制御コマンド解析処理を終了する。ステップＳ５５４にて
入賞時当り判定が通知された場合や（ステップＳ５５４；Ｙｅｓ）、ステップＳ５５５に
て特定パターン共通範囲内であることが通知された場合には（ステップＳ５５５；Ｙｅｓ
）、例えば演出制御用マイクロコンピュータ１２０のＲＡＭにおける所定領域などに設け
られた連続予告フラグをオン状態にセットする（ステップＳ５５６）。
【０４９３】
　ステップＳ５５６の処理を実行した後には、連続予告変動カウント値として、始動入賞
後の合計保留記憶数をセットしてから（ステップＳ５５７）、演出制御コマンド解析処理
を終了する。第２特図を用いた特図ゲームが第１特図を用いた特図ゲームよりも優先して
実行される場合には、ステップＳ５５７の処理にて合計保留記憶数を連続予告変動カウン
ト値にセットすることで、入賞時当り判定や特定パターン共通範囲内の判定がなされた保
留記憶情報に基づく可変表示が実行される以前に実行される可変表示回数を特定すること
ができる。合計保留記憶数は、例えば主基板１１から伝送された保留記憶数通知コマンド
のＥＸＴデータを読み取ることなどにより、特定できればよい。
【０４９４】
　ステップＳ５５１にて第１始動口入賞指定コマンドを受信していないと判定されたとき
には（ステップＳ５５１；Ｎｏ）、第２始動口入賞指定コマンドを受信したか否かを判定
する（ステップＳ５５８）。そして、第２始動口入賞指定コマンドを受信したと判定され
たときには（ステップＳ５５８；Ｙｅｓ）、第２始動口入賞時に対応した表示更新の設定
を行う（ステップＳ５５９）。例えば、ステップＳ５５９の処理では、画像表示装置５の
表示領域に設けられた始動入賞記憶表示エリア５Ｈで非表示となっている第２始動入賞口
に対応した表示部位のうちの１つを、第２始動入賞口を通過（進入）した遊技球の検出に



(118) JP 5240730 B2 2013.7.17

10

20

30

40

50

よる第２始動条件の成立に応じて、赤色表示に変化させるための表示設定などが行われれ
ばよい。
【０４９５】
　ステップＳ５５９の処理に続いて、連続予告変動カウント値が「０」となっているか否
か、すなわち、先に発生した始動入賞に基づく保留記憶情報について入賞時当り判定や特
定パターン共通範囲内の判定がなされているか否かを判定する（ステップＳ５６０）。こ
のとき、連続予告変動カウント値が「０」以外であれば（ステップＳ５６０；Ｎｏ）、演
出制御コマンド解析処理を終了する。なお、第２特図を用いた特図ゲームが第１特図を用
いた特図ゲームよりも優先して実行される場合には、連続予告演出による予告対象となる
第１特図を用いた特図ゲームが開始されるより前に、遊技球が第２始動入賞口を通過（進
入）して第２特図を用いた特図ゲームが実行されてしまうと、連続予告演出による予告対
象となる可変表示にズレが生じることになる。そこで、ステップＳ５６０の処理にて連続
予告変動カウント値が「０」以外であるときでも、その連続予告変動カウント値が第２特
図保留記憶数を超えている場合のように、入賞時当り判定や特定パターン共通範囲内の判
定がなされた保留記憶情報が第１始動入賞口を通過（進入）した遊技球の検出に基づくも
のである場合には、例えば連続予告変動カウント値をクリアして「０」に初期化してから
、ステップＳ５６１の処理に進むようにしてもよい。
【０４９６】
　ステップＳ５６０にて連続予告変動カウント値が「０」であるときには（ステップＳ５
６０；Ｎｏ）、例えば第２始動口入賞指定コマンドにおけるＥＸＴデータを読み取ること
などにより、入賞時当り判定が通知されたか否かを判定する（ステップＳ５６１）。この
とき、入賞時当り判定が通知されていなければ（ステップＳ５６１；Ｎｏ）、特定パター
ン共通範囲内であることが通知されたか否かを判定する（ステップＳ５６２）。
【０４９７】
　ステップＳ５６２にて特定パターン共通範囲内であることが通知されていなければ（ス
テップＳ５６２；Ｎｏ）、演出制御コマンド解析処理を終了する。ステップＳ５６１にて
入賞時当り判定が通知された場合や（ステップＳ５６１；Ｙｅｓ）、ステップＳ５６２に
て特定パターン共通範囲内であることが通知された場合には（ステップＳ５６２；Ｙｅｓ
）、連続予告フラグをオン状態にセットする（ステップＳ５６３）。
【０４９８】
　ステップＳ５６３の処理を実行した後には、連続予告変動カウント値として、始動入賞
後の第２特図保留記憶数をセットしてから（ステップＳ５６４）、演出制御コマンド解析
処理を終了する。第２特図を用いた特図ゲームが第１特図を用いた特図ゲームよりも優先
して実行される場合には、ステップＳ５６４の処理にて第２特図保留記憶数を連続予告変
動カウント値にセットすることで、入賞時当り判定や特定パターン共通範囲内の判定がな
された保留記憶情報に基づく可変表示が実行される以前に実行される可変表示回数を特定
することができる。第２特図保留記憶数は、例えば主基板１１から伝送された第２始動口
入賞指定コマンドの受信数と、第２変動開始コマンドの受信数との差分などから、特定で
きればよい。例えば、第２特図保留特定カウンタの格納値である第２特図保留特定カウン
ト値を、第２始動口入賞指定コマンドの受信ごとに１加算するように更新し、第２変動開
始コマンドの受信ごとに１減算するように更新して、第２特図保留記憶数を特定できるよ
うにすればよい。
【０４９９】
　特図表示結果が「大当り」で大当り種別が「突確」になると判定されたときや、特図表
示結果が「小当り」になると判定されたときに、特図表示結果が「大当り」で大当り種別
が「非確変」または「確変」になると判定されたときとは異なるＥＸＴデータが第１始動
口入賞指定コマンドなどに設定される場合には、大当り種別が「非確変」または「確変」
になると判定されたときに連続予告フラグをオン状態にセットするなどの設定（連続予告
演出を実行するための設定）を行う一方、大当り種別が「突確」になると判定されたとき
や、特図表示結果が「小当り」になると判定されたときには、連続予告演出を実行するた
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めの設定が行われないようにしてもよい。これにより、連続予告演出が実行されて特図表
示結果が「大当り」となる期待感を高めておきながら、遊技者が賞球を得ることが困難な
２ラウンド大当り状態や小当り遊技状態に制御されてしまうことにより遊技興趣が減退す
る事態を極力防止できる。
【０５００】
　図６１は、演出制御プロセス処理として、図５８のステップＳ４０６にて実行される処
理の一例を示すフローチャートである。この演出制御プロセス処理において、演出制御用
マイクロコンピュータ１２０のＣＰＵは、例えば演出制御用マイクロコンピュータ１２０
のＲＡＭ等に設けられた演出プロセスフラグの値に応じて、以下のようなステップＳ１８
０～ステップＳ１８６の処理のいずれかを選択して実行する。
【０５０１】
　ステップＳ１８０の飾り図柄変動開始待ち処理は、演出プロセスフラグの値が“０”の
ときに実行される処理である。この飾り図柄変動開始待ち処理には、主基板１１から伝送
される変動開始コマンドとして、第１変動開始コマンドと第２変動開始コマンドのいずれ
かを受信したか否かに応じて、画像表示装置５の表示領域に設けられた「左」、「中」、
「右」の各飾り図柄表示部５Ｌ、５Ｃ、５Ｒにおける飾り図柄の可変表示を、開始するか
否かの判定を行う処理などが含まれている。このとき、可変表示を開始すると判定されれ
ば、演出プロセスフラグの値が“１”に更新される。
【０５０２】
　ステップＳ１８１の飾り図柄変動設定処理は、演出プロセスフラグの値が“１”のとき
に実行される処理である。この飾り図柄変動設定処理には、第１特別図柄表示装置４Ａに
よる第１特図を用いた特図ゲームの開始や第２特別図柄表示装置４Ｂによる第２特図を用
いた特図ゲームの開始に対応して、飾り図柄の可変表示を含めた各種の演出動作を行うた
めに、変動パターンや可変表示結果などに応じた最終停止図柄となる確定飾り図柄や仮停
止図柄、予告演出の有無等を決定し、その決定結果に応じて、予め用意された複数種類の
演出制御パターンのいずれかを、使用パターンとして選択して設定する処理などが含まれ
ている。こうした決定や設定などが行われた後には、演出プロセスフラグの値が“２”に
更新される。
【０５０３】
　ステップＳ１８２の飾り図柄変動中処理は、演出プロセスフラグの値が“２”のときに
実行される処理である。この飾り図柄変動中処理には、例えば演出制御用マイクロコンピ
ュータ１２０のＲＡＭ等に設けられた演出制御プロセスタイマの値（演出制御プロセスタ
イマ値）などに対応して、使用パターンとなる演出制御パターンなどから各種の制御デー
タを読み出して、飾り図柄の可変表示中における各種の演出制御を行うための処理が含ま
れている。そして、例えば演出制御プロセスタイマ値が所定の可変表示終了値（例えば「
０」）となったこと、あるいは、主基板１１から伝送される図柄確定指定コマンドを受信
したことなどに対応して、飾り図柄の可変表示結果となる最終停止図柄としての確定飾り
図柄を完全停止表示させる。演出制御プロセスタイマ値が可変表示終了値となったことに
対応して確定飾り図柄を完全停止表示させるようにすれば、変動パターン指定コマンドに
より指定された変動パターンに対応する可変表示時間が経過したときに、主基板１１から
の演出制御コマンドによらなくても、演出制御基板１２の側で自律的に確定飾り図柄を導
出表示して可変表示結果を確定させることができる。確定飾り図柄を完全停止表示したと
きには、演出プロセスフラグの値が“３”に更新される。
【０５０４】
　ステップＳ１８３の飾り図柄変動終了時処理は、演出プロセスフラグの値が“３”のと
きに実行される処理である。この飾り図柄変動終了時処理には、主基板１１から伝送され
る当り開始指定コマンドを受信したか否かを判定する処理が含まれている。このとき、当
り開始指定コマンドを受信した旨の判定がなされれば、その当り開始指定コマンドから特
定される可変表示結果が「大当り」である場合に、演出プロセスフラグの値が“４”に更
新される。その一方で、当り開始指定コマンドから特定される可変表示結果が「小当り」
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である場合には、演出プロセスフラグの値が“５”に更新される。また、当り開始指定コ
マンドを受信せずに所定時間が経過したときには、可変表示結果が「ハズレ」であること
に対応して、演出プロセスフラグの値が“０”に更新される。
【０５０５】
　ステップＳ１８４の大当り制御中演出処理は、演出プロセスフラグの値が“４”のとき
に実行される処理である。この大当り制御中演出処理には、例えば可変表示結果が「大当
り」となったことなどに対応した演出制御パターン等を設定し、その設定内容に基づく演
出画像を画像表示装置５の表示領域に表示させることや、音声制御基板１３に対する音番
号データの出力によりスピーカ８Ｌ、８Ｒから音声や効果音を出力させること、ランプ制
御基板１４に対する電飾信号の出力により遊技効果ランプ９や装飾用ＬＥＤを点灯／消灯
／点滅させることといった、大当り遊技状態における各種の演出動作を制御する処理が含
まれている。そして、例えば主基板１１から伝送される当り終了指定コマンドを受信した
ことなどに対応して、演出プロセスフラグの値が“６”に更新される。
【０５０６】
　ステップＳ１８５の小当り制御中演出処理は、演出プロセスフラグの値が“５”のとき
に実行される処理である。この小当り制御中演出処理には、例えば可変表示結果が「小当
り」となったことなどに対応して演出制御パターン等を設定し、その設定内容に基づく演
出画像を画像表示装置５の表示領域に表示させることや、音声制御基板１３に対する音番
号データの出力によりスピーカ８Ｌ、８Ｒから音声や効果音を出力させること、ランプ制
御基板１４に対する電飾信号の出力により遊技効果ランプ９や装飾用ＬＥＤを点灯／消灯
／点滅させることといった、小当り遊技状態における各種の演出動作を制御する処理が含
まれている。そして、例えば主基板１１から伝送される当り終了指定コマンドを受信した
ことなどに対応して、演出プロセスフラグの値が“６”に更新される。
【０５０７】
　ステップＳ１８６のエンディング演出処理は、演出プロセスフラグの値が“６”のとき
に実行される処理である。このエンディング演出処理には、大当り遊技状態や小当り遊技
状態が終了することなどに対応した演出制御パターン等を設定し、その設定内容に基づく
演出画像を画像表示装置５の表示領域に表示させることや、音声制御基板１３に対する音
番号データの出力によりスピーカ８Ｌ、８Ｒから音声や効果音を出力させること、ランプ
制御基板１４に対する電飾信号の出力により遊技効果ランプ９や装飾用ＬＥＤを点灯／消
灯／点滅させることといった、大当り遊技状態や小当り遊技状態の終了に対応した各種の
演出動作を制御する処理が含まれている。そして、こうした演出動作が終了したことなど
に対応して、演出プロセスフラグの値が“０”に更新される。
【０５０８】
　図６２は、飾り図柄変動設定処理として、図６１に示すステップＳ１８１にて実行され
る処理の一例を示すフローチャートである。この飾り図柄変動設定処理において、演出制
御用マイクロコンピュータ１２０のＣＰＵは、まず、例えば主基板１１から伝送された表
示結果指定コマンドにおけるＥＸＴデータを読み取ることなどにより、特図表示結果が「
ハズレ」となるか否かを判定する（ステップＳ６０１）。このとき、特図表示結果が「ハ
ズレ」となる旨の判定がなされれば（ステップＳ６０１；Ｙｅｓ）、例えば主基板１１か
ら伝送された変動パターン指定コマンドにおけるＥＸＴデータを読み取ることなどにより
、指定された変動パターンが飾り図柄の可変表示態様を「非リーチ」とする場合に対応し
た非リーチ変動パターンであるか否かを判定する（ステップＳ６０２）。
【０５０９】
　ステップＳ６０２にて非リーチ変動パターンであると判定された場合には（ステップＳ
６０２；Ｙｅｓ）、非リーチ組合せを構成する最終停止図柄となる確定飾り図柄の組合せ
を決定する（ステップＳ６０３）。一例として、ステップＳ６０３の処理では、まず、演
出制御用マイクロコンピュータ１２０に内蔵されたランダムカウンタ等により更新される
左確定図柄決定用の乱数値を示す数値データを抽出し、演出制御用マイクロコンピュータ
１２０のＲＯＭなどに予め記憶された所定の左確定図柄決定テーブルを参照することなど
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により、確定飾り図柄のうち画像表示装置５の表示領域における「左」の飾り図柄表示エ
リア５Ｌに停止表示される左確定飾り図柄を決定する。次に、ランダムカウンタ等により
更新される右確定図柄決定用の乱数値を示す数値データを抽出し、ＲＯＭなどに予め記憶
された所定の右確定図柄決定テーブルを参照することなどにより、確定飾り図柄のうち画
像表示装置５の表示領域における「右」の飾り図柄表示エリア５Ｒに停止表示される右確
定飾り図柄を決定する。このときには、右確定図柄決定テーブルにおける設定などにより
、右確定飾り図柄の図柄番号が左確定飾り図柄の図柄番号とは異なるように、決定される
とよい。続いて、ランダムカウンタ等により更新される中確定図柄決定用の乱数値を示す
数値データを抽出し、ＲＯＭなどに予め記憶された所定の中確定図柄決定テーブルを参照
することなどにより、確定飾り図柄のうち画像表示装置５の表示領域における「中」の飾
り図柄表示エリア５Ｃに停止表示される中確定飾り図柄を決定する。
【０５１０】
　ステップＳ６０２にて非リーチ変動パターンではないと判定された場合には（ステップ
Ｓ６０２；Ｎｏ）、リーチ組合せを構成する最終停止図柄となる確定飾り図柄の組合せを
決定する（ステップＳ６０４）。一例として、ステップＳ６０４の処理では、まず、演出
制御用マイクロコンピュータ１２０に内蔵されたランダムカウンタ等により更新される左
右確定図柄決定用の乱数値を示す数値データを抽出し、演出制御用マイクロコンピュータ
１２０のＲＯＭなどに予め記憶された所定の左右確定図柄決定テーブルを参照することな
どにより、確定飾り図柄のうち画像表示装置５の表示領域における「左」と「右」の飾り
図柄表示エリア５Ｌ、５Ｒにて揃って停止表示される図柄番号が同一の飾り図柄を決定す
る。さらに、ランダムカウンタ等により更新される中確定図柄決定用の乱数値を示す数値
データを抽出し、ＲＯＭなどに予め記憶された所定の中確定図柄決定テーブルを参照する
ことなどにより、確定飾り図柄のうち画像表示装置５の表示領域における「中」の飾り図
柄表示エリア５Ｃにて停止表示される中確定飾り図柄を決定する。ここで、例えば中確定
飾り図柄の図柄番号が左確定飾り図柄及び右確定飾り図柄の図柄番号と同一になる場合の
ように、確定飾り図柄が大当り組合せとなってしまう場合には、任意の値（例えば「１」
）を中確定飾り図柄の図柄番号に加算または減算することなどにより、確定飾り図柄が大
当り組合せとはならずにリーチ組合せとなるようにすればよい。あるいは、中確定飾り図
柄を決定するときには、左確定飾り図柄及び右確定飾り図柄の図柄番号との差分（図柄差
）を決定し、その図柄差に対応する中確定飾り図柄を設定してもよい。
【０５１１】
　ステップＳ６０１にて特図表示結果が「ハズレ」ではないと判定されたときには（ステ
ップＳ６０１；Ｎｏ）、特図表示結果が「大当り」で大当り種別が「突確」である場合、
又は、特図表示結果が「小当り」である場合であるか、これら以外の場合であるかを判定
する（ステップＳ６０５）。このとき、大当り種別が「突確」又は特図表示結果が「小当
り」であると判定されれば（ステップＳ６０５；Ｙｅｓ）、予め定められた複数種類の２
回開放チャンス目のいずれかといった、大当り種別が「突確」の場合や特図表示結果が「
小当り」の場合に対応した飾り図柄の可変表示結果となる確定飾り図柄の組合せを決定す
る（ステップＳ６０６）。一例として、変動パターン指定コマンドにより変動パターンＰ
Ｃ１－１～変動パターンＰＣ１－３のいずれかが指定された場合に対応して（図２５を参
照）、複数種類の２回開放チャンス目のいずれかを構成する最終停止図柄となる確定飾り
図柄の組合せを決定する。この場合には、演出制御用マイクロコンピュータ１２０に内蔵
されたランダムカウンタ等により更新されるチャンス目決定用の乱数値を示す数値データ
を抽出し、演出制御用マイクロコンピュータ１２０のＲＯＭなどに予め記憶された所定の
チャンス目決定テーブルを参照することなどにより、複数種類の２回開放チャンス目のい
ずれかを構成する確定飾り図柄の組合せを決定すればよい。また、変動パターン指定コマ
ンドにより変動パターンＰＣ１－４及び変動パターンＰＣ１－５のいずれかが指定された
場合には、例えばステップＳ６０４と同様の処理を実行することにより、リーチ組合せを
構成する最終停止図柄となる確定飾り図柄の組合せを決定すればよい。
【０５１２】
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　ステップＳ６０５にて特図表示結果が「大当り」で大当り種別が「突確」以外の「非確
変」又は「確変」であると判定されたときには（ステップＳ６０５；Ｎｏ）、大当り組合
せを構成する最終停止図柄となる確定飾り図柄の組合せを決定する（ステップＳ６０７）
。一例として、ステップＳ６０７の処理では、まず、演出制御用マイクロコンピュータ１
２０に内蔵されたランダムカウンタ等により更新される大当り確定図柄決定用の乱数値を
示す数値データを抽出し、演出制御用マイクロコンピュータ１２０のＲＯＭなどに予め記
憶された所定の大当り確定図柄決定テーブルを参照することなどにより、画像表示装置５
の表示領域における「左」、「中」、「右」の飾り図柄表示エリア５Ｌ、５Ｃ、５Ｒに揃
って停止表示される図柄番号が同一の飾り図柄を決定する。
【０５１３】
　ステップＳ６０３、Ｓ６０４、Ｓ６０６、Ｓ６０７の処理のいずれかを実行した後には
、「擬似連」や「滑り」といった可変表示演出を実行するための設定が行われる（ステッ
プＳ６０８）。例えば、ステップＳ６０８の処理では、主基板１１から伝送された変動パ
ターン指定コマンドにおけるＥＸＴデータを読み取って特定された変動パターンなどに応
じて、「擬似連」や「滑り」の可変表示演出が実行されるか否かを判定する。このとき、
「擬似連」や「滑り」の可変表示演出が実行されると判定した場合には、「擬似連」の可
変表示演出において仮停止表示されて複数種類の擬似連チャンス目のいずれかを構成する
飾り図柄や、「滑り」の可変表示演出において仮停止表示される飾り図柄などを決定する
。
【０５１４】
　ステップＳ６０８の処理に続いて、確変昇格演出を実行するための設定が行われる（ス
テップＳ６０９）。例えば、ステップＳ６０９の処理では、特図表示結果が「大当り」で
大当り種別が「非確変」又は「確変」である場合に、再抽選演出を実行するか否かや、実
行する場合における再抽選演出の演出態様に対応した再抽選演出パターンなどが、決定さ
れるようにすればよい。また、ステップＳ６０９の処理では、特図表示結果が「大当り」
で大当り種別が「非確変」又は「確変」である場合に、大当り中昇格演出を実行するか否
かや、実行する場合における大当り中昇格演出の演出態様に対応した大当り中昇格演出パ
ターンなどが、決定されるようにしてもよい。
【０５１５】
　ステップＳ６０９の処理を実行した後には、連続予告設定処理を実行する（ステップＳ
６１０）。続いて、演出制御パターンを予め用意された複数パターンのいずれかに決定す
る（ステップＳ６１１）。このときには、例えば変動パターン指定コマンドに示された変
動パターンなどに対応して、複数用意された特図変動時演出制御パターンのいずれかを選
択し、使用パターンとしてセットする。また、ステップＳ６０８における可変表示演出の
設定や、ステップＳ６０９における確変昇格演出（特に再抽選演出）の設定、ステップＳ
６１０における連続予告演出の設定に対応して、複数用意された特図変動時演出制御パタ
ーンのいずれかを選択し、使用パターンとしてセットすればよい。
【０５１６】
　ステップＳ６１１の処理に続いて、例えば変動パターン指定コマンドに示された変動パ
ターンに対応して、演出制御用マイクロコンピュータ１２０に内蔵された演出制御プロセ
スタイマの初期値を設定する（ステップＳ６１２）。そして、画像表示装置５における飾
り図柄の変動を開始させるための設定を行う（ステップＳ６１３）。このときには、例え
ばステップＳ６１１にて使用パターンとして決定された特図変動時演出制御パターンに含
まれる表示制御データが指定する表示制御指令をＶＤＰ１２１等に対して伝送させること
などにより、画像表示装置５の表示領域に設けられた「左」、「中」、「右」の各飾り図
柄表示エリア５Ｌ、５Ｃ、５Ｒにて飾り図柄の変動を開始させればよい。その後、演出プ
ロセスフラグの値を飾り図柄変動中処理に対応した値である“２”に更新してから（ステ
ップＳ６１４）、飾り図柄変動設定処理を終了する。
【０５１７】
　図６３は、連続予告設定処理として、図６２のステップＳ６１０にて実行される処理の
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一例を示すフローチャートである。この連続予告設定処理において、演出制御用マイクロ
コンピュータ１２０のＣＰＵは、まず、連続予告フラグがオンであるか否かを判定する（
ステップＳ７０１）。このとき、連続予告フラグがオフであれば（ステップＳ７０１；Ｎ
ｏ）、連続予告設定処理を終了する。
【０５１８】
　ステップＳ７０１にて連続予告フラグがオンであるときには（ステップＳ７０１；Ｙｅ
ｓ）、連続予告変動カウント値を１減算するように更新する（ステップＳ７０２）。そし
て、更新後の連続予告変動カウント値が「０」となったか否かを判定する（ステップＳ７
０３）。このとき、連続予告変動カウント値が「０」であれば（ステップＳ７０３；Ｙｅ
ｓ）、連続予告フラグをクリアしてオフ状態としてから（ステップＳ７０４）、連続予告
設定処理を終了する。なお、ステップＳ７０３にて連続予告変動カウント値が「０」にな
ったときでも、連続予告演出を実行するための決定や設定が行われるようにしてもよい。
ステップＳ７０３にて連続予告変動カウント値が「０」になるのは、連続予告演出により
特図表示結果が「大当り」となる可能性を報知する対象となる飾り図柄の可変表示が開始
されるときである。そこで、このときにも連続予告演出を実行するための決定や設定を行
うことにより、報知対象となる飾り図柄の可変表示中においても連続予告演出を実行する
ことができる。
【０５１９】
　ステップＳ７０３にて連続予告変動カウント値が「０」以外であるときには（ステップ
Ｓ７０３；Ｎｏ）、その連続予告変動カウント値が「３」以上であるか否かを判定する（
ステップＳ７０５）。そして、連続予告変動カウント値が「３」以上であるときには（ス
テップＳ７０５；Ｙｅｓ）、予め用意された複数種類の演出態様（演出内容）のうちで、
予告演出ＹＤ１の連続予告演出に決定して（ステップＳ７０６）、連続予告設定処理を終
了する。
【０５２０】
　ステップＳ７０５にて連続予告変動カウント値が「３」未満であるときには（ステップ
Ｓ７０５；Ｎｏ）、その連続予告変動カウント値が「２」であるか否かを判定する（ステ
ップＳ７０７）。そして、連続予告変動カウント値が「２」であるときには（ステップＳ
７０７；Ｙｅｓ）、予め用意された複数種類の演出態様（演出内容）のうちで、予告演出
ＹＤ２の連続予告演出に決定して（ステップＳ７０８）、連続予告設定処理を終了する。
【０５２１】
　ステップＳ７０７にて連続予告変動カウント値が「２」ではないときには（ステップＳ
７０７；Ｎｏ）、連続予告変動カウント値が「１」であることに対応して、複数種類の演
出態様（演出内容）のうちで、予告演出ＹＤ３の連続予告演出に決定してから（ステップ
Ｓ７０９）、連続予告設定処理を終了する。
【０５２２】
　こうして、入賞時当り判定や特定パターン共通範囲内が通知されたことに基づいて連続
予告フラグがオンとなった後には、連続予告変動カウント値が「０」となるまで、連続予
告演出を実行することができる。なお、入賞時当り判定や特定パターン共通範囲内が通知
された場合に、常に連続予告演出が実行されるものに限定されず、所定割合で連続予告演
出を実行するか否かの決定が行われるようにしてもよい。一例として、入賞時当り判定が
通知されたときには、特定パターン共通範囲内が通知されたときよりも高い割合で、連続
予告演出を実行する旨の決定が行われるようにしてもよい。また、入賞時当り判定や特定
パターン共通範囲内が通知されない場合でも、所定割合で連続予告演出を実行する旨の決
定が行われるようにしてもよい。この場合には、入賞時当り判定や特定パターン共通範囲
内が通知されたか否かに応じて異なる割合で、連続予告演出を実行する旨の決定が行われ
るようにしてもよい。一例として、入賞時当り判定や特定パターン共通範囲内が通知され
たときには、これらが通知されないときよりも高い割合で、連続予告演出を実行する旨の
決定が行われるようにすればよい。
【０５２３】
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　図６３に示す連続予告設定処理では、連続予告変動カウント値で示される連続予告演出
により特図表示結果が「大当り」となる可能性を報知する対象となる飾り図柄の可変表示
が開始されるまでに実行される特図ゲームの残り回数に応じて、異なる演出態様（演出内
容）の連続予告演出が決定される。これに対して、報知対象となる飾り図柄の可変表示が
開始されるまでに実行される特図ゲームの残り回数（連続予告変動カウント値）にかかわ
らず、同一の演出態様（演出内容）となる予告演出が連続予告演出として実行されるよう
に決定してもよい。また、入賞時当り判定や特定パターン共通範囲内のうち、いずれが通
知されたかに応じて、連続予告演出における演出態様（演出内容）の決定割合を異ならせ
るようにしてもよい。一例として、入賞時当り判定が通知されたときには、特定パターン
共通範囲内が通知されたときよりも高い割合で、特定の演出態様（例えば「激熱だよ！」
のメッセージを報知する予告演出）に決定されるようにしてもよい。
【０５２４】
　複数回の可変表示にわたる連続予告演出は、一括して決定されるようにしてもよい。一
例として、複数回の可変表示それぞれに対応した演出態様（演出内容）を示す連続予告演
出パターンを予め複数パターン用意して、入賞時当り判定や特定パターン共通範囲内が通
知されたときに、合計保留記憶数などに基づいて、いずれかの連続予告演出パターンに決
定してもよい。この場合、合計保留記憶数に応じて、連続予告演出を実行するか否かの決
定割合を異ならせてもよい。例えば、合計保留記憶数が所定数以上である場合には、所定
数未満の場合と比較して、高い割合で連続予告演出を実行する旨の決定がされるようにし
てもよい。
【０５２５】
　図６４は、飾り図柄変動中処理として、図６１のステップＳ１８２にて実行される処理
の一例を示すフローチャートである。この飾り図柄変動中処理において、演出制御用マイ
クロコンピュータ１２０のＣＰＵは、演出制御プロセスタイマ値を更新（例えば１減算）
してから（ステップＳ６２１）、更新後の演出制御プロセスタイマ値を演出制御パターン
にて示される演出制御プロセスタイマ判定値と比較して、いずれかのタイマ判定値と合致
したか否かの判定を行う（ステップＳ６２２）。
【０５２６】
　ステップＳ６２２にてタイマ判定値と合致した場合には（ステップＳ６２２；Ｙｅｓ）
、そのタイマ判定値と対応付けて演出制御パターンに格納された演出制御実行データ（例
えば、表示制御データ、音声制御データ、ランプ制御データ、操作検出制御データの一部
又は全部）あるいは終了コードを読み出す（ステップＳ６２３）。ここで、ステップＳ６
２２にて演出制御パターンで示される複数のタイマ判定値が演出制御プロセスタイマ値と
合致した場合には、合致した各々のタイマ判定値と対応付けて格納されている複数の演出
制御実行データを、ステップＳ６２３にて読み出すようにすればよい。そして、ステップ
Ｓ６２３にて終了コードが読み出されたか否かの判定を行う（ステップＳ６２４）。この
とき、終了コードではないと判定された場合には（ステップＳ６２４；Ｎｏ）、ステップ
Ｓ６２３にて読み出された演出制御実行データに従って演出動作を制御するための演出制
御指令処理を実行してから（ステップＳ６２５）、飾り図柄変動中処理を終了する。
【０５２７】
　ステップＳ６２４にて終了コードであると判定された場合には（ステップＳ６２４；Ｙ
ｅｓ）、例えば所定のタイマ初期値を演出制御プロセスタイマに設定することなどにより
、当り開始指定コマンド受信待ち時間の設定を行う（ステップＳ６２６）。そして、演出
プロセスフラグの値を飾り図柄変動終了時処理に対応した値である“３”に更新してから
（ステップＳ６２７）、飾り図柄変動中処理を終了する。これにより、次回のタイマ割込
み発生時には、飾り図柄変動終了時処理が実行され、当り開始指定コマンド受信待ち時間
が経過するまでに当り開始指定コマンドの受信がなければ、演出プロセスフラグがクリア
されて、その値が“０”に初期化される。その一方で、当り開始指定コマンド受信待ち時
間が経過するまでに当り開始指定コマンドの受信があれば、特図表示結果が「小当り」で
あるか「大当り」であるかに応じて、演出制御プロセスフラグの値が“４”（特図表示結
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果が「大当り」の場合）又は“５”（特図表示結果が「小当り」の場合）に更新されるこ
とにより、小当り時や大当り時における演出動作の制御が行われるようにすればよい。
【０５２８】
　また、ステップＳ６２２にてタイマ判定値のいずれとも合致しなかったときにも（ステ
ップＳ６２２；Ｎｏ）、飾り図柄変動中処理を終了する。ただし、ステップＳ６２２の処
理を実行した後に、あるいは、ステップＳ６２２の処理を実行する以前に、主基板１１か
ら伝送された図柄確定指定コマンドを受信したと判定された場合には、ステップＳ６２６
の処理に進み、次回のタイマ割込み発生時には飾り図柄変動終了時処理が実行されるよう
にしてもよい。
【０５２９】
　図６５は、演出制御指令処理として、図６４に示すステップＳ６２５にて実行される処
理の一例を示すフローチャートである。この演出制御指令処理において、演出制御用マイ
クロコンピュータ１２０のＣＰＵは、図６４に示すステップＳ６２３の処理で読み出され
た演出制御実行データの種類を特定する（ステップＳ７２１）。このときには、演出制御
実行データに含まれる表示制御データ、音声制御データ、ランプ制御データ、操作検出制
御データのうち、いずれの制御データであるかが特定されればよい。
【０５３０】
　その後、特定された演出制御実行データが表示制御データであるか否かを判定する（ス
テップＳ７２２）。このとき、表示制御データであると判定された場合には（ステップＳ
７２２；Ｙｅｓ）、その表示制御データが指定する表示制御指令をＶＤＰ１２１等に対し
て送出するための設定を行う（ステップＳ７２３）。
【０５３１】
　ステップＳ７２２にて表示制御データではないと判定された場合や（ステップＳ７２２
；Ｎｏ）、ステップＳ７２３の処理を実行した後には、特定された演出制御実行データが
音声制御データであるか否かを判定する（ステップＳ７２４）。このとき、音声制御デー
タであると判定された場合には（ステップＳ７２４；Ｙｅｓ）、その音声制御データが指
定する音番号データに応じた効果音信号を音声制御基板１３に対して送出するための設定
を行う（ステップＳ７２５）。
【０５３２】
　ステップＳ７２４にて音声制御データではないと判定された場合や（ステップＳ７２４
；Ｎｏ）、ステップＳ７２５の処理を実行した後には、特定された演出制御実行データが
ランプ制御データであるか否かを判定する（ステップＳ７２６）。このとき、ランプ制御
データであると判定された場合には（ステップＳ７２６；Ｙｅｓ）、そのランプ制御デー
タが指定する電飾信号をランプ制御基板１４に対して送出するための設定を行う（ステッ
プＳ７２７）。
【０５３３】
　ステップＳ７２６にてランプ制御データではないと判定された場合や（ステップＳ７２
６；Ｎｏ）、ステップＳ７２７の処理を実行した後には、特定された演出制御実行データ
が操作検出制御データであるか否かを判定する（ステップＳ７２８）。このとき、操作検
出制御データではないと判定された場合には（ステップＳ７２８；Ｎｏ）、演出制御指令
処理を終了する。これに対して、操作検出制御データであると判定された場合には（ステ
ップＳ７２８；Ｙｅｓ）、その操作検出制御データに基づいて、遊技者の操作ボタン等に
対する所定の指示操作（例えば押下操作など）を有効に検出して、検出結果に応じて演出
動作を切換可能な期間である有効検出期間であるか否かを判定する（ステップＳ７２９）
。例えば、予告演出ＹＤ１～予告演出ＹＤ３の各連続予告演出において、操作ボタンに対
する指示操作を促す演出画像を画像表示装置５の表示領域に表示させたときから所定時間
が経過するまでを有効検出期間とするように、所定の演出制御プロセスタイマ判定値と対
応付けられた操作検出制御データにより予め設定しておけばよい。
【０５３４】
　ステップＳ７２９にて有効検出期間であると判定された場合には（ステップＳ７２９；
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Ｙｅｓ）、操作ボタンに対する指示操作の検出結果に基づく演出制御を実行してから（ス
テップＳ７３０）、演出制御指令処理を終了する。例えば、ステップＳ７３０の処理では
、操作ボタンから演出制御基板１２へと伝送される操作検出信号に基づいて、操作ボタン
に対する所定の指示操作（例えば押下操作など）が検出されたか否かを判定する。そして
、操作ボタンに対する指示操作が検出されたときには、その検出結果に応じて演出内容の
変更などを行うための設定が行われればよい。
【０５３５】
　ステップＳ７２９にて有効検出期間ではないと判定された場合には（ステップＳ７２９
；Ｎｏ）、操作検出制御データなどに基づくその他の操作検出制御を行ってから（ステッ
プＳ７３１）、演出制御指令処理を終了する。例えば、ステップＳ７３１の処理では、操
作検出制御データに基づいて、有効検出期間を終了して、遊技者による指示操作等が以後
に検出されないように制限するための設定を行えばよい。
【０５３６】
　以下、パチンコ遊技機１における具体的な動作例について説明する。パチンコ遊技機１
では、第１特別図柄表示装置４Ａによる第１特図を用いた特図ゲームや、第２特別図柄表
示装置４Ｂによる第２特図を用いた特図ゲームが実行され、また、これらの特図ゲームに
おける特別図柄の可変表示に対応して、画像表示装置５の表示領域に含まれる「左」、「
中」、「右」の飾り図柄表示部５Ｌ、５Ｃ、５Ｒにて飾り図柄の可変表示が実行される。
そして、例えば確定特別図柄といった特図ゲームにおける可変表示結果や、確定飾り図柄
の組合せといった飾り図柄の可変表示結果などに基づいて、例えば大当り遊技状態に制御
されることといった、所定の遊技価値が付与可能となる。なお、パチンコ遊技機１にて付
与可能な遊技価値とは、大当り遊技状態に制御されて大入賞口が閉鎖状態から開放状態に
変化して遊技球が進入（入賞）しやすい遊技者にとって有利な状態になることや、遊技者
にとって有利な状態となるための権利を発生させたりすることなどであればよい。また、
例えば大当り遊技状態にて実行可能なラウンドの上限回数や、時短状態にて実行可能な特
図ゲームの上限回数、確変状態における大当り確率、通常状態に制御されることなく大当
り遊技状態に制御される回数である連チャン回数が所定回数に達すること、あるいは、こ
れらの一部又は全部といった、パチンコ遊技機１における遊技の有利度合いに関わる任意
の事項が、パチンコ遊技機１における遊技価値となり得る。
【０５３７】
　パチンコ遊技機１では、普通入賞球装置６Ａが形成する第１始動入賞口を通過（進入）
した遊技球が第１始動口スイッチ２２Ａにより検出されたときや、普通可変入賞球装置６
Ｂが形成する第２始動入賞口を通過（進入）した遊技球が第２始動口スイッチ２２Ｂによ
り検出されたときに、図４８のステップＳ５０６にて読み出した数値データに基づく特図
表示結果決定用の乱数値ＭＲ１や、ステップＳ５０８にて抽出した変動パターン種別決定
用の乱数値ＭＲ２を用いて、図４７に示すステップＳ２０５やステップＳ２１０にて入賞
時乱数値判定処理が実行される。
【０５３８】
　入賞時乱数値判定処理では、図４９のステップＳ５２５にて特図表示結果決定用の乱数
値ＭＲ１が大当り判定範囲内である旨の判定がなされたときなどに（ステップＳ５２５；
Ｙｅｓ）、ステップＳ５２７での送信設定に基づき、入賞時当り判定を通知する第１始動
口入賞指定コマンドが、主基板１１から演出制御基板１２に対して伝送される。また、図
４９のステップＳ５３１にて特図表示結果決定用の乱数値ＭＲ１が大当り判定範囲内であ
る旨の判定がなされたときなどには（ステップＳ５３１；Ｙｅｓ）、ステップＳ５３３で
の送信設定に基づき、入賞時当り判定を通知する第２始動口入賞指定コマンドが、主基板
１１から演出制御基板１２に対して伝送される。
【０５３９】
　演出制御基板１２では、図６０のステップＳ５５１にて第１始動口入賞指定コマンドを
受信したと判定した後、ステップＳ５５４にて入賞時当り判定が通知されたと判定したと
きに、連続予告フラグをオン状態にセットするとともに（ステップＳ５５６）、連続予告
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変動カウント値の設定を行う（ステップＳ５５７）。また、ステップＳ５５８にて第２始
動口入賞指定コマンドを受信したと判定した後、ステップＳ５６１にて入賞時当り判定が
通知されたと判定したときにも、連続予告フラグをオン状態にセットするとともに（ステ
ップＳ５６３）、連続予告変動カウント値の設定を行う（ステップＳ５６４）。こうして
連続予告変動カウント値の設定が行われることにより、乱数値ＭＲ１が大当り判定範囲内
となったことなどにより可変表示結果が「大当り」などになる可変表示の保留位置（保留
番号）を特定することができる。
【０５４０】
　その後、図６３のステップＳ７０１にて連続予告フラグがオンであると判定され（ステ
ップＳ７０１；Ｙｅｓ）、更新後の連続予告変動カウント値が「０」ではないと判定され
たときには（ステップＳ７０３；Ｎｏ）、その連続予告変動カウント値に応じた演出態様
（演出内容）の連続予告演出が決定される（ステップＳ７０５～Ｓ７０９）。
【０５４１】
　図６６は、図６３のステップＳ７０６にて予告演出ＹＤ１に決定されたことに基づく連
続予告演出が実行される場合の表示動作例を示している。この表示動作例では、まず、例
えば特図ゲームにおける特別図柄の変動開始などに対応して、図６６（Ａ）に示すように
「左」、「中」、「右」の各飾り図柄表示エリア５Ｌ、５Ｃ、５Ｒにて停止表示されてい
た飾り図柄が、図６６（Ｂ）に示すように「左」、「中」、「右」の飾り図柄表示エリア
５Ｌ、５Ｃ、５Ｒの全部にて変動を開始する。その後、例えば図６２に示すステップＳ６
１１の処理で決定された連続予告演出用の演出制御パターンから読み出した表示制御デー
タなどに従い、図６６（Ｃ）に示すように、遊技者に操作ボタンの指示操作を促す演出画
像ＹＨ１１を表示させる。そして、遊技者が有効検出期間内に操作ボタンに対する指示操
作を行い、それに応じて演出制御基板１２へと伝送される操作検出信号がオン状態となっ
た場合には、例えば図６６（Ｄ）に示すようなキャラクタ画像のセリフを示す演出画像Ｙ
Ｈ２１を表示させる。この演出画像ＹＨ２１は、「スーパーリーチかも」などのスーパー
リーチの発生を予告する文字列を示している。これに対して、有効検出期間内に操作ボタ
ンに対する指示操作がなされなかった場合には、例えば図６６（Ｅ）に示すように演出画
像ＹＨ１１が消去されて、連続予告演出における演出動作が終了する。その後、例えば図
６６（Ｆ）に示すように「左」の飾り図柄表示エリア５Ｌにて飾り図柄を仮停止表示する
など、飾り図柄の可変表示が進行してゆく。
【０５４２】
　図６７は、図６３のステップＳ７０８にて予告演出ＹＤ２に決定されたことに基づく連
続予告演出が実行される場合の表示動作例を示している。この表示動作例では、図６７（
Ａ）～（Ｃ）に示すように、図６６（Ａ）～（Ｃ）と同様の表示動作が行われる。その後
、遊技者が有効検出期間内に操作ボタンに対する指示操作を行った場合には、例えば図６
７（Ｄ）に示すように、図６６（Ｄ）に示す演出画像ＹＨ２１とは異なる演出画像ＹＨ２
２を表示させることなどにより、予告演出ＹＤ１の場合とは異なる演出態様（演出内容）
で報知を行う。この演出画像ＹＨ２２は、「もうすぐリーチかも？」などのリーチが近い
ことを示唆する文字列を示している。有効検出期間内に操作ボタンに対する指示操作がな
されなかった場合は、図６７（Ｅ）に示すように、図６６（Ｅ）と同様の演出動作制御が
行われればよい。その後の表示動作は、図６７（Ｆ）に示すように、図６６（Ｆ）と同様
に制御されればよい。
【０５４３】
　図６８は、図６３のステップＳ７０９にて予告演出ＹＤ３に決定されたことに基づく連
続予告演出が実行される場合の表示動作例を示している。この表示動作例では、図６８（
Ａ）～（Ｃ）に示すように、図６６（Ａ）～（Ｃ）などと同様の表示動作が行われる。そ
の後、遊技者が有効検出期間内に操作ボタンに対する指示操作を行った場合には、例えば
図６８（Ｄ）に示すように、図６６（Ｄ）に示す演出画像ＹＨ２１や図６７（Ｄ）に示す
演出画像ＹＨ２２とは異なる演出画像ＹＨ２３を表示させることなどにより、予告演出Ｙ
Ｄ１や予告演出ＹＤ２の場合とは異なる演出態様（演出内容）で報知を行う。この演出画
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像ＹＨ２３は、「次回スーパーリーチになりそう」などのスーパーリーチの発生がさらに
近いことを示唆する文字列を示している。有効検出期間内に操作ボタンに対する指示操作
がなされなかった場合は、図６８（Ｅ）に示すように、図６６（Ｅ）などと同様の演出動
作制御が行われればよい。その後の表示動作は、図６８（Ｆ）に示すように、図６６（Ｆ
）などと同様に制御されればよい。
【０５４４】
　図６６～図６８に示す表示動作例では、予告演出ＹＤ１～予告演出ＹＤ３に対応した連
続予告演出として、操作ボタンに対する指示操作が行われた場合に所定のメッセージを報
知する予告演出が実行される。しかしながら、この発明はこれに限定されず、任意の演出
態様（演出内容）で特図表示結果が「大当り」となる可能性を報知する連続予告演出が実
行されるものであればよい。一例として、操作ボタンに対する指示操作を必要とせずに所
定のメッセージを報知する予告演出が、予告演出ＹＤ１～予告演出ＹＤ３に対応した連続
予告演出として実行されてもよい。他の一例として、始動入賞記憶表示エリア５Ｈにおけ
る保留記憶の表示態様（例えば表示色や表示形状、キャラクタなど）を変化させることに
より、複数回の可変表示にわたる連続予告演出として実行されてもよい。
【０５４５】
　図４９及び図５０に示す例では、変動パターン種別決定用の乱数値ＭＲ３が「２３０」
～「２５１」の範囲内であれば特定パターン共通範囲の範囲内であると判定され、ステッ
プＳ５２８～Ｓ５３０の処理などにより、特定パターン共通範囲内であるか否かを示す第
１始動口入賞指定コマンドが送信され、ステップＳ５３４～Ｓ５３６の処理などにより、
特定パターン共通範囲内であるか否かを示す第２始動口入賞指定コマンドが送信される。
これに対して、特定の変動パターン（例えばスーパーリーチを伴う変動パターン）となる
か否かを判定するための閾値を複数種類設けて、いずれの閾値を用いて特定の変動パター
ンとなるか否かが判定されたかに応じて、異なる第１始動口入賞指定コマンドや第２始動
口入賞指定コマンドが送信されるようにしてもよい。
【０５４６】
　一例として、図４９に示すステップＳ５２５やステップＳ５３１にて乱数値ＭＲ１が大
当り判定範囲内であると判定されたときにも、変動パターン種別決定用の乱数値ＭＲ３を
用いて、特定の変動パターンに決定されるか否かの判定を行うようにしてもよい。この場
合には、ステップＳ５２５やステップＳ５３１にて乱数値ＭＲ１が大当り判定範囲内であ
ると判定されたときに、大当り種別決定用の乱数値ＭＲ２に基づき大当り種別決定テーブ
ル１３１を参照することなどにより、大当り種別が「非確変」又は「確変」に決定される
か否かを判定する。そして、大当り種別が「非確変」又は「確変」に決定されるときには
、変動パターン種別決定用の乱数値ＭＲ３を用いて、例えばスーパーリーチを伴う変動パ
ターンが含まれる変動パターン種別ＣＡ３－３（図２６を参照）に決定されるか否かを判
定する。図２９（Ａ）に示す大当り変動パターン種別決定テーブル１３３Ａの設定例では
、大当り種別が「非確変」又は「確変」の場合に、変動パターン種別ＣＡ３－３に対応し
た決定値の少なくとも一部に設定された同一決定値「１００」～「２５１」のいずれかと
乱数値ＭＲ３が合致するか否かを判定することによって、スーパーリーチを伴う変動パタ
ーンに決定されるか否かを判定することができる。そこで、大当り種別が「非確変」又は
「確変」に決定されるときには、可変表示結果が「ハズレ」となる場合とは異なる同一決
定値「１００」～「２５１」のいずれかと乱数値ＭＲ３が合致するか否かを判定して、特
定パターン共通範囲の範囲内であるか否かを判定する。そして、特定パターン共通範囲内
であると判定されたときには、ステップＳ５２９やステップＳ５３５にて設定される第１
始動口入賞指定コマンドや第２始動口入賞指定コマンドとはＥＸＴデータが異なる第１始
動口入賞指定コマンドや第２始動口入賞指定コマンドの送信設定を行うようにすればよい
。
【０５４７】
　なお、可変表示結果が「大当り」で大当り種別が「非確変」又は「確変」に決定される
場合と可変表示結果が「ハズレ」に決定される場合とで、特定パターン共通範囲を画する
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閾値を異ならせるものに限定されず、例えば可変表示結果が「ハズレ」となる場合でも、
特図保留記憶数（合計保留記憶数など）や遊技状態に応じて、特定パターン共通範囲を画
する閾値を異ならせるようにしてもよい。こうした場合でも、いずれの閾値を用いて特定
の変動パターンとなるか否かが判定されたかに応じて、異なる第１始動口入賞指定コマン
ドや第２始動口入賞指定コマンドが送信されるように設定すればよい。
【０５４８】
　図４９に示す入賞時乱数値判定処理を実行することなどにより、入賞時当り判定や特定
パターン共通範囲内などを通知する第１始動口入賞指定コマンドや第２始動口入賞指定コ
マンドが主基板１１から演出制御基板１２に対して送信される。これに対して、変動パタ
ーン種別決定用の乱数値ＭＲ３がとり得る値の範囲（具体的には、「０」～「２５１」の
範囲）を、予め複数の抽出値範囲に分割しておき、図４８に示すステップＳ５０８の処理
で抽出された乱数値ＭＲ３がいずれの抽出値範囲に含まれるかに応じて、異なる第１始動
口入賞指定コマンドや第２始動口入賞指定コマンドが送信されるようにしてもよい。一例
として、「０」～「２５１」の範囲のうち、「２３０」～「２５１」の範囲を第１抽出値
範囲とし、「２２５」～「２２９」の範囲を第２抽出値範囲とし、「２２０」～「２２４
」の範囲を第３抽出値範囲とする。この場合、例えば図４９に示すステップＳ５２８やス
テップＳ５３４の処理などでは、変動パターン種別決定用の乱数値がいずれの抽出値範囲
に含まれるかの判定を行う。そして、抽出値範囲の判定結果に応じて、第１始動口入賞指
定コマンドや第２始動口入賞指定コマンドにおけるＥＸＴデータの設定を異ならせるよう
にすればよい。演出制御基板１２の側では、第１始動口入賞指定コマンドや第２始動口入
賞指定コマンドのＥＸＴデータから特定される抽出値範囲などに応じて、特定の変動パタ
ーンとなるか否かの判定などが行われるようにすればよい。
【０５４９】
　図４６のステップＳ１４０では、図５１に示すような特別図柄通常処理が実行されるこ
とにより、ステップＳ２２１にて第２保留記憶カウント値が「０」であると判定されたと
きに（ステップＳ２２１；Ｙｅｓ）、ステップＳ２２３にて第１保留記憶カウント値が「
０」であるか否かの判定が行われる。したがって、第２特図を用いた特図ゲームは、第１
特図を用いた特図ゲームよりも優先して実行されることになる。加えて、特図表示結果が
「大当り」となったことに基づく大当り遊技状態が終了するときには、図５４のステップ
Ｓ３０３にて大当り種別が「非確変」であると判定されたことに基づいて、ステップＳ３
０４にて遊技状態を時短状態とする制御を開始するための設定が行われ、時短フラグがオ
ン状態にセットされる。また、ステップＳ３０３にて大当り種別が「確変」又は「突確」
であると判定された場合には、ステップＳ３０５にて遊技状態を確変状態とする制御を開
始するための設定が行われ、時短フラグがオン状態にセットされることがある。こうして
時短フラグがオン状態となることにより、時短状態や確変状態における時間短縮制御とと
もに高開放制御が開始されると、例えば普図ゲームにおける普図変動時間が短い時間に設
定されることや、普図表示結果を「普図当り」とする決定がなされる割合が高くなること
、普図表示結果を「普図当り」とする場合に普通可変入賞球装置６Ｂ（第２始動入賞口）
を開放状態とする開放時間や開放回数が増加すること、あるいは、これらの一部又は全部
を組み合わせることにより、遊技球が普通可変入賞球装置６Ｂ（第２始動入賞口）を通過
（進入）しやすくなる。そして、図４９のステップＳ５２３にて時短制御中であると判定
されたときには（ステップＳ５２３；Ｙｅｓ）、ステップＳ５２４にて大当り中・時短中
入賞を通知する第１始動口入賞指定コマンドを送信するための設定が行われ、例えばステ
ップＳ５２５における乱数値ＭＲ１に基づく判定などの実行を制限する。
【０５５０】
　時短状態や確変状態において高開放制御が行われているときには、普通可変入賞球装置
６Ｂ（第２始動入賞口）を遊技球が通過（進入）しやすくなっており、第１特図を用いた
特図ゲームの保留記憶情報に基づいて連続予告演出の実行を開始すると、第２始動入賞口
に遊技球を通過（進入）させて優先的に実行される第２特図を用いた特図ゲームを実行し
続けることで、可変表示結果が「大当り」となる保留記憶情報を保持した状態で多数回の
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可変表示を継続して実行することができる。この場合、連続予告演出は、可変表示結果が
「大当り」となる保留記憶情報が保持されている状態を報知する演出となり、第２特図を
用いた特図ゲームを実行することで可変表示結果が「大当り」となり、大当り遊技状態へ
と繰り返し制御されることになってパチンコ遊技機１の射幸性が著しく高められるおそれ
がある。また、遊技者が第１特図を用いた特図ゲームで可変表示結果が「大当り」となる
ことを認識しながら、第２始動入賞口に遊技球を繰り返し通過（進入）させて第２特図を
用いた特図ゲームを繰り返し実行するか、第２始動入賞口に遊技球を通過（進入）させず
に第１特図を用いた特図ゲームを実行するかにより、可変表示結果が「大当り」となり大
当り遊技状態へと制御されるタイミングを、遊技者の技量によって大きく変化させられる
おそれがある。そこで、時短制御中であるときには、第１始動入賞口を通過（進入）した
遊技球の検出に基づく連続予告演出の実行が開始されないように設定して、第１特図を用
いた特図ゲームで可変表示結果が「大当り」となる可能性があることを遊技者が認識でき
ないようにして、健全な遊技性を確保することができる。
【０５５１】
　遊技制御用マイクロコンピュータ１００では、例えばＣＰＵ５０５が図４８のステップ
Ｓ５０６にて乱数回路５０９の乱数値レジスタＲ１Ｄや乱数値レジスタＲ２Ｄから読み出
した数値データに基づく特図表示結果決定用の乱数値ＭＲ１を示す数値データを用いて、
図５１のステップＳ２２８にて特図表示結果を「大当り」、「小当り」、「ハズレ」のい
ずれかに決定する。乱数回路５０９では、例えば乱数生成回路５５３から出力されたカウ
ント値順列ＲＣＮを、乱数列変更設定回路５５６の設定により予め定められた乱数更新規
則に基づいて乱数列変更回路５５５が変更することで、数値データを所定手順により更新
した乱数列ＲＳＮが出力される。そして、入力ポートＰ０に入力された第１始動口スイッ
チ２２Ａからの第１始動入賞信号ＳＳ１がオン状態となったことに基づき、乱数値レジス
タＲ１Ｄに乱数列ＲＳＮを構成する数値データが乱数値として取り込まれて格納される。
また、入力ポートＰ１に入力された第２始動口スイッチ２２Ｂからの第２始動入賞信号Ｓ
Ｓ２がオン状態となったことに基づき、乱数値レジスタＲ２Ｄに乱数列ＲＳＮを構成する
数値データが乱数値として取り込まれて格納される。
【０５５２】
　図６９は、乱数回路５０９の動作を説明するためのタイミングチャートである。また、
図６９（Ａ）では、主基板１１に搭載された制御用クロック生成回路１１１により生成さ
れる制御用クロックＣＣＬＫを示している。図６９（Ｂ）では、乱数用クロック生成回路
１１２により生成される乱数用クロックＲＣＬＫを示している。なお、図６９に示す各種
信号は、ハイレベルでオフ状態となりローレベルでオン状態となる負論理の信号であるも
のとしている。図６９（Ａ）及び（Ｂ）に示すように、制御用クロックＣＣＬＫの発振周
波数と、乱数用クロックＲＣＬＫの発振周波数とは、互いに異なる周波数となっており、
また、いずれか一方の発振周波数が他方の発振周波数の整数倍になることがない。
【０５５３】
　図６９（Ｂ）に示すように、乱数用クロックＲＣＬＫは、タイミングＴ１０、Ｔ１１、
Ｔ１２、…においてハイレベルからローレベルに立ち下がる。そして、乱数用クロックＲ
ＣＬＫは、遊技制御用マイクロコンピュータ１００の乱数用外部クロック端子ＥＲＣに供
給され、図１４に示す乱数回路５０９が備えるクロック用フリップフロップ５５２におけ
るクロック端子ＣＫに入力される。クロック用フリップフロップ５５２は、逆相出力端子
（反転出力端子）ＱバーからＤ入力端子へとフィードバックされるラッチ用クロックＲＣ
０を、クロック端子ＣＫに入力される乱数用クロックＲＣＬＫの立ち下がりエッジに応答
して取り込み（ラッチして）、正相出力端子（非反転出力端子）Ｑから乱数更新クロック
ＲＧＫとして出力する。これにより、乱数更新クロックＲＧＫは、図６９（Ｃ）に示すよ
うに、タイミングＴ１０、Ｔ１２、Ｔ１４、…において、ハイレベルからローレベルへと
立ち下がり、乱数用クロックＲＣＬＫの発振周波数の１／２の発振周波数を有する信号と
なる。例えば、乱数用クロックＲＣＬＫの発振周波数が２０ＭＨｚであれば、乱数更新ク
ロックＲＧＫの発振周波数は１０ＭＨｚとなる。そして、乱数用クロックＲＣＬＫの発信
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周波数は制御用クロックＣＣＬＫの発振周波数の整数倍にも整数分の１にもならないこと
から、乱数更新クロックＲＧＫの発振周波数は、制御用クロックＣＣＬＫの発振周波数と
は異なる周波数となる。乱数生成回路５５３は、例えば乱数更新クロックＲＧＫの立ち下
がりエッジに応答して、カウント値順列ＲＣＮにおける数値データを更新する。乱数列変
更回路５５５は、乱数列変更設定回路５５６による乱数更新規則の設定に基づき、乱数生
成回路５５３から出力されたカウント値順列ＲＣＮにおける数値データの更新順を変更し
たものを、乱数列ＲＳＮとして出力する。こうして、乱数列ＲＳＮにおける数値データは
、例えば図６９（Ｄ）に示すように、乱数更新クロックＲＧＫの立ち下がりエッジなどに
応答して更新される。
【０５５４】
　このように、乱数用クロック生成回路１１２により生成される乱数用クロックＲＣＬＫ
の発振周波数と、制御用クロック生成回路１１１により生成される制御用クロックＣＣＬ
Ｋの発振周波数とは、互いに異なっており、また、一方の発振周波数が他方の発振周波数
の整数倍となることもない。そのため、乱数回路５０９のクロック用フリップフロップ５
５２により生成される乱数更新クロックＲＧＫやラッチ用クロックＲＣ０の発振周波数は
、乱数用クロックＲＣＬＫの発振周波数の１／２となるが、制御用クロックＣＣＬＫの発
振周波数や、制御用クロックＣＣＬＫの発振周波数の１／２となる内部システムクロック
ＳＣＬＫの発振周波数とは、異なるものとなる。こうして、制御用クロックＣＣＬＫや内
部システムクロックＳＣＬＫと、乱数更新クロックＲＧＫとに同期が生じることを防ぎ、
ＣＰＵ５０５の動作タイミングからは、乱数回路５０９にて乱数生成回路５５３や乱数列
変更回路５５５により生成される乱数列ＲＳＮにおける数値データの更新タイミングを特
定することが困難になる。これにより、ＣＰＵ５０５の動作タイミングから乱数回路５０
９における乱数値となる数値データの更新動作を解析した結果に基づく狙い撃ちなどを、
確実に防止することができる。
【０５５５】
　クロック用フリップフロップ５５２から出力されるラッチ用クロックＲＣ０は、乱数更
新クロックＲＧＫの反転信号となり、その発振周波数は乱数更新クロックＲＧＫの発振周
波数と同一で、その位相は乱数更新クロックＲＧＫの位相とπ（＝１８０°）だけ異なる
。ラッチ用クロックＲＣ０は、分岐点ＢＲ１にてラッチ用クロックＲＣ１とラッチ用クロ
ックＲＣ２とに分岐される。したがって、例えば図６９（Ｅ）に示すように、各ラッチ用
クロックＲＣ０、ＲＣ１、ＲＣ２はいずれも、共通の周期で信号状態が変化する発振信号
となる。ラッチ用クロックＲＣ１は、ラッチ用フリップフロップ５５７Ａのクロック端子
ＣＫに入力される。ラッチ用クロックＲＣ２は、ラッチ用フリップフロップ５５７Ｂのク
ロック端子ＣＫに入力される。
【０５５６】
　こうして、ラッチ用クロックＲＣ０を分岐することにより生成されるラッチ用クロック
ＲＣ１、ＲＣ２の発振周波数は、制御用クロックＣＣＬＫや内部システムクロックＳＣＬ
Ｋの発振周波数とは、異なるものとなる。したがって、制御用クロックＣＣＬＫや内部シ
ステムクロックＳＣＬＫと、ラッチ用クロックＲＣ１、ＲＣ２とに同期が生じることを防
ぎ、ＣＰＵ５０５の動作タイミングからは、乱数回路５０９にて乱数値となる数値データ
が取り込まれる動作タイミングを特定することが困難になる。これにより、ＣＰＵ５０５
の動作タイミングから乱数回路５０９における乱数値となる数値データの取込動作を解析
した結果に基づく狙い撃ちなどを、確実に防止することができる。
【０５５７】
　ラッチ用フリップフロップ５５７Ａは、ラッチ用クロックＲＣ１の立ち下がりエッジに
応答して、第１始動口スイッチ２２Ａから伝送されて入力ポートＰ０に供給された第１始
動入賞信号ＳＳ１を取り込み（ラッチして）、始動入賞時ラッチ信号ＳＬ１として出力端
子Ｑから出力する。そして、乱数ラッチセレクタ５５８Ａにおける取込方法が入力ポート
Ｐ０への信号入力に指定されていれば、始動入賞時ラッチ信号ＳＬ１が乱数ラッチ信号Ｌ
Ｌ１として出力される。これにより、例えば図６９（Ｆ）に示すようなタイミングでオフ
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状態（ハイレベル）とオン状態（ローレベル）とで信号状態が変化する第１始動入賞信号
ＳＳ１は、ラッチ用クロックＲＣ１が立ち下がるタイミングＴ１１、Ｔ１３、Ｔ１５、…
にてラッチ用フリップフロップ５５７Ａに取り込まれた後、図６９（Ｇ）に示すようなタ
イミングＴ１１、Ｔ１３で信号状態がオフ状態とオン状態とで変化する乱数ラッチ信号Ｌ
Ｌ１となって、乱数ラッチセレクタ５５８Ａから出力される。ここで、第１始動口スイッ
チ２２Ａから伝送される第１始動入賞信号ＳＳ１は、普通入賞球装置６Ａが形成する第１
始動入賞口における遊技球の始動入賞が検出されたときに、オフ状態からオン状態へと変
化する。ラッチ用フリップフロップ５５７Ａから乱数ラッチセレクタ５５８Ａを介して出
力された乱数ラッチ信号ＬＬ１は、乱数値レジスタＲ１Ｄとなる乱数値レジスタ５５９Ａ
に供給されて、乱数列変更回路５５５から出力された乱数列ＲＳＮにおける数値データを
取得するために用いられる。こうして、ラッチ用フリップフロップ５５７Ａ及び乱数ラッ
チセレクタ５５８Ａでは、第１始動入賞口における遊技球の始動入賞が検出されたことに
基づき、ラッチ用クロックＲＣ１を用いて、乱数値となる数値データを取得するための乱
数ラッチ信号ＬＬ１が、第２始動入賞口における遊技球の始動入賞が検出された場合とは
別個に生成される。
【０５５８】
　ラッチ用フリップフロップ５５７Ｂは、ラッチ用クロックＲＣ２の立ち下がりエッジに
応答して、第２始動口スイッチ２２Ｂから伝送されて入力ポートＰ１に供給された第２始
動入賞信号ＳＳ２を取り込み（ラッチして）、始動入賞時ラッチ信号ＳＬ２として出力端
子Ｑから出力する。そして、乱数ラッチセレクタ５５８Ｂにおける取込方法が入力ポート
Ｐ１への信号入力に指定されていれば、始動入賞時ラッチ信号ＳＬ２が乱数ラッチ信号Ｌ
Ｌ２として出力される。これにより、例えば図６９（Ｉ）に示すようなタイミングでオフ
状態（ハイレベル）とオン状態（ローレベル）とで信号状態が変化する第２始動入賞信号
ＳＳ２は、ラッチ用クロックＲＣ２が立ち下がるタイミングＴ１１、Ｔ１３、Ｔ１５、…
にてラッチ用フリップフロップ５５７Ｂに取り込まれた後、図６９（Ｊ）に示すようなタ
イミングＴ１３、Ｔ１５で信号状態がオフ状態とオン状態とで変化する乱数ラッチ信号Ｌ
Ｌ２となって、乱数ラッチセレクタ５５８Ｂから出力される。ここで、第２始動口スイッ
チ２２Ｂから伝送される第２始動入賞信号ＳＳ２は、普通可変入賞球装置６Ｂが形成する
第２始動入賞口における遊技球の始動入賞が検出されたときに、オフ状態からオン状態へ
と変化する。ラッチ用フリップフロップ５５７Ｂから乱数ラッチセレクタ５５８Ｂを介し
て出力された乱数ラッチ信号ＬＬ２は、乱数値レジスタＲ２Ｄとなる乱数値レジスタ５５
９Ｂに供給されて、乱数列変更回路５５５から出力された乱数列ＲＳＮにおける数値デー
タを取得するために用いられる。こうして、ラッチ用フリップフロップ５５７Ｂ及び乱数
ラッチセレクタ５５８Ｂでは、第２始動入賞口における遊技球の始動入賞が検出されたこ
とに基づき、ラッチ用クロックＲＣ２を用いて、乱数値となる数値データを取得するため
の乱数ラッチ信号ＬＬ２が、第１始動入賞口における遊技球の始動入賞が検出された場合
とは別個に生成される。
【０５５９】
　このように、ラッチ用フリップフロップ５５７Ａとラッチ用フリップフロップ５５７Ｂ
はそれぞれ、互いに共通のクロック用フリップフロップ５５２にて生成されたラッチ用ク
ロックＲＣ０を分岐点ＢＲ１で分岐したことにより、互いに共通の周期で信号状態が変化
するラッチ用クロックＲＣ１、ＲＣ２を用いて、乱数値となる数値データを取得するため
の始動入賞時ラッチ信号ＳＬ１や始動入賞時ラッチ信号ＳＬ２を生成する。これにより、
乱数回路５０９における回路構成の簡素化や、パチンコ遊技機１における製造コストの削
減を図ることができる。
【０５６０】
　乱数値レジスタＲ１Ｄとなる乱数値レジスタ５５９Ａは、乱数列変更回路５５５から出
力される乱数列ＲＳＮにおける数値データを、乱数ラッチセレクタ５５８Ａからクロック
端子へと入力される乱数ラッチ信号ＬＬ１の立ち下がりエッジに応答して取り込み（ラッ
チして）、記憶データとなる数値データを更新する。乱数値レジスタＲ２Ｄとなる乱数値
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レジスタ５５９Ｂは、乱数列変更回路５５５から出力される乱数列ＲＳＮにおける数値デ
ータを、乱数ラッチセレクタ５５８Ｂからクロック端子へと入力される乱数ラッチ信号Ｌ
Ｌ２の立ち下がりエッジに応答して取り込み（ラッチして）、記憶データとなる数値デー
タを更新する。
【０５６１】
　例えば図６９（Ｇ）に示すように、タイミングＴ１１にて乱数ラッチ信号ＬＬ１がオフ
状態からオン状態に変化する立ち下がりエッジが生じた場合には、このタイミングＴ１１
にて乱数列変更回路５５５から出力されている乱数列ＲＳＮにおける数値データが、図６
９（Ｈ）に示すように、乱数値レジスタＲ１Ｄに取り込まれ、乱数値となる数値データと
して取得される。これにより、乱数値レジスタＲ１Ｄとなる乱数値レジスタ５５９Ａでは
、第１始動入賞口における遊技球の始動入賞が検出されたことに基づき、乱数値として用
いられる数値データを、第２始動入賞口における遊技球の始動入賞が検出された場合とは
別個に、取得して記憶することができる。
【０５６２】
　また、例えば図６９（Ｊ）に示すように、タイミングＴ１３にて乱数ラッチ信号ＬＬ２
がオフ状態からオン状態に変化する立ち下がりエッジが生じた場合には、このタイミング
Ｔ１３にて乱数列変更回路５５５から出力されている乱数列ＲＳＮにおける数値データが
、図６９（Ｋ）に示すように、乱数値レジスタＲ２Ｄに取り込まれ、乱数値となる数値デ
ータとして取得される。これにより、乱数値レジスタＲ２Ｄとなる乱数値レジスタ５５９
Ｂは、第２始動入賞口における遊技球の始動入賞が検出されたことに基づき、乱数値とし
て用いられる数値データを、第１始動入賞口における遊技球の始動入賞が検出された場合
とは別個に、取得して記憶することができる。
【０５６３】
　こうして、乱数値レジスタ５５９Ａは、ラッチ用フリップフロップ５５７Ａがラッチ用
クロックＲＣ１を用いて生成した始動入賞時ラッチ信号ＳＬ１や乱数ラッチセレクタ５５
８Ａから出力された乱数ラッチ信号ＬＬ１の立ち下がりエッジに応答して、乱数値ＲＳＮ
における数値データを格納する。また、乱数値レジスタ５５９Ｂは、ラッチ用フリップフ
ロップ５５７Ｂがラッチ用クロックＲＣ２を用いて生成した始動入賞時ラッチ信号ＳＬ２
や乱数ラッチセレクタ５５８Ｂから出力された乱数ラッチ信号ＬＬ２の立ち下がりエッジ
に応答して、乱数列ＲＳＮにおける数値データを格納する。
【０５６４】
　このように、乱数回路５０９では、クロック用フリップフロップ５５２や乱数生成回路
５５３、乱数列変更回路５５５などが、第１始動入賞口における遊技球の始動入賞に基づ
き乱数値となる数値データを取得するように構成されたラッチ用フリップフロップ５５７
Ａや乱数ラッチセレクタ５５８Ａ、乱数値レジスタ５５９Ａの組合せと、第２始動入賞口
における遊技球の始動入賞に基づき乱数値となる数値データを取得するように構成された
ラッチ用フリップフロップ５５７Ｂや乱数ラッチセレクタ５５８Ｂ、乱数値レジスタ５５
９Ｂの組合せとに対して、共通化されている。したがって、クロック用フリップフロップ
５５２から出力されて乱数生成回路５５３に供給されてカウント値順列ＲＣＮにおける数
値データや乱数列ＲＳＮにおける数値データの更新に用いられる乱数更新クロックＲＧＫ
は、第１始動入賞口における遊技球の始動入賞に基づき乱数値となる数値データを取得す
る構成と、第２始動入賞口における遊技球の始動入賞に基づき乱数値となる数値データを
取得する構成とについて、共通の乱数更新用クロック信号となる。これにより、乱数回路
５０９における回路構成を簡素化することができ、パチンコ遊技機１の製造コストを削減
することができる。
【０５６５】
　図２１（Ａ）に示す乱数ラッチフラグレジスタＲＤＦＭでは、乱数値レジスタＲ１Ｄと
なる乱数値レジスタ５５９Ａにおける数値データの取込動作や読出動作、また、乱数値レ
ジスタＲ２Ｄとなる乱数値レジスタ５５９Ｂにおける数値データの取込動作や読出動作に
応答して、対応するビット値が“０”と“１”とに変化する。図７０は、乱数ラッチフラ
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グレジスタＲＤＦＭのビット番号［０］及び［１］に格納される乱数ラッチフラグデータ
ＲＤＦＭ０及び乱数ラッチフラグデータＲＤＦＭ１の変化を説明するためのタイミングチ
ャートである。
【０５６６】
　図７０（Ａ）に示すように、乱数ラッチ信号ＬＬ１や乱数ラッチ信号ＬＬ２が立ち下が
るタイミングＴ２０にて、図７０（Ｂ）に示すように乱数値レジスタＲ１Ｄや乱数値レジ
スタＲ２Ｄに数値データが取り込まれて格納されたことに対応して、図７０（Ｃ）に示す
ように乱数ラッチフラグデータＲＤＦＭ０や乱数ラッチフラグデータＲＤＦＭ１のビット
値が“０”から“１”へと変化する。例えば、タイミングＴ２０にて乱数ラッチ信号ＬＬ
１がオン状態（ローレベル）となったことに応答して乱数値レジスタＲ１Ｄに数値データ
が格納されたときには、乱数ラッチフラグデータＲＤＦＭ０のビット値が“０”から“１
”へと変化することにより、乱数値レジスタＲ１Ｄに対応する乱数ラッチフラグがオン状
態となる。また、タイミングＴ２０にて乱数ラッチ信号ＬＬ２がオン状態（ローレベル）
となったことに応答して乱数値レジスタＲ２Ｄに数値データが格納されたときには、乱数
ラッチフラグデータＲＤＦＭ１のビット値が“０”から“１”へと変化することにより、
乱数値レジスタＲ２Ｄに対応する乱数ラッチフラグがオン状態となる。
【０５６７】
　こうして乱数ラッチフラグがオン状態となったときには、対応する乱数値レジスタＲ１
Ｄや乱数値レジスタＲ２Ｄへの新たな数値データの格納が制限される。例えば、乱数ラッ
チフラグデータＲＤＦＭ０のビット値が“０”から“１”へと変化したときには、乱数値
レジスタＲ１Ｄに対応する乱数ラッチフラグがオン状態となり、乱数値レジスタＲ１Ｄへ
の新たな数値データの格納が制限される。また、乱数ラッチフラグデータＲＤＦＭ１のビ
ット値が“０”から“１”へと変化したときには、乱数値レジスタＲ２Ｄに対応する乱数
ラッチフラグがオン状態となり、乱数値レジスタＲ２Ｄへの新たな数値データの格納が制
限される。したがって、対応する乱数ラッチフラグがオン状態である乱数値レジスタＲ１
Ｄ及び／又は乱数値レジスタＲ２Ｄには、第１始動入賞信号ＳＳ１及び／又は第２始動入
賞信号ＳＳ２の入力に対応して数値データを取り込むための乱数ラッチ信号ＬＬ１及び／
又は乱数ラッチ信号ＬＬ２が入力されたときでも、乱数列ＲＳＮに含まれる新たな数値デ
ータの格納を行うことができない。
【０５６８】
　これにより、乱数値レジスタＲ１Ｄや乱数値レジスタＲ２Ｄに数値データが一旦格納さ
れた後、その数値データがＣＰＵ５０５などから読み出されるよりも前に、例えば第１始
動入賞信号ＳＳ１や第２始動入賞信号ＳＳ２がノイズ等により誤ってオン状態となったと
きでも、既に格納されている数値データが更新されてしまい不正確な乱数値の読み出しを
防止することができる。また、乱数値取込指定データＲＤＬＴ０や乱数値取込指定データ
ＲＤＬＴ１のビット値を外部から意図的に“１”に設定すること、あるいは、第１始動入
賞信号ＳＳ１や第２始動入賞信号ＳＳ２を外部から意図的にオン状態とすることなどによ
り、既に格納されている数値データを改変するといった不正行為を防止することもできる
。その一方で、乱数値レジスタＲ１Ｄや乱数値レジスタＲ２Ｄに一旦格納された数値デー
タが長時間にわたりＣＰＵ５０５などから読み出されなくなると、その後に第１始動入賞
信号ＳＳ１や第２始動入賞信号ＳＳ２が正常にオン状態となったときに、第１始動入賞口
や第２始動入賞口における遊技球の通過（進入）に対応した正確な数値データを乱数値レ
ジスタＲ１Ｄや乱数値レジスタＲ２Ｄに格納することができなくなる。
【０５６９】
　そこで、例えば遊技制御用マイクロコンピュータ１００のＣＰＵ５０５は、予め定めら
れた乱数値読出条件が成立したときに、図７０（Ｄ）に示すような所定の乱数値レジスタ
読出処理を実行する。そして、乱数値レジスタＲ１Ｄや乱数値レジスタＲ２Ｄの読み出し
を行って乱数ラッチフラグをオフ状態とすることにより、新たな数値データの格納が許可
された状態に設定する。乱数値読出条件としては、ＣＰＵ５０５がパチンコ遊技機１にお
ける遊技制御の実行を開始することや、第１始動入賞口や第２始動入賞口を遊技球が通過
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（進入）したときに特図ゲームの保留記憶数が所定の上限値に達していること、普通可変
入賞球装置６Ｂ（第２始動入賞口）を通過（進入）した遊技球の検出に基づく第２始動条
件の成立を無効とする場合にスイッチオンバッファのビット番号［１］をクリアしてビッ
ト値を「０」にすること、あるいは、これらの一部もしくは全部を含むものであればよい
。図７０に示す動作例では、タイミングＴ２５にて図７０（Ｂ）に示す乱数値レジスタ読
出処理が完了したことに対応して、図７０（Ｃ）に示すように乱数ラッチフラグデータＲ
ＤＦＭ０や乱数ラッチフラグデータＲＤＦＭ１のビット値が“１”から“０”へと更新さ
れて、対応する乱数ラッチフラグがオフ状態に設定される。
【０５７０】
　一例として、ＣＰＵ５０５は、パチンコ遊技機１における電源供給の開始に基づいて遊
技制御用マイクロコンピュータ１００のシステムリセットが解除されたときに、所定のセ
キュリティチェック処理などを実行してから、ＲＯＭ５０６からユーザプログラム（ゲー
ム制御用の遊技制御処理プログラム）を示す制御コードの読み出しなどを行い遊技制御の
実行を開始する。このとき、ＣＰＵ５０５は、乱数値レジスタ読出処理として図３９に示
すステップＳ５６の処理を実行することにより、乱数値レジスタＲ１Ｄや乱数値レジスタ
Ｒ２Ｄに格納された数値データを読み出して、対応する乱数ラッチフラグをオフ状態とす
る。なお、図３９に示すステップＳ５６の処理において、ＣＰＵ５０５は、乱数ラッチフ
ラグデータＲＤＦＭ１と乱数ラッチフラグデータＲＤＦＭ０のビット値をチェックした結
果などに基づいて、乱数ラッチフラグがオン状態となっている乱数値レジスタの読み出し
のみを行うようにしてもよい。あるいは、乱数ラッチフラグがオン状態であるか否かにか
かわらず、乱数値レジスタＲ１Ｄと乱数値レジスタＲ２Ｄの双方から数値データを読み出
すことにより、各乱数ラッチフラグをオフ状態としてもよい。
【０５７１】
　パチンコ遊技機１の電源投入時などには、例えば図４（Ｂ）及び（Ｃ）に示す電源電圧
ＶＳＬ及び電源電圧ＶＣＣのように、各種の電源電圧が徐々に規定値まで上昇していく。
こうした電源電圧の上昇中には、例えば遊技制御用マイクロコンピュータ１００の内蔵回
路といった、各種回路の一部分が正常に動作する一方で、他の部分は未だ正常には動作で
きない状態となることがある。一例として、電源電圧が不安定な状態では、第１始動入賞
信号ＳＳ１や第２始動入賞信号ＳＳ２が誤ってオン状態となることなどにより、乱数回路
５０９において乱数値レジスタＲ１Ｄや乱数値レジスタＲ２Ｄに数値データが取り込まれ
て格納され、対応する乱数ラッチフラグがオン状態になって新たな数値データの格納が制
限されてしまう可能性がある。また、ＣＰＵ５０５などによる遊技制御の実行が開始され
た後、図４１に示すステップＳ９２のスイッチ処理が実行されるより前に、所定タイミン
グで乱数ラッチ信号ＬＬ１や乱数ラッチ信号ＬＬ２を乱数値レジスタＲ１Ｄや乱数値レジ
スタＲ２Ｄに入力することで、特図表示結果を「大当り」とする特図表示結果決定用の乱
数値ＭＲ１を示す数値データを取得して大当り遊技状態に制御させる不正行為がなされる
可能性がある。このように、乱数ラッチフラグがオン状態になると新たな数値データの格
納が制限されるようにした場合には、第１始動入賞口や第２始動入賞口といった始動入賞
口を遊技球が通過（進入）する始動入賞の発生後にノイズ等により誤った数値データが乱
数値レジスタＲ１Ｄや乱数値レジスタＲ２Ｄに取り込まれて格納されることを防止できる
一方で、始動入賞の発生前に電源電圧の不安定による誤動作や不正行為などにより数値デ
ータが乱数値レジスタＲ１Ｄや乱数値レジスタＲ２Ｄに取り込まれて格納された場合、そ
の後に始動入賞が発生しても、この始動入賞の発生タイミングよりも前に既に格納されて
いる数値データが乱数値として取得されて特図表示結果の決定などに用いられる可能性が
ある。
【０５７２】
　そこで、遊技制御用マイクロコンピュータ１００におけるシステムリセットが解除され
て遊技制御が開始されるときには、乱数ラッチフラグをオフ状態に設定して、新たな数値
データの格納が許可された状態とする。これにより、例えばパチンコ遊技機１における電
源投入時などの電源電圧が不安定な状態で誤って乱数値レジスタＲ１Ｄや乱数値レジスタ
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Ｒ２Ｄに格納された数値データが乱数値として取得されてしまい、遊技制御における各種
の決定などに使用されてしまうことを防止できる。また、遊技制御の実行が開始された後
、第１始動口スイッチ２２Ａや第２始動口スイッチ２２Ｂの状態がチェックされるより前
に乱数ラッチ信号を入力して大当り遊技状態に制御させる不正行為を防止することができ
る。
【０５７３】
　他の一例として、例えば電源電圧ＶＳＬといった、パチンコ遊技機１における所定電源
電圧が低下したことに基づいて、電源基板１０に搭載された電源監視回路３０３からオン
状態の電源断信号が出力される。ＣＰＵ５０５は、図４２のステップＳ１１１にてオン状
態の電源断信号が出力され（ステップＳ１１１；Ｙｅｓ）、さらに、ステップＳ１１４に
てバックアップ監視タイマ値がバックアップ判定値に達した後に、ステップＳ１１５～ス
テップＳ１１８の処理を実行して電源電圧の低下によるパチンコ遊技機１の動作不安定あ
るいは動作停止に備えるとともに、遊技制御用マイクロコンピュータ１００が動作停止状
態となるまでステップＳ１１９の処理を繰り返し実行することにより、電源断信号の入力
状態を繰り返し判定する。その後、ステップＳ１１９の処理を実行中に電源断信号がオフ
状態となり入力されていない旨の判定がなされたときに、ＣＰＵ５０５は、ステップＳ１
２４の処理を実行してから電源断処理を終了するとともに遊技制御用タイマ割込み処理か
ら復帰（リターン）させることにより、ＲＯＭ５０６に記憶されているユーザプログラム
（ゲーム制御用の遊技制御処理プログラム）を示す制御コードの先頭から、遊技制御の実
行を開始させる。ここで、ステップＳ１１９の処理により電源断信号がオフ状態となり入
力されていない旨の判定がなされた後、電源断処理を終了して制御コードの先頭から遊技
制御の実行を開始させるより前に、乱数値レジスタ読出処理としてステップＳ１２０～ス
テップＳ１２３の処理を実行することにより、乱数値レジスタＲ１Ｄや乱数値レジスタＲ
２Ｄに格納された数値データを読み出して、対応する乱数ラッチフラグをオフ状態に設定
する。
【０５７４】
　図７１は、遊技制御の実行中に電源電圧ＶＳＬが低下した場合の動作例を示すタイミン
グチャートである。始めに、例えばパチンコ遊技機１への電源供給が開始されたことなど
に基づき、図７１（Ａ）に示す電源電圧ＶＳＬが所定値ＶＳＬ１に達するタイミングＴ３
１よりも前のタイミングＴ３０にて、図７１（Ｂ）に示す電源電圧ＶＣＣが所定値ＶＣＣ
１に達する。このタイミングＴ３０では、図７１（Ｃ）に示すリセット信号がオン状態か
らオフ状態となる。続いて、タイミングＴ３１にて電源電圧ＶＳＬが所定値ＶＳＬ１に達
したときに、図７１（Ｄ）に示す電源断信号がオン状態からオフ状態となる。その後、例
えばタイミングＴ３２にて、乱数値レジスタＲ１Ｄに乱数値となる数値データが取り込ま
れて格納されたことに対応して、図７１（Ｅ）に示す乱数ラッチフラグデータＲＤＦＭ０
のビット値が“０”から“１”へと変化することにより、乱数値レジスタＲ１Ｄに対応す
る乱数ラッチフラグがオン状態になるものとする。
【０５７５】
　こうしてタイミングＴ３２にて乱数値レジスタＲ１Ｄに数値データが格納された後、そ
の数値データがＣＰＵ５０５などにより読み出されるよりも前のタイミングＴ３３にて、
図７１（Ａ）に示す電源電圧ＶＳＬが所定値ＶＳＬ１より低下したとする。このとき、図
７１（Ｄ）に示す電源断信号がオン状態であると判定されたことなどに基づいて（図４２
のステップＳ１１１；Ｙｅｓ）、ステップＳ１１９にて電源断信号がオン状態であるか否
かが繰り返し判定される。その後、例えばタイミングＴ３４にて、図７１（Ａ）に示す電
源電圧ＶＳＬが所定値ＶＳＬ１に復帰したときには、図４２に示すステップＳ１１９にて
電源断信号がオフ状態であり入力されていないと判定される（ステップＳ１１９；Ｎｏ）
。また、図４２に示すステップＳ１２０にて乱数ラッチフラグデータＲＤＦＭ０のビット
値が“１”であり乱数ラッチフラグがオン状態であると判定されたことに基づいて、ステ
ップＳ１２１の処理が実行される。そして、乱数値レジスタＲ１Ｄに格納された数値デー
タが読み出され、乱数ラッチフラグデータＲＤＦＭ０のビット値が“１”から“０”へと
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更新されて、乱数値レジスタＲ１Ｄに対応する乱数ラッチフラグがオフ状態に設定される
。その後、電源断処理が終了するときには、例えば図４２に示すステップＳ１２４にて設
定された電源断復旧時ベクタテーブルでの指定内容などに基づいて、ＲＯＭ５０６に記憶
されているユーザプログラム（ゲーム制御用の遊技制御処理プログラム）を示す制御コー
ドの先頭から遊技制御の実行を開始することで、図３８に示すような遊技制御メイン処理
が最初から実行される。
【０５７６】
　なお、乱数回路５０９において、第１始動入賞信号ＳＳ１や第２始動入賞信号ＳＳ２の
立ち上がりエッジに応答して乱数値レジスタＲ１Ｄや乱数値レジスタＲ２Ｄに乱数値とな
る数値データが取り込まれて格納される場合には、例えば図４２に示すステップＳ１１９
の処理を繰り返し実行している期間などに、スイッチ作動用の電源電圧ＶＤＤが所定のス
イッチ電圧以下に低下した後に正常電圧値に復旧すると、その正常電圧値への復旧中に第
１始動入賞信号ＳＳ１や第２始動入賞信号ＳＳ２の立ち上がりエッジが生じて乱数値レジ
スタＲ１Ｄや乱数値レジスタＲ２Ｄの全部に数値データが取り込まれて格納され、各乱数
ラッチフラグがオン状態になることがある。このような乱数ラッチフラグのオン状態を放
置すると、電源電圧の復旧後に第１始動入賞口や第２始動入賞口を遊技球が通過（進入）
して始動入賞が発生したときには、乱数ラッチフラグがオン状態であることから新たな数
値データの格納が制限され、電源電圧の復旧中などに取り込まれた数値データに基づいて
特図表示結果の決定などが行われてしまい、始動入賞の発生タイミングとは全く異なるタ
イミングで取り込まれた数値データを用いた決定が行われてしまうという問題が生じる。
そこで、遊技制御用マイクロコンピュータ１００のＣＰＵ５０５は、図３９に示すステッ
プＳ５６や図４２に示すステップＳ１２１及び／又はステップＳ１２３にて乱数値レジス
タＲ１Ｄや乱数値レジスタＲ２Ｄの読み出しを行い、対応する乱数ラッチフラグをオフ状
態にしてから遊技制御の実行を開始（再開）させることで、上記の問題を解決することが
できる。
【０５７７】
　乱数値読出条件の他の一例として、第１始動入賞口や第２始動入賞口を遊技球が通過（
進入）したときに特図ゲームの保留記憶数が所定の上限値に達している場合がある。ここ
で、例えば図４７に示すステップＳ２０３にて第１始動口スイッチ２２Ａがオン状態であ
ると判定された後、図４８に示すステップＳ５０２にて第１保留記憶カウンタの読出値が
所定の上限値（例えば「４」）以上であると判定された場合には、第１特図保留記憶部５
９１Ａにて全てのエントリ（例えば保留番号が「１」～「４」に対応するエントリ）に保
留データが記憶されており、第１特図保留記憶部５９１Ａにおける保留データの記憶数が
上限記憶数に達しているために、新たな保留データを第１特図保留記憶部５９１Ａに記憶
させることができない。また、例えば図４７に示すステップＳ２０８にて第２始動口スイ
ッチ２２Ｂがオン状態であると判定された後、図４８に示すステップＳ５０２にて第２保
留記憶カウンタの読出値が所定の上限値以上であると判定された場合には、第２特図保留
記憶部５９１Ｂにて全てのエントリに保留データが記憶されており、第２特図保留記憶部
５９１Ｂにおける保留データの記憶数が上限記憶数に達しているために、新たな保留デー
タを第２特図保留記憶部５９１Ｂに記憶させることができない。こうした場合には、一般
に、第１始動入賞口や第２始動入賞口を遊技球が通過（進入）したことに基づく特図ゲー
ムの始動条件を成立させずに無効なものとし、賞球の払出しのみが行われる。
【０５７８】
　そのため、乱数回路５０９により生成される乱数値となる数値データを読み出さないよ
うにすることも考えられる。しかしながら、乱数回路５０９では、保留データの記憶数に
かかわらず、第１始動入賞信号ＳＳ１や第２始動入賞信号ＳＳ２がオン状態となって入力
されたことに応答して、乱数値レジスタＲ１Ｄや乱数値レジスタＲ２Ｄに乱数値となる数
値データが取り込まれて格納され、対応する乱数ラッチフラグがオン状態となる。そうす
ると、次に第１始動入賞口や第２始動入賞口を遊技球が通過（進入）したときには、第１
始動入賞信号ＳＳ１や第２始動入賞信号ＳＳ２がオン状態となって入力されても、乱数値
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レジスタＲ１Ｄや乱数値レジスタＲ２Ｄにおける新たな数値データの格納が制限されるた
めに、始動入賞の発生に対応した正確な乱数値を取得することができなくなる。
【０５７９】
　これに対して、遊技制御用マイクロコンピュータ１００のＣＰＵ５０５は、図４８に示
すステップＳ５０２にて保留記憶カウンタの読出値が所定の上限値以上であると判定した
ときに（ステップＳ５０２；Ｙｅｓ）、ステップＳ５１０の処理を実行して、乱数値レジ
スタＲ１Ｄや乱数値レジスタＲ２Ｄに格納された数値データを読み出すことで、対応する
乱数ラッチフラグをオフ状態としてから、乱数値取得処理を終了する。なお、ステップＳ
５１０の処理では、図４７のステップＳ２０２にて第１始動口入賞テーブル１３６Ａがセ
ットされた場合に乱数値レジスタＲ１Ｄの読み出しを行う一方、図４７のステップＳ２０
７にて第２始動口入賞テーブル１３６Ｂがセットされた場合に乱数値レジスタＲ２Ｄの読
み出しを行うようにする。こうして、例えば第１特別図柄表示装置４Ａや第２特別図柄表
示装置４Ｂといった、特別図柄を可変表示する表示装置が複数設けられている場合におい
て、特図ゲームの保留記憶数が上限値に達している特別図柄と対応付けられた始動入賞口
を通過（進入）した遊技球が検出されたときに、その始動入賞口と対応付けられた乱数値
レジスタから数値データを読み出して新たな数値データの格納を許可する一方で、その始
動入賞口と対応付けられていない乱数値レジスタからは数値データを読み出さないように
する。これにより、複数の始動入賞口のうち、いずれかを遊技球が通過（進入）したとき
に、他の始動入賞口に対応して乱数値となる数値データを更新や取得する動作に影響が及
ばないようにすることができる。
【０５８０】
　乱数値読出条件の他の一例として、普通可変入賞球装置６Ｂ（第２始動入賞口）を通過
（進入）した遊技球の検出に基づく第２始動条件の成立を異常入賞の発生に対応して無効
とし、スイッチオンバッファのビット番号［１］をクリアしてビット値を「０」にする場
合がある。ここで、例えば図４４に示すステップＳＡ２５にて第２始動口スイッチ２２Ｂ
がオン状態であると判定された後、ステップＳＡ２６における第２始動口異常入賞フラグ
がオンである旨の判定（ステップＳＡ２６；Ｙｅｓ）や、ステップＳＡ２９における時短
フラグがオフである旨の判定（ステップＳＡ２９；Ｎｏ）がなされた場合には、ステップ
ＳＡ３０にてスイッチオンバッファのビット番号［１］がクリアされてビット値が「０」
となる。これにより、普通可変入賞球装置６Ｂ（第２始動入賞口）を遊技球が通過（進入
）したことに基づく特図ゲームの始動条件などを成立させずに無効なものとし、賞球の払
出しも行われないようにする。
【０５８１】
　このとき、乱数回路５０９により生成される乱数値となる数値データを読み出さないよ
うにすることも考えられる。しかしながら、乱数回路５０９では、ＣＰＵ５０５での異常
入賞に基づく無効判定にかかわらず、第２始動入賞信号ＳＳ２がオン状態となって入力さ
れたことに応答して、乱数値レジスタＲ２Ｄに乱数値となる数値データが取り込まれて格
納され、対応する乱数ラッチフラグがオン状態となる。そうすると、次に第２始動入賞口
を遊技球が通過（進入）したときには、第２始動入賞信号ＳＳ２がオン状態となって入力
されても、乱数値レジスタＲ２Ｄにおける新たな数値データの格納が制限されるために、
始動入賞の発生に対応した正確な乱数値を取得することができなくなる。
【０５８２】
　これに対して、遊技制御用マイクロコンピュータ１００のＣＰＵ５０５は、図４４に示
すステップＳＡ３０にてスイッチオンバッファのビット番号［０］をクリアするときに、
ステップＳＡ３１の処理を実行して、乱数値レジスタＲ２Ｄに格納された数値データを読
み出すことで、対応する乱数ラッチフラグをオフ状態としてから、第２始動口異常入賞無
効処理を終了する。これにより、普通可変入賞球装置６Ｂ（第２始動入賞口）を遊技球が
通過（進入）したことに基づく第２始動条件の成立が異常入賞によるものとして無効とさ
れたときに、乱数値レジスタＲ２Ｄの読み出しを行い、対応する乱数ラッチフラグをオフ
状態にすることで、以後に発生する始動入賞に対応した正確な乱数値の取得が可能になる
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。
【０５８３】
　第１始動入賞口や第２始動入賞口を遊技球が通過（進入）したときには、ＣＰＵ５０５
が図４７に示すステップＳ２０４やステップＳ２０９にて、遊技球が通過（進入）した始
動入賞口にかかわらず共通の乱数値取得処理を実行する。そして、例えば図４８に示すス
テップＳ５０１～ステップＳ５１０の処理といった、遊技球が通過した始動入賞口にかか
わらず共通の処理ルーチンにおいて、特にステップＳ５０５及びステップＳ５０６の処理
を実行することなどにより、乱数回路５０９が備える乱数値レジスタＲ１Ｄ及び乱数値レ
ジスタＲ２Ｄのうち、遊技球が通過した第１始動入賞口又は第２始動入賞口に対応する乱
数値レジスタから、乱数値となる数値データを読み出す。こうした共通の処理ルーチンに
より乱数値となる数値データを読出可能にすることで、例えば第１始動入賞口や第２始動
入賞口といった、複数の始動入賞口を設けたパチンコ遊技機１において、乱数値となる数
値データを取得するためのプログラム量が過剰に増大することを防止できる。
【０５８４】
　主基板１１では、電源基板１０からの初期電力供給時（バックアップ電源のない電源投
入時）や、システムリセットの発生後における再起動時などに、ＣＰＵ５０５がＲＯＭ５
０６などに記憶されているセキュリティチェックプログラム５０６Ａを読み出して実行す
ることにより、遊技制御用マイクロコンピュータ１００がセキュリティモードとなる。こ
のときには、セキュリティチェックプログラム５０６Ａに対応した処理として、例えば図
３７に示すようなセキュリティチェック処理が実行される。ここで、遊技制御用マイクロ
コンピュータ１００がセキュリティモードとなるセキュリティ時間は、ＲＯＭ５０６のプ
ログラム管理エリアに記憶されているセキュリティ時間設定ＫＳＥＳのビット番号［２－
０］やビット番号［４－３］に予め格納されたビット値に応じて、一定の固定時間とは異
なる時間成分を含むことができる。
【０５８５】
　例えば、セキュリティ時間設定ＫＳＥＳのビット番号［２－０］におけるビット値が“
０００”以外の値であれば（図３７に示すステップＳ２；Ｎｏ）、図１１（Ｄ）に示すよ
うな設定内容に対応して、固定時間に加えて予め選択可能な複数の延長時間のいずれかを
、セキュリティ時間に含まれる時間成分として設定することができる（ステップＳ４）。
また、セキュリティ時間設定ＫＳＥＳのビット番号［４－３］におけるビット値が“００
”以外の値であれば（ステップＳ６；Ｎｏ）、図１１（Ｃ）に示すようなショートモード
又はロングモードに対応して、システムリセットや電源投入に基づき初期設定処理が実行
されるごとに所定の時間範囲で変化する可変設定時間を、セキュリティ時間に含まれる時
間成分として設定することができる（ステップＳ８）。
【０５８６】
　こうして設定されたセキュリティ時間が経過するまでは（ステップＳ１４；Ｎｏ）、Ｒ
ＯＭ５０６に記憶されているユーザプログラムによる遊技制御メイン処理の実行が開始さ
れない。そして、乱数回路５０９による乱数値となる数値データの生成動作も、遊技制御
用マイクロコンピュータ１００がセキュリティモード中である期間では、開始されないよ
うにすればよい。これにより、パチンコ遊技機１の電源投入やシステムリセット等による
動作開始タイミングから、乱数回路５０９の動作開始タイミングや更新される数値データ
などを特定することが困難になり、遊技制御処理プログラムの解析結果に基づく狙い撃ち
や、いわゆる「ぶら下げ基板」を接続して所定タイミングで不正信号を入力することで、
不正に大当り遊技状態を発生させるなどの行為を、確実に防止することができる。
【０５８７】
　一例として、パチンコ遊技機１の機種毎に、セキュリティ時間設定ＫＳＥＳのビット番
号［２－０］におけるビット値を異なる値に設定する。この場合には、図３７に示すステ
ップＳ４にて設定される延長時間を、パチンコ遊技機１の機種毎に異ならせることができ
、パチンコ遊技機１の動作開始タイミングから乱数回路５０９の動作開始タイミングを特
定することが困難になる。また、セキュリティ時間設定ＫＳＥＳのビット番号［４－３］
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におけるビット値を“０１”又は“１０”に設定することにより、ステップＳ８にて設定
される可変設定時間を、システムリセット毎に異ならせる。これにより、パチンコ遊技機
１の動作開始タイミングから乱数回路５０９の動作開始タイミングを特定することは著し
く困難になる。
【０５８８】
　図３７に示すステップＳ１４にてセキュリティ時間が経過したと判定されたときには（
ステップＳ１４；Ｙｅｓ）、ＣＰＵ５０５がＲＯＭ５０６に記憶されているユーザプログ
ラムを読み出して、図３８に示すような遊技制御メイン処理が実行される。そして、例え
ばステップＳ３３における設定処理などには、図３９に示すような乱数回路設定処理が含
まれている。ここで、図１０（Ｂ）に示すような第２乱数初期設定ＫＲＳ２のビット番号
［０］におけるビット値を“１”とすれば、図３９に示すステップＳ５５の処理などによ
り、乱数回路５０９にて生成される乱数値となる数値データのスタート値を、システムリ
セット毎に変更することができる。これにより、たとえ乱数回路５０９の動作開始タイミ
ングを特定することができたとしても、乱数回路５０９が備える乱数値レジスタ５５９Ａ
や乱数値レジスタ５５９Ｂから読み出される数値データを特定することは困難になり、遊
技制御処理プログラムの解析結果に基づく狙い撃ちや、いわゆる「ぶら下げ基板」を接続
して所定タイミングで不正信号を入力することで、不正に大当り遊技状態を発生させるな
どの行為を、確実に防止することができる。
【０５８９】
　乱数回路５０９などには、ＣＰＵ５０５の動作とは別個に初期値決定用データとなるカ
ウント値を更新するフリーランカウンタ５５４Ａが設けられている。そして、第２乱数初
期設定ＫＲＳ２のビット番号［０］におけるビット値が“１”である場合には、乱数回路
５０９のスタート値初期設定回路５５４による設定などに基づき、初期設定時にフリーラ
ンカウンタ５５４Ａのカウント値をそのまま用いること、あるいは、そのカウント値を所
定の演算関数（例えばハッシュ関数）に代入して得られた値を用いることなどにより、ス
タート値がランダムに決定される。これにより、ＣＰＵ５０５の動作態様から乱数回路５
０９においてスタート値となる数値データを特定することは困難になり、遊技制御処理プ
ログラムの解析結果に基づく狙い撃ちや、いわゆる「ぶら下げ基板」を接続して所定タイ
ミングで不正信号を入力することで、不正に大当り遊技状態を発生させるなどの行為を、
確実に防止することができる。
【０５９０】
　遊技制御用マイクロコンピュータ１００のＣＰＵ５０５は、図５２に示すステップＳ２
５２にて図２９（Ａ）に示す大当り変動パターン種別決定テーブル１３３Ａを使用テーブ
ルにセットした後や、ステップＳ２５５にて図２９（Ｂ）に示す小当り変動パターン種別
決定テーブル１３３Ｂを使用テーブルにセットした後、ステップＳ２５８にて図３０（Ａ
）に示すハズレ変動パターン種別決定テーブル（通常時）１３３Ｃを使用テーブルにセッ
トした後、あるいは、ステップＳ２５９にて図３０（Ｂ）に示すハズレ変動パターン種別
決定テーブル（時短中）１３３Ｄを使用テーブルにセットした後に、ステップＳ２６０の
処理を実行して、変動パターン種別を予め用意された複数種類のいずれかに決定する。そ
して、このとき決定された変動パターン種別に基づき、ステップＳ２６１にて図３１（Ａ
）に示す当り変動パターン決定テーブル１３４Ａあるいは図３１（Ｂ）に示すハズレ変動
パターン決定テーブル１３４Ｂを使用テーブルにセットした後に、ステップＳ２６２の処
理を実行して、変動パターンを予め用意された複数種類のいずれかに決定する。これによ
り、変動パターン種別の追加や発生率の変更を行う場合には、変動パターン種別決定テー
ブルにおける決定値の設定のみを変更すればよいので、設定時間を短縮化することができ
る。また、詳細な変動パターンの追加や発生率の変更を行う場合には、変動パターン決定
テーブルにおける決定値の設定のみを変更すればよいので、設定時間を短縮化することが
できる。すなわち、変動パターン種別の決定割合と、変動パターンの決定割合とを、別個
に設定することができるので、変動パターン種別や変動パターンの振分けにかかわる設計
変更を容易に行うことができる。
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【０５９１】
　図２９（Ａ）に示す大当り変動パターン種別決定テーブル１３３Ａの設定例では、大当
り種別が「突確」である場合に対応して、変動パターン種別ＣＡ４－１及び変動パターン
種別ＣＡ４－２といった、大当り種別が「非確変」又は「確変」である場合とは異なる変
動パターン種別が含まれるように、テーブルデータが構成されている。このようにして、
大当り種別が「突確」である場合には、「突確」以外である場合とは異なる変動パターン
種別や変動パターンに決定することにより、大当り種別が「突確」であることにより２ラ
ウンド大当り状態に制御されるにもかかわらず、１５ラウンド大当り状態に制御される場
合と同様の演出動作が行われて遊技者に不信感を与えてしまうことを防止できる。
【０５９２】
　図３０（Ａ）に示すハズレ変動パターン種別決定テーブル（通常時）１３３Ｃや図３０
（Ｂ）に示すハズレ変動パターン種別決定テーブル（時短中）１３３Ｄの設定例において
、合計保留記憶数が所定数以上である場合には、合計保留記憶数が所定数未満である場合
に比べて、多くの決定値が変動パターン種別ＣＡ１－２に割り当てられている。変動パタ
ーン種別ＣＡ１－２には、短縮用の非リーチ変動パターンである変動パターンＰＡ１－２
のみが含まれている。したがって、合計保留記憶数が所定数以上であるときには、所定数
未満であるときに比べて、特別図柄や飾り図柄の平均的な可変表示時間が短縮される。こ
れにより、パチンコ遊技機１において可変表示の作動率（稼働率）が低下してしまう事態
を極力防止することができる。
【０５９３】
　図５７のステップＳ３４１において役物作動制御時間が経過して、普通可変入賞球装置
６Ｂ（第２始動入賞口）を閉鎖状態とするときに、ステップＳ３４８にて第２始動口異常
入賞エラー無効タイマがセットされる。その後、図４４に示す第２始動口異常入賞無効処
理では、ステップＳＡ２１にて普図プロセスフラグの値が“３”以外であると判定された
ときに、ステップＳＡ２２にて第２始動口異常入賞エラー無効タイマがタイムアウトした
と判定されるまで、ステップＳＡ２３～ＳＡ３２の処理が実行されないように制限する。
これにより、普通可変入賞球装置６Ｂ（第２始動入賞口）が閉鎖状態となる直前に第２始
動入賞口を通過（進入）した遊技球を、第２始動口スイッチ２２Ｂによって有効に検出す
ることができる。
【０５９４】
　そして、第２始動口異常入賞エラー無効タイマがタイムアウトした後に、ステップＳＡ
２５にて最初に第２始動口スイッチ２２Ｂからの検出信号がオン状態になっていると判定
された場合には、ステップＳＡ２８にて再び第２始動口異常入賞エラー無効タイマがセッ
トされる。これにより、普通可変入賞球装置６Ｂ（第２始動入賞口）が閉鎖状態となる直
前に第２始動入賞口に進入したにもかかわらず、球噛みなどにより、第２始動口スイッチ
２２Ｂによる遊技球の検出が遅れた場合でも、これを有効に検出することができ、遊技者
に不利益が発生しない。
【０５９５】
　その後、ステップＳＡ２８にて再度セットされた第２始動口異常入賞エラー無効タイマ
がタイムアウトした後に、ステップＳＡ２５にて第２始動口スイッチ２２Ｂからの検出信
号がオン状態になっていると判定された場合には、第２始動入賞口へ異常入賞があったと
して、パチンコ遊技機１における遊技状態が確変状態や時短状態で時間短縮制御が行われ
ている場合を除き、スイッチオンバッファにおいて、第２始動口スイッチ２２Ｂからの検
出信号に対応するビット番号［１］がクリアされるとともに、異常入賞報知フラグがオン
状態にセットされる。これにより、第２始動入賞口への異常入賞を無効にすることができ
る。
【０５９６】
　このように、普通可変入賞球装置６Ｂ（第２始動入賞口）の開閉動作を終了して閉鎖状
態に移行した後に、第２始動口異常入賞エラー無効タイマがタイムアウトする以前に、第
２始動口スイッチ２２Ｂによって遊技球が検出された場合には、スイッチオンバッファの
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ビット番号［１］がクリアされず有効とされる。これに対して、第２始動口異常入賞エラ
ー無効タイマがタイムアウトした後に、第２始動口スイッチ２２Ｂによって遊技球が検出
された場合には、スイッチオンバッファのビット番号［１］がクリアされて無効とされる
。これにより、普通可変入賞球装置６Ｂ（第２始動入賞口）が閉鎖状態に移行した後に通
過（進入）して第２始動口スイッチ２２Ｂによって検出された遊技球の入賞を無効にして
不正対策を確保しつつ、普通可変入賞球装置６Ｂ（第２始動入賞口）が閉鎖状態に移行す
る直前に進入し、閉鎖状態に移行した後に第２始動口スイッチ２２Ｂによって検出された
遊技球の入賞が無効になって遊技者に不利益を与えてしまうといったことを防止すること
ができる。
【０５９７】
　また、第２始動口異常入賞エラー無効タイマがタイムアウトした後、最初に第２始動口
スイッチ２２Ｂからの検出信号がオン状態になったには、再び第２始動口異常入賞エラー
無効タイマをセットすることにより、球噛したときなどに、第２始動入賞口５８ａへの正
常な入賞が無効になって、遊技者に不利益を与えてしまうといったことを防止することが
できる。
【０５９８】
　そして、異常入賞報知フラグがオン状態にセットされた場合には、図４５に示すステッ
プＳ１９４の設定などに基づいて異常入賞報知コマンドが主基板１１から演出制御基板１
２に対して送信される。演出制御基板１２では、演出制御用マイクロコンピュータ１２０
のＣＰＵが、図５８に示すステップＳ４０７の報知制御処理にて、第２始動入賞口に異常
入賞があったしたことを報知する異常報知画面を表示させる。これにより、パチンコ遊技
機１は、異常な状態が発生したことを遊技店の店員に認識させることができる。
【０５９９】
　図４４のステップＳＡ２８にて再度セットされた第２始動口異常入賞エラー無効タイマ
がタイムアウトした後に、ステップＳＡ２５にて第２始動口スイッチ２２Ｂからの検出信
号がオン状態になっていると判定された場合でも、時短フラグがオンであり、パチンコ遊
技機１における遊技状態が確変状態や時短状態で時間短縮制御や高開放制御が行われてい
るときには、ステップＳＡ３０の処理が実行されないように制限されて、スイッチオンバ
ッファのビット番号［１］がクリアされない。これにより、不正が行われる可能性が低い
確変状態や時短状態で時間短縮制御や高開放制御が行われているときには、スイッチオン
バッファのビット番号［１］をクリアするなどの処理を省略することができるため、ＣＰ
Ｕ５０５の処理負担の増大を防止することができる。
【０６００】
　図４３に示すスイッチ処理では、ステップＳＡ０５にて入力ポートレジスタＰＩの格納
値が定期的に取り込まれ、ステップＳＡ０６にて判定マスク値との論理積がとられる。続
いて、ステップＳＡ０８の処理では、この演算結果と、前々回における論理積演算結果及
び前回における論理積演算結果の排他的論理和と、の論理積がとられて、ステップＳＡ０
９にてこの演算結果がスイッチオンバッファに格納される。こうして、スイッチオンバッ
ファには、入力ポートレジスタＰＩに異なるタイミングで格納された各ビット値からとら
れた演算結果が格納される。ＣＰＵ５０５は、このスイッチオンバッファの内容に基づい
て、ゲートスイッチ２１、第１始動口スイッチ２２Ａ、第２始動口スイッチ２２Ｂ、カウ
ントスイッチ２３などからの検出信号の入力状態を一括して判定することができる。これ
により、複数のスイッチ毎に検出信号の入力状態を判定したり、スイッチ回路１１４にマ
スクをして第２始動口スイッチ２２Ｂにからの検出信号が入力されないようにしたりする
などして、普通可変入賞球装置６Ｂ（第２始動入賞口）が閉鎖状態であるときに、スイッ
チオンバッファのビット番号［１］がセットされてビット値が「１」にならないようにす
るためのプログラムを設ける必要がなくなる。このため、プログラム構成の複雑化により
、ＣＰＵ５０５での処理負担が増大することを防止することができる。
【０６０１】
　こうしたスイッチ処理は、図４１に示す遊技制御用タイマ割込み処理において、ステッ
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プＳ９６の特別図柄プロセス処理やステップＳ９８の賞球処理が実行されるよりも前に実
行される。そして、図４３に示すスイッチ処理内のステップＳＡ１０にて第２始動口異常
入賞無効処理が実行され、図４４に示すステップＳＡ３０にてスイッチオンバッファのビ
ット番号［１］をクリアしてビット値を「０」にすることにより、第２始動入賞口への入
賞が無効にされる。したがって、第２始動入賞口への異常入賞に基づくスイッチオンバッ
ファの格納値が、賞球の払出や、第２始動条件が成立したことに基づく第２特図を用いた
特図ゲームなどに用いられることを、確実に防止できる。
【０６０２】
　図５５に示すステップＳ１７０の普通図柄通常処理で普通図柄の可変表示結果となる普
図表示結果を決定するときには、普図表示結果決定テーブル１３５を参照することにより
、時短フラグがオンである場合に、時短フラグがオフである場合と比較して高い割合で、
普図表示結果を「普図当り」に決定する。また、時短フラグがオンであるときには、時短
フラグがオフであるときに比べて、普通図柄の可変表示時間である普図変動時間が短くな
るように設定される。加えて、時短フラグがオンであるときには、時短フラグがオフであ
るときに比べて、普図表示結果が「普図当り」となったことに基づく普通可変入賞球装置
６Ｂ（第２始動入賞口）の開放回数や開放時間が増大するように設定される。こうして、
パチンコ遊技機１における遊技状態が確変状態や時短状態で時間短縮制御や高開放制御が
行われるときには、通常状態などにて時間短縮制御や高開放制御が行われないときに比べ
て、普通可変入賞球装置６Ｂ（第２始動入賞口）が開放状態となる頻度を高めて、多くの
賞球が払い出される可能性を高め、遊技興趣を向上させることができる。
【０６０３】
　図２８に示す大当り種別決定テーブル１３３の設定例では、変動特図指定バッファ値が
「１」であれば「突確」の大当り種別に対して決定値が割り当てられる一方で、変動特図
指定バッファ値が「２」であれば「突確」の大当り種別に対して決定値が割り当てられて
いない。したがって、普通入賞球装置６Ａに形成された第１始動入賞口に進入した遊技球
が第１始動口スイッチ２２Ａによって検出されたことに基づいて第１始動条件が成立した
後、第１開始条件が成立した場合には、普通可変入賞球装置６Ｂに形成された第２始動入
賞口に進入した遊技球が第２始動口スイッチ２２Ｂによって検出されたことに基づいて第
２始動条件が成立した後、第２開始条件が成立した場合とは異なる割合で、大当り種別が
決定される。これにより、遊技球が普通入賞球装置６Ａに形成された第１始動入賞口と、
普通可変入賞球装置６Ｂに形成された第２始動入賞口とのいずれに進入したことに基づき
、大当り遊技状態に制御されたかに対して、遊技者の関心を高め、遊技興趣を向上させる
ことができる。
【０６０４】
　図２７（Ｂ）に示す第２特図表示結果決定テーブル１３０Ｂの設定例では、「小当り」
の特図表示結果に対して決定値が割り当てられていない。また、図２８に示す大当り種別
決定テーブル１３３の設定例では、変動特図指定バッファ値が「２」である場合に、「突
確」の大当り種別に対して決定値が割り当てられていない。そして、図５１に示すステッ
プＳ２２１、Ｓ２２３の処理により、第２特図を用いた特図ゲームが、第１特図を用いた
特図ゲームよりも優先して実行される。したがって、パチンコ遊技機１における遊技状態
が確変状態や時短状態で時間短縮制御や高開放制御が行われ、普通可変入賞球装置６Ｂ（
第２始動入賞口）が開放状態となる頻度が高められているときに、第２始動条件の成立に
基づく第２特図を用いた特図ゲームで大当り種別が「突確」に決定されることや、特図表
示結果が「小当り」に決定されることがない。これにより、確変状態や時短状態における
遊技の間延びによる遊技興趣の低下を防止できる。
【０６０５】
　普通可変入賞球装置６Ｂでは、ソレノイド８１のプランジャが開閉羽根に対して進退移
動（前後移動）することで、プランジャの直線的な進退移動力がプランジャ連係部として
の連結アーム係止部材や連係アームなどを介して伝達部材の回動力に変換され、この伝達
部材の回動力が開閉羽根連係部としての連係ピン係止部や連係ピンなどを介して開閉羽根
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の回動力に変換されて、開閉羽根の回動による開閉動作が行われる。伝達部材は、プラン
ジャの進退移動に連動して回動する。プランジャの進退移動には、ソレノイド８１の駆動
停止による消磁動作（第１動作）としての前進移動と、ソレノイド８１の駆動開始による
励磁動作（第２動作）としての後退移動とがある。そして、プランジャの励磁動作に応じ
て、伝達部材回動軸が支持部材に形成された軸受長孔の前端（規制位置）から後端（回動
位置）に移動することで、支持部材に形成された案内溝の回転規制部である上直線面によ
る伝達部材の案内ピンにおける第２方向（上後方）への回転規制が解除され、伝達部材が
第２方向に回転して閉止姿勢から開放姿勢となることで、開閉羽根が開放状態となる。プ
ランジャの消磁動作に応じて、軸受長孔の後端（回動位置）に位置する伝達部材回動軸を
中心として第１方向（下前方）に回転し、開放姿勢から閉止姿勢となった後、閉止姿勢の
まま伝達部材回動軸が軸受長孔の後端（回動位置）から前端（規制位置）に移動すること
により、伝達部材の案内ピンが案内溝部の上直線面に当接して第２方向への回転が規制さ
れる。このときには、開閉羽根を閉鎖状態から開放状態へと強制的に回動させることがで
きないため、針金等の不正部材により開閉羽根を不正に回動させて遊技球を入賞させると
いった不正行為等を極力防止することができる。
【０６０６】
　開閉羽根が一度開放状態となったときに、ピアノ線などを開閉羽根に引っ掛けて遊技球
の入賞を容易にさせるといった外力を加える不正が行われたとしても、図４４に示すステ
ップＳＡ２８にて再度セットされた第２始動口異常入賞エラー無効タイマがタイムアウト
した後は、第２始動入賞口への異常入賞が全て無効にされるため、遊技者の不利益を防止
しつつ、被害を最小限に収めることができる。
【０６０７】
　普通可変入賞球装置６Ｂにおいて、開閉羽根が閉鎖状態であるときには、伝達部材の回
動が装置本体を構成する支持部材の側壁に形成された案内溝の直線溝部にて案内規制され
る。したがって、開閉羽根を強制的に回動させようとするときなどの負荷が伝達部材を介
してプランジャに直接伝達されることがなく、普通電動役物用のソレノイド８１を保護し
て故障を防止できる。
【０６０８】
　以上説明したように、上記実施の形態におけるパチンコ遊技機１では、例えば第１始動
入賞信号ＳＳ１や第２始動入賞信号ＳＳ２がオン状態になることといった所定信号の入力
に基づいて、乱数回路５０９で乱数生成回路５５３や乱数列変更回路５５５などにより予
め定められた手順で更新される乱数列ＲＳＮに含まれる数値データが乱数値レジスタＲ１
Ｄ（５５９Ａ）や乱数値レジスタＲ２Ｄ（５５９Ｂ）に格納されたときに、乱数ラッチフ
ラグレジスタＲＤＦＭに格納される乱数ラッチフラグデータＲＤＦＭ０や乱数ラッチフラ
グデータＲＤＦＭ１のビット値を“０”から“１”へと変化させることなどにより、数値
データを格納した乱数値レジスタＲ１Ｄ（５５９Ａ）あるいは乱数値レジスタＲ２Ｄ（５
５９Ｂ）に対応する乱数ラッチフラグがオン状態になり新たな数値データの格納が制限さ
れる。その一方で、例えばＣＰＵ５０５が図４８に示すステップＳ５０６の処理を実行し
たときといった、乱数値の読出タイミングにて乱数値レジスタＲ１Ｄ（５５９Ａ）あるい
は乱数値レジスタＲ２Ｄ（５５９Ｂ）から乱数値となる数値データが読み出されたときに
、その数値データが読み出された乱数値レジスタＲ１Ｄ（５５９Ａ）あるいは乱数値レジ
スタＲ２Ｄ（５５９Ｂ）に対応する乱数ラッチフラグがオフ状態になり新たな数値データ
の格納が許可される。これにより、所定信号の入力に基づいて乱数値レジスタＲ１Ｄ（５
５９Ａ）や乱数値レジスタＲ２Ｄ（５５９Ｂ）に格納された数値データは、ＣＰＵ５０５
などによって読み出されるまでにノイズ等により改変されてしまうことがなく、正確な乱
数値となる数値データを取得することができる。
【０６０９】
　そして、遊技制御用マイクロコンピュータ１００のＣＰＵ５０５などにより遊技制御の
実行が開始されるときには、例えば図３９に示すステップＳ５６の処理や、図４２に示す
ステップＳ１２０～ステップＳ１２３の処理において、乱数値レジスタＲ１Ｄ（５５９Ａ
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）や乱数値レジスタＲ２Ｄ（５５９Ｂ）から数値データを読出可能であり、各乱数ラッチ
フラグをオフ状態に設定することができる。これにより、例えばパチンコ遊技機１におい
て電源遮断が発生したときや電源投入時などの電源電圧が不安定な状態で誤って乱数値レ
ジスタＲ１Ｄ（５５９Ａ）や乱数値レジスタＲ２Ｄ（５５９Ｂ）に格納された数値データ
が、乱数値として取得されてしまうことを防止できる。
【０６１０】
　第１始動入賞口を通過（進入）した遊技球が検出されて図４７に示すステップＳ２０３
にて第１始動口スイッチ２２Ａがオンであると判定されたときにはステップＳ２０４にお
いて、また、第２始動入賞口を通過（進入）した遊技球が検出されて図４７に示すステッ
プＳ２０８にて第２始動口スイッチ２２Ｂがオンであると判定されたときにはステップＳ
２０９において、遊技球が通過（進入）した始動入賞口にかかわらず共通の乱数値取得処
理が実行される。そして、例えば図４８に示すステップＳ５０５及びステップＳ５０６の
処理といった、遊技球が通過した始動入賞口にかかわらず共通の処理ルーチンにおいて、
乱数回路５０９が備える乱数値レジスタＲ１Ｄ（５５９Ａ）及び乱数値レジスタＲ２Ｄ（
５５９Ｂ）のうち、遊技球が通過した第１始動入賞口又は第２始動入賞口に対応する乱数
値レジスタから、乱数値となる数値データを読み出す。これにより、例えば第１始動入賞
口や第２始動入賞口といった、複数の始動入賞口を設けたパチンコ遊技機１において、プ
ログラム量の過剰な増大を防止することができる。
【０６１１】
　図４８に示すステップＳ５０２にて保留記憶カウンタの読出値が上限値以上であると判
定されたことに対応して、乱数値の読出タイミングにて第１特図保留記憶部５９１Ａや第
２特図保留記憶部５９１Ｂにおける保留データの記憶数が上限記憶数に達しているときに
は、ステップＳ５１０の処理において、遊技球が通過した第１始動入賞口又は第２始動入
賞口に対応する乱数値レジスタＲ１Ｄ（５５９Ａ）又は乱数値レジスタＲ２Ｄ（５５９Ｂ
）から、乱数値となる数値データを読み出すことにより、対応する乱数ラッチフラグをオ
フ状態に設定する。これにより、第１特図保留記憶部５９１Ａや第２特図保留記憶部５９
１Ｂにおける保留データの記憶数が上限記憶数に達した後、例えば上限記憶数未満となっ
てから乱数値の読出タイミングとなったときなどに、第１始動入賞信号ＳＳ１や第２始動
入賞信号ＳＳ２といった所定信号の入力に基づく正確な乱数値を取得することができる。
【０６１２】
　図４４に示すステップＳＡ３０にてスイッチオンバッファのビット番号［１］がクリア
されてビット値が「０」となり、普通可変入賞球装置６Ｂ（第２始動入賞口）を遊技球が
通過（進入）したことに基づく第２始動条件の成立が異常入賞の発生により無効とされる
ときには、ステップＳＡ３１の処理において、遊技球が通過した第２始動入賞口に対応す
る乱数値レジスタＲ２Ｄ（５５９Ｂ）から、乱数値となる数値データを読み出すことによ
り、対応する乱数ラッチフラグをオフ状態に設定する。これにより、第２始動条件の成立
が異常入賞の発生により無効とされた後、例えば新たな遊技球が普通可変入賞球装置６Ｂ
（第２始動入賞口）を通過（進入）して乱数値の読出タイミングとなったときなどに、第
２始動入賞信号ＳＳ２といった所定信号の入力に基づく正確な乱数値を取得することがで
きる。
【０６１３】
　図８（Ａ）や図１１（Ａ）及び（Ｃ）に示すセキュリティ時間設定ＫＳＥＳのビット番
号［４－３］におけるビット値を“００”以外の値としたときには、システムリセットや
電源投入に基づき初期設定処理が実行されるごとに所定の時間範囲で変化する可変設定時
間を、セキュリティ時間に含まれる時間成分として設定する。また、図８（Ａ）や図１１
（Ａ）及び（Ｄ）に示すセキュリティ時間設定ＫＳＥＳのビット番号［２－０］における
ビット値を“０００”以外の値としたときには、固定時間に加えて予め選択可能な複数の
延長時間のいずれかを、セキュリティ時間に含まれる時間成分として設定する。これによ
り、パチンコ遊技機１の電源投入やシステムリセット等による動作開始タイミングから、
乱数回路５０９の動作開始タイミングや更新される数値データなどを特定することが困難



(146) JP 5240730 B2 2013.7.17

10

20

30

40

50

になり、遊技制御処理プログラムの解析結果に基づく狙い撃ちや、いわゆる「ぶら下げ基
板」を接続して所定タイミングで不正信号を入力することで、不正に大当り遊技状態を発
生させるなどの行為を、確実に防止することができる。
【０６１４】
　乱数回路５０９では、乱数生成回路５５３から出力されたカウント値順列ＲＣＮを乱数
列変更回路５５５が予め定められた乱数変更規則に基づいて変更することで、数値データ
を所定手順により所定の更新初期値から所定の更新最終値まで循環的に更新する。そして
、図８（Ａ）や図１０（Ｂ）に示す第２乱数初期設定ＫＲＳ２のビット番号［０］におけ
るビット値を“１”としたときには、ＣＰＵ５０５が図３７に示すステップＳ５５の処理
を実行することなどにより、乱数回路５０９にて生成される乱数値となる数値データのス
タート値を、システムリセット毎に変更する。これにより、たとえ乱数回路５０９の動作
開始タイミングを特定することができたとしても、乱数回路５０９が備える乱数値レジス
タＲ１Ｄ（５５９Ａ）や乱数値レジスタＲ２Ｄ（５５９Ｂ）から読み出される数値データ
を特定することは困難になり、遊技制御処理プログラムの解析結果に基づく狙い撃ちや、
いわゆる「ぶら下げ基板」の接続による不正信号の入力などを、確実に防止することがで
きる。
【０６１５】
　より具体的には、乱数回路５０９などに設けられたフリーランカウンタ５５４により、
遊技制御用マイクロコンピュータ１００のＣＰＵ５０５における動作とは別個に初期値決
定用データとなるカウント値が更新される。そして、乱数回路５０９のスタート値初期設
定回路５５４による設定などに基づき、フリーランカウンタ５５４のカウント値を用いて
乱数値となる数値データのスタート値が決定される。これにより、遊技制御用マイクロコ
ンピュータ１００のＣＰＵ５０５における動作態様から乱数値となる数値データを特定す
ることが困難になり、遊技制御処理プログラムの解析結果に基づく狙い撃ちや、いわゆる
「ぶら下げ基板」の接続による不正信号の入力などを、確実に防止することができる。
【０６１６】
　遊技制御用マイクロコンピュータ１００が備える外部バスインタフェース５０１では、
内部リソースアクセス制御回路５０１Ａにより、例えばＲＯＭ５０６の記憶データといっ
た、遊技制御用マイクロコンピュータ１００の内部データにつき、ＣＰＵ５０５等の内部
回路以外による外部読出が制限される。これにより、例えばＲＯＭ５０６に記憶されてい
るゲーム制御用のユーザプログラムといった、遊技制御処理プログラムが遊技制御用マイ
クロコンピュータ１００の外部から読み出されて解析などに提供されることを防止できる
。そして、遊技制御処理プログラムの解析結果に基づく狙い撃ちや、いわゆる「ぶら下げ
基板」の接続による不正信号の入力などを、確実に防止することができる。
【０６１７】
　遊技制御用マイクロコンピュータ１００に内蔵又は外付けされた乱数回路５０９の周波
数監視回路５５１では、乱数用クロック生成回路１１２から乱数用外部クロック端子ＥＲ
Ｃに対する乱数用クロックＲＣＬＫの入力状態を内部システムクロックＳＣＬＫと比較し
て、乱数用クロックＲＣＬＫにおける周波数異常が検知されたときに、内部情報レジスタ
ＣＩＦのビット番号［４］に格納される内部情報データＣＩＦ４のビット値を“１”に設
定する。そして、ＣＰＵ５０５では、例えば図４０に示すステップＳ６３にて内部情報デ
ータＣＩＦ４の読出値が“１”であると連続して判定された回数が、ステップＳ６５にて
クロック異常判定値に達したと判定されたときに、乱数回路５０９の動作状態に異常が発
生したと判定する。これにより、乱数用クロックＲＣＬＫとして不正信号を入力すること
による不正行為を確実に防止することができる。
【０６１８】
　遊技制御用マイクロコンピュータ１００のＣＰＵ５０５は、パチンコ遊技機１における
電源供給の開始などに基づいて遊技制御用マイクロコンピュータ１００のシステムリセッ
トが解除されたときに、乱数値レジスタ読出処理として図３９に示すステップＳ５６の処
理を実行することにより、乱数値レジスタＲ１Ｄ（５５９Ａ）や乱数値レジスタＲ２Ｄ（
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５５９Ｂ）に格納された数値データを読み出して、対応する乱数ラッチフラグをオフ状態
とする。これにより、例えば電源投入時などの電源電圧が不安定な状態で誤って乱数値レ
ジスタＲ１Ｄ（５５９Ａ）や乱数値レジスタＲ２Ｄ（５５９Ｂ）に格納された数値データ
を乱数値として取得してしまうことを防止できる。
【０６１９】
　また、図４２に示すステップＳ１１１にて電源断信号がオン状態であると判定されたこ
となどに対応して、例えば電源電圧ＶＳＬといった所定電源電圧の低下が検出された後、
遊技制御用マイクロコンピュータ１００が動作停止状態となるまでは、ステップＳ１１９
の処理を実行することにより、電源断信号の入力状態を繰り返し判定する。そして、ステ
ップＳ１１９にて電源断信号がオフ状態となり入力されていない旨の判定がなされたとき
に、ステップＳ１２４における設定に基づきＲＯＭ５０６に記憶された制御コードの先頭
から遊技制御が開始されるより前に、ステップＳ１２０～ステップＳ１２３の処理を実行
して、オン状態となっている乱数ラッチフラグをオフ状態にする。これにより、例えば電
源電圧ＶＳＬといった所定電源電圧の低下時などの電源電圧が不安定な状態で誤って乱数
値レジスタＲ１Ｄ（５５９Ａ）や乱数値レジスタＲ２Ｄ（５５９Ｂ）に格納された数値デ
ータを乱数値として取得してしまうことを防止できる。
【０６２０】
　第１始動入賞口や第２始動入賞口を遊技球が通過（進入）した始動入賞の発生時に、図
４８のステップＳ５０６にて読み出された数値データに基づく特図表示結果決定用の乱数
値ＭＲ１に基づき、図４７に示すステップＳ２０５やステップＳ２１０にて図４９に示す
ような入賞時乱数値判定処理が実行され、ステップＳ５２５やステップＳ５３１にて乱数
値ＭＲ１が大当り判定範囲内であるか否かを判定して、特図表示結果が「大当り」に決定
されるか否かを判定する。そして、図６０のステップＳ５５４やステップＳ５６１にて入
賞時当り判定が通知されたことに対応して、ステップＳ５５６やステップＳ５６３にて連
続予告フラグがオン状態にセットされることなどにより、入賞時当り判定の対象となった
可変表示が開始されるより前に、例えば複数回の可変表示にわたる連続予告演出といった
、特定の演出動作を実行する。これにより、入賞時当り判定などの対象となった可変表示
が開始されるより前に、その表示結果が「大当り」となる可能性を報知して、長期間にわ
たり可変表示結果が「大当り」となる期待感を持続させて、遊技興趣を向上させることが
できる。
【０６２１】
　第１始動入賞口や第２始動入賞口を遊技球が通過（進入）した始動入賞の発生時に、図
４８のステップＳ５０８にて抽出された変動パターン種別決定用の乱数値ＭＲ３を示す数
値データに基づき、図４９のステップＳ５２８やステップＳ５３４にて特定パターン共通
範囲の範囲内であるか否かを判定して、例えばスーパーリーチを伴う変動パターンといっ
た、特定の変動パターンに決定されるか否かを判定する。そして、図６０のステップＳ５
５５やステップＳ５６２にて特定パターン共通範囲内が通知されたことに対応して、ステ
ップＳ５５６やステップＳ５６３にて連続予告フラグがオン状態にセットされることなど
により、特定パターン共通範囲内の判定対象となった可変表示が開始されるより前に、例
えば複数回の可変表示にわたる連続予告演出といった、特定の演出動作を実行する。これ
により、特定パターン共通範囲内などの判定対象となった可変表示が開始されるより前に
、その可変表示で特定の変動パターンとなる可能性を報知して、長期間にわたり可変表示
結果が「大当り」となる期待感を高めて、遊技興趣を向上させることができる。
【０６２２】
　また、ハズレ変動パターン種別決定テーブル（通常時）１３３Ｃやハズレ変動パターン
種別決定テーブル（時短中）１３３Ｄでは、合計保留記憶数が所定数以上であるか否かに
応じて、変動パターン種別ＣＡ１－１～変動パターン種別ＣＡ１－３や変動パターン種別
ＣＡ２－１～変動パターン種別ＣＡ２－３に対する決定値の割当てが異なっている。これ
により、特図ゲームの保留記憶数に応じて変動パターンの決定割合を異ならせて、特別図
柄や飾り図柄の可変表示時間の調整を可能にすることにより、保留記憶数が多いときには
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可変表示の効率を高める一方、保留記憶数が少ないときには可変表示が途切れて遊技興趣
が低下することを防止できる。
【０６２３】
　その一方で、ハズレ変動パターン種別決定テーブル（通常時）１３３Ｃとハズレ変動パ
ターン種別決定テーブル（時短中）１３３Ｄにおいて、変動パターン種別ＣＡ２－４に対
応した決定値の少なくとも一部は、遊技状態や合計保留記憶数にかかわらず同一決定値「
２３０」～「２５１」が設定されている。これにより、遊技状態や合計保留記憶数にかか
わらず、特定の変動パターンに決定される旨の判定を、確実に行うことができる。
【０６２４】
　この発明は、上記実施の形態に限定されず、様々な変形及び応用が可能である。例えば
、上記実施の形態では、第１特別図柄表示装置４Ａ及び第２特別図柄表示装置４Ｂを備え
たパチンコ遊技機１について説明したが、１つの特別図柄表示装置のみが設けられたもの
であってもよい。この場合には、例えば図１４に示す乱数回路５０９が備えるラッチ用フ
リップフロップ５５７Ｂ、乱数ラッチセレクタ５５８Ｂ及び乱数値レジスタＲ２Ｄ（５５
９Ｂ）の組合せを不使用とすればよい。
【０６２５】
　また、普通入賞球装置６Ａが形成する第１始動入賞口と、普通可変入賞球装置６Ｂが形
成する第２始動入賞口とが、複数の始動領域として設けられるものに限定されず、例えば
３個以上といった複数の始動領域が設けられるものであってもよい。この場合、各始動領
域にて遊技球の始動入賞が検出されたことに基づき、互いに異なる特別図柄を用いた特図
ゲームを実行するための始動条件が成立するようにしてもよい。そして、乱数回路５０９
には、始動領域の個数に対応して３個以上といった複数の乱数値レジスタが設けられ、ま
た、各乱数値レジスタに対応した乱数ラッチフラグが設けられるようにすればよい。ある
いは、例えば３個以上の始動領域のうちで、一部（少なくとも２個）の始動領域にて遊技
球の始動入賞が検出されたことに基づき、同一の特別図柄を用いた特図ゲームを実行する
ための始動条件が成立するようにしてもよい。また、複数の始動領域のうち、いずれの始
動領域にて遊技球の始動入賞が検出された場合でも、共通する１個（あるいは１組）の特
別図柄を用いた特図ゲームを実行するための始動条件が成立するようにしてもよい。この
場合には、複数の始動領域において遊技球の始動入賞が検出された順番と同一の順番で、
特図ゲームを開始するための開始条件が成立するようにしてもよい。あるいは、複数の始
動領域に優先順位を付け、優先順位が高い始動領域にて遊技球の始動入賞が検出されたこ
とに基づく特図ゲームを開始するための開始条件を、優先順位が低い始動領域にて遊技球
の始動入賞が検出されたことに基づく開始条件よりも、優先的に成立させるようにしても
よい。
【０６２６】
　図４２に示すステップＳ１１９の処理では、電源断信号がオン状態であるか否かの判定
に代えて、ウォッチドッグタイマがタイムアウトしたか否かの判定を行うようにしてもよ
い。例えば、ウォッチドッグタイマの入力端子に内部システムクロックＳＣＬＫといった
所定の発振信号を供給し、その信号変化をカウントアップする。そして、ウォッチドッグ
タイマでカウントされた値が所定値（タイムアウト値）に達すると、タイムアウト信号が
出力される。タイムアウト信号は所定の反転回路で論理反転された後、復帰信号としてＡ
ＮＤ回路に入力される。ＡＮＤ回路はリセット信号と復帰信号との論理積をとってＣＰＵ
５０５のリセット端子に供給する。ウォッチドッグタイマにおけるタイムアウト値は、電
源断信号がオン状態になってから、例えば電源電圧ＶＳＬが電源電圧ＶＣＣを生成可能な
電圧値よりも低下する時間以上に設定されればよい。ウォッチドッグタイマは、電源電圧
ＶＣＣを駆動電圧として動作するので、タイムアウト値は、ウォッチドッグタイマの動作
可能期間に相当する値以上に設定される。したがって、パチンコ遊技機１への電力供給停
止時には、そのまま電源電圧が低下して供給停止に至るのであれば、ウォッチドッグタイ
マがタイムアウトして復帰信号が出力されるより前に、ウォッチドッグタイマ及びその他
の回路部品は動作しなくなる。なお、ＣＰＵ５０５が遊技制御を実行しているときには、
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定期的にタイマクリア信号がウォッチドッグタイマに供給されて、カウント値がクリア（
例えば初期値「０」に設定など）されればよい。タイマクリア信号の出力周期は、ウォッ
チドッグタイマがタイムアウトするまでの所要時間よりも短くなるように設定する。その
ため、ＣＰＵ５０５が通常の遊技制御を実行しているときには、ウォッチドッグタイマか
らタイムアウト信号が出力されることはない。
【０６２７】
　この場合、ステップＳ１１９の処理が繰り返し実行される期間では、ウォッチドッグタ
イマへのタイマクリア信号の供給が行われず、所定時間が経過しても電源電圧ＶＣＣが正
常電圧値であれば、ウォッチドッグタイマにてタイムアウトが発生する。このときには、
ＣＰＵ５０５に供給された復帰信号に基づいて、遊技制御処理プログラムの先頭から処理
を開始（再開）するようにしてもよい。このようにしても、例えば図３９に示すステップ
Ｓ５６の処理において、乱数値レジスタＲ１Ｄ（５５９Ａ）や乱数値レジスタＲ２Ｄ（５
５９Ｂ）から数値データを読出可能であり、各乱数ラッチフラグをオフ状態に設定するこ
とができる。あるいは、図４２に示すステップＳ１１９の処理にてウォッチドッグタイマ
にてタイムアウトが発生したと判定されたときに、パチンコ遊技機１が電源電圧の瞬断か
ら復帰したと判断して、ステップＳ１２０以降の処理が実行されるようにすればよい。こ
のようにしても、図４２に示すステップＳ１２０～ステップＳ１２３の処理において、乱
数値レジスタＲ１Ｄ（５５９Ａ）や乱数値レジスタＲ２Ｄ（５５９Ｂ）から数値データを
読出可能であり、各乱数ラッチフラグをオフ状態に設定することができる。これにより、
例えばパチンコ遊技機１において瞬断の発生時といった電源電圧が不安定な状態で誤って
乱数値レジスタＲ１Ｄ（５５９Ａ）や乱数値レジスタＲ２Ｄ（５５９Ｂ）に格納された数
値データが、乱数値として取得されてしまうことを防止できる。
【０６２８】
　図３７のステップＳ４にて設定される延長時間は、例えばＲＯＭ５０６に記憶されたユ
ーザプログラムにおける設定などにより、システムリセット毎に複数の延長時間のいずれ
かに決定するようにしてもよい。この場合には、ステップＳ４にて設定される延長時間が
いずれも、ステップＳ８にて設定可能な最長の可変設定時間に比べて、長くなるように定
義しておく。そして、ステップＳ４では大まかな延長時間を決定した後、ステップＳ８で
は詳細な延長時間を決定すればよい。これにより、パチンコ遊技機１の電源投入時やシス
テムリセット時にセキュリティモードとなるセキュリティ時間を、システムリセット毎に
大きく変化させることが可能になり、パチンコ遊技機１の動作開始タイミングから乱数回
路５０９の動作開始タイミングや更新される数値データなどを特定することが、より困難
になる。
【０６２９】
　また、固定時間に加算される延長時間などは、遊技制御用マイクロコンピュータ１００
を構成するチップ毎に付与されるＩＤナンバーを用いて決定されるようにしてもよい。一
例として、ＩＤナンバーに所定のスクランブル処理を施す演算や、ＩＤナンバーを用いた
加算・減算・乗算・除算などの演算の一部又は全部を実行して、算出された値に対応して
延長時間を設定してもよい。この場合には、例えばシステムリセット毎に延長時間を決定
するために用いる演算式を変更することなどにより、システムリセット毎に延長時間がラ
ンダムに決定されるようにしてもよい。さらに、例えばＩＤナンバーを用いて延長時間を
決定するための演算式をシステムリセット時に格納したフリーランカウンタのカウント値
に対応して決定するといったように、フリーランカウンタのカウント値と、ＩＤナンバー
とを組み合わせて使用することなどにより、システムリセット毎に延長時間がランダムに
決定されるようにしてもよい。また、乱数回路５０９にて生成される乱数のスタート値を
システムリセット毎に変更する場合にも、フリーランカウンタのカウント値と、ＩＤナン
バーとを組み合わせて使用することなどにより、乱数のスタート値を決定してもよい。
【０６３０】
　遊技制御用マイクロコンピュータ１００のＣＰＵ５０５に供給されるクロック信号と、
乱数回路５０９に供給されるクロック信号は、共通のクロック生成回路に含まれる１つの
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発振器により生成された発振信号を用いて、生成されるようにしてもよい。この場合には
、例えば乱数用クロックＲＣＬＫと制御用クロックＣＣＬＫをそれぞれ生成するための分
周器などを設け、ラッチ用クロックＲＣ０、ＲＣ１、ＲＣ２と制御用クロックＣＣＬＫあ
るいは内部システムクロックＳＣＬＫとの同期が生じにくくなるように、各分周器におけ
る分周比などを設定すればよい。制御用クロック生成回路１１１と乱数用クロック生成回
路１１２とは、その全部又は一部が、遊技制御用マイクロコンピュータ１００の内部に設
けられてもよいし、遊技制御用マイクロコンピュータ１００の外部に設けられてもよい。
【０６３１】
　乱数更新クロックＲＧＫやラッチ用クロックＲＣ０となる発振信号は、例えば乱数用ク
ロック生成回路１１２といった、乱数回路５０９の外部において生成されるようにしても
よい。あるいは、乱数回路５０９の内部にて、乱数更新クロックＲＧＫを生成するための
回路と、ラッチ用クロックＲＣ０を生成するための回路とを、別個に設けるようにしても
よい。一例として、クロック用フリップフロップ５５２と同様のフリップフロップにより
乱数更新クロックＲＧＫを生成する一方で、乱数更新クロックＲＧＫの信号状態を反転さ
せる反転回路を設け、その反転回路から出力される信号を、ラッチ用クロックＲＣ０とし
て用いるようにしてもよい。
【０６３２】
　ＲＯＭ５０６の外部読出などを制限する場合には、例えば遊技制御用マイクロコンピュ
ータ１００にてＲＯＭ５０６の記憶データを外部読出するための接続端子などを、パチン
コ遊技機１の提供者において外部装置が接続不能に封止されてもよい。
【０６３３】
　上記実施の形態では、図４６に示すステップＳ１４１の変動パターン設定処理として、
第１開始条件と第２開始条件のいずれが成立したかに関わりなく、図５２のフローチャー
トに示すような処理が実行されるものとして説明した。しかしながら、この発明はこれに
限定されず、第１開始条件が成立した場合と第２開始条件が成立した場合とでは、互いに
異なる処理を実行して、変動パターン種別を複数種類のいずれとするかの決定や、変動パ
ターンを複数種類のいずれとするかの決定を行うようにしてもよい。この場合、変動パタ
ーン種別を決定するための処理や、変動パターンを決定するための処理は、第１開始条件
と第２開始条件のいずれが成立したかに応じて異ならせる一方で、変動パターン種別決定
用の乱数値ＭＲ３を示す数値データや、変動パターン決定用の乱数値ＭＲ４を示す数値デ
ータとしては、第１開始条件と第２開始条件のいずれが成立したかに関わりなく、共通の
数値データを用いるようにすればよい。
【０６３４】
　また、大当り変動パターン種別決定テーブルや小当り変動パターン種別決定テーブル、
ハズレ変動パターン種別決定テーブルといった変動パターン種別決定テーブルとして、第
１開始条件と第２開始条件のいずれが成立したかに応じて、各変動パターン種別に対する
決定値の割当てを異ならせたものを予め用意してもよい。そして、第１開始条件の成立に
対応して実行される変動パターン設定処理では、第１開始条件の成立に応じた変動パター
ン種別決定テーブルを使用テーブルとして選択し、変動パターン種別決定用の乱数値ＭＲ
３に基づいて、変動パターン種別を複数種類のいずれかに決定する。これに対して、第２
開始条件の成立に対応して実行される変動パターン設定処理では、第２開始条件の成立に
応じて第１開始条件が成立した場合とは異なる変動パターン種別決定テーブルを使用テー
ブルとして選択し、第１開始条件が成立した場合と共通の変動パターン種別決定用の乱数
値ＭＲ３に基づいて、変動パターン種別を複数種類のいずれかに決定すればよい。
【０６３５】
　上記実施の形態では、可変表示結果が「小当り」となったことに基づいて小当り遊技状
態に制御され、小当り遊技状態が終了した後には、遊技状態の変更が行われない。その一
方で、可変表示結果が「大当り」となる場合に大当り種別が「突確」となったことに基づ
いて２ラウンド大当り状態に制御され、２ラウンド大当り状態が終了した後には、確変状
態に制御されるものとして説明した。しかしながら、この発明はこれに限定されず、大当
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り種別が「突確」となる場合や可変表示結果が「小当り」となる場合に代えて、あるいは
、これらの場合に加えて、「突然時短」や「突然通常」となる場合を設けるようにしても
よい。一例として、「突然時短」と「突然通常」は、可変表示結果が「大当り」となる場
合における大当り種別に含まれるものとする。この場合、大当り種別決定テーブル１３１
は、変動特図指定バッファ値に応じて、大当り種別決定用の乱数値ＭＲ２を、「突然時短
」や「突然通常」の大当り種別に割り当てるテーブルデータが含まれるように構成されれ
ばよい。そして、可変表示結果が「大当り」となる場合に大当り種別が「突然時短」とな
るときには、大当り種別が「突確」の場合と同様にして２ラウンド大当り状態に制御され
、２ラウンド大当り状態が終了した後には、大当り種別が「突確」の場合とは異なり時短
状態に制御される。他方、可変表示結果が「大当り」となる場合に大当り種別が「突然通
常」となるときには、大当り種別が「突確」の場合と同様にして２ラウンド大当り状態に
制御され、２ラウンド大当り状態が終了した後には、大当り種別が「突確」の場合とは異
なり通常状態に制御される。これにより、２ラウンド大当り状態の終了後に制御される遊
技状態に対する遊技者の期待感を高め、遊技興趣を向上させることができる。
【０６３６】
　このような「突然時短」や「突然通常」を設ける場合には、「突然時短」及び「突然通
常」以外である場合とは異なる変動パターン種別や変動パターンに決定するようにしても
よい。これにより、大当り種別が「突然時短」や「突然通常」であることにより２ラウン
ド大当り状態に制御されるにもかかわらず、１５ラウンド大当り状態に制御される場合と
同様の演出動作が行われて遊技者に不信感を与えてしまうことを防止できる。また、大当
り種別が「突然時短」や「突然通常」となる場合には、可変表示結果が「小当り」となる
場合、あるいは、大当り種別が「突確」となる場合と、共通の変動パターン種別に決定可
能としてもよい。これにより、変動パターンを決定する際には、大当り種別が「突然時短
」や「突然通常」となる場合であるか、可変表示結果が「小当り」となる場合あるいは大
当り種別が「突確」となる場合であるかに関わりなく、共通の変動パターン決定テーブル
を用いることができ、データ容量の削減を図ることができる。
【０６３７】
　上記実施の形態では、可変表示結果が「大当り」となったことに基づく大当り遊技状態
が終了した後に、確変状態や時短状態といった遊技状態に制御できるものとして説明した
。そして、確変状態や時短状態では、第２始動入賞口に遊技球が進入する可能性を高めて
第２始動条件が成立しやすくなることで遊技者にとって有利となる制御が行われるものと
して説明した。しかしながら、この発明はこれに限定されず、例えば確変状態には、継続
して確変制御が行われるとともに、第２始動入賞口に遊技球が進入する可能性を高める高
開放制御が行われる高確高ベース状態と、確変制御は行われるが高開放制御は行われない
高確低ベース状態とが含まれるようにしてもよい。また、時短状態には、特図変動時間が
短縮されるとともに高開放制御が行われる低確高ベース状態と、特図変動時間は短縮され
るが高開放制御は行われない低確低ベース状態とが含まれるようにしてもよい。一例とし
て、大当り種別が「確変」及び「突確」のいずれであるかに対応して、大当り遊技状態の
終了後に、高確高ベース状態と高確低ベース状態のいずれかに制御されるようにしてもよ
い。他の一例として、大当り種別が「確変」及び「突確」のいずれであるかに応じて、大
当り遊技状態の終了後に高確高ベース状態と高確低ベース状態のいずれかに制御される割
合を、互いに異ならせるようにしてもよい。
【０６３８】
　大当り種別が「突確」である場合に変動パターン種別を複数種類のいずれかに決定する
際には、大当り遊技状態の終了後に高確高ベース状態と高確低ベース状態のいずれに制御
するかに応じて、異なる変動パターン種別に決定するようにしてもよい。一例として、図
５１に示すステップＳ２３４にて大当り種別が「突確」に決定された際には、大当り遊技
状態の終了後に高確高ベース状態と高確低ベース状態のいずれに制御するかを決定するた
めの判定処理を実行する。このとき、高確低ベース状態に制御することが決定された場合
には、変動パターン種別ＣＡ４－１といった、大当り種別が「突確」となる場合と可変表
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示結果が「小当り」となる場合で共通の変動パターン種別に決定する。これに対して、高
確高ベース状態に制御することが決定された場合には、変動パターン種別ＣＡ４－２とい
った、大当り種別が「突確」となる場合のみに専用の変動パターン種別に決定すればよい
。これにより、大当り種別が「突確」で大当り遊技状態の終了後に高確低ベース状態とな
る場合には、飾り図柄の可変表示中における演出動作や２ラウンド大当り状態における演
出動作として、可変表示結果が「小当り」となる場合と共通の演出動作が行われた後、高
確低ベース状態となることができる。他方、大当り種別が「突確」で大当り遊技状態の終
了後に高確高ベース状態となる場合には、飾り図柄の可変表示中における演出動作や２ラ
ウンド大当り状態における演出動作として、大当り種別が「突確」となる場合のみに専用
の演出動作が行われた後、高確高ベース状態となることができる。
【０６３９】
　上記実施の形態では、画像表示装置５の表示領域において、「左」、「中」、「右」の
飾り図柄表示エリア５Ｌ、５Ｃ、５Ｒが設けられ、各飾り図柄表示エリア５Ｌ、５Ｃ、５
Ｒにて１個の飾り図柄が停止表示されることで、予め定められた１個の有効ライン上に最
終停止図柄となる確定飾り図柄が停止表示されるものとして説明した。しかしながら、こ
の発明はこれに限定されず、例えば「左」、「中」、「右」の各飾り図柄表示エリア５Ｌ
、５Ｃ、５Ｒにて「上段」、「中段」、「下段」の３カ所に飾り図柄を停止表示可能とし
、５個あるいは８個の有効ライン上に最終停止図柄となる確定飾り図柄が停止表示される
ようにしてもよい。
【０６４０】
　その他にも、パチンコ遊技機１の装置構成、データ構成、フローチャートで示した処理
、画像表示装置５の表示領域における演出画像の表示動作を含めた各種の演出動作などは
、本発明の趣旨を逸脱しない範囲で、任意に変更及び修正が可能である。加えて、本発明
の遊技機は、入賞球の検出に応答して所定数の賞球を払い出す払出式遊技機に限定される
ものではなく、遊技球を封入し入賞球の検出に応答して得点を付与する封入式遊技機にも
適用することができる。
【０６４１】
　上記実施の形態では、遊技機の例として、特別図柄や飾り図柄を可変表示する機能や各
種の演出画像を表示する機能を有するパチンコ遊技機１を用いて説明した。しかしながら
、上記実施の形態におけるパチンコ遊技機１が備える構成及び機能の少なくとも一部は、
スロットマシンなどの他の遊技機にも適用することができる。
【０６４２】
　一例として、スロットマシンが備える遊技制御用マイクロコンピュータに内蔵又は外付
けされた乱数回路では、例えば図１４に示した構成のうち、ラッチ用フリップフロップ５
５７Ｂ、乱数ラッチセレクタ５５８Ｂ及び乱数値レジスタＲ２Ｄ（５５９Ｂ）の組合せを
不使用とすればよい。その一方で、例えば図６に示した構成において、ＰＩＰ５１０が備
える入力ポートＰ０にスロットマシンが備えるスタートレバースイッチからの検出信号を
入力する。
【０６４３】
　そして、遊技制御用マイクロコンピュータに内蔵又は外付けされた乱数回路では、例え
ばスタートレバースイッチからの検出信号がオン状態になることといった所定信号の入力
に基づいて、図１４に示した乱数生成回路５５３や乱数列変更回路５５５などにより予め
定められた手順で更新される乱数列ＲＳＮに含まれる数値データが乱数値レジスタＲ１Ｄ
（５５９Ａ）に格納されたときに、乱数ラッチフラグレジスタＲＤＦＭに格納される乱数
ラッチフラグデータＲＤＦＭ０のビット値を“０”から“１”へと変化させることなどに
より、数値データを格納した乱数値レジスタＲ１Ｄ（５５９Ａ）に対応する乱数ラッチフ
ラグがオン状態になり新たな数値データの格納が制限される。その一方で、例えば遊技制
御用マイクロコンピュータのＣＰＵが、図４８に示すステップＳ５０６に相当する処理を
実行したときといった、乱数値の読出タイミングにて乱数値レジスタＲ１Ｄ（５５９Ａ）
から乱数値となる数値データが読み出されたときに、その数値データが読み出された乱数
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値レジスタＲ１Ｄ（５５９Ａ）に対応する乱数ラッチフラグがオフ状態になり新たな数値
データの格納が許可される。これにより、所定信号の入力に基づいて乱数値レジスタＲ１
Ｄ（５５９Ａ）に格納された数値データは、遊技制御用マイクロコンピュータのＣＰＵな
どによって読み出されるまでにノイズ等により改変されてしまうことがなく、正確な乱数
値となる数値データを取得することができる。
【０６４４】
　また、スロットマシンにおいても、遊技制御用マイクロコンピュータのＣＰＵなどによ
り遊技制御の実行が開始されるときには、例えば図３９に示すステップＳ５６に相当する
処理や、図４２に示すステップＳ１２０及びステップＳ１２１に相当する処理において、
乱数値レジスタＲ１Ｄ（５５９Ａ）から数値データを読出可能であり、各乱数ラッチフラ
グをオフ状態に設定することができる。これにより、例えばスロットマシンにおいて電源
遮断が発生したときや電源投入時などの電源電圧が不安定な状態で誤って乱数値レジスタ
Ｒ１Ｄ（５５９Ａ）に格納された数値データが、乱数値として取得されてしまうことを防
止できる。
【０６４５】
　さらに、図８（Ａ）や図１１（Ａ）及び（Ｃ）に示したものと同様に、セキュリティ時
間設定ＫＳＥＳのビット番号［４－３］におけるビット値を“００”以外の値としたとき
には、システムリセットや電源投入に基づき初期設定処理が実行されるごとに所定の時間
範囲で変化する可変設定時間を、セキュリティ時間に含まれる時間成分として設定する。
加えて、図８（Ａ）や図１１（Ａ）及び（Ｄ）に示したものと同様に、セキュリティ時間
設定ＫＳＥＳのビット番号［２－０］におけるビット値を“０００”以外の値としたとき
には、固定時間に加えて予め選択可能な複数の延長時間のいずれかを、セキュリティ時間
に含まれる時間成分として設定する。これにより、スロットマシンの電源投入やシステム
リセット等による動作開始タイミングから、乱数回路の動作開始タイミングや更新される
数値データなどを特定することが困難になり、遊技制御処理プログラムの解析結果に基づ
く狙い撃ちや、いわゆる「ぶら下げ基板」を接続して所定タイミングで不正信号を入力す
ることで、不正に特別遊技状態を発生させるなどの行為を、確実に防止することができる
。
【０６４６】
　その他、スロットマシンにおいて、例えば遊技制御用マイクロコンピュータに内蔵又は
外付けされた乱数回路にて生成される乱数値となる数値データのスタート値をシステムリ
セット毎に変更すること、より具体的には、遊技制御用マイクロコンピュータのＣＰＵに
おける動作とは別個に初期値決定用データとなるカウント値を更新するフリーランカウン
タから読み出したカウント値を用いて乱数値となる数値データのスタート値が決定される
こと、遊技制御用マイクロコンピュータが備える外部バスインタフェースでは内部リソー
スアクセス制御回路によりＲＯＭの記憶データといった遊技制御用マイクロコンピュータ
の内部データにつきＣＰＵ等の内部回路以外による外部読出が制限されること、遊技制御
用マイクロコンピュータに内蔵又は外付けされた乱数回路の周波数監視回路では乱数用ク
ロックの入力状態を内部システムクロックと比較して乱数用クロックにおける周波数異常
が検知されること、あるいは、これらの一部又は全部を組み合わせることなどにより、上
記実施の形態におけるパチンコ遊技機１が備える構成及び機能の少なくとも一部が、スロ
ットマシンにおいても実現されればよい。
【０６４７】
　スロットマシンは、メダル並びにクレジットを使用してゲームを実施可能なものに限ら
ず、例えばパチンコ球を用いてゲームを行うスロットマシンや、メダルが外部に排出され
ることなくクレジットを使用して遊技可能な完全クレジット式のスロットマシン、可変表
示装置が図柄を示す画像の表示を行う画像式のスロットマシンなどにも適用することがで
きる。
【０６４８】
　パチンコ遊技機１やスロットマシンが備える構成及び機能の一部又は全部を実現するた
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めのプログラム及びデータは、コンピュータ装置等に対して、着脱自在の記録媒体により
配布・提供される形態に限定されるものではなく、予めコンピュータ装置等の有する記憶
装置にプリインストールしておくことで配布される形態を採っても構わない。さらに、本
発明を実現するためのプログラム及びデータは、通信処理部を設けておくことにより、通
信回線等を介して接続されたネットワーク上の、他の機器からダウンロードすることによ
って配布する形態を採っても構わない。
【符号の説明】
【０６４９】
　　１　…　パチンコ遊技機
　　２　…　遊技盤
　　３　…　遊技機用枠
４Ａ、４Ｂ　…　特別図柄表示装置
　　５　…　画像表示装置
　６Ａ　…　普通入賞球装置
　６Ｂ　…　普通可変入賞球装置
　　７　…　特別可変入賞球装置
８Ｌ、８Ｒ　…　スピーカ
　　９　…　遊技効果ランプ
　１１　…　主基板
　１２　…　演出制御基板
　１３　…　音声制御基板
　１４　…　ランプ制御基板
　１５　…　払出制御基板
　１８　…　中継基板
　２０　…　普通図柄表示器
　２１　…　ゲートスイッチ
２２Ａ、２２Ｂ　…　始動口スイッチ
　２３　…　カウントスイッチ
　３１　…　遊技開始スイッチ
　４１　…　通過ゲート
１００、８１０　…　遊技制御用マイクロコンピュータ
５０１　…　外部バスインタフェース
５０１Ａ　…　内部リソースアクセス制御回路
５０２　…　クロック回路
５０３　…　固有情報記憶回路
５０４　…　リセット／割込みコントローラ
５０５　…　ＣＰＵ
５０６　…　ＲＯＭ
５０７　…　ＲＡＭ
５０８　…　ＣＴＣ
５０９　…　乱数回路
５１０　…　ＰＩＰ
５１１　…　シリアル通信回路
５１２　…　アドレスデコード回路
５５１　…　周波数監視回路
５５２　…　クロック用フリップフロップ
５５３　…　乱数生成回路
５５４　…　スタート値設定回路
５５４Ａ　…　フリーランカウンタ
５５５　…　乱数列変更回路
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５５６　…　乱数列変更設定回路
５５７Ａ、５５７Ｂ　…　ラッチ用フリップフロップ
５５８Ａ、５５８Ｂ　…　乱数ラッチセレクタ
５５９Ａ、５５９Ｂ　…　乱数値レジスタ
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